




序     文 
 
 カンボジア王国政府は、地方分権化の促進を通じた国民生活に直接影響する公共サービスの

質・量の改善をめざし、2002 年 2 月に初の地方選挙（直接選挙、比例代表制）を実施し、末端の

1,621 の村落・地区（コミューン・サンカット）において評議会を発足させる等、地方分権化・

業務分散化（Decentralisation＆Deconcentration：D＆D)政策を推進しています。2008 年 5 月にはよ

り上層の行政レベルに間接選挙・比例代表制による評議会を 1 年以内に設置することを定めた地

方行政法を施行、2009 年 5 月に実施された選挙に基づき首都・州（24）、区・市・郡（193）に評

議会が発足しました。しかしながら、長期間にわたった内戦の影響から行政組織を支える中堅ク

ラスの人材に乏しく、教育・訓練制度も不十分であり、公務員の人材育成は遅れているため、D
＆D 政策の推進にあたっては援助機関の協力なしには実施が困難な状況です。 
 カンボジア王国政府は地方行政能力向上のための人材育成に関して技術協力プロジェクト「地

方行政能力向上プロジェクト」を要請しました。日本国政府が地方行政能力向上プロジェクトを

行うことを決定したのに伴い、独立行政法人国際協力機構は、2007 年から 2010 年 1 月までの予

定でこの技術協力を行っています。 
 プロジェクト終了を約半年後に控えた 2009 年 6 月に、当機構カンボジア事務所次長はじめ 4
名の日本国側調査団と、内務省副大臣を議長とするカンボジア王国側調査団 3 名が評価委員とな

る合同終了時評価調査団を結成し、技術協力プロジェクト「地方行政能力向上プロジェクト」の

これまでの活動実績、進捗状況について、カンボジア王国政府の D&D 政策推進の動向も踏まえ

つつ、総合的な評価を行いました。これらの評価結果は、ミニッツに取りまとめられ、日本国・

カンボジア王国双方の評価委員の合意の下に、署名・交換が行われました。 
 この報告書は、同評価調査及び協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力事業を効

果的、かつ効率的に実施していくための参考として、活用されることを願うものです。 
 この調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
 

平成 21 年 8 月 
  

独立行政法人国際協力機構 
カンボジア事務所長 鈴木 康次郎 
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終了時評価結果要約表 
１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：地方行政能力向上プロジェクト 

分野：ガバナンス 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：カンボジア事務所  協力金額（評価時点）：4 億 2,300 万円 

先方関係機関：内務省地方行政総局（GDLA） 

日本側協力機関：総務省自治行政局、総務省自治

大学校、東広島市、広島大学 

協力期間：2007 年１月～2010 年１月 
（R/D 締結日：2006 年 12 月 14 日）

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」）では、長期間にわたった内戦の影響から行政組織を

支える中堅クラスの人材に乏しく、総合的な教育・訓練制度も不十分であり公務員の人材育成

は遅れている。また、行政機構の整理も十分ではなく効果的・効率的な行政が行われていない。

こうした背景において、カンボジア政府は 1998 年に行政改革国家プログラムを策定して行政改

革に取り組んでおり、2006 年 8 月には、地方分権化政策を実施する国家地方分権化・業務分散

化管理委員会（National Committee for the Management of Decentralization and Deconcentration 
Reform：NCDD）が設置され、議長を内務省大臣が務めている。 

内務省地方行政総局（General Department of Local Administration：GDLA）は、地方分権化・

業務分散化（D＆D）改革推進の中核を担う実施機関として地方自治制度、地方税財政制度、中

央省庁と地方行政体の関係等、法制度整備及び運用を進める責任を担っているが、著しく人材

が不足しており、援助機関の協力なしには実施が困難な状況である。こうしたなか、カンボジ

アは地方行政能力向上のための人材育成、特に内務省地方行政総局と州の行政官の人材育成に

関する技術協力プロジェクト「地方行政能力向上プロジェクト」を我が国に要請、日本政府に

よる採択を経て、2006 年 12 月 14 日に JICA とカンボジア内務省間で 2007 年 1 月より 3 年間の

予定で本件プロジェクトの実施が合意された。 
 
１－２ 協力内容 

 本プロジェクトは内務省地方行政総局内に設置されたタスクフォースによる地方行政に関す

る研修運営管理能力を構築し、同タスクフォースを通じて、カンボジア政府行政官及び州評議

員の基礎能力向上のための研修を実施することを目的としている。 
 

１－２－１ 上位目標 
  カンボジアにおいて研修等を通じて地方行政に関わる人材が育成される。 
 

１－２－２ プロジェクト目標 
1．内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する。 
2．中央・州レベルの地方行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する。 

 
 



１－２－３ 成 果 
1-1 内務省地方行政総局（GDLA）タスクフォースが D＆D（Decentralization＆ 

Deconcentration、地方分権化・業務分散化）の進捗状況とニーズに基づいた研修を企

画・実施して運営管理を行う。 
2-1 内務省地方行政総局職員が D＆D 政策及び地方行政について理解をする。 
2-2 州知事・副知事が D＆D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
2-3 州事務所職員が D＆D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
2-4 全州及び首都の州評議員及び州評議会上級職員が地方行政法及び関連する政令規則

について理解する。 
 

１－２－４ 投 入 
  ＜日本側＞ （2009 年 6 月末評価時点の総投入計画値：4 億 2,300 万円） 

専門家  ：75.59 MM（第 3 年次までの実績＋第 4 年次計画） 
              （チーフアドバイザー、副総括/研修運営管理、地方行政、研修計画、地方行

政研修、業務調整、地方自治制度、地方自治法、地方税財政） 
本邦研修 ：のべ 39 名 
機 材  ：7 万 5,994 米ドル                      
現地業務費：194 万円 

  ＜カンボジア側＞ 
カウンターパート配置：プロジェクトディレクター 1 名 

             プロジェクトマネージャー 1 名、他メンバー 
事務所、施設及び事務所設備 
地方行政担当職員に対する研修実施の承認 

２．評価調査団の概要 

調 査 者 ＜カンボジア側＞ 
 H.E. Prum Sokha, Project Director, Secretary of State, Ministry of Interior 
 H.E. Sak Setha, Project Manager, Secretary of State, Ministry of Interior 
 H.E. Leng Vy, Director General, General Department of Local Administration  
（GDLA）, Ministry of Interior（Counterpart） 

 
＜日本側＞ 

 総  括：小林雪治 JICA カンボジア事務所 次長 
 地方行政：川北博史 JICA 国際協力専門員 
 調査企画：寺田美紀 JICA カンボジア事務所 企画調査員（グッドガバナンス）

 評価分析：松原千枝子 ㈱シー・ディー・シー・インターナショナル 

調査期間 2009 年 6 月 20 日～26 日 評価の種類 終了時評価 

 
 
 



３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ 成果達成状況 
予定されていた成果はおおむね順調に達成されつつあるが、成果 2-1「内務省地方行政総

局職員が D＆D 政策及び地方行政について理解する」については、1 つの指標「研修前後で

試験結果が 30％以上向上する」のみが目標値に至っていない。プロジェクト終了時までには

目標値が達成できるよう、第 4 回目の GDLA 職員研修に向けて原因・対策の検討を行ってい

る。 
各成果の主な達成状況は以下のとおり。 

【成果 1-1】：内務省地方行政総局（GDLA）タスクフォースが D＆D（Decentralization＆
Deconcentration、地方分権化・業務分散化）の進捗状況とニーズに基づいた研修を企画・

実施して運営管理を行う。 
【コア指標 1-1-4】：第 3 年次に行われた全研修においてコア研修講師候補者の評価は 10 点

満点中、目標を上回る平均 8.5 を達成している。 
 
【成果 2-1】：内務省地方行政総局職員が D＆D 政策及び地方行政について理解する。 
【コア指標 2-1-2】：研修前後試験の改善幅が第１回 18.8％、第 2 回 17.3％、第 3 回 19.0％
と、目標の 30％に達しておらず、上述のとおり原因・対策の検討を行っている。 

 
【成果 2-2】： 州知事・副知事が D＆D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
【コア指標 2-2-2】：研修に参加した知事及び副知事の D＆D 政策及び地方行政に関する理

解度自己評価が 10 点満点中 7 点以上と、おおむね順調に達成されつつある。 
 
【成果 2-3】： 州事務所職員が D＆D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
【コア指標 2-3-6】：州・郡職員の研修前後試験の平均点が目標値の 30％を上回る 34.2％（前

34.4％→後 68.6％）の改善をみせる等、おおむね順調に達成されつつある。 
 
【成果 2-4】： 全州及び首都の州議員及び州議会上級職員が地方行政法及び関連する政令規

則について理解する。 
【コア指標 2-4-1】：全州評議員及び議会上級職員のうち 98.4%が州議員を対象としたトップ

マネージメントセミナーに参加しており、おおむね順調に達成されつつある。 
 
３－１－２ プロジェクト目標達成状況 

プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。 
目標 1「内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する」についての達成度を測る指

標は「GDLA タスクフォースが自ら研修を運営できる」である。第 3 年次の GDLA タスクフ

ォースメンバーの自己評価では、専門家の支援なしで独力で研修をほぼ実施できる（3 段階

評価で 2.8）という水準にあること、研修参加者の評価も高いこと（2008 年の研修運営に対

する評価の平均は 10 段階評価の 8.7 であり、目標値の 8 を超えている）から、目標 1 は問題

なく達成できると考えられる。 
目標 2「中央・州レベルの地方行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する」につい

ては、指標に照らして目標は達成されている（「研修参加者の研修に対する満足度が 8 以上で

ある」という指標に対し、第 3 年次の平均は 8.6、「地方行政に関する職員の知識が向上する」

という指標に対し、第 3 年次に行われた研修の前後試験結果を総合すると目標としていた

30％を超える平均 31.6％の向上、という結果を得ている）。 



３－１－３ 上位目標の達成見込み 
 上位目標は、「研修を通じて、地方行政に関わる人材が育成される」であり、その指標は、

「新たに整備された地方行政人材育成制度の下で研修を受けた州及び郡職員の数」となって

いる。これに関しては、D＆D 改革の進捗により地方行政の体制や制度に変更が生じている

ことから、上位目標の明確化及び検証可能な指標の再検討が必要である。 
 

３－２ 5 項目評価 

(1) 妥当性 
以下のことから、本プロジェクトの妥当性は高いといえる。 
カンボジア政府は 2004 年７月に発表された国家開発戦略「Rectangular Strategy」で、D

＆D 推進を重要課題のひとつとして明示し、この方針に沿って「D&D 改革戦略フレームワ

ーク」の承認（2005 年 6 月）、地方行政法の施行（2008 年 5 月）、第１回首都・州、市・郡・

区の評議会議員選挙の実施（2009 年 5 月）等を行ってきた。現在、今後 10 年間の D＆D
推進をめざし民主的地方開発国家プログラム（以下、「国家プログラム」。National Program 
for Sub-National Democratic Development：NP-SNDD）の策定プロセスが進行中で、2010 年

1 月のプログラム開始を目標に進められている。この国家プログラムには人材育成分野も

主要課題のひとつとして取り上げられることが想定されており、また、D＆D 改革の実施

のためには委譲される権限を執行できる地方行政能力が必要不可欠であることから、地方

行政の人材育成のための研修運営能力の向上、州・首都評議会議員を含めた地方行政に関

わる職員の能力向上をめざす本プロジェクトはカンボジア政府の政策に沿っているといえ

る。 
 日本の援助政策は本プロジェクト計画時から、長年の内戦による深刻な人材不足に対処

するための人づくりの重要性、行政機能の強化の必要性を明示している。また、地方行政

の人材育成のための研修運営能力の向上、地方行政に関わる職員の能力向上をめざす本プ

ロジェクトは JICA の使命 2「公正な成長と貧困削減」、使命 3「ガバナンスの改善」に合

致しているといえる。 
 研修ニーズ調査に基づく計画立案により、本プロジェクトで実施されている研修に対す

る参加者の満足度は常に 8 割を超えていることからも、本プロジェクトは参加者のニーズ

に適合した研修を提供できたと考えられる。 
地方行政の法令規則に関する研修のニーズは潜在的にあったものの、他ドナーが実施し

てこなかった分野であった。さらに、第１回の州・首都及び市・郡・区評議会議員選挙後

に、評議会を立ち上げ運営していくために必要な実務的な研修を、今まで関連した経験や

研修機会の乏しかった対象者にタイムリーに実施し効果をあげた。また、本邦研修を交え、

明治時代から今日に至るまでの日本の地方行政や地方分権化の経験、広島復興の事例等、

国土が疲弊した状態から内発的な発展を志し短期間の間に経済成長を遂げた歴史的背景を

共有するという方法をとり、カンボジア地方行政関係者が地方分権化政策を推進する参考

とした。以上の点からプロジェクトデザインも妥当であったと考えられる。 
 

(2) 有効性 
以下の達成状況を鑑み、有効性は確保されていると考えられる。 



目標１「内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する」、目標 2「中央・州レベル

の地方行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する」の両方とも、達成されている、

あるいはプロジェクト終了までに問題なく達成される状況にある。 
他ドナーからもカウンターパートに対する研修運営能力向上支援のインプットはある

が、小規模で継続性のないものが多く、プロジェクト目標達成の大部分は本プロジェクト

の活動成果に起因するものと考えられる。 
 
(3) 効率性 

以下の点を総合的に考慮し、効率性はおおむね確保されていると考えられる。 
投入はおおむね毎年次の実施計画どおりになされ、成果達成に活用されている。また、

州・首都の評議員は、選出後 3 ヵ月以内に実施すべき業務が規定されていたところ、そう

した業務の実施方法を具体的に説明する研修を選出後 1 ヵ月以内に実施するという、非常

によいタイミングで実施された。 
裨益地域は全国に及び、のべ裨益人数は当初計画を上回り一定規模に達したが、地方行

政担当職員の人数が増加傾向にあるので包括的に人材育成を実施していくための戦略的ア

プローチがより重要になってきている。 
本プロジェクトが対象としたのは、他の開発パートナーが従来あまり支援してこなかっ

た基本的な法制度に関する研修、州や郡レベルの研修であり、他との重複を避けつつ、補

完関係となるかたちでプロジェクトが実施された。 
 
(4) インパクト 

ポジティブなインパクトは、いくつか指摘できる。 
まず、カンボジア政府が地方行政に携わる人材育成のための制度や組織の整備の重要性

に対する認識を深めてきたことが大きなインパクトのひとつとしてあげられる。次に、地

方行政実態調査で収集分析された情報が国家プログラム策定に利用され、実態調査に基づ

く地方行政人材育成に関する提言が国家プログラムに反映される見込みであることがあげ

られる。三点目として、本プロジェクトで作成・開発された研修教材や方法論、養成され

た講師が内務省や他ドナーの研修において活用されていることがあげられる。このような

なかで、州・首都評議員研修用教材が市・郡・区評議員（約 2,860 名）研修にも用いられ

ることも可能になっている。四点目として、D＆D 改革に関する法案作成や制度整備にあ

たり、自国の制度を他国と比較検討、検証するための判断材料のひとつとして様々な場で

日本の制度が参照されていることがあげられる。最後に、GDLA タスクフォースメンバー

が GDLA の中核人材として育成され、D＆D 改革プロセスに直接に関係する活動を含め、

研修のみならず様々な業務において重要な役割を担っていることがあげられる。具体的に

は、10 名の GDLA タスクフォースメンバーのうち 3 名が国家プログラム策定に関わる民主

的地方開発のための国家委員会（新 NCDD）事務局（NCDDS）下の政策チームのメンバー

に指名されていることなどが例としてあげられる。 
 一方、負のインパクトは現在のところ見当たらない。 

上位目標に関しては、D&D 改革の進捗により地方行政の体制や制度に変更が生じている

ことから、検証可能な指標の設定を含めた再検討が必要である。 



(5) 自立発展性 
個人レベルでは、技術や知識の定着を図る工夫が随所に見られ、中長期的に人材育成を

担っていく核となる人材が育っており意欲も高い。これらの人材は、各個人の所属する組

織において今後のカンボジアでの地方行政人材育成に貢献していくものと考えられる。 
一方、組織・制度面での自立発展性の確保の状況は以下のとおりである。 
GDLA タスクフォースは GDLA の各局からのメンバーで構成されており、GDLA タスク

フォースは本プロジェクト終了に伴い解散することとなる。現在、D＆D 改革実施のため

に、より効率的な人材育成のための体制整備が必要であるという点についてコンセンサス

が形成されつつあり、人材育成を所掌する組織を設立する方向で組織体制の移行過程にあ

る。このため当面は、研修に関連する既存の 3 つの組織が本プロジェクトの研修のいくつ

かを引き継ぐことが見込まれる。 
カンボジア政府は経常収支の一部も開発ドナーに依存する等、深刻な財政面での課題を

抱えており、カンボジア政府独自の国家予算による完全な自立発展性の確保を性急に求め

ることは困難である。現在、国家プログラムの策定プロセスの段階から多くの開発パート

ナーが財政支援の可能性を検討していることから、当面のリソースを確保する見込みは高

いが、長期的には公共財政収支の改善を視野に入れつつ戦略的に人材育成を図る必要があ

る。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 
計画の面で効果発現に貢献している要因としては、地方行政実態調査を行う等の工夫を

こらしニーズに合った研修を実施していることがあげられる。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 
実施プロセスにおいてプロジェクト目標、成果達成に貢献している要因として、まず、

D＆D 改革の動向など、本プロジェクトをとりまく環境の変化についての情報を常に収集

し、戦略的にプロジェクトの方向性を確認、修正する対応がとられていることがあげられ

る。プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を変更して州・首都評議員に対する

研修を追加したことは、それを端的に示す例である。 
また、成果達成に向けてプロジェクト活動の質を高める取り組みや工夫がきめ細かくな

されていることがあげられる。例えば、各種研修のなかでグループワークが取り入れられ、

講義内容について作業することを通じて、講義で得た知識をより確かに身につける工夫が

なされていることなどが代表的な具体例としてあげられる。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 
GDLA 下の各局から選抜されたメンバーによる GDLA タスクフォースというプロジェク

トユニットを結成する、というプロジェクト実施体制が当初から計画されていた。 
このような体制となった背景には、D＆D 改革の途上で組織制度整備・運用そのものを

含めた国づくりを担う人材を育成するという喫緊の課題への対応を行わなければならなか



ったというやむを得ない事情があり、プロジェクト開始時としては適切な判断であったと

思われる。また、こうした実施体制は能力の高い人材を揃え、各局から経験を持ち寄り、

また、各局に今後の人材育成の足掛かりとなる中核人材を確保することにはつながった。

一方で、各局及び GDLA タスクフォースメンバーが、本プロジェクトの活動が各局の本来

業務とは別の活動であると認識することにつながっている。その結果、本来業務とのスケ

ジュール調整の難しさや指示命令系統の不明確さ、GDLA タスクフォースメンバーの活動

への参加度のばらつき、そのことに起因するチームワーク醸成の難しさといった問題が生

じた。本プロジェクトに関わる内務省幹部の意志及び積極的に活動する GDLA タスクフォ

ースメンバーの意欲、専門家の適切な支援がなかったら、プロジェクトの成果を生み出す

ことは困難だっただろう。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 

特段なし。 
 
３－５ 結 論 

  十分な妥当性を有し、有効性・効率性も確保されていること、また、本プロジェクト外への

インパクトの発現においても相当の結果を得ていることから、本プロジェクトはよく運営され、

成果をあげてきたといえる。ただ、組織・制度面での自立発展性の確保という点では、本プロ

ジェクトは、プロジェクトの効果を持続するための組織が設立される前に終了するというタイ

ミングとなった。その結果、上位目標達成状況の検証方法に関して残されたプロジェクト期間

中に合同調整委員会（JCC）等を通じ再考と確認が求められることとなった。 
 
３－６ 提 言 

上記の実績、評価 5 項目による評価を踏まえての、本プロジェクトのデザインや活動への提

言は以下のとおりである。 
 
３－６－１ 残されたプロジェクト期間中になすべきことについての提言 

(1) 上位目標の明確化と指標の再検討 
外部条件の変化に伴い、現行の PDM の指標は、上位目標の達成状況を検証するには

適さないものとなっている。そのため、今後の方向性を勘案しつつ、専門家、JICA カン

ボジア事務所及びカウンターパート機関の 3 者で協議のうえ、本プロジェクト終了まで

に上位目標をより明確化し、妥当な指標について検討・合意しておくことが求められる。

具体的な指標案としては、本プロジェクト活動で既に一部行われているインパクト調査

の採用や、個々のカウンターパートが本プロジェクトから得た成果をいかに活用してい

るか、といった指標が考えられる。 
 

(2) 個々のカウンターパートへの支援 
本プロジェクト終了後、本プロジェクトの成果を組織的に継承していく体制が整うに

はまだしばらく時間を要する状況であることから、当面は個々のカウンターパートが本

プロジェクトを通じて得たものを維持・普及させていく活動に期待することとなるが、



実際に、そのような試みはいくつか始まっている。したがって、個々のカウンターパー

トの知識能力をより確実なものにすることと合わせ、それぞれの職場においてカウンタ

ーパート知識能力を活用・普及させていくことに対してプロジェクト側から貢献できる

ことがあるならば、惜しみなく支援することが望まれる。具体的には、今後予定されて

いるレビューワークショップで、より強化が必要とされる部分について助言やアドバイ

スを提供すること、GDLA タスクフォースメンバーが個々の職場で同僚に対し職場内研

修などを実施する際に、必要に応じて支援すること、必要な資料や機材を貸し出すこと、

などが考えられる。 
 

(3) D＆D 動向の把握 
 国家プログラムの内容及び進捗状況を確認、精査し、引き続きプロジェクトサイドか

らも提言などの情報発信をしていくことが望ましい。 
 
３－６－２ プロジェクト終了後約 3 年間に実施可能なことについてのカンボジア政府に対

する提言 
(1) 自立発展性の強化 

 今後の D＆D 改革の下で、講師養成研修（TOT）を含めた研修運営管理の機能を有す

る事務所あるいは局、組織において、GDLA タスクフォースの中核となるメンバーが研

修運営管理に関わっていくことが望ましい。どの事務所、局あるいは組織が研修プログ

ラムの運営管理の機能を担うかは、D＆D 改革に沿って最近内務省内で開始された内務

省の機能及び組織の見直しのなかで決定されることになるであろう。 
 したがってまず最初のステップとして、個々のタスクフォースメンバーがその能力・

知識を確実なものにし、来るべき人材育成体制の整備に向け、現在の体制のなかで各々

の組織が、プロジェクトの成果を確実に受け継ぐことが望まれる。 
 

(2) 上位目標の明確化 
 本プロジェクトでは、カンボジアの現状に合わせ、地方行政法を中心として、地方行

政を機能させるための実務的かつ必要不可欠な、早急に教えられるべき事柄を取り扱っ

てきた。研修参加者からも、地方行政に必要不可欠な内容であるとの評価を得ている。

 本プロジェクトの終了後、人材育成のための組織体制確立のための努力は引き続きな

されるべきであるが、一方で、適したタイミングでターゲットグループに教えられるべ

き事項が今後生じてくると考えられる。現在、カンボジア政府は 10 年間の民主的地方開

発のための国家プログラムの枠組みにおいて以下の 6 つのエリアを検討しており、本プ

ロジェクトのカウンターパート機関及び JICA カンボジア事務所は、以下のエリアに関

連した研修事項に関する動向を注視していくことが求められる。 
・プログラムエリア 1：統一行政原則に従った地方統治システムの制度化 
・プログラムエリア 2：地方行政人事管理及び人材育成システムの確立及び運用 
・プログラムエリア 3：権能委譲のための包括的なプログラムの策定 
・プログラムエリア 4：地方行政の予算、財政、財産管理システムの確立 
・プログラムエリア 5：アカウンタビリティの明確化による民主主義原理の強化 



・プログラムエリア 6：地方行政発展に向けた制度環境整備 
上述のプログラムエリアの進捗を注視しつつ、カンボジアにおける D＆D 改革強化の

ための長期人材育成戦略が、内務省あるいは今後整備されることが予想される人材育成

専轄組織において策定されることが望ましい。 
  
３－７  教 訓 

 本プロジェクトから得られた教訓は以下のとおりである。 
 

３－７－１ プロジェクトデザイン段階からの自立発展性確保への配慮 
 GDLA タスクフォースというプロジェクトユニットを結成してプロジェクトを実施すると

いう実施体制が当初から定められていた。D＆D 改革が進行するなかで、このような体制を

とらざるを得ない事情はあったが、このことに起因して、本プロジェクト活動の実施過程に

おいても、いくつか困難な要素が生じたことは事実である。 
 一般的に、体制構築や既存の組織の再編成に関与するプロジェクトの場合は、タスクフォ

ースを形成する方式の実施体制は有効に機能する。一方で、技術移転等の関与を主目的とす

る場合には、確固とした組織とともにプロジェクトを実施する方が有効であろう。このよう

な場合、プロジェクトの自立発展性確保のためには、プロジェクト計画段階からそのメカニ

ズムを組み込むよう十分に配慮しておく必要がある。 
 

３－７－２ 流動的な状況下でのプロジェクトデザイン及び実施体制のあり方 
 本プロジェクトは計画段階から、プロジェクトをとりまく状況の流動性が認識されており、

状況に応じて柔軟に計画を見直すことの必要性が指摘されていた。実際に、本プロジェクト

では不断の情報収集を行い戦略的に次の展開を考えることにより、大きな計画変更から細か

いプロジェクト活動内容の調整を行ってきた。 
 今後、世界各地で復興から開発への移行過程の支援が展開されていくことが予想されるな

かで、本プロジェクトが情報収集を重要な活動として位置づけ、状況に応じてプロジェクト

デザインをタイムリーに修正してきたことにより成果をあげたことは、他の類似する状況下

でのプロジェクトに有益な示唆となるものと思われる。 

 



第１章  終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」）では、長期間にわたった内戦の影響から行政組織を支

える中堅クラスの人材に乏しく、総合的な教育・訓練制度も不十分であり公務員の人材育成は遅

れている。また、行政機構の整理も十分ではなく効果的・効率的な行政が行われていない。こう

した背景において、カンボジア政府は 1998 年に行政改革国家プログラムを策定して行政改革を模

索しており、2002 年 2 月には初の地方選挙（直接選挙、比例代表制）を実施して、1,621 村・地

区（コミューン・サンカット）評議会を発足させた。2004 年 7 月に発表された国家開発戦略

「Rectangular Strategy」で行政サービスの向上に向けた地方分権化の推進の重要性が明示されたこ

とを受け、2005 年 6 月には閣僚評議会が地方分権化・業務分散化（Decentralization and 
Deconcentration：D＆D）推進のための「D＆D 改革戦略フレームワーク」を承認、2006 年 8 月には、

地方分権化政策を実施する国家地方分権化・業務分散化管理委員会（National Committee for the 
Management of D＆D Reform：NCDD）が設置され、議長を内務省大臣が務めている。 

内務省地方行政総局（General Department of Local Administration：GDLA）は、D＆D 改革推進

の中核を担う実施機関として地方自治制度、地方税財政制度、中央省庁と地方行政体の関係等、

法制度整備及び運用を進める責任を担っているが、著しく人材が不足しており、援助機関の協力

なしには実施が困難な状況である。こうしたなか、カンボジアは地方行政能力向上のための人材

育成に関して技術協力プロジェクト「地方行政能力向上プロジェクト」を我が国に要請した。日

本政府による採択を経て、2006 年 12 月 14 日に JICA-GDLA 間で討議議事録（R/D）の署名・交

換を行い、カンボジア内務省をカウンターパート（C/P）機関とし 2007 年 1 月から 3 年間の予定

でプロジェクトの実施が合意された。 
プロジェクト実施と並行し、カンボジア政府はより上層の行政レベルである首都・州、市・郡

に間接選挙・比例代表制による評議会を 2009 年に設置することを定めた地方行政法を 2008 年 5
月に施行した。第 1 回首都・州、市・郡の評議会議員選挙が 2009 年 5 月に実施され、首都・州（24）、
区・市・郡（193）に評議会が誕生し、2009 年 12 月に、より多くの省庁を取りまとめた民主的地

方開発のための国家委員会（新 NCDD）が設置され、議長を内務省大臣が務めている。現在新

NCDD が今後 10 年間の D＆D 推進をめざし、民主的地方開発国家プログラムの策定プロセスを進

めている。 
今回実施する終了時評価調査は、2010 年 1 月のプロジェクト終了を控え、カンボジア内務省と

合同で本プロジェクトの中間レビューの提言のフォローアップ状況、プロジェクト活動の実績、

成果を評価・確認し、今後のプロジェクト活動に対する提言を合同評価報告書に取りまとめ合意

すること、及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 
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１－２ 評価チーム 

 終了時評価団の構成は下表 1-1 及び 1-2 に示すとおりである。 
 

表１－１ 終了時評価調査団（日本側） 

 担当分野 氏 名 所  属 

J1 総  括 小林 雪治 JICA カンボジア事務所 次長 

J2 地方行政 川北 博史 国際協力専門員注） 

J3 評価分析 松原千枝子 ㈱シー・ディー・シー・インターナショナル 

J4 調査企画 寺田 美紀 JICA カンボジア事務所 企画調査員（グッドガバナンス） 
注）本邦にて活動。現地調査には参加せず。 

 
表１－２ 終了時評価調査団（カンボジア側） 

 氏 名 役  職 

C1 H.E. Prum Sokha Secretary of State, Ministry of Interior (MoI) (Project Director) 

C2 H.E. Sak Setha Secretary of State, Ministry of Interior (MoI) (Project Manager) 

C3 H.E. Leng Vy Director General, General Department of Local Administration (GDLA) 
(Counterpart) 

 
１－３ 現地調査スケジュール 

現地調査期間は 6 月 19 日～6 月 27 日である。詳細は下表 1-3 に示すとおりである。 
 

表１－３ 終了時評価現地調査スケジュール 

日順/月日 活動概要 団員 

1 6/19 (金) AM 
19:25 

評価分析団員日本発  
評価分析団員プノンペン着(TG698) 

J3 
J3 (Arr.) 

2 20(土) 10:00-  評価デザイン（案）の検討 J3 J4 
3 21(日) 10:00-  プロジェクト専門家との打合せ（於 MoI） 

現地調査日程（案）の検討、評価デザイン作成 
現地聞き取り調査用質問作成、資料分析 

J3 J4 

4 22(月) 9:00- 
PM 

トップマネージメントセミナー調査、 関係者インタビュー 
評価分析結果まとめ 

J3  
J3  

5 23(火) 8:00- 
PM 

関係者インタビュー 
関係者インタビュー、合同評価報告書案・ミニッツ案作成 

J3 J4 C2  

AM 合同評価報告書案・ミニッツ案作成 J3 J4  
13:00- 関係者インタビュー及びプロジェクト関係者との協議、評価分析結果ま

とめ 
J3 J4 C1 

6 24(水) 

PM 日本側調査団内協議 
（合同評価報告書案・ミニッツ案検討） 

J1 J3 J4 

7 25(木) 10:00- 
PM 

日本カンボジア合同評価調査団協議（評価分析結果に関する意見交換）

日本側調査団内協議（合同評価報告書案・ミニッツ案修正）  
J1 J3 J4 C2 C3
J1 J3 J4 

10:00- 
 

日本カンボジア合同評価調査団協議 
（合同評価報告書改訂案・ミニッツ改訂案検討・ミニッツ署名） 

J1 J3 J4 C1 C3

14:30- 日本大使館報告 J3 J4 
16:30- JICA カンボジア事務所報告 J1 J3 J4 

8 26(金) 

夜 評価分析団員プノンペン発 J3(Dep.) 
9 27(土) AM 評価分析団員日本着 J3(Arr.) 
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１－４  主要面談者 

 主要な面談者は以下の表 1-4 に示すとおりである。 
 

表１－４ 主要面談者 

氏 名 役  職 
H.E. Prum Sokha Secretary of State, MoI 

Member, NCDD, Chairperson, sub-committee of function and power, NCDD 
Project Director, PILAC 

H.E. Sak Setha Secretary of State, MoI 
Permanent Member, NCDD, Chairperson, NCDDS 
Project Manager, PILAC 

H.E. Leng Vy Director General, GDLA, MoI 
H.E. Ngan Chamroeun Deputy Director General, GDLA, MoI 

Director, Programme Support Unit, NCDDS  
H.E. Ev Bunthol Deputy Director General, GDLA / Director, Dep. of Personnel and Vocational 

Training, GDLA, MoI 
Director, Policy Team, NCDDS 

Mr. So Munyraksa Deputy Director of Department, Dep. of Political Affairs, GDLA, MoI 
Deputy Director of Policy Team,/ Chief of Human Resources Development and 
Information Unit, Policy Team, NCDDS  
Coordinator, PILAC 

Mr. Prak Vannarith Chief of Office of Foreign Affairs, Dep. of Political Affairs, GDLA, MoI 
Human Resources Development and Information Unit, Policy Team, NCDDS 
Coordinator, PILAC 

Ms. Lay Onry Chief of Framework Office, Dep. of Personnel and Vocational Training, GDLA, MoI 
Coordinator, PILAC 

Mr. Lim Sokto Chief of Personnel Office, Dep. of Personnel and Vocational Training, GDLA, MoI 
Core Trainer, PILAC 

Mr. Chhin Seng Nguon Deputy Director of Department, Dep. of Local Administration, GDLA, MoI 
GDLA Task Force, PILAC 

Mr. Chou Mengchan Deputy Director of Phnom Penh Municipality Local Administration Unit, Phnom 
Penh City Hall 
Core Trainer, PILAC 

ほか 5 名 州評議会議員 
(Kandal 州 2 名、Preah Vihear 州、Sihanouk Ville 州、Banteay Mean Chey 州各 1 名) 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 評価手法 

 本評価調査は、『JICA 事業評価ガイドライン（2004 年 1 月：改訂版）』に基づき、PDM を用い

た評価手法にのっとって実施した。『JICA 事業評価ガイドライン』による評価は、以下のとおり、

4 つの手順で構成されている。 
 

① プロジェクトの計画を論理的に配置したプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 
Design Matrix：PDM）を事業計画としてとらえ、評価デザインを確定する。 

② いくつかのデータ収集方法を通じ入手した情報を基に、プロジェクトの現状を、実績・実

施プロセス・因果関係の観点から把握・検証する。 
③ 「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」の 5 つの観点（評価 5 項目）

から、プロジェクトの成果（アウトカム）を評価する。 
④ 上記①から③を通じ、プロジェクトの成否に影響を及ぼした様々な要因の特定を試み、プ

ロジェクトの残りの実施期間の活動に対しての提言を抽出する。 
 
 当プロジェクトの評価に適用される評価 5 項目の各項目の定義は下表 2-1 のとおりである。 
 

表２－１ 評価 5 項目の定義 

評価 5 項目 JICA 事業評価ガイドラインによる定義 
妥当性 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が受益者のニーズに合致

しているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本側の政策との整合性はあるか、

プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、公的資金である ODA で実施する必要があるか

などといった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。 
有効性 プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がもたらされているのか（あ

るいはもたらされるのか）を問う視点。 
効率性 主にプロジェクトのコスト及び効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているか（ある

いはされるか）を問う視点。 
インパクト プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果を見る視点。

この際、予期しなかった正・負の効果・影響も含む。 
自立発展性 援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは持続の見込み

はあるか）を問う視点。 

 
２－２ 評価用 PDM（PDMe） 
本プロジェクトの PDM は、第 1 年次に指標の設定が行われた（PDM1）。また、第 2 年次から認

識されていたことであるが、地方行政法が 2008 年 5 月に施行され、その後 1 年以内に州・郡レベ

ルでの評議会議員選挙が行われる見通しとなったことから、中間評価において見直しが行われ、

第 4 年次でのモデル州研修に代わり、より緊急で重要性の高い州評議会議員研修を実施すること

とした。この方針に基づき PDM2 が作成され、第 4 回合同調整委員会（JCC）にて承認された（2009
年 2 月 18 日承認）。以後、当 PDM2（英語版）に基づいてプロジェクトが運営されてきたため、

PDM2（英語版）に基づき終了時評価を行うこととした。 
以下に、PDM の主な変更点を記す（PDM0～PDM2 については、付属資料 2.参照）。 
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表２－２ PDM の変遷 

 変更箇所* 内  容 
上位目標、プロジェクト目

標、成果の指標 
レベル（アウトプット、アウトカム、インパクト）に応じた指標の整

理及び目標値の設定。 
活動 1-1-4（GDLA タスクフ

ォース） 
JICA 専門家による D＆D 政策、地方行政及び人材育成制度についての

現状調査、GDLA タスクフォースメンバーへのフィードバックの追加。

活動 1-1-3（コア研修講師）、

活動 2-1-3 
本邦研修実施主体の明確化、JICA 専門家の本邦研修への関わり方の

明確化。 

PDM0 
↓ 

PDM1 

投入（日本側） 供与機材の追加 
ターゲットグループ 州評議員、州評議会幹部職員、内務省大臣官房及び総務財務総局の追

加。 
上位目標の指標及び外部条

件 
上位目標の指標の変更及び外部条件の追加。 

成果指標 2-1-1，2-３-1，2-3-4，
2-3-6 （PDM1 の番号） 

研修回数を基準とする指標の削除 

成果 2-4 及びその指標、活動

2-4-1～2-4-2  
州評議員、州評議会幹部職員をターゲットグループに加えたことに伴

う成果及び活動の追加。 
成果 2-3 の指標 2-3-1, 2-3-3, 
2-3-5  

州評議員、州評議会幹部職員のターゲットグループへの追加と引き換

えに第 4 年次モデル州研修をとりやめたことに伴う指標目標値の変

更。 

PDM1 
↓ 

PDM2 

成果指標 2-1-1 内務省大臣官房及び総務財務総局職員をターゲットグループに追加

したことに伴う指標の変更。 
* 特に断りがない限り、活動番号及び指標番号は変更後の PDM による。 

 

２－３ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

２－３－１ 調査項目 
主な調査項目は、以下のとおりである。 
1） PDMe の指標に基づくプロジェクト目標の達成度 

・投入実績 
・活動の実施状況 
・成果の達成状況 
・プロジェクト目標や上位目標の達成度及び因果関係 

2） 実施プロセスの確認 
・プロジェクトの実施体制・モニタリング体制 
・日本人専門家とカウンターパートの協力関係 
・カンボジア政府のオーナシップ 等 

3） 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性） 
妥当性：プロジェクト目標が、政府の開発目標や受益者ニーズに合致しているか。 

また、上位目標、プロジェクト目標、成果及び投入の相互関連性に整合性がとれ

ているか。 
有効性：プロジェクトの実施が、受益者や社会に、本当に便益をもたらしているか。 

成果及びプロジェクト目標の評価時点での達成状況及び将来達成する見込みが

あるか。 
効率性：プロジェクトの投入と成果（アウトプット）の関係において資源が有効に利用さ

れているか。投入の時期、質及び量が効率的に行われたか。 
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インパクト：プロジェクトの実施が、長期的に間接的効果、波及効果を生み出しているか。

また、意図したもの、意図しなかったものがあるか。 
自立発展性：援助の終了後、プロジェクトで発現した効果が持続するか。制度面、財政面、

技術面において、プロジェクト活動が継続されるか。 
 

２－３－２  データの内容と収集方法 
 本評価調査では、評価分析のために定性的・定量的データを以下の方法で収集した。 
 

(1) プロジェクト関係資料のレビュー 
事前準備期間及び現地調査中に以下の関係資料を収集、分析した。 

 カンボジア国地方行政能力向上プロジェクト事前調査報告書（Jan,2006） 
 Inception Report (2007.4) 
 Phase 1 Project Completion Report（2007.8） 
 Phase 2 Project Completion Report (2008.3) 
 Phase 3 Project Implementation Plan (2008.3) 
 Phase 3 Project Completion Report (2009.3) 
 Phase 4 Project Implementation Plan (2009.3) 
 Progress Report 1 (January 2007-July 2008)(2008.8) 
 Progress Report (January 2007-July 2009)(2009.6) 
 Joint Coordination Committee (JCC) 協議録 (1～4 回目) 
 Workshop Report on the Review of GDLA Officials Training 2nd and Selected Officials 

Training from All Provinces/Municipalities 1st  (2008.2) 
 Workshop Report on New Core Trainers (Training of New Core Trainers)(2008.1) 
 Report on Workshop on Training Management for GDLA Task Force (2007.11) 
 Report on Kickoff Workshop in Project Phase 2 (2008.1) 
 Report on the Capacity Enhancement Training Course for Selected Officials from All 

Provinces/Municipalities on the Progress of the Decentralization and Deconcentration 
Policy (2008.1) 

 Report on the Capacity Enhancement Training Course for Civil Servants of the Ministry of 
Interior on the Progress of the Decentralization and Deconcentration Policy (2007.12) 

 Top Management Seminar on Decentralization＆Deconcentration Policy 
 Implementation Report (2007.7) 

 GDLA Officials Training Implementation Report (2007.7) 
 Manual on Training Preparation (2007.9 時点) 
 Situation Analysis of Provincial and District Administration in Cambodia (2008.10) 
 Human Resources Development System of Civil Servants for Local Administration In the 

Ministry of Interior 1st Draft (Rev1)(2008.12) 
 本邦研修報告書「トップマネージメント」2007.2.12～17 実施 
 本邦研修報告書「トップマネージメント」2008.3.16～22 実施 
 本邦研修報告書「トップマネージメント」2008.9.28～10.4 実施 
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 本邦研修報告書「地方行政」2007.10.２～11.11 実施 
 本邦研修報告書「地方行政」2008.9.30～11.9 実施 
 月次業務実施報告書及び D＆D 動向報告 （2008.5、2008.8～2009.6） 
 Rectangular Strategy Phase 2（2008.9） 
 Organic Law  
 Draft of 10-Year National Program for Sub-National Democratic Development 3rd Draft (2009.6) 

 
(2) 主要ステークホルダーへの個別インタビュー 

 プロジェクトの実績の検証、阻害要因、自立発展性など、多岐にわたる内容について、

関係者へ個別インタビューを実施した。 
 プロジェクトディレクター 
 プロジェクトマネージャー 
 GDLA 高官（3 名） 
 GDLA タスクフォースメンバー（4 名） 
 コアトレーナー（2 名） 
 州評議会議員（5 名） 
 日本人専門家（4 名） 

  
(3) 質問票調査 
  妥当性の検証のために、第 3 回トップマネージメントセミナー参加者 556 名全員を対象

に質問票調査を実施し、約 78％にあたる 433 名から回答を得た（詳細は付属資料 7．）。 
 

(4) 第 3 回トップマネージメントセミナー視察 
 

２－４ 評価における留意点 

カンボジアの D＆D に対する支援を実施しているドナーは複数存在しているが、本評価は一義

的にプロジェクトを対象としたものとなっている。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 
３－１ プロジェクトの投入実績 

投入実績の詳細は付属資料 4．（表付 4-1-1～表付 4-1-3）に示すとおりである。投入はおおむね

計画どおりになされている。 
 
３－２ 活動の達成度 

 活動実績の詳細は付属資料 4．（表付 4-2-1～表付 4-2-8）に示すとおりである。活動は毎年次の

業務実施計画に沿ってほぼ予定どおりに実施されている。 
 
３－３ 成果の達成度 

成果達成状況の概要は下表 3-1～3-5 に、詳細は付属資料 4．（表付 4-3-1～表付 4-3-5）に示すと

おりである。1 つの指標を除いては、成果はほぼ順調に達成されつつある。成果 2-4「全州及び首

都の州議員及び州議会上級職員が地方行政法及び関連する政令規則について理解する」について

は、本評価調査段階で実施中であり、まだ結果は出ていないが、成果達成の大きな支障になる事

象は観察されていない。 
成果  1-1「内務省地方行政総局（GDLA）タスクフォースが D&D（Decentralization ＆ 

Deconcentration、地方分権化・業務分散化）の進捗状況とニーズに基づいた研修を企画・実施し

て運営管理を行う」については、表 3-1 に示すとおり、10 の指標すべてが達成されている。 
 

表３－１ 成果 1-1 の達成状況 

成果 1-1：内務省地方行政総局（GDLA）タスクフォースが D＆D（Decentralization ＆ Deconcentration、
地方分権化・業務分散化）の進捗状況とニーズに基づいた研修を企画・実施して運営管

理を行う。 
指 標 達成状況 情報源 

1-1-1 研修教材、モジュール、

カリキュラムが GDLA
タスクフォースにより

作成される。 

作成されている。 専門家 

1-1-2 コア研修講師養成研修

（TOT）が 3 回実施さ

れる。 

3 回実施。その他実務を通じた研修（OJT）実施。 研修記録 
第 4 回 JCC
資料 

1-1-3 コア研修講師候補者の

70％以上がコア研修講

師として選定される。 

リフレッシュ研修中の試験結果により 20 名中 15
名（75%）選定。 
最終的な決定は、まだ実施されていない。 

研修中のア

ンケート 

1-1-4 参加者によるコア研修

講師の評価が平均で 8
以上である。 

第 3年次に行われた全研修においてコア研修講師

候補者の評価は平均 8.5（out of 10）。 
研修中のア

ンケート 

1-1-5 国別研修 1：地方行政を

30 人が受講する。 
30 人（うち 10 人はプロジェクト開始前） 
 

研修記録 
 

1-1-6 国別研修 1：地方行政の

参加者の理解度が向上

する。 

目標到達度研修前後比較で伸びが見られる。 本邦研修評

価記録 
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1-1-7 国別研修 1：地方行政に

おいて研修教材が作成

され、プロジェクトの

研修で用いられる。 

第 1 回目の研修教材は国別研修１：地方行政で得

られた知識を基に作成された。 
研修教材 

1-1-8 GDLA タスクフォース

に研修運営業務が徐々

に移管される。 

第 2～4 年次には JICA 専門家の関与は減少し、タ

スクフォース（T/F）はより自立的に活動を実施

している。 

T/F、専門家

からの聞き

取り 
1-1-9 D＆D 政策と地方行政

に関する現状報告書が

作成される。 

作成、公表済み。 報告書(最終

版) 
 

1-1-10 地方行政人材育成制

度の現状についての報

告書が作成される。 

作成、公表済み。 報 告 書 ( 最
終版) 

 
指標 1-1-4「参加者によるコア研修講師の評価が平均で 8 以上である」については、下図 3-1 に

示すとおり、常に評価は 10 段階中の 8 を超えている。 
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図３－１ コア研修講師/ファシリテーターに対する研修参加者の評価

（10 点満点）（指標 1-1-4） 
 

 また、指標 1-1-6「国別研修 1：地方行政の参加者の理解度が向上する」については、下図 3-2
に示すとおり、理解度の伸びが見られる。 
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図３－２ 第 3 年次の本邦研修 1：地方行政参加者の研修到達目標

「日本の地方行政制度や地方自治体の業務内容に学び、

それらについてカンボジアでの適用可能性や適用の際

の条件・留意事項について分析する」の達成度（5 段階

評価） 
 
成果 2-1「内務省地方行政総局職員が D＆D 政策及び地方行政について理解する」については、

表 3-2 に示すとおり、些細なものを除くと、1 つの指標「研修前後で試験結果が 30％以上向上す

る」が現段階では目標値に至っておらず、研修後試験の正答率も今までの研修のなかで最も低い

（図 3-3 参照）。第 3 年次の GDLA 職員研修については、研修カリキュラムや教材、試験、研修

講師が同年度の全州選抜職員研修等の他の研修と同じであることから、参加者側に原因があると

考えられ、第 4 回目の GDLA 職員研修に向けて原因・対策の検討がなされつつある。 
 

表３－２ 成果 2-1 の達成状況 

成果 2-1：内務省地方行政総局職員が D＆D 政策及び地方行政について理解する。 
指 標 達成状況 情報源 

2-1-1 のべ 400 人の GDLA・大

臣官房事務総局・財務総

局職員が GDLA 職員に対

する地方行政研修に参加

する。 

第 1～3 年次計 279 名参加。第 4 年次に約 100 名

の参加を予定している。 
研 修 記 録

（出席簿）

2-1-2 研修前後試験の平均点

が 30％改善する。 
改善幅は第１回 18.8%、第 2 回 17.3％、第 3 回

19.0％である。 
研修前後試

験 
2-1-3 国別研修 2：トップマネ

ージメントにのべ 9 人

の職員が参加する。 

3 名×3 回参加済み 研修記録 

2-1-4 国別研修 2：トップマネ

ージメント参加者の理

解度が向上する。  

コースの目的、内容が適切であり、非常に有益で

あったとの回答があったうえ、目標達成度の研修

前後比較で伸びが見られる。 

本邦研修評

価記録 

2-1-5 国別研修 2：トップマネ

ージメント参加者が研

修に携わる。 

講義を行ったり、教材作成改善に関わったりする

など、国内での研修活動に積極的な関与がなされ

た。 

専門家から

の聞き取り

調査 
 

平均
研修前 2.9
研修後 4.1
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図３－３ 各研修前後試験結果 
 

 成果 2-2「州知事・副知事が D&D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る」については、

下表 3-3 に示すとおり達成されている。 
 

表３－３ 成果 2-2 の達成状況 

成果 2-2：州知事・副知事が D＆D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
指 標 達成状況 情報源 

2-2-1 全州・首都の知事及び

副知事がトップマネー

ジメントセミナーに参

加する。 

第 1、3、4 年次に開催されたトップマネージメン

トセミナーでは、各回 3～4 名の欠席者があるが、

全 3 回を通して欠席した州・首都の知事・副知事

はない。 

研 修 記 録

（出席簿）

2-2-2 研修に参加した知事及

び副知事の D＆D 政策

及び地方行政に関する

理解度が向上する。 

参加者理解度自己評価は、第 1 回 8.27 （out of 10）、
第 2 回 7.36。 

アンケート
 

 
成果 2-3「州事務所職員が D＆D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る」については、

表 3-4 に示すとおり、指標 2-3-1、2-3-5 において全州選抜職員研修及びモデル州研修の参加者数

が数名予定に満たないが、出席率は 98％を超えている。また、指標 2-3-2「州職員の研修前後試

験の平均点が 30％改善する」については、第 1 回目は目標値に達しなかったものの、第 2 回目は

改善幅 30％に達している（図 3-3 参照）。指標 2-3-4「州研修講師の研修前後試験の平均点が 30％
改善する」については、目標値に達していないが、これは、講師を養成するという研修の性格上、

確実に知識を身につけてもらう必要があり、研修に先立ち事前にテキストを読むことを要求した

ため研修前試験の正答率が高くなっていることによるものであり、研修後試験結果では最高の正

答率となっている。また、州研修講師が講義を行って実施したモデル州研修は、研修前後試験結

果の伸びがすべて 30％を超え、全州で満足できる結果となっている（図 3-3 参照）。 
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表３－４ 成果 2-3 の達成状況 

成果 2-3：州事務所職員が D＆D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
指 標 達成状況 情報源 

2-3-1 のべ240人の州事務所職員が研修に

参加する。 
のべ 236 名参加。 研修記録（出席

簿） 
2-3-2 州職員の研修前後試験の平均点が

30％改善する。 
前後試験結果の向上率は第 1 回

14.3％(前 60％→後 74％)、第 2 回

31.0％(前 44％→後 75％) 

研修前後試験 

2-3-3 のべ 30 人の州研修講師が養成さ

れる。  
2008.8.25～28 の TOT で 30 名養

成。 
第3年次業務完了

報告書 
2-3-4 州研修講師の研修前後試験の平均

点が 30％改善する 
26.5%（前 53.1％→後 79.6％） 研修前後試験 

2-3-5 モデル州においてのべ 500 人の

州・郡職員が研修に参加する。 
497 名参加（州・市 262 名、郡 235
名） 
 

研修記録（出席

簿） 

2-3-6 州・郡職員の研修前後試験の平均

点が 30％改善する。 
34.2％（前 34.4％→後 68.6％） 研修前後試験、ア

ンケート 
 
成果 2-4「全州及び首都の州議員及び州議会上級職員が地方行政法及び関連する政令規則につ

いて理解する」については、表 3-5 に示すとおり、州・首都評議員 374 名のうち、368 名が参加、

出席率は 98％を超えている。 
また、理解度の向上については、本評価調査期間中に州評議員に対する研修が行われており、

結果はまだ明らかになっていないが、表 3-6 に示すとおり、聞き取り調査を行った州評議員 5 名

全員が本研修を大変有意義であったと評価している。また、図 3-4 に示すとおり、全国の州評議

員を含む第 3 回トップマネージメントセミナー参加者に対する質問票調査（全数調査、回答 433
名、回収率約 78％、詳細は「付属資料 7．質問票調査結果」参照）によると、州評議員の約 42%
が研修の内容のすべてあるいはほとんどが初めて聞く内容であった、約 42.6%がいくらかは初め

て聞く内容であったと回答している。 
なお、第 3 回トップマネージメントセミナーには、従来からの対象者であり地方行政法につい

て予備知識のある者が多い知事・副知事、評議会職員と、今まで地方行政法に触れる機会が少な

かった同地域の州評議員とが同時に参加するよう配慮がなされている。セミナーのなかのグルー

プワーク（評議会議員内規改訂、3ヵ月活動計画案作成）は、経験がある人が議論を主導し、経験がない

人はそれらに参加することで知識が深まるという想定の下、計画された。実際に目立ったものと

して、以下のような例が観察された。 
1） Phnom Penh の知事は、知識面で不十分な参加者を支援し、議論を適切な方向に導いていた。 
2） Kampong Cham の知事は、重要な情報を適宜提供することで、グループの議論が適切な方

向にいくことに貢献していた。 
3） Stung Treng の知事は、積極的に発言し、グループの議論が適切な方向にいくことに貢献し

ていた。 
このような経験者からのインプットは、州評議員が講義で得た知識をグループワークを通じて

より深めることに貢献したと思われる。 
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全てあるいはほとんど
初めてではない

不明・無回答

表３－５ 成果 2-4 の達成状況 

成果 2-4：全州及び首都の州議員及び州議会上級職員が地方行政法及び関連する政令規則につい

て理解する。 
指 標 達成状況 情報源 

2-4-1 州評議員全員及び議会上級職員が州議員を対

象としたトップマネージメントセミナーに参

加する。 

評議員 374 名中 368 名参加（出席率

98.4%） 
研修記録（出

席簿） 

2-4-2 研修参加者の地方行政法及び関連政令規則に

関する理解が向上する。 
（実施・集計中） アンケート 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－４ 州評議員に対する質問票調査結果（本研修の内容は初めて聞くものであったか） 
 

表３－６ 州評議員のトップマネージメントセミナーに対する評価 

州 性別 

Q1 州評議会議員として仕事をしてい

くうえで、今回のセミナーに参加しなけ

ればできなかった、あるいは失敗しただ

ろう、と思うことはあるか。それは何か。

Q2 今回のトップマネージメント

セミナーの内容以外に、もっと

重要で先に学んでおくべきであ

ると思うことはあるか。 

Q3 その他コメント 

Kandal F 今回のセミナーはとても役に立ち、重要

であった。このセミナーがなかったら仕

事をするのが困難であった。例えば新し

い地方行政法の下での評議員の役割や

知事の役割は何かが分からなかった。 

現時点では、他に先に学ぶべきこ

とはない。実際に仕事が始まった

ら、もっと何を学ぶべきかが分か

ってくると思う。 

政党の指名で立候補

した。ジェンダーの問題

を推進したい。D＆D と

自由で民主的な国家の

建設のために働きたい。

Kandal M まず事務的手続き、例えば議会の召集、

内部規則の作成、法的文書の作成など

で困難に直面しただろう。 

現在のトピックで、今のところは

十分である。 
 

 

Preah 
Vihear 

M 3ヵ月のアクションプランをつくるのが

難しかっただろうと思う。2 回目の特別

評議会からは実質的な業務がスタート

する。セミナーなしには、スムーズな

評議会の活動の実施に支障があったと

思う。 

最初に必要なことはカバーされて

いる。次は、知事会と評議会の関

係や責任を学ぶ必要がある。法の

条文は基本的な事柄のみで、実際

には様々な困難に直面するだろ

う。働き始めたら、更に学ぶべき

事項は何か分かってくると思う。

 

Sihanouk 
Ville 

M 地方行政法も、知事会や評議員の役割も

新しく制定されたもので、スムーズに

役割を果たすことができなかっただろ

うと思う。 

セミナーの内容は重要だが、より

詳細に説明してほしい。役割や責

任の詳細を定めた政令(parkas)が
制定されたら、合わせて学びた

い。 

政令ができてからセ

ミナーを開催すべ

き。 

Banteay 
Mean 
Chey 

F セミナーで、ルールを明確に理解した。

セミナーがなければ、まず何をしてい

いのか分からなかった。 

セミナーのトピックは十分だが、

時間が短い。質問のセッションを

十分にとってほしい。 

3日間でなく、もっと

長い期間で開催して

ほしい。 
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３－４ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標の達成状況は下表 3-7（詳細は付属資料 4.の表付 4-4）に示すとおりである。 
プロジェクト目標 1 の指標 1-1「GDLA タスクフォースが研修を自ら運営できる」については、

自己評価の結果が上がっていることが見て取れる。また、研修運営にあたり、専門家の支援は徐々

に減り、かつ第 4 年次より GDLA タスクフォースをサブグループに分けて少人数で研修を担当す

るようにしても、図 3-5 に示すとおり研修参加者の研修運営に対する評価は変わらず高い。 
プロジェクト目標 2 の指標 2-1「研修参加者の研修に対する満足度が 8 以上である」について

は、図 3-6 に示すとおり、常に高い水準を維持している。指標 2-2「地方行政に関する職員の知識

が向上する」については、図 3-3 に示すとおり、研修前後試験の結果で伸びが見られる。 
 

表３－７ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標 1：内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する。 
2：中央・州レベルの地方行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する。 

指 標 達成状況 情報源 
1-1 GDLA タスクフォースが研修

を自ら運営できる。 
自己評価 0.9(第 1 年次) 1.9(第 2 年次) 2.8（第 3 年次） 
(out of 3) 
*3 段階評価で 3 は「支援なしで自分でできる」段階である。

レビューシー

トによる自己

評価 
1-2 GDLA タスクフォースの研修

運営に対する評価が 8 以上で

ある。 

2008 年の平均値は 8.7 アンケート 

2-1 研修参加者の研修に対する満

足度が 8 以上である。 
第 3 年次の平均は 8.6 アンケート 

2-2 地方行政に関する職員の知識

が向上する。 
第 3 年次に行われた研修の前後試験結果によると、平均

で 31.6％向上している。 
研修前後試験、

アンケート 
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図３－５ 研修参加者の研修運営に対する評価（10 点満点） 
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図３－６ 研修参加者の研修に対する満足度（10 点満点） 

 
３－５ 上位目標の達成見込み 

 上位目標の達成に関しては、下表 3-8 に示すとおり、「新たに整備された地方行政人材研修制度

の下で研修を受けた州及び郡職員の数」という指標が設定されているが、新たな地方行政人材研

修制度の必要性は内務省高官の間で十分に認識されているものの、いまだ整備がなされるには至

っていない。したがって、現在の指標をもって達成見込みを判断することは困難である。 
 

表３－８ 上位目標の達成に関連する状況 

上位目標: カンボジアにおいて研修等を通じて地方行政に関わる人材が育成される。 
指 標 状 況 情報源 

新たに整備された地方行政人材研修

制度の下で研修を受けた州及び郡職

員の数 

（制度整備の方針及び状況確認・検証可能

な指標設定が必要） 
内務省長官からの聞き取

り 
D＆D 月例報告 

 
３－６ 実施プロセスにおける特記事項 

３－６－１ プロジェクトマネージメント 
(1) プロジェクト実施体制 

カウンターパートである GDLA タスクフォースメンバーは GDLA 下の各局から選抜さ

れており、本プロジェクトはいわゆる Project Implementation Unit 方式で実施されている。

このことは、能力の高い人材を揃え、各局から経験を持ち寄ることにつながった。一方で、

各局及び GDLA タスクフォースメンバーは、本プロジェクトの活動は各局の本来業務では

ないと認識している。その結果、本来業務とのスケジュール調整の難しさや指示命令系統

の不明確さ、GDLA タスクフォースメンバーの活動への参加度のばらつき、そのことに起

因するチームワーク醸成の難しさといった問題が生じている。このことについては、聞き

取り調査を行った GDLA タスクフォース及びコアトレーナー6 名のうち、5 名が言及して

いる。 
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(2) プロジェクトをとりまく環境変化についての情報収集 
D&D 改革の動向等、本プロジェクトをとりまく環境の変化についての情報を常に収集し、

毎月取りまとめ、戦略的にプロジェクトの方向性を確認、修正する対応がとられている（表

3-9 参照）。 
 

表３－９ D&D 動向等主な情報収集内容 

項 目 内容・協議相手 
法制度・政策作成プ

ロセスの進捗 
地方行政法制定の進捗、地方評議会選挙実施の見通し、分権化議論の

進捗状況、NCDDS 政策チーム、NCDD D＆D ドナー会合、民主的地

方開発国家プログラム策定、民主的地方開発国家プログラム策定チー

ム と の 面 談 、 事 前 実 施 枠 組 み （ Preliminary Implementation 
Framework:PIF) 2008-2009、NCDD M&E Advisory Group、民主的地方

開発国家プログラムの進捗発表会合、政府・D&D ドナー対話、地方

行政開発計画についての政令（案）、NCDD 小委員会、地方財政等 
他ドナー動向（ドナ

ーとの直接協議によ

る） 

GTZ-ARDP、UNDP Capacity Development Team、PSDD (UNDP, SIDA, 
DfID)、French Cooperation、CCDP2 (ADB)、Public Policy Training 
Program (ADB)、USAID、国家プログラム策定チーム（WB 支援）、

UNCDF / District Strategic Development Planning、EC-UNDP ガバナンス

アドバイザー等 
その他 GDLA 人事 

 
(3) プロジェクト活動の質を高める工夫や取り組み 

プロジェクトの様々な活動において、質を高める取り組みや工夫がきめ細かくなされて

いる。表 3-10 に示すように、そのことによる裨益者、目的、内容とも様々であり、その効

果を定量的に示すことは不可能であるが、成果指標のほとんどが満足できるレベルで達成

されている背景には、このような取り組みの積み重ねがあると思われる。 

 
表３－10 プロジェクト活動の質を高める取り組みや工夫例 

裨益者 目 的 内 容 詳 細 
研修で得た知

識の定着 
研修のグループワーク 研修での講義の後、よく練られた設問によるグループワ

ークを通じて講義内容を再確認する構成となっている。

適切かつタイ

ムリーな研修

提供 

最新かつ基本的な研修内

容の選定 
D&D 動向把握に基づき、内務省長官のコメントや講義も

得て、最新の内容をタイムリーに提供しているうえ、実

務上必要な基礎的な内容となっている。 

国内各種研

修参加者 
 

理解度向上 適切な教材及び参考文献

の提供 
教材は主要ポイントに絞り研修期間中の短時間で理解し

やすくし、詳細について十分に参考資料を配布している。

研修内容の改

善 
短期専門家受入れに係る

調整 
GDLA 総局長との協議を通じて内務省の研修ニーズを把

握したうえで、短期専門家と講義内容や研修教材につい

て検討・調整が行われた。 
中央・地方の相

互理解促進 
各レベルのトップ間の対

話の場を設定 
中央・州・郡の各レベルのトップが一堂に会する貴重な

場であるトップマネージメントセミナーがより有効活用

され、実りあるものとなるようにするために、セミナー

のなかで対話の時間が設けられている。 

トップマネ

ージメント

セミナー参

加者 

研修効果の向

上 
知識・経験量の多い参加

者から経験の少ない参加

者へのインプット 

協働意識を醸成するため経験者と未経験者とを分けずに

研修を計画・実施し、グループワークを実施して経験者

が情報提供を行ったり議論をリードしたりし、未経験者

の理解をより深めるよう工夫がなされた。 
本邦研修参

加者 
研修内容の改

善 
本邦研修の評価・提言の

双方向協議 
本邦研修実施側の評価・提言が研修参加者(GDLA T/F)に
紹介された。これを受けて GDLA T/F 側で研修の評価・

提言を議論し、フィードバックが行われた。 
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本邦研修参加前のオリエ

ンテーション及び参加後

のフォローアップの実

施、本邦研修への同行 

フォローアップの一環として、要望のあった日本の地方

議会内規が提供されたほか、本邦研修での研修成果取り

まとめを専門家が支援する等、研修前から研修後まで一

連の支援が行われた。 

 研修効果の向

上 

短期専門家の本邦研修で

の活用 
短期専門家が本邦研修の講師を務めることで、2 つの研

修のきめ細かなフォローアップが可能になったほか、カ

ンボジアの事情をよく理解したうえでの適切な内容の講

義提供につながった。 
GDLA T/F
メンバー、

講師、国内

各種研修参

加者 

研修運営・効果

の改善 
研修効果の認

識 

プレ・ポストテスト及び

研修後質問票調査の実施 
結果による研修効果測定・可視化が図られたほか、原因

分析及び次の研修改善に向けて活用された。 
 

講師 講義技術の向

上 
TOT 模擬講義 TOT 研修参加者による模擬講義に対し、専門家や T/F メ

ンバーからコメントが出されたり、ファシリテーション

技術の紹介が行われたりした。 
技術移転の確

実性の向上 
GDLA T/F のサブグルー

プ分け、グループでの検

討機会の設定、専門家の

関与の段階的縮小 

責任分担を明確化し、より少人数での研修運営経験を蓄

積し、主体性の向上、自立発展性の確保につなげる意図

で実施体制が徐々に変更された。 

技術移転 地方研修ニーズ調査、地

方行政実態調査を T/F メ

ンバーとともに実施 

調査の設計から実施に至るまで OJT 方式で行われた。 

効率的かつ確

実な技術移転 
参加しやすく、集中でき

る技術移転の場の設定、

短期集中ワークショップ

等と OJT との組み合わせ 

メンバーが確実に参加できる可能性が高く、かつ準備作

業に多大な労力を割かなくて済むように、メンバーの実

情に合わせて、毎週のミーティングから 2～3 日間の短

期集中ワークショップ方式に変更された。それに加えて

日常的にきめ細かな OJT による指導が実施された。 

GDLA T/F
メンバー 
 

研修受講者の

レベルに応じ

た研修の提供 

GDLA T/F メンバーの研

修履歴等調査 
GDLA T/F メンバーに対し研修運営管理を実施する際の

メンバーの過去の研修受講履歴や業務経験、現在の業務

状況などの調査が行われ、研修内容を検討する際の参考

とされた。 

Source: 各年次業務完了報告書、業務実施計画書、専門家・カウンターパート・研修参加者からの聞き取り 

 
(4) プロジェクト活動参加のインセンティブ構造 

JICA の技術協力プロジェクトはカンボジアで活動する他ドナーの支援と異なり、カウン

ターパートへ給与補填を行っていない。こうした前提条件の下で、カンボジア側カウンタ

ーパートの本プロジェクトへのコミットメント、及びプロジェクトの成果の達成状況は評

価できるレベルにあると考えられる。その要因は、決して 1 つだけの理由に起因するもの

ではなく、以下のような複数の要因が組み合わさったものと想定される。 
1. 新しい知識を得られる本邦研修への参加の機会と手当 
2. 研修を計画し実施した達成感（しかも自らの上司等が研修参加者） 
3. プロジェクトが取り組んでいる課題が省内・局内の優先順位の高いものであること 
4. プロジェクトの課題に取り組むことによって昇進等のイメージが想定できること 
5. 研修講師を務めることによる金銭的補助 

 
現時点での本プロジェクトへのカウンターパートのコミットメント、及びプロジェクト

成果の達成状況はプロジェクト専門家をはじめとする関係者の適切な目標設定・人間関係

づくり・様々なスキームを活用するといった工夫によって作り出されたものと考えられる。

ただし、この評価の一方で、現在まで他ドナーのように給与補填を与えていないことによ

って、効率性の面で損なわれた部分もあることは否定できない。実際、聞き取り調査を行

-    -17



 
 

って、効率性の面で損なわれた部分もあることは否定できない。実際、聞き取り調査を行

った GDLA タスクフォースメンバー及びコアトレーナー6 人のうち 4 人が、金銭的あるい

は非金銭的なインセンティブの必要性に言及している。 
また、州評議員を対象としたトップマネージメントセミナー実施にあたり、規定にのっ

とって手当支払い対象を決めた結果、研修講師を本来業務とするメンバーと本来業務では

ないメンバーとの間で取り扱いに差が生じたことに対し、手当に関する JICA の規定は柔

軟性を欠き、厳しすぎる、との意見があった。 
 本プロジェクト期間においては、これまでのモチベーションを作り出すアプローチは効

果があったと思われるが、今後も同様のアプローチが同じような効果をもたらすというこ

とは保証されないであろう。今後は、JICA のプロジェクト運営に関しても、上記 5 つの項

目である、①知識習得 ②達成感 ③課題重要性 ④昇進 ⑤金銭的インセンティブのそ

れぞれに関して、戦略的なアプローチを検討していくことが必要であろう。 
 

(5) プロジェクトに対する認識の高さ  
本プロジェクトに対するカウンターパート機関の認識はかなり高いといえる。そのこと

を示す例としては、プロジェクトのオフィススペースが内務省長官室の隣に位置すること、

プロジェクトマネージャーである内務省長官が、多忙にも関わらず必要に応じてプロジェ

クトとの協議に柔軟に時間を割いて面談に応じてくれていること、GDLA タスクフォース

には、GDLA 下各局で今後活躍が期待される精鋭メンバーが多く推薦されていること、内

務省長官より、重要なプロジェクトなので積極的に参加するよう指示を受けている GDLA
タスクフォースメンバーもいること、プロジェクトで開催する研修への参加率が非常に高

いこと、などがあげられる。 
 

３－６－２ 外部条件の状況 
プロジェクト開始時点では、地方行政法の制定・施行とそれに続く州・郡レベルの評議会議

員選挙の正確な時期は予測しがたい状況であったが、2008 年 5 月に地方行政法が施行され、2009
年 5 月に地方評議員選挙が開催されたことは、プロジェクトをとりまく環境の大きな変化であ

る。 
また、プロジェクト期間中に 2010 年からの民主的地方開発国家プログラム（以下、「国家プ

ログラム」）の策定作業が開始され、その準備期間の活動の枠組みである Preliminary 
Implementation Framework 2009-2010 が策定されたこともプロジェクト活動に影響を及ぼしたと

いえる。その他、国家プログラム策定のための政策チームが結成され、GDLA タスクフォース

メンバーのうち 3 名が政策チームに配属されたことは、本プロジェクトの活動内容や成果、提

言を国家プログラムに反映させやすくした一方で、評議員研修を主催することとなった政策チ

ームを準カウンターパート機関として扱わざるを得なくなり、従来、本プロジェクトに携わっ

ていなかった政策チームメンバーとの間で、研修の細かい方法論等の面で多々調整の必要性が

生じた。 
 
３－６－３ 他との連携 

「3-6-1 プロジェクトマネージメント」の項で述べたように、D＆D 政策の動向把握のために
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中央レベルでの関係ドナーや政府関係者との面談などの情報収集の努力が不断に行われてい

る。また、カンボジア王国地方行政能力向上プロジェクト（PILAC）のセミナーへの他ドナー

や関係他省庁職員の招待や地方実態調査を通じた王立行政学院  (Royal School of 
Administration：RSA) や経済財務研究所(Economy and Finance Institute：EFI)との交流により情

報交換が促進されている。 
他ドナーとの重複の排除、連携については、毎年民主的地方開発（SNDD）キャパシティ・

ビルディング・プランを作成する段において、各ドナーが各々の支援内容を表明、調整すると

いう作業が行われており、これを通じて各々、他ドナーに支援の内容を周知するとともに、重

複の排除や相互補完の追及が行われている。この SNDD キャパシティ・ビルディング・プラン

は、地方行政局（DoLA）が従来まとめており、NCDD に策定の所管が引き継がれたもので、

毎年作成されている。 
JICA の地方行政関連の他プロジェクトとの関係については、北東州地域開発プロジェクトと

の連携が行われている。合同セミナー開催や日常的な情報交換により、プノンペンでは分から

ない地方の実態の把握が可能になっているとともに、PILAC で養成された講師や作成された研

修モジュールを用いて北東州で研修が行われる予定になっているなど、相乗効果の発現に寄与

している。また、計画省統計局をカウンターパートとする政府統計能力向上プロジェクトフェ

ーズ 2 との連携により、統計資料の提供を受け、本プロジェクトのトップマネージメントセミ

ナーで配布する、といったことも行われている。 
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第４章 評価 5 項目による評価結果 
 

評価 5 項目による評価結果を以下に記す。 
 
４－１ 妥当性 

 以下のことから、本プロジェクトの妥当性は高いといえる。 
 
【カンボジア政策との整合性】 

カンボジア政府は 2004 年 7 月に発表された国家開発戦略「Rectangular Strategy」で、D＆D 推

進を重要課題のひとつとして明示し、2005 年 6 月に「D＆D 改革戦略フレームワーク」を承認し

た。また、従来は村落（Commune）・地区（Sangkat）レベルにのみ地方評議会が存在していたが、

2008 年 5 月に、中央省庁の出先機関しか存在しなかった首都・州、及びその下の市・郡・区に、

評議会を１年以内に設置することを定めた地方行政法を施行した。これに基づき、2009 年 5 月 17
日に第１回首都・23 州、26 市・159 郡・8 区の評議会議員選挙が行われ、全国で 3,235 人の首都・

州、市・郡・区評議員が選出された。 
現在、今後 10 年間の D＆D 推進をめざし国家プログラムの策定プロセスが進行中であり、2009

年 9 月末までに完成、閣僚評議会で年内承認、2010 年 1 月のプログラム開始を目標に進められて

いる。この国家プログラムには人材育成分野も主要課題のひとつとして取り上げられることが予

想され、また、D＆D 改革の実施のためには中央から地方へ委譲される権限を執行できる地方行

政能力が必要不可欠であることから、地方行政の人材育成のための研修運営能力の向上、州・首

都評議会議員を含めた地方行政に関わる職員の能力向上をめざす本プロジェクトはカンボジア政

府の政策に沿っているといえる。 
 
【日本の援助政策との整合性】 
 日本の援助政策は本プロジェクト計画時から、長年の内戦による深刻な人材不足に対処するた

めの人づくりの重要性、行政機能の強化の必要性を明示している。地方行政の人材育成のための

研修運営能力の向上、地方行政に関わる職員の能力向上をめざす本プロジェクトは JICA の使命 2
「公正な成長と貧困削減」、使命 3「ガバナンスの改善」に合致しているといえる。 
 
【ターゲットグループのニーズ適合性】 
 ターゲットグループのニーズへの適合性については、研修ニーズ調査に基づき研修を計画立案

していることが寄与して、本プロジェクトで実施されている研修に対する参加者の満足度は常に

8 割を超えており（図 3-6 参照）、参加者のニーズに合った研修を提供できていると考えられる。

実際、2007 年 12 月～2008 年 1 月にかけてモデル州にて行ったフィールド調査を基にしたカンボ

ジア地方行政実態調査では、D＆D 政策、地方行政法、規則、ガイドラインといった基礎的な法

令についての研修ニーズが最も必要なものとして特定されている（表 4-1 参照）が、本プロジェ

クトにおける研修内容は、すべてこれらの内容を扱ったものとなっている（表 4-2 参照）。 
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表４－１ 研修ニーズ調査結果概要 

研修ニーズ
分野 

D＆D 政策、地
方行政法、規則

財政管理 人事管理 インフラ管理 IT プロジェ
クト管理

英語 その他 

ニーズを有す

る 地 方 行 政

部局*2 

10 部局 6 部局 2 部局 1 部局 
（機材使用、設計、

地図作成等） 

7 部局 
（データベース、

会計ソフト等）

3 部局 
（M＆E、 
データ収集）

4 部局 紛争調停、ファシリテ

ーションとコミュニケ

ーション、契約管理等

*2 州/市の地方行政ユニット(P/MLAU)、経済事務所(Economic Affairs Office)、社会事務所(Social Affairs Office)、財務ユニット(Finance Unit)、
州/市地方開発委員会実施委員会(ExCom, P/MRDC)、実施委員会地方行政ユニット(LAU, ExCom)、実施委員会財政ユニット(Finance Unit, 
ExCom)、実施委員会技術支援ユニット(Technical Support Unit, ExCom)、実施委員会契約管理ユニット（Contract Administration Unit, ExCom）、
郡・区行政(District and Khan Administration)の計 10 種類の部局のうち、当該ニーズをあげた部局種類の数を示している。 

Source: 地方行政実態調査Ⅰ 
 

表４－２ 研修内容 

研 修 日 程 研修内容 
トップマネージメントセ

ミナー（第 1 回） 
2007.7.9-13 日本の地方行政制度、日本の公共財政、D＆D 政策の進捗、民主的

地方開発と地方行政法、ケーススタディ（ワンウィンドウサービ

ス）、地方分権化における説明責任と公共サービス 
GDLA 職員研修（第 1 回） 

〃（第 2 回）

2007.7.19-31 
2007.12.17-28 

カンボジアと日本の地方行政制度、D＆D の理論と実践、民主的地

方開発と地方行政法、ケーススタディ（ワンウィンドウサービス）

全州選抜職員研修（第 1
回） 

2008.1.14-24 カンボジアと日本の地方行政制度、D＆D の理論と実践、民主的地

方開発と地方行政法、ケーススタディ（ワンウィンドウサービス）

トップマネージメントセ

ミナー（第 2 回） 
2008.9.1-5 地方行政法、日本の地方財政制度、カンボジアの地方財政制度、

日本の人事管理制度、カンボジアの地方行政実態調査（報告） 
モデル州研修 2008.9.8-12.5 カンボジアと日本の地方行政制度、地方行政法 
GDLA 職員研修（第 3 回） 2008.12.15-26 カンボジアと日本の地方行政制度、地方行政法 
全州選抜職員研修（第 2
回） 

2009.1.19-29 カンボジアと日本の地方行政制度、地方行政法 

トップマネージメントセ

ミナー（第 3 回） 
2009.6.15-7.1 D&D 概要、地方行政法、内部規則、3 ヵ月間業務計画 

 
【プロジェクトデザインの妥当性】 

地方行政に関する法令規則に関する研修のニーズはターゲットグループの潜在的なニーズで 

あったものの、他ドナーが実施してこなかった分野であった。こうした他ドナーの実施していな

い分野の研修を提供できたことはプロジェクトデザインの妥当性を裏づける一因である。 
また、本プロジェクトは第１回の州・首都及び市・郡・区評議会議員選挙後に、評議会を立ち

上げ運営していくために必要な実務的な研修を、今まで関連した経験や研修機会の乏しかった対

象者に、選挙後 1 ヵ月という適切なタイミングで実施した。州・首都評議会議員に対して行った

質問票調査結果（全数調査、回答数 433、回収率約 78％）によると、州評議員の約 68％が今まで

内務省下の組織での勤務の経験がない（知事や副知事では内務省下の組織での勤務未経験者は約

33％）。（図 4-1 参照、調査の詳細は付属資料 7.参照）また、知事や副知事で今まで地方行政法の

研修を受けたことがないのは、約 7%のみであった一方、州評議員の約 57%は今まで地方行政法

に関する研修を受けたことがなかったと回答している（図 4-2 参照）。州評議員に対する聞き取り

調査では、研修内容は業務を遂行するうえで必要不可欠であったと全員が回答していること（付

属資料 6．協議録 8 参照）から研修効果が高かったと判断できる。 
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州評議員

27%

68%

5%

 

知事・副知事

60%

33%

7%

ある

ない

不明・無回答  
図４－１ 内務省下の組織での勤務経験の有無 

 

州評議員

40%

57%

3%

  

知事・副知事

93%

7% 0%

ある

ない

不明・無回答
 

図４－２ 地方行政法に関する研修参加経験の有無 
 

 本邦研修「地方行政」については、内戦のため、地方行政分野に関する過去の経験・教訓を失

ったカンボジア地方行政関係者にとって、地方分権化政策を推進するうえで、他国における、地

方行政の意義、行政サービス提供の様子、そのための人的資源の重要性を認識し、自らの制度構

築に関してのイメージを持つことは非常に重要であった。これらの点に関して、明治時代から今

日に至るまでの日本の地方行政及び地方分権化の豊富な事例は、行政サービス向上に向けた地方

分権化政策を進めるカンボジア側にひとつの有益な事例であったと考えられる。また、国土が疲

弊した状態から短期間の間に経済成長を遂げた日本の歴史的背景というものは広島復興の事例と

あいまって、上記の経験・教訓を学ぶうえで有益なインパクトを与えている。本邦研修「トップ

マネージメント」についても、上記本邦研修「地方行政」と同様の点が指摘できる。加えて、研

修参加者のいずれもが地方行政法の起草に携わるようなカンボジアの D＆D 改革推進にあたって

の要職についており、かつ参加者のべ 9 名のうち、6 名がプロジェクト期間中に D＆D 改革推進

にあたりより責任の重い役職につくようになっていること、研修員による研修評価が高いこと、

D＆D 改革推進にあたって、日本の事例が言及される機会が散見されていることから、地方分権
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化政策推進を進めるカンボジア側に対する有益な活動であったと考えられる。こうしたことから、

本邦研修を交え、明治時代から今日に至るまでの日本の地方行政や地方分権化の経験、広島復興

の事例等、国土が疲弊した状態から内発的な発展を志し短期間の間に経済成長を遂げた歴史的背

景を共有するという方法をとったことは、カンボジア地方行政関係者が地方分権化政策を推進す

るうえで妥当であったと考えられる。 
 以上のことから、プロジェクトデザインは妥当であったと判断できる。 
  
４－２ 有効性 

 以下の達成状況を鑑み、有効性は確保されていると考えられる。 
 
【プロジェクト目標達成見込み】 

目標 1「内務省地方行政総局職員の研修運営能力が向上する」、目標 2「中央・州レベルの地方

行政担当職員の地方行政に関する知識が向上する」とも、「3-4 プロジェクト目標の達成度」で

既述のとおり、達成されている、あるいは問題なく達成される状況にある。プロジェクト目標 1
については、主観的・客観的データの双方から、GDLA タスクフォースの研修運営能力が向上し、

独自に研修が運営できる水準にほぼ達していることが裏づけられる。プロジェクト目標 2 につい

ても、研修参加者の満足度や前後試験結果から、達成が裏づけられる。 
 

【成果達成とプロジェクト目標の関連性】 
GDLA タスクフォースメンバーに対する他の開発パートナー等からの能力向上に関するインプ

ットはあるが、表 4-3 に示すとおり規模で単発的なものが多く、プロジェクト目標 1 達成の大部

分は本プロジェクトの活動成果に起因するものと考えられる。プロジェクト目標 2 は研修前後試

験や質問票調査から指標を得ていることから、プロジェクトに起因することは明白である。 
 

表４－３ GDLA タスクフォースメンバーに対する他の開発パートナーからの支援 
役割 支援・実施機関 時期・期間 内容 備考 

コーディネーター なし    
コーディネーター DoLA 5 日間 トレーニング

スキル 
コンポンチャム州にて 

ADB 2009 年 5 月/1 週間 教授法 他州にて・TOT 
CCDP2 の活動。州・郡の講師が対象だが、
PILAC 関係者ということで参加機会を得
た。 

コーディネーター 

GDLA/GTZ 2008 年/1 週間 研修運営管理 TOT 
Australian Center 
for Education 

 トレーニング
スキル 

 GDLA  
タスクフォース 

UNDP アドバイ
ザー 

 ファシリテーシ
ョンスキル 

OJT 

JICA 2008 年/1.5 ヵ月 一村一品 大分県にて コアトレーナー 
韓国 2009 年 6 月/15 日間 行政運営管理 韓国にて 

コアトレーナー なし    
Source: GDLA タスクフォースメンバー及びコアトレーナーに対する聞き取り調査 
 

４－３ 効率性 

以下の点を総合的に考慮し、効率性はおおむね確保されていると考えられる。 
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【投入の効率性】 
投入はおおむね毎年次の実施計画どおりになされ、成果達成に活用されている。特に、また、

州・首都の評議員は、選出後 3 ヵ月以内に実施すべき業務が規定されていたところ、そうした業

務の実施方法を具体的に説明する研修を選出後 1 ヵ月以内に実施するという、非常によいタイミ

ングで実施された。 
 

【裨益地域・裨益者の規模】 
裨益地域は全国に及び、裨益人数はプロジェクト事前評価時に想定していた裨益対象者（のべ

約 2,050 名）を上回るのべ約 2,344 名（予定）に達している（表 4-4 参照）。 
 

表４－４ プロジェクト裨益者数（のべ人数） 

研修名 実績 
(予定含む) 事前評価時想定 

研修運営管理 40 
コア講師養成研修 60 

タスクフォース結成及び研修運営管理能力向上支援 

州研修講師養成研修 30 州研修講師養成育成 
GDLA 職員研修 379 地方行政総局職員約 400 人 
トップマネージメントセミナー 1,102 
全州選抜職員研修 236 

全州（24 州知事、副知事、地方行政担当職員約 500 人）、

関連省庁（中央・州事務所、約 150 人） 
モデル州研修 497 モデル州（州事務所、郡事務所職員、約 1,000 人） 

計 2,344 2,050 
Source：専門家作成資料 事前評価調査報告書 

 
ただし、裨益対象者を考える際注意すべきは、何度も本プロジェクトの研修に参加している者

もあるため、純裨益者数は上記の総裨益対象者数を下回るという点である。完全に正確な数字で

はないが、本プロジェクトの考え得る重複を省いたうえでの純裨益者概数は、約 1,530 名（うち、

州評議員は 374 名）と推計される。これは州評議員を除いた場合は、カンボジアで地方行政に携

わる職員約 7,245 名（内務省内の給与支払簿の 2007 年のデータに基づいており、地方行政法施行

前の人数）の約 16％という一定規模に達している（表 4-5 参照）。一方、本プロジェクトの実施

中に地方分権化・業務分散化（D＆D）政策が大きく進展し、内務省だけでなく、約 18 万人いる

といわれている国家公務員のうち約 8 割にあたる約 14 万 3,320 名（Statistical Yearbook of Cambodia 
2008 のデータに基づくもの）の地方で勤務する公務員にも関連することとなってきていることを

考えると、純裨益者概数約 1,530 名は全体の 1%にすぎない。本プロジェクトは事前評価時に地方

行政に携わる人材の育成に対する協力を内務省に主要な焦点をあて設計してきていたが、現況、

地方行政に携わる人材育成を考えるにあたっては内務省内の職員数、地方行政に携わる公務員数、

双方に関する更なる精査と包括的に人材育成を実施していくための戦略的なアプローチの策定が

より重要になってきている。 
 

表４－５ 本プロジェクトの純裨益者概数（ネット） 

研修名 参加者/対象者 裨益者数 備考 
研修運営管理 GDLA タスクフォース

メンバー 
10  

コア講師養成研修 コアトレーナー 20 GDLA 職員より推薦 
州研修講師養成研修 州トレーナー 30 モデル州 5 州より各 6 名 
GDLA 職員研修 GDLA 中～上級職員、内

務省他局中～上級職員 
193  
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トップマネージメ
ントセミナー 

州/首都知事・副知事、
GDLA 下各局高官、中央
省庁高官、州評議員 

655 第 4 年次のトップマネージメントセミナーの参加者数
は 556 名であるが、うち、知事及び副知事 139 名のほ
とんどは既に過去のトップマネージメントセミナーに
参加した経験があると考えられること、評議会上級職
員 49 名のほとんどは全州選抜職員研修に参加した経
験があると考えられることから、第 4 年次のトップマ
ネージメントセミナーによる新規裨益者は州評議員の
みで、368 名としている。評議会議員を除く従来のト
ップマネージメントセミナー裨益者の最大公約数を第
2 回参加者数の 287 名とし、これに新規裨益者を加え
て総裨益者数は 655 名となる。 

モデル州研修 モデル 5 州中～上級職
員、モデル 5州内の郡長、
副郡長、郡中～上級職員

497  

全州選抜職員研修 各州中～上級職員 118  
計  1,523 州評議員を除くと 1,155 名で、内務省地方行政関連職

員数 7,245 名の約 16%。地方で勤務する公務員数の約
1% 

内務省地方行政関連職員数（中央 236、 地方
7,009） 

7,245 地方行政実態調査報告書Ⅱによる(2007 年データ)。 

地方で勤務する公務員数 143,320 Statistical Yearbook of Cambodia 2008 による(2007 年デ
ータ)。 

Source：専門家作成資料、地方行政実態調査報告書Ⅱ、Statistical Yearbook of Cambodia 2008 
 

なお、総事業費をプロジェクト開始当初に想定していた約 3 億円から約 4 億 2,300 万円に増額し

たことから、裨益者 1 人当たりの事業費は当初想定していた約 14 万 6,000 円/人から約 18 万円/人、

純裨益者 1 人当たりの事業費で勘案した場合、約 27 万 8,000 円/人となる。これはカンボジア国

内で実施している他の JICA 支援を勘案してもそれほど高額とは思われない1。実施支援を行わな

かったが研修教材が活用された裨益対象者数を含め（約 6,299 名）考えると、1 人当たりの事業

費約 6 万 7,000 円/人と費用対効果は高まっていることが伺える。 
 

【他ドナーとの重複の排除】 
他の開発パートナーは従来、村落・地区（コミューン、サンカット）レベルに重点を置いて、

投資プログラムの実施能力強化に資するような支援を主に行ってきた。本プロジェクトが対象と

したのは、他の開発パートナーが従来あまり支援してこなかった基本的な法制度に関する研修、

州や郡レベルの研修であり、他との重複を避けつつ、補完関係となるかたちでプロジェクトが実

施された（図 4-3、表 4-6 参照）。地方行政法に関する研修教材については、GTZ が作成を予定し

ていたため、本プロジェクトとの間で教材の交換、情報共有、調整が図られている。また、2009
年 1 月に NCDDS の政策チームが国会議員向けの地方行政法研修のための教材作成ワークショッ

プを開催した折、本プロジェクトの専門家と GTZ のコンサルタントがオブザーバー参加し、アド

バイスを提供した。地方行政法施行後の州・郡評議会議員に対する研修については、本プロジェ

クトでは予算の制約もあり州評議員のみをカバーするのに対し、PSDD 及び CCDP2 が本プロジェ

クトで支援した州・首都評議員に対する研修カリキュラムも活用しつつ郡評議会議員研修への支

援を行う予定である。 

                                                        
1 技術移転の内容・手法が異なるため一概に比較することはできないが、例えばカンボジア灌漑技術センター計画プロジェク

ト（終了時評価時総事業費約 7.2 億円）は 10 名の常勤カウンターパートと合計 143 名の水資源気象省と同省地方事務所の技

術者の技術力向上支援を行った（出典：同案件終了時評価報告書 2005 年 8 月）。カンボジア政府統計能力向上プロジェクト

（終了時評価時総事業費約 1.8 億円）は 503 名の技術力向上支援を行った（出典：同案件終了時評価表 2006 年 10 月）。カン

ボジアカンボジア裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト（終了時評価時総事業費約 1.125 億円）は 26 名のワーキ

ンググループと 173 名の養成校生徒の技術力向上支援を行った（出典：同案件終了時評価報告書 2008 年 2 月）。いずれの場

合も、裨益者１人当たりの事業費は本プロジェクトを遥かに上回っている。 
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Source: 地方行政実態調査報告書Ⅱ 

図４－３ NCDD Capacity Building Plan 2008 における各開発パートナーの 

支援ターゲットグループ 

 
表４－６ NCDD Capacity Building Plan 2008 における各開発パートナー支援の 

プログラム/プロジェクト 

開発パートナー プロジェクト名 人材育成の 
ターゲットグループ

対象地域 主要な活動・インプット 

ADB CCDP2 コミューン/サンカット評
議会 

全国 1)コミューン/サンカット評議会の能力向上
2)教材及びインフラ供給 

EC-UNDP DDLG コミューン/サンカット評
議会 

全国 1) コミューン/サンカット評議会の能力向上
2) コミューン/サンカットの社会投資 

GTZ ARDP 1)公務員 
2)市民社会 

中央レベル 
政府組織 

セミナー、研修、ワークショップによる能力
向上 

JICA PILAC 内務省 GDLA 下職員 1)プノンペン(GDLA) 
2)モデル 5 州 
3)全州の高官 

D&D の課題に関する能力向上 

UNDP/ EC / 
SIDA / DfID 

PSDD ExCom を通じて 
1)コミューン/サンカット
2)州/首都 
3)市/郡/区 

全国 地方行政能力向上 

UNFPA Grant Aid to 
DoLA 

1)DoLA 
2)P/M LAU 
3)コミューン評議会

1)内務省本省 
2)8 州内の 201 コミューン

母子保健及びジェンダー関連活動の能
力向上のための資金提供 

USAID/PACT LAAR 1)コミューン/サンカット
2)コミューン/サンカット

の市民社会 

8 州内の 356 コミューン 1)能力向上 
2)小規模投資 

WB (IDA) /
MDTF 

Grant Aid for 
MBPI 

D&D プロジェクトのカウ
ンターパート(公務員) 

中央政府 パフォーマンスベースの給与インセンテ
ィブ 

WB/DANIDA DIP 選定郡/区 24 州/市内の 24 郡/区 1)能力向上 
2)インフラ投資 

Source: 地方行政実態調査報告書Ⅱ 

ARDP 
GTZ 

PSDD 
UNDP/EC/SIDA/DFID 

DIP 
WB/DANIDA 

DDLG 
EC-UNDP 

Grant Aid to DoLA 
UNFPA 

SAHDP 
NAA 

LAAR 
USAID/PACT

PILAC 
JICA

Civil Society 
in central 

MoI 

GDLA
Other General 
Departments

Other 
Governmental 
Organizations

Line 
Ministries

RSA 

DPV DGA Department 
of Political 

Affairs 
DoLA 

Provincial 
Office 

P/MLA
District 
Office 

ExCom 

P/MRDC 

C/S 
Councils

C/S 
Clerks 

C/S 
Councillors 

Civil Society in C/S 

CCDP2 
ADB

Support to 
Offices under 

GDLA 

Support to 
P/M 
D/K 
C/S 

through 
P/MRDC 

Support to 
Central Level 

Actors
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【本邦研修】 
本邦研修に関しては、過去の経験を生かし、1 年次～3 年次まで効率的に実施された。ただし、

ニーズとリソースをより効率的に組み合わせるためには不断の調整が必要であった。 
 
４－４ インパクト 

【正のインパクト】 
プロジェクトの成果以外での、波及効果的なポジティブなインパクトは、いくつか指摘できる。 
まず、地方行政に携わる人材育成のための制度や組織の整備の課題に対する認識が深まってき

たことが大きなものとしてあげられる。現地調査期間中に聞き取り調査を行った 9 名のうち、内

務省長官 2 名、GDLA 下の局長 1 名を含む 7 名から研修を専轄する組織に関する考えについて言

及があった（表 4-7 参照）。 
 

表４－７ 地方行政に携わる人材育成制度や組織の整備に対する意見・認識 
氏名・役職 コメント 

H.E. Prum Sokha, Secretary of State, 
MoI, Member of NCDD, Chairperson 
of sub-committee of function and 
power, NCDD, Project Director, PILAC 

数日間のような単発的な研修ではなく、体系だった研修のための Local 
Administration School が必要である。地方行政に特化した研修施設で、郡、
コミューンも含めた全レベルの地方行政職員を研修対象とする。GDLA の下
に地方行政の研修を専轄する新しい局を創設することを考えており、Local 
Administration School はその下に入ることになる。 

PILAC は地方行政人材育成が必要である、という momentum をつくるのに
大いに貢献した。 

H.E. Sak Setha, Secretary of State, 
MoI, Permanent Member of NCDD, 
Chairperson of NCDDS, Project 
Manager, PILAC 

国家プログラムは 3 段階のステップで計画されており、第 1 ステージの 2010
年及び 2011 年は組織整備や再編の段階である。サブナショナルレベルの組
織を整備し、新しい組織の能力を分析し、どのような研修を誰に対して提供
すべきかを検討する。地方行政人材育成のための組織整備もこの文脈に含ま
れる。第１ステージでは、移行過程として、人材育成のユニットが調整の役
を担うことになるだろう。第 2 ステージは中期 5 年間で必要な能力を高官に
提供する。第 2 ステージでは、GDLA 下に人材育成を担当する局をもち、増
員し、そのなかで研修管理、講師、などのグループ分けにより研修を実施す
る。第 3 ステージでは、第 1、第 2 ステージの結果をレビュー、評価し、必要
なアクションプランを作成する。 
中央レベルのみならず、将来的には州レベルにおいても人材育成のユニッ

トを設立し、人材育成の戦略をもつべきである。 
PILAC は人材育成の重要性の認識、人材育成のための組織整備の重要性の

認識向上に貢献した。 
H.E. Ev Bunthol, Deputy Director 
General, GDLA/Director, DPV, GDLA, 
MoI, Director of Policy Team (PT), 
NCDDS 
 

持続発展性のために、研修システムの整備が必要である。現在、研修に関わ
る組織が 3 つあるが、1 つのシステムが必要であり、内務省は中長期的な目
標として、1～2 年かそれ以上かけて研修を担当する局を設立するべきであ
るが、短期的に急いで組織形成を追求してもうまくいかない。まず、将来の
統合に備え、GDLA 下の 2 つの組織の能力向上を図るべきである。それから、
3 つの組織をできるだけ近づけ、新局とその下の研修センターを設立し、セ
ンターを徐々にアップグレードしていく。ただ、新局設立の前に、GDLA の組織
改編が必要である。 

DPV は、どのように新しい局を設立するか、いかにしてよい人員を確保す
るかを検討している。 

Mr. So Munyraksa, Deputy Director of 
Department, Dep. of Political Affairs, 
GDLA, MoI 
Deputy Head of PT/Chief of Human 
Resources Development and Information 
Unit, PT, NCDDS 

研修を担当する組織が将来できるだろう。地方行政の人材育成は今後 3～5
年は中央が主導権を握るが、将来的には地方でできるようにしたい。 

Mr. Prak Vannarith, Chief of Office of 
Foreign Affairs, Dep. of Political Affairs, 
GDLA, MoI 
Human Resources Development and 
Information Unit, PT, NCDDS 

本プロジェクトは人材育成のための組織体制整備の重要性の認識向上に貢
献した。プロジェクトは、システムを実現させるための第一歩である。 

Mr. Chhin Seng Nguon, Deputy Director 
of Department, DoLA, GDLA, MoI 

研修を担当する局があるべきである。 
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Mr. Lim Sokto, Chief of Personnel 
Office, DPV, GDLA, MoI 

内務省下に研修専門の局が設立されるべきである。そして、その局には研修
教材や予算措置が十分にあるべきである。内務省は PILAC を続けてほしい。
どのようにして、中央レベル及び州レベルで人材育成のための機関を設立・
運営するかを教えてほしい。 

 
次に、地方行政実態調査で収集分析された情報が国家プログラム策定に利用され、実態調査に

基づく地方行政人材育成に関する提言が国家プログラムに反映される見込みであることがあげら

れる。 
地方行政実態調査報告書Ⅱは、地方行政人材育成に関して、今後 10 年間を短期（2009～2010）、

中期（3～5 年）、長期（6～10 年）の 3 段階に分け、それぞれの段階でとるべき行動を提言してい

る（表 4-8 参照）。提言に盛り込まれている、段階的に地方行政人材育成組織体制を整備していく

ことについては、聞き取り調査対象 9 名のうち、内務省長官 1 名を含め 3 名が言及している。ま

た、長期的には地方レベルで人材育成を実施していく方向性についても、内務省長官 1 名を含め

3 名が言及している（表 4-8 参照）。さらに、地方行政実態調査報告書Ⅰ、Ⅱは民主的地方開発国

家プログラム作成チームに資料として提供されたうえ、GDLA の文書として発行され、内務省及

び NCDD のウェブサイトに掲載する手続きが進められている。 
なお、国家プログラム第 3 ドラフトによると、地方行政実態調査報告書Ⅱと同様、2010 年から

の 10 年間を組織体制整備、実施、レビュー・発展の 3 段階に分けている。国家プログラムには現

在 6 つの重点プログラムエリアが設定されており、地方行政人材育成に関連する事項も多く述べ

られている（表 4-8 参照）。 
 

表４－８ 地方行政実態調査報告書Ⅱの提言と国家プログラム 

地方行政実態調査報告書Ⅱ 国家プログラム（第 3 ドラフト） 
Action 1: 国家プログラムの下で、新しい地方行政

人材育成システム整備のための計画を策定する。

短期 
(2009-2010) 

Action 2: 地方行政人材育成を担当する組織体制

を明確にする。 

短 期
(2010-2011) 
地方と中央の

統治システムの

確立と制度化 
Action 3: サブナショナルレベルに人材育成活動

を展開する。 
中期 
(2011-2013) 

Action 4: 人材育成実施のためにサブナショナル

レベルの評議会の能力向上を図る。 

中 期
(2012-2014) 
確立した統治

システムの強

化と拡大 
Action 5: サブナショナルレベルの評議会の人材

育成パフォーマンスをレビューする。 
長期 
(2014-2018) 

Action 6: サブナショナルレベルの評議会に徐々

に地方行政人材育成の機能を移管する。 

長 期
(2015-2019) 
プログラムの

調整とインパ

クトの深化 

プログラムエリア 
1. 統一行政原則に従った地

方統治システムの制度化 
2. 人事管理と人材育成シス

テムの確立と運用 
3. 権能委譲のための包括的

プログラム 
4. 地方行政の予算、財務、

試算管理システムの確立 
5. アカウンタビリティの明確

化による民主主義原理の

強化 
6. 地方行政発展に向けた制

度環境整備 

 
三点目として、本プロジェクトで作成・開発された研修教材や方法論、養成された講師が内務

省や他ドナーの研修において活用されていることがあげられる（表 4-9 参照）。このようななかで、

州・首都評議員研修用教材が市・郡・区評議員（約 2,860 名）研修にも用いられることも可能に

なっている。 
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表４－９ プロジェクト成果の活用状況 
活用されたプロジェクト成果 時期  日数 裨益者数 内  容 

GDLA T/F メンバー/教材 2008.8 1.5 69 内務省GDLAの下級職員に地方行政法についての講義を
実施。 

GDLA T/F メンバー/コアト
レーナー/教材 2008.10 1 59 

NCDDS の政策チームに新たに指名されたメンバーに対
する内部研修において、地方行政法についての講義を実
施。 

GDLA T/F メンバー/コアト
レーナー/教材 2008.11 N/A 73 内務省 GDLA の新人に対する内部研修において、地方行

政法についての講義を実施。 

GDLA T/F メンバー1 名/教材 2008.12 1 30 
社会局及び Svay Rieng 州の Khan を支援している UNICEF のアド
バイザーに対し、サブナショナルレベルの行政改革に関する知識
普及のために講義を実施。  

GDLA T/F メンバー1 名 2008 0.5 45 Gender and Development for Cambodia (GAD/C)のメンバ
ーに対し地方行政法についての講義を実施。 

GDLA T/F メンバー1 名/教材 2009.1 1 46 
社会局及び UNICEF のアドバイザーに対し、サブナショナ
ルレベルの行政改革に関する知識普及のために講義を実
施。(Svay Rieng 州) 

コアトレーナー1 名 2009.3 1 300 

法に関する知識と地方行政法の原則的なコンセプトの普
及のために、州レベルのライン省庁各局の主任及び副主
任、郡長及び郡副長に対して講義を実施。(Prech Vihar, 
Kratie, Kamgpong Thom 州) 

コアトレーナー1 名/JICA 支
援の地方行政法ブックレッ
ト 

2009.3 1 70 
地方行政法に関する基礎知識普及のために、局の主任及
び副主任、州評議会事務局、その他のユニットの主任に対し
て講義を実施。(Koh Kong 州) 

コアトレーナー1 名/JICA 支
援の地方行政法ブックレッ
ト 

2009.3 1 70 
地方行政法に関する基礎知識普及のために、局の主任及
び副主任、州評議会事務局、その他のユニットの主任に
対して講義を実施。(Sihanouk Ville 州) 

コアトレーナー1 名/JICA 支
援の地方行政法ブックレッ
ト 

2009.4 1 70 
地方行政法に関する基礎知識普及のために、局の主任及
び副主任、州評議会事務局、その他のユニットの主任に
対して講義を実施。(Kampong Speu 州) 

コアトレーナー1 名/JICA 支
援の地方行政法ブックレッ
ト 

2009.4 1 80 
地方行政法に関する基礎知識普及のために、局の主任及
び副主任、州評議会事務局、その他のユニットの主任に対
して講義を実施。(Takeo 州) 

GDLA T/F メンバー1 名/教材 2009.4 1 75 地方行政法普及のために PSDD 関連省庁職員及び PSDD
の技術アドバイザー及び職員に対し、講義を実施。 

コアトレーナー1 名 2009.4 2 48 Khan 及び Sangkat 間の経験共有のために、プレゼンテー
ションを実施。(Kampong Chheng 州) 

GDLA T/F メンバー1 名/教材 2009 N/A 60 D＆D 関連の重要な方針の普及のために、NCDD 関連省
庁職員に対して講義を実施。 

裨益者数 計 1,095  
Source: 専門家作成資料 
＊本データは年度当初のキックオフワークショップ時の調査に基づくものであり、これ以外にも本プロジェクトの成果が活用
されているケースが存在する可能性はある。 
 
四点目として、法案作成や制度整備にあたり、自国の制度を他国と比較検討、検証するための

判断材料のひとつとして日本の制度が参照されていることがあげられる。実際、D＆D 改革の過

程において、様々な場で日本の例が参照されている。また、2008 年 3 月に実施された第 2 回国別

研修 2：トップマネージメント（GDLA 副総局長、DPV 局長、DoLA 副局長が参加）の質問票調

査によると、表 4-10 に示すとおり、研修で得た日本の地方行政に関する知識をカンボジアにおい

て活用したい、とのことであった。 
 
 

表４－10 本邦研修：トップマネージメントで得た知識の活用方法 

研修項目 カンボジアにおけ
る活用可能性 具体的な活用内容及び方法 

日本の地方行政 平均 4.3 (out of 5) 
非常に有用(5): 1 人 
   有用(4): 2 人 

・ 新しく制定される予定の法律に基づく新しい行政に係る原則、書
式類の準備及び調整 

・ 国から地方自治体への権限委譲及び地方行政の強化に参考になる
・ 地方分権や業務分散、組織のマネージメントに非常に役立つ 

日本の地方自治
法 

平均 5 (out of 5) 
非常に有用(5): 3 人 

・ 国と地方の仕事の分担の原則（ガイドライン）及び地方自治体間
の仕事の分担の原則を整理する。 
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・ 地方行政に係る法案をつくるときの参考になる。 
・ 地方行政に係る政策立案や実施を行うために非常に参考になる。

日本の地方公務
員の研修制度 

平均 4.3 (out of 5) 
非常に有用(5): 1 人 
   有用(4): 2 人 

・ 地方公務員の採用、育成及び管理に係る基本方針の準備 
・ 地方公務員の能力開発のために研修プログラムが必要である。 
・ 地方公務員の能力開発を行うときに日本で得た知識は参考にな

る。 
日本の地方自治
体の役割、機能、
実際の業務 

平均 4.3 (out of 5) 
非常に有用(5): 1 人 
   有用(4): 2 人 

・ 国の任務を地方に移譲することを検討又は見直しをし、地方レベ
ルで実施する仕事に対する支援を行う。 

・ 市/州とコミューン/郡間の業務配分を行う際に参考になる。 
・ 地方行政サービスの整備や質の向上に役立つ。 

Source: 研修監理報告書 

 
最後に、GDLA タスクフォースメンバーが GDLA の中核人材として育成され、D&D 改革プロ

セスに直接に関係する活動を含め、研修のみならず様々な業務において重要な役割を担っている

ことがあげられる。具体的には、10 名の GDLA タスクフォースメンバーのうち 3 名が国家プログ

ラム策定に関わる NCDDS の政策チームのメンバー（Human Resources Development and Information 

Unit 2 名、うち 1 名は主任、Legal Unit 1 名）に指名されていることなどが例としてあげられる。 
 
上記裨益対象者以外にも本プロジェクトで作成・開発された研修教材や方法論が内務省の新人

職員研修や NCDDS 政策チーム向け研修等約 1,095 名（表 4-9 詳述）ほか、約 2,860 名いる市・郡・

区評議員に対する研修に用いられた結果、裨益対象者数が約 6,299 名以上となることを考えると、

研修カリキュラムは非常に大きなインパクトをもたらしていると考えられる。 
 

【負のインパクト】 
 一方、負のインパクトは現在のところ見当たらない。 
 
【上位目標達成の見込み】 
 上位目標に関しては、D＆D 改革の進捗により地方行政の体制や制度に変更が生じていること

から、目標の明確化と検証可能な指標の設定を含めた再検討が必要である。 
 

以上のことから総合的に判断して、本プロジェクトの現時点での上位目標「カンボジアにおい

て研修等を通じて地方行政に関わる人材が育成される」達成のための活動は今後も様々なかたち

で続けられていくということができる。一方で、現時点での上位目標には、誰が主体となって、

どうやって、どのように上位目標を達成していくかがイメージしにくい状態である。このことか

らも、今後 3 年後を想定した、上位目標とその達成状況を検証する指標については、国家プログ

ラムとの整合性・カウンターパート機関の実施能力等を考量しつつ目標の明確化と指標の再検討

を行うことが妥当と考えられる。 
 
４－５ 自立発展性 

【技術の定着・普及】 
個人レベルでは、技術や知識の定着を図る工夫が随所に見られ、中長期的に人材育成を担って

いく核となる人材が育っており、聞き取り調査を行ったタスクフォースメンバー・講師 6 名のう

ち半数の 3 名が、更に研修運営管理や教授法、地方自治について学びたいと回答していることか

らも伺えるように、意欲も高く技術の定着が認められる。本プロジェクトのベースライン調査に
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よると、GDLA 下各局から推薦された GDLA タスクフォースメンバーのなかで、研修運営管理を

最初から最後まで一貫して担った経験のある者はほとんどいなかった。本プロジェクトを通じて

知識・技術を身につけた GDLA タスクフォースメンバーは、研修運営管理を担える貴重な人材と

なっており、聞き取り調査においても、内務省長官を含め 3 名から、今後、GDLA タスクフォー

スメンバーが人材育成を行っていくうえで核となる、との発言がある。表 4-9 に示すような例が

あげられるほか、聞き取り調査を行った GDLA タスクフォースメンバー及びトレーナーのほぼ全

員が、各所属組織において、OJT その他の方法で本プロジェクトを通じて得た知識や技術を同僚

に伝える努力をしていた。また、中間評価においても終了時評価においても、聞き取り調査を行

った講師はいずれも今後とも講師を続けたいとの意向を表明しており、また、異動や上司の反対

がない限り、続けられる、とのことであった。 
 

【組織・制度面の自立発展性】 
一方、組織・制度面での自立発展性の確保の状況は以下のとおりである。 
GDLA タスクフォースは GDLA の各局からのメンバーで構成されており、GDLA タスクフォー

スは本プロジェクト終了に伴い解散することとなる。現在、D＆D 改革実施のために、より効率

的な人材育成のための体制整備が必要であるという点についてコンセンサスが形成されつつあり

（表 4-7 参照）、人材育成を所掌する組織を設立する方向で組織体制の移行過程にある。このため

当面は、研修に関連する既存の 3 つの組織（GDLA 下の DPV 及び DoLA、NCDDS の政策チーム

下の Human Resources Development and Information Unit）が本プロジェクトの研修のいくつかを引き

継ぐことが見込まれる。実際、新たに選出された州・郡評議員に対する研修は NCDDS の政策チ

ームの主催で行われている。 
また、カンボジア政府は経常収支の一部も開発ドナーに依存する等、深刻な財政面での課題を

抱えており、カンボジア政府独自の国家予算による完全な自立発展性の確保を性急に求めること

は困難である。現在、国家プログラムの策定プロセスの段階から多くの開発パートナーが財政支

援の可能性を検討していることから、当面のリソースを確保する見込みは高いが、長期的には公

共財政収支の改善を視野に入れつつ戦略的に人材育成を図る必要がある。 
  
４－６ 貢献要因の総合的検証 

【計画面での貢献要因】 
計画の面で効果発現に貢献している要因としては、地方行政実態調査を行う等の工夫をこらし

ニーズに合った研修を実施していることがあげられる。 
 
【実施プロセスにおける貢献要因】 

実施プロセスにおいてプロジェクト目標、成果達成に貢献している要因として、まず、D＆D
改革の動向など、本プロジェクトをとりまく環境の変化についての情報を常に収集し、戦略的に

プロジェクトの方向性を確認、修正する対応がとられていることがあげられる。プロジェクト実

施中に地方行政法の施行、13 省庁を横断する民主的地方開発のための国家委員会（新 NCDD）の

設立といった動きに伴い地方行政に携わる人材のスコープが変動し、かつ人材育成に携わるステ

ークホルダーがより多岐にわたることが予見された際、PDM を変更して州・首都評議員に対する

研修を追加し、ステークホルダーとの調整を実施しつつ、結果として計画時の想定以上の効果と
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インパクトをもたらしたことは、それを端的に示す例である。また、成果達成に向けてプロジェ

クト活動の質を高める取り組みや工夫がきめ細かくなされていることがあげられる。例えば、各

種研修のなかでグループワークが取り入れられ、講義内容に即した作業を行うことを通じて、講

義で得た知識をより確かに身につける工夫がなされていることなどが具体例としてあげられる。 
 

４－７ 阻害要因の総合的検証 

【計画面での阻害要因】 
GDLA 下の各局から選抜されたメンバーによる GDLA タスクフォースというプロジェクトユニ

ットを結成する、というプロジェクト実施体制が当初から計画されていた。 
このような体制となった背景には、D＆D 改革の途上で組織制度整備・運用そのものを含めた

国づくりを担う人材を育成するという喫緊の課題への対応を行わなければならなかったというや

むを得ない事情があり、プロジェクト開始時としては適切な判断であったと思われる。また、こ

うした実施体制は能力の高い人材を揃え、各局から経験を持ち寄り、また、各局に今後の人材育

成の足掛かりとなる中核人材を確保することにはつながった。一方で、各局及び GDLA タスクフ

ォースメンバーが、本プロジェクトの活動が各局の本来業務とは別の活動であると認識すること

につながっている。その結果、本来業務とのスケジュール調整の難しさや指示命令系統の不明確

さ、GDLA タスクフォースメンバーの活動への参加度のばらつき、そのことに起因するチームワ

ーク醸成の難しさといった問題が生じた。本プロジェクトに関わる内務省幹部の意志及び積極的

に活動する GDLA タスクフォースメンバーの意欲、専門家の適切な支援がなかったら、プロジェ

クトの成果を生み出すことは困難だっただろう。 
 
【実施プロセスにおける阻害要因】 

実施プロセスにおける阻害要因は特段認められない。 
 
４－８ 結 論 

十分な妥当性を有し、有効性も確保されていること、本プロジェクト外へのインパクトの発現

においても相当の結果を得ていること、効率性がおおむね確保されていることから、本プロジェ

クトはよく運営され、成果をあげてきたといえる。ただ、組織・制度面での自立発展性の確保と

いう点では、本プロジェクトは、プロジェクトの効果を持続するための組織が設立される前に終

了するというタイミングとなった。その結果、上位目標達成状況の検証方法に関して残されたプ

ロジェクト期間中に JCC 等を通じ再考と確認が求められることとなった。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提 言 

上記の実績、評価 5 項目による評価を踏まえての、本プロジェクトのデザインや活動への提言

は以下のとおりである。 
 

５－１－１ 残されたプロジェクト期間中になすべきことについての提言 

(1) 上位目標と上位目標の指標の再検討 

外部条件の変化に伴い、現行の PDM の指標は、上位目標の達成状況を検証するには適

さないものとなっている。そのため、今後の方向性を勘案しつつ、専門家、JICA カンボジ

ア事務所及びカウンターパート機関の 3 者で協議のうえ、本プロジェクト終了までにより

明確な上位目標及び妥当な指標について検討・合意しておくことが求められる。具体的な

案としては、本プロジェクト活動で既に一部行われているインパクト調査の採用や、個々

のカウンターパートが本プロジェクトから得た成果をいかに活用しているか、といった指

標が考えられる。 
 

(2) 個々のカウンターパートへの支援 

本プロジェクト終了後、本プロジェクトの成果を組織的に継承していく体制が整うには

まだしばらく時間を要する状況であることから、当面は個々のカウンターパートが本プロ

ジェクトを通じて得たものを維持・普及させていく活動に期待することとなる。実際に、

そのような試みはいくつか始まっている。したがって、個々のカウンターパートの能力知

識をより確実なものにすることと合わせ、それぞれの職場においてカウンターパート知識

能力を活用・普及させていくことに対してプロジェクト側から貢献できることがあるなら

ば、惜しみなく支援することが望まれる。具体的には、今後予定されているレビューワー

クショップで、より強化が必要とされる部分あるいはカウンターパートがもっと学びたい

と考えている事柄について助言やアドバイスを提供すること、GDLA タスクフォースメン

バーが個々の職場で同僚に対し職場内研修などを実施する際に、必要に応じて支援するこ

と、必要な資料や機材を貸し出すこと、などが考えられる。 
 

(3) D＆D 動向の把握 

 国家プログラムの内容及び進捗状況を確認、精査し、引き続きプロジェクトサイドから

も提言などの情報発信をしていくことが望ましい。 
 

５－１－２ プロジェクト終了後約 3 年間に実施可能なことについての提言 

(1) 自立発展性の強化 

 今後のD&D改革の下で、TOTを含めた研修運営管理の機能を有する事務所あるいは局、

組織において、GDLA タスクフォースの中核となるメンバーが研修運営管理に関わってい

くことが望ましい。どの事務所、局あるいは組織が研修プログラムの運営管理の機能を担

うかは、D＆D 改革に沿って最近内務省内で開始された内務省の機能及び組織の見直しの

なかで決定されることになるであろう。 
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 したがってまず最初のステップとして、個々のタスクフォースメンバーがその能力・知

識を確実なものにし、来るべき人材育成体制の整備に向け、現在の体制のなかで各々の組

織が、プロジェクトの成果を確実に受け継ぐことが望まれる。 
 

(2) 地方行政の将来的な重点分野 

 本プロジェクトでは、カンボジアの現状に合わせ、地方行政法を中心として、地方行政

を機能させるための実務的かつ必要不可欠な、早急に教えられるべき一般的事柄を取り扱

ってきた。研修参加者からも、地方行政に必要不可欠な内容であるとの評価を得ている。 
 本プロジェクトの終了後、人材育成のための組織体制確立のための努力は引き続きなさ

れるべきである。一方で、D&D 政策の進展に伴い、地方行政の現場で必要とされる知識や

能力が具体化、細分化してくるにつれ、適したタイミングで適したターゲットグループに

教えられるべき事項が今後生じてくると考えられる。カンボジア政府は現在、国家プログ

ラムの枠組みにおいて以下の 6 つのエリアを検討しており、本プロジェクトのカウンター

パート機関及び JICA カンボジア事務所は、以下のエリアに関連した研修事項に関する動

向を注視していくことが求められる。 
プログラムエリア 1：統一行政原則に従った地方統治システムの制度化 
プログラムエリア 2：地方行政人事管理及び人材育成システムの確立及び運用 
プログラムエリア 3：権能委譲のための包括的なプログラムの策定 
プログラムエリア 4：地方行政の予算、財政、財産管理システムの確立 
プログラムエリア 5：アカウンタビリティの明確化による民主主義原理の強化 
プログラムエリア 6：地方行政発展に向けた制度環境整備 

 
(3) 上述のプログラムエリアの進捗を注視しつつ、カンボジアにおける D＆D 改革強化のた

めの包括的な長期人材育成戦略が、内務省あるいは今後整備されることが予想される人材

育成専轄組織において形成されることが望ましい。 
  
５－２  教 訓 

 本プロジェクトから得られた教訓は以下のとおりである。 
 

５－２－１ プロジェクトデザイン段階からの自立発展性確保への配慮 

 GDLA タスクフォースというプロジェクトユニットを結成してプロジェクトを実施する、と

いうプロジェクト実施体制が当初から定められていた。D＆D 改革が進行するなかで、このよ

うな体制をとらざるを得なかったと推察されるが、このことに起因して、本プロジェクト活動

の実施過程においても、いくつか困難な要素が生じたことは事実である。 
 一般的に、体制構築や既存の組織の再編成に関与するプロジェクトの場合は、タスクフォー

スを形成する方式の実施体制は非常に有効に機能するかもしれない。一方で、技術移転等の関

与を主目的とする場合には、確固とした組織とともにプロジェクトを実施する方が有効であろ

う。このような場合、プロジェクトの自立発展性確保のためには、プロジェクト計画段階から

そのメカニズムを組み込むよう十分に配慮しておく必要がある。 
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５－２－２ 流動的な状況下でのプロジェクトデザイン及び実施体制のあり方 

 本プロジェクトは計画段階から、プロジェクトをとりまく状況の流動性が認識されており、

必要に応じて柔軟に計画を見直すことの必要性が指摘されていた。実際に、本プロジェクトは

大きな計画変更から細かいプロジェクト活動内容の調整に至るまでそのように実施されたが、

それに大きく貢献したのは、不断に情報収集を行い戦略的に次の展開を考える努力であった。 
 今後、世界各地で復興から開発への移行過程の支援が展開されていくことが予想されるなか

で、本プロジェクトがプロジェクトデザインに柔軟性をもたせ、情報収集を重要な活動として

位置づけたことにより成果をあげたことは、他の類似する状況下でのプロジェクトに有益な示

唆となるものと思われる。 
 

５－２－３ 援助協調が進むなかでの技術協力プロジェクト評価のあり方 

 本プロジェクトは、各ドナーの支援との重複を排除しつつ、協調を保つような配慮の下に計

画、実施された。 
援助協調が進み、他のドナーや他プロジェクトとの相乗効果がますます求められているなか

において、1 つのプロジェクトの成果だけを取り出して評価することが難しくなりつつある。

特に、人材育成のような長期間かけて達成される課題を最終目標とするプロジェクトにおいて、

評価にあたって他からの影響を排除することは困難であるし、当該プロジェクトの貢献度を測

定する作業は現実的には課題が多い。長期的スパンのなかで、よりアウトカムレベルのモニタ

リングと運営指導に力点を置き、事業マネージメントの手法が深化していくことが望まれる。 
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能
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
協
力
対
象
機
関
：
内
務
省

(M
oI

) 
地
方
行
政
総
局

(G
D

LA
) 

タ
ー
ゲ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ
：

G
D

LA
職
員
、
州
事
務
所

(知
事
及
び
副
知
事
含
む

)、
関
連
省
庁

(中
央
・
州
事
務
所

) 
概
要

 
指
標

 
入
手
手
段

 
外
部
条
件

 
上
位
目
標

 
 

 
 

カ
ン
ボ

ジ
ア
に

お
い
て

研
修

等
を

通
じ
て

地
方
行

政
に

関
わ
る
人
材
が
育
成
さ
れ
る
。

 
1
 

2
 

内
務
省
地
方
行
政
総
局
が
実
施
す
る
公
務
員
研
修
の
運
営
実
績
、
参
加

者
数

  
参
加
者
の
理
解
度

 

 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標

 
 

 
 

1
 

 2
 

 

内
務

省
地

方
行

政
総

局
職

員
の

研
修

運
営

能

力
が
向
上
す
る
。

 
中
央
・
州
レ
ベ
ル
の
地
方
行
政
担

当
職
員
の
地

方
行
政
に
関
す
る
知
識
が
向
上
す
る
。

 

1
-
1
 

1
-
2
 

1
-
3
 

1
-
4
 

 2
-
1
 

 2
-
2

 

内
務
省
地
方
行
政
総
局
に
お
け
る
、
地
方
行
政
に
関
す
る
研
修
の
運
営

実
績

 
養
成
さ
れ
た
研
修
講
師
数
（
内
務
省
地
方
行
政
総
局
、
州
レ
ベ
ル
）

 
開
発
さ
れ
た
研
修
コ
ー
ス
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
材
数

 
研
修
を
計
画
・
実
施
し
、
自
ら
評
価
し
、
研
修
計
画
を
見
直
す
と
い
う

一
連
の
流
れ
の
実
施
状
況
・
適
切
度

 
地
方
行
政
に
関
す
る
研
修
参
加
者
数
（
プ
ノ
ン
ペ
ン
：
中
央
・
州
、
モ

デ
ル
州
：
州
・
郡
）、

研
修
理
解
度

 
国
別
研
修
（

1：
地
方
行
政
）（

２
：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ

ー
）
へ
の
参
加
者
数
、
日
本
の
地
方
自
治
及
び
地
方
自
治
の
プ
ロ
セ
ス

に
関
す
る
理
解
度

 

 
カ

ン
ボ

ジ
ア

政
府

の
地

方
行

政
に

か
か

わ

る
人
材
育
成
に
対
す
る
政
策
が
継
続
す
る
。

 

成
果

 
 

 
 

1-
1 

内
務
省
地
方
行
政
総
局
（
Ｇ
Ｄ
Ｌ
Ａ
）
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
が

D
＆

D
(D

ec
en

tra
liz

ati
on
＆

D
ec

on
ce

nt
ra

tio
n、

地
方
分
権
化
・
業
務
分
散
化

)の
進
捗
状
況
と
ニ
ー

ズ
に
基
づ
い
た
研
修
を
企
画
・
実
施
し
て
運
営
管
理

を
行
う
。

 

1
-
1-
1
 

 1
-
1-
2
 

1
-
1-
3
 

1
-
1-
4
 

 1
-
1-
5
 

1
-
1-
6
 

 1
-
1-
7

 

研
修
ニ
ー
ズ
調
査
、
研
修
計
画
作

成
、
研
修
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
評
価
の
実

績
 

研
修
教
材
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
数

 
「

TO
T（

コ
ア
研
修
講
師
養

成
研

修
）」

の
実
施
回
数
、
参
加
者
数

 
「

TO
T（

コ
ア
研
修
講
師
養

成
研

修
）」

参
加
者
の

D
＆

D
政
策
、
地

方
行
政
、
研
修
講
師
の
役
割
に
関
す
る
理
解
度

 
「

TO
T（

国
別
研
修
１
：
地

方
行

政
）」

の
参
加
者
数

 
「

TO
T（

国
別

研
修

１
：

地
方

行
政

）
」

参
加

者
の

日
本

の
地

方
自

治

に
関
す
る
理
解
度

 
「

TO
T（

国
別

研
修

１
：

地
方

行
政

）
」

の
成

果
を

も
と

に
し

て
作

成

し
た
教
材
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
数

 

 

2-
1 

 
内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
が

D
＆

D
政
策
及

び
地
方
行
政
に
関
す
る
知
識
を
得
る
。

 
2
-
1-
1
 

 2
-
1-
2
 

2
-
1-
3
 

2
-
1-
4
 

 

「
内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
向
け
地
方
行
政
研
修
」
の
実
施
回
数
、

参
加
者
数

 
「
内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
向
け
地
方
行
政
研
修
」
参
加
者
の
理
解

度
 

「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
の
参
加
者
数

 
「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
参
加
者
の
日

本
の
地
方
行
政
、
地
方
自
治
に
関

す
る
法
制
度
及
び
プ
ロ
セ
ス
、
公
務

員
研
修
に
関
す
る
理
解
度

 

 

2-
2 

州
知
事
・
副
知
事
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行

政
体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 
2
-
2-
1
 

2
-
2-
2
 

「
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
の
実
施
回
数
、
参
加
者
数

 
「
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
参
加
者
の

D
＆

D
政
策
、
地

方
行
政
に
関
す
る
理
解
度

 

 

2-
3 

州
事
務
所
職
員
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 
2
-
3-
1
 

 2
-
3-
2
 

  2
-
3-
3
 

 2
-
3-
4
 

 2
-
3-
5
 

 2
-
3-
6

 

「
全
州
の
選
抜
さ
れ
た
地
方
行
政
担
当
職
員
向
け
地
方
行
政
研
修
」
の

実
施
回
数
、
参
加
者
数

 
「
全
州
の
選
抜
さ
れ
た
地
方
行
政
担
当
職
員
向
け
地
方
行
政
研
修
」
参

加
者
の

D
＆

D
政
策
、
地
方
行
政
に
関
す
る
理
解
度
、
講
師
へ
の
満
足

度
 

「
TO

T（
モ

デ
ル

州
研

修
講

師
養

成
研

修
）
」

の
実

施
回

数
、

参
加

者

数
 

「
TO

T（
モ
デ
ル
州
研
修
講

師
養

成
研
修
）」

参
加
者
の

D
&

D
政
策

、

地
方
行
政
、
研
修
講
師
の
役
割
に
関
す
る
理
解
度

 
「

モ
デ

ル
州

の
州

事
務

所
及

び
郡

事
務

所
の

地
方

行
政

担
当

職
員

向

け
地
方
行
政
研
修
」
の
実
施
回
数
、
参
加
者
数

 
「

モ
デ

ル
州

の
州

事
務

所
及

び
郡

事
務

所
の

地
方

行
政

担
当

職
員

向

け
地
方
行
政
研
修
」
参
加
者
の

D
&

D
政
策
、
地
方
行
政
に
関
す
る
理

解
度
、
講
師
へ
の
満
足
度

 

 

カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
の
地
方
分
権
化
・
業
務
分

散
化
政
策
の
方
針
の
大
幅
な
変
更
が
な
い
。

 

活
動

 
投
入

 
 

カ
ン
ボ
ジ
ア
側

 
日
本
側

 
養

成
さ

れ
た

研
修

講
師

が
継

続
的

に
研

修

に
従
事
す
る
。

 
  

前
提
条
件

 

1
-
1
 

    

(
1
)
  

(
2
)
   

(
3
)
   

(
4
)
  

(
5
)
  

(
6
)
  

(
7
)
  

(
8
)
  

(
9
)
    

(
1
0)
 

   

(
1
)
    

内
務
省
地
方

行
政
総

局
（

G
D

LA
）
タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
が

D
＆

D
の
進
捗
状
況
と
ニ
ー
ズ
に
基

づ
い
た
研
修
を
企
画
・
実
施
し
て

運
営
管
理
を

行
う
。

 <A
：

G
D

LA
 タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス

> 
G

D
LA

内
の

研
修

能
力

の
高

い
職

員
を

選
別

し
て
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
結
成
す
る
。

 
JI

C
A

専
門
家
は

G
D

LA
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
メ

ン
バ

ー
の

研
修

運
営

管
理

能
力

に
つ

い
て

の

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
を
行
う
。

 
JI

C
A

専
門
家
は

G
D

LA
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
メ

ン
バ

ー
に

対
し

て
研

修
運

営
管

理
に

つ
い

て

の
研
修
を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は

D
＆

D
の
進
捗
状

況
を

調
査

し
、

研
修

ニ
ー

ズ
調

査
を

実
施

す

る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

計
画

を
作

成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

M
et

ho
do

lo
gy

を
作
成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
を
作
成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

教
材

を
作

成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

は
1-

1-
B
で
育
成
さ

れ
た

コ
ア

研
修

講
師

と
研

修
教

材
を

活
用

し

て
中
央
・
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
研

修
を
運
営
す

る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
を
行
い
、
研
修
の
内
容
及

び
運
営
管
理

を
改
善
す
る
。

 
<B

：
コ
ア
研
修
講
師

> 
内
務
省
及
び

JI
C

A
専
門
家
は
、

研
修
講
師
候

補
者

の
経

験
及

び
バ

ッ
ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
に

基

づ
い

て
適

正
な

人
材

を
コ

ア
研

修
講

師
と

し

 カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
配
置

 
 

 日
本
人
専
門
家
の
執
務
室
及
び
家
具

 
  プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
か
か
る
運
営
経
費

 

 専
門
家
派
遣
：

 短
期
専
門
家

8
名
（
チ
ー
フ
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
/
地

方
行

政
、

業
務

調
整

、
研

修
運

営
管
理
、
研
修
計
画
、
地
方
行
政
研
修
、
地
方
自

治
法
、
地
方
自
治
制
度
、
地
方
税
財
政
制
度
等
）

 
 

 研
修
員
受
入
：

  
「
国
別
研
修

1：
地
方
行
政
」
約

10
名

/年
  

「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ

ナ
ー
」
約

2～
3
名

/年
 

地
方
自
治
、
地
方
分
権
、
日

本
の

地
方
自
治
の

プ
ロ
セ
ス
、
日
本
の
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
等

 
 

 現
地
国
内
研
修
：
研
修
管
理
、

 T
O

T、
ト
ッ
プ
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
、

D
＆

D
政
策
、
地
方

行
政
シ
ス
テ
ム
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(
2
)
   

(
3
)
  

(
4
)
    

(
5
)
 

    2
-
1
 

 

(
1
)
   

(
2
)
    

(
3
)
    

(
4
)
    

2
-
2
 

 

(
1
)
     

(
2
)
   

(
3
)
  

 2
-
3
 

  

(
1
)
     

(
2
)
     

(
1
)
 

(
2
)
   

(
3
)
    

(
4
)
     

(
5
)
 

て
中
央
と
州
か
ら
選
定
す
る
。

 
JI

C
A

専
門

家
は

コ
ア

研
修

講
師

に
対

し
て

「
TO

T（
コ

ア
研

修
講

師
養

成
研

修
）
」

を
実

施
す
る
。

 
コ
ア
研
修
講
師
に
「

TO
T（

国
別

研
修

1：
地

方
行
政
）」

を
実
施
す
る
。

 
コ
ア
研
修
講
師
は
「

TO
T（

コ
ア

研
修
講
師
養

成
研

修
）
」

か
ら

習
得

し
た

知
識

と
経

験
を

生

か
し
て
中
央
・
州
レ
ベ
ル
に
お
い

て
研
修
を
実

施
す
る
。

 
コ
ア
研
修
講
師
は
「

TO
T（

国
別

研
修

1：
地

方
行

政
）
」

か
ら

習
得

し
た

知
識

と
経

験
を

カ

ン
ボ

ジ
ア

に
お

け
る

研
修

の
実

施
及

び
地

方

行
政
制
度
の
整
備
に
反
映
さ
せ
る
。

 
 内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
が

D
＆

D
政
策
及

び
地
方
行
政
に
関
す
る
知
識
を
得
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は

、
既

存
の
公
務
員

研
修
を
確
認
し
て
、
内
務
省
地
方

行
政
総
局
職

員
に
対
す
る
研
修
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
は
、
「

内
務
省
地
方

行
政

総
局

職
員

に
対

し
て

カ
ン

ボ
ジ

ア
の

D
&

D
政

策
及

び
地
方

行
政

に
関
す

る
研
修

」

を
実
施
す
る
。

 
地
方
行
政
に
か
か
る
製
作
、
法
制
度
、
制
度
整

備
に
携
わ
る
内
務
省
の
交
換
に
対
し
て
「
国
別

研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」

を
実
施
す
る
。

 
「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ

ミ
ナ
ー
」
で
習
得
し
た
知
識
と
経

験
を
カ
ン
ボ

ジ
ア

の
地

方
行

政
制

度
の

整
備

に
反

映
さ

せ

る
。

 
州
知
事
・
副
知
事
が

D
&

D
政
策

及
び
地
方
行

政
体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

必
要

に
応

じ
て

外
部
か
ら
研
修
講
師
を
招
き
、
全

州
の
州
知
事

ま
た
は
副
知
事
を
対
象
に

D
＆

D
政
策
及
び
地

方
行
政
に
関
す
る
「
ト
ッ
プ
マ
ネ

ー
ジ
メ
ン
ト

セ
ミ
ナ
ー
」
を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
次
回
の
「
ト
ッ
プ
マ
ネ

ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
の
内
容

及
び
運
営
管

理
を
改
善
す
る
。

 
D
＆

D
推
進
に
か
か
る
州
レ
ベ
ル

の
連
携
及
び

内
務
省
と
州
レ
ベ
ル
の
連
携
を
支
援
す
る
。

 
 州
事
務
所
職
員
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 
<A

：
全
州

> 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
は
｢
全

州
の
選
抜
さ

れ
た

地
方

行
政

担
当

職
員

に
対

し
て

カ
ン

ボ

ジ
ア
の

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政
に
関
す
る

研
修

｣
を

コ
ア

研
修

講
師

と
研

修
教

材
を

活
用

し
て
内
務
省
（
プ
ノ
ン
ペ
ン
）
で
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
研
修
の
内

容
及
び
運
営

管
理
を
改
善
す
る
。

 
 

<B
：
モ
デ
ル
州

> 
モ
デ
ル
州
を
選
択
す
る
。

 
モ

デ
ル

州
か

ら
研

修
講

師
候

補
者

の
経

験
及

び
バ

ッ
ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
に

基
づ

い
て

適
正

な

人
材
を
州
研
修
講
師
と
し
て
選
定
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

モ
デ

ル
州

に
お

い
て
州
研
修
講
師
に
対
し
て
「

TO
T（

モ
デ
ル

州
研

修
講

師
養

成
研

修
）
」

を
コ

ア
研

修
講

師

に
よ
り
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
運
営

に
よ
り
、
州

研
修
講
師
は
「
モ
デ
ル
州
の
州
事

務
所
及
び
郡

事
務

所
の

地
方

行
政

担
当

職
員

に
対

し
て

D
&

D
政

策
及

び
地
方

行
政

に
関
す

る
研
修

」

を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
研
修
の
内

容
及
び
運
営

管
理
を
改
善
す
る
。
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PD
M

1  
（
参
考
和
訳
）

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
地
方
行
政
能
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
協
力
対
象
機
関
：
内
務
省

(M
oI

) 
 地

方
行
政
総
局

(G
D

LA
) 

タ
ー
ゲ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ

: G
D

LA
職

員
、
州
事
務
所

(知
事
及
び
副
知
事
含
む

)、
関
連
省
庁

(中
央
・
州
事
務
所

) 
概
要

 
指
標

 
入
手
手
段

 
外
部
条
件

 
上
位
目
標

 
 

 
 

カ
ン
ボ

ジ
ア
に

お
い
て

研
修

等
を

通
じ
て

地
方
行

政
に

関
わ
る
人
材
が
育
成
さ
れ
る
。

 
1

 
制
度
及
び
組
織
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

 
内

務
省

地
方

行
政

総
局

か

ら
の
情
報

 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標

 
 

 
 

1
-
1

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
自
ら

研
修
を
運
営
で
き
る
。

 
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

に
よ

る

自
己
評
価

 
1
 

  

内
務

省
行

政
総

局
職

員
の

研
修

運
営

能
力

が

向
上
す
る
。

 
 

1
-
2
 

 

G
D

LA
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
研
修

運
営
が
、

8
以
上
（

10
点
満
点
）
と

評
価
さ
れ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 

2
-
1
 

 

参
加
者
の
満
足
度
評
価
が

8
以
上
（

10
点
満
点
）
で
あ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 
2
 
 

中
央
・
州
レ
ベ
ル
の
地
方
行
政
担

当
職
員
の
地

方
行
政
に
関
す
る
知
識
が
向
上
す
る
。

 
2
-
2
 

職
員
の
地
方
行
政
に
関
す
る
知
識
が
向
上
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア
ン

ケ
ー
ト

 

カ
ン

ボ
ジ

ア
政

府
の

地
方

行
政

に
か

か
わ

る
人
材
育
成
に
対
す
る
政
策
が
継
続
す
る
。

 

成
果

 
 

 
 

1
-
1-
1
 

 
研
修
教
材
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

G
D

LA
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
。

 
作
成
さ
れ
た
研
修
教
材
、
モ

ジ
ュ
ー
ル
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
リ
ス
ト

 
1
-
1-
2
 

コ
ア
研
修
講
師
養
成
研
修

(T
O

T)
が

３
回
実
施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 
1
-
1-
3
 

コ
ア

研
修

講
師

候
補

者
の

70
％
以

上
が

コ
ア

研
修

講
師

と
し

て
選
定

さ
れ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 

1
-
1-
4
 

参
加
者
に
よ
る
コ
ア
研
修
講
師
の
評
価
が
平
均
で

8
以
上
で
あ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 
1
-
1-
5
 

国
別
研
修

1：
地
方
行
政
を

30
人
が
受
講
す
る
。

 
研
修
記
録

 
1
-
1-
6
 

国
別
研
修

1：
地
方
行
政
の
参
加
者
の
理
解
度
が
向
上
す
る
。

 
本
邦
研
修
評
価
記
録

 
1
-
1-
7
 

国
別
研
修

1：
地
方
行
政
に
お
い
て
研
修
教
材
が
作
成
さ
れ
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
研
修
で
用
い
ら
れ
る
。

 
研
修
教
材

 

1
-
1-
8
 

G
D

LA
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
研
修

運
営
業
務
が
徐
々
に
移
管
さ
れ
る
。

 
ワ

ー
ク

ブ
レ

ー
ク

ダ
ウ

ン

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

 
1
-
1-
9
 

D
＆

D
政
策
と
地
方
行
政
に
関
す
る
現
状
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
。

 
報
告
書
（
最
終
版
）

 

1-
1 

内
務
省
地

方
行
政
総
局
（
Ｇ
Ｄ
Ｌ
Ａ
）
タ
ス
ク
フ

ォ
ー

ス
が

D
＆

D
(D

ec
en

tra
liz

ati
on

＆

D
ec

on
ce

nt
ra

tio
n、

地
方
分
権
化
・
業
務
分
散
化

)
の
進
捗
状
況
と
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
た
研
修
を
企

画
・
実
施
し
て
運
営
管
理
を
行
う
。

 

1
-
1-
10
 

地
方

行
政

人
材

育
成

制
度

の
現

状
に

つ
い

て
の

報
告

書
が

作
成

さ
れ

る
。

 
報
告
書
（
最
終
版
）

 

2
-
1-
1
 

G
D

LA
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政

研
修
が

16
回
実
施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 
2
-
1-
2
 

の
べ

40
0
人
の

G
D

LA
職
員
が

G
D

LA
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政
研

修
に
参
加
す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 

2
-
1-
3
 

研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験
、
ア
ン
ケ
ー

ト
 

2
-
1-
4
 

国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
の
べ

9
人
の
職
員
が
参
加

す
る
。

 
研
修
記
録

 

2
-
1-
5
 

国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
参
加
者
の
理
解
度
が
向
上
す

る
。

 
本
邦
研
修
評
価
記
録

 

2-
1 

 
内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
が

D
＆

D
政
策
及

び
地
方
行
政
に
関
す
る
知
識
を
得
る
。

 

2
-
1-
6
 

国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
参
加
者
が
研
修
に
携
わ
る
。

 
研
修
記
録

 

2
-
2-
1
 

ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
が

6
回
開
催
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 

2
-
2-
2
 

全
県
・
市
の
知
事
及
び
副
知
事
が
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー

に
参
加
す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 

2-
2 

州
知
事
・
副
知
事
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行

政
体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 

2
-
2-
3
 

研
修
に
参
加
し
た
知
事
及
び
副
知
事
の

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

に

関
す
る
理
解
度
が
向
上
す
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 

2
-
3-
1
 

 
全

12
州
か
ら
選
定
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政
研
修
が

12
回
実

施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 

2
-
3-
2
 

の
べ

36
0
人
の
州
事
務
所
職
員
が
研
修
に
参
加
す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 
2
-
3-
3
 

州
職
員
の
研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア
ン

ケ
ー
ト

 
2
-
3-
4
 

州
研
修
講
師
の
た
め
の

TO
T
研
修

が
2
回
実
施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 
2
-
3-
5
 

州
研
修
講
師
の
研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア

ン
ケ

ー
ト

 
2
-
3-
6
 

モ
デ
ル
州
に
お
い
て
州
・
郡
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政
研
修
が
の
べ

80
回
開
催
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 

2
-
3-
7
 

モ
デ
ル
州
に
お
い
て
の
べ

1,
00

0
人
の
州
・
郡
職
員
が
研
修
に
参
加
す

る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 

2-
3 

州
事
務
所
職
員
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 

2
-
3-
8
 

州
・
郡
職
員
の
研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア

ン
ケ

ー
ト

 

カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
の
地
方
分
権
化
・
業
務
分

散
化
政
策
の
方
針
の
大
幅
な
変
更
が
な
い
。

 

活
動

 
投
入

 
 

カ
ン
ボ
ジ
ア
側

 
日
本
側

 
養

成
さ

れ
た

研
修

講
師

が
継

続
的

に
研

修

に
従
事
す
る
。

 
  

前
提
条
件

 

1
-
1
 

    

(
1
)
  

(
2
)
   

(
3
)
   

(
4
)
    

(
5
)
   

(
6
)
  

(
7
)
  

(
8
)
  

(
9
)
  

(
1
0)
 

   

内
務
省
地
方

行
政
総

局
（

G
D

LA
）
タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
が

D
＆

D
の
進
捗
状
況
と
ニ
ー
ズ
に
基

づ
い
た
研
修
を
企
画
・
実
施
し
て

運
営
管
理
を

行
う
。

 <A
：

G
D

LA
 タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス

> 
G

D
LA

内
の

研
修

能
力

の
高

い
職

員
を

選
別

し
て
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
結
成
す
る
。

 
JI

C
A

専
門
家
は

G
D

LA
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
メ

ン
バ

ー
の

研
修

運
営

管
理

能
力

に
つ

い
て

の

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
を
行
う
。

 
JI

C
A

専
門
家
は

G
D

LA
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
メ

ン
バ

ー
に

対
し

て
研

修
運

営
管

理
に

つ
い

て

の
研
修
を
実
施
す
る
。

 
JI

C
A
専
門
家
は

D
＆

D
政
策
、
地

方
行
政
及
び

人
材
育
成
制
度
に
つ
い
て
の
現
状
を
調
査
し
、

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は

D
＆

D
の
進
捗
状

況
を

調
査

し
、

研
修

ニ
ー

ズ
調

査
を

実
施

す

る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

計
画

を
作

成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

M
et

ho
do

lo
gy

を
作
成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
を
作
成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

教
材

を
作

成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

は
1-

1-
B
で
育
成
さ

れ
た

コ
ア

研
修

講
師

と
研

修
教

材
を

活
用

し

て
中
央
・
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
研

修
を
運
営
す

る
。

 

 カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
配
置

 
 

 日
本
人
専
門
家
の
執
務
室
及
び
家
具

 
  プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
か
か
る
運
営
経
費

 

 
専
門
家
派
遣
：
短
期
専
門
家

8
名
（
チ
ー
フ
ア
ド

バ
イ

ザ
ー

/
地

方
行

政
、

業
務

調
整

、
研

修
運

営

管
理
、
研
修
計
画
、
地
方
行
政
研
修
、
地
方
自
治

法
、
地
方
自
治
制
度
、
地
方
税
財
政
制
度
等
）

 
 

 
研
修
員
受
入
：

  
「
国
別
研
修

1：
地
方
行
政
」
約

10
名

/年
  

「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ

ナ
ー
」
約

2～
3
名

/年
 

地
方
自
治
、
地
方
分
権
、
日
本
の

地
方
自
治
の

プ
ロ
セ
ス
、
日
本
の
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
等

 
  

機
材
供
与
：

 
PC

 
LA

N
サ
ー
バ
ー
及
び
周
辺
機
器

 
PC

ソ
フ
ト

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

 
プ
リ
ン
タ
ー

 
研
修
の
た
め
の
視
聴
覚
機
材

 
コ
ピ
ー
機
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
車
両

 
 

 
現
地
国
内
研
修

: 
研
修
管
理
、

 T
O

T、
ト
ッ
プ
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
、

D
＆

D
政
策
、
地
方

行
政
シ
ス
テ
ム
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(
1
1)
    

(
1
)
    

(
2
)
   

(
3
)
    

(
4
)
    

(
5
)
 

    2
-
1
 

 

(
1
)
   

(
2
)
    

(
3
)
     

(
4
)
    

2
-
2
 

 

(
1
)
     

(
2
)
    

(
3
)
  

 2
-
3
 

  

(
1
)
     

(
2
)
     

(
1
)
 

(
2
)
   

(
3
)
    

(
4
)
     

(
5
)
 

G
D

LA
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

は
研

修
の

モ
ニ

タ

リ
ン
グ
を
行
い
、
研
修
の
内
容
及

び
運
営
管
理

を
改
善
す
る
。

 
<B

：
コ
ア
研
修
講
師

> 
内
務
省
及
び

JI
C

A
専
門
家
は
、

研
修
講
師
候

補
者

の
経

験
及

び
バ

ッ
ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
に

基

づ
い

て
適

正
な

人
材

を
コ

ア
研

修
講

師
と

し

て
中
央
と
州
か
ら
選
定
す
る
。

 
JI

C
A

専
門

家
は

コ
ア

研
修

講
師

に
対

し
て

「
TO

T（
コ

ア
研

修
講

師
養

成
研

修
）
」

を
実

施
す
る
。

 
コ
ア
研
修
講
師
に
「

TO
T（

国
別

研
修

1：
地

方
行
政
）」

を
実
施
し
、

JI
C

A
専

門
家
は
そ
れ

を
支
援
す
る
と
共
に
、
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
を
行

う
。

 
コ
ア
研
修
講
師
は
「

TO
T（

コ
ア

研
修
講
師
養

成
研

修
）
」

か
ら

習
得

し
た

知
識

と
経

験
を

生

か
し
て
中
央
・
州
レ
ベ
ル
に
お
い

て
研
修
を
実

施
す
る
。

 
コ
ア
研
修
講
師
は
「

TO
T（

国
別

研
修

1：
地

方
行

政
）
」

か
ら

習
得

し
た

知
識

と
経

験
を

カ

ン
ボ

ジ
ア

に
お

け
る

研
修

の
実

施
及

び
地

方

行
政
制
度
の
整
備
に
反
映
さ
せ
る
。

 
 内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
が

D
＆

D
政
策
及

び
地
方
行
政
に
関
す
る
知
識
を
得
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は

、
既

存
の
公
務
員

研
修
を
確
認
し
て
、
内
務
省
地
方

行
政
総
局
職

員
に
対
す
る
研
修
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
は
、
「

内
務
省
地
方

行
政

総
局

職
員

に
対

し
て

カ
ン

ボ
ジ

ア
の

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政
に
関
す
る
研
修
」
を

実
施
す
る
。

 
地
方
行
政
に
か
か
る
製
作
、
法
制
度
、
制
度
整

備
に
携
わ
る
内
務
省
の
交
換
に
対
し
て
「
国
別

研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」

を
実

施
し

、
JI

C
A

専
門

家
は

そ
れ

を
支

援
す

る
と
共
に
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
。

 
「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ

ミ
ナ
ー
」
で
習
得
し
た
知
識
と
経

験
を
カ
ン
ボ

ジ
ア

の
地

方
行

政
制

度
の

整
備

に
反

映
さ

せ

る
。

 
州
知
事
・
副
知
事
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行

政
体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

必
要

に
応

じ
て

外
部
か
ら
研
修
講
師
を
招
き
、
全

州
の
州
知
事

ま
た
は
副
知
事
を
対
象
に

D
＆

D
政
策
及
び
地

方
行
政
に
関
す
る
「
ト
ッ
プ
マ
ネ

ー
ジ
メ
ン
ト

セ
ミ
ナ
ー
」
を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
次
回
の
「
ト
ッ
プ
マ
ネ

ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
の
内
容

及
び
運
営
管

理
を
改
善
す
る
。

 
D
＆

D
推
進
に
か
か
る
州
レ
ベ
ル

の
連
携
及
び

内
務
省
と
州
レ
ベ
ル
の
連
携
を
支
援
す
る
。

 
 州
事
務
所
職
員
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 
<A

：
全
州

> 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
は
｢
全

州
の
選
抜
さ

れ
た

地
方

行
政

担
当

職
員

に
対

し
て

カ
ン

ボ

ジ
ア
の

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政
に
関
す
る

研
修

｣
を

コ
ア

研
修

講
師

と
研

修
教

材
を

活
用

し
て
内
務
省
（
プ
ノ
ン
ペ
ン
）
で
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
研
修
の
内

容
及
び
運
営

管
理
を
改
善
す
る
。

 
 

<B
：
モ
デ
ル
州

> 
モ
デ
ル
州
を
選
択
す
る
。

 
モ

デ
ル

州
か

ら
研

修
講

師
候

補
者

の
経

験
及

び
バ

ッ
ク

グ
ラ

ウ
ン

ド
に

基
づ

い
て

適
正

な

人
材
を
州
研
修
講
師
と
し
て
選
定
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

モ
デ

ル
州

に
お

い
て
州
研
修
講
師
に
対
し
て
「

TO
T（

モ
デ
ル

州
研

修
講

師
養

成
研

修
）
」

を
コ

ア
研

修
講

師

に
よ
り
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
運
営

に
よ
り
、
州

研
修
講
師
は
「
モ
デ
ル
州
の
州
事

務
所
及
び
郡

事
務

所
の

地
方

行
政

担
当

職
員

に
対

し
て

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政
に
関
す
る
研
修
」
を

実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
研
修
の
内

容
及
び
運
営

管
理
を
改
善
す
る
。
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PD
M

2  
（
参
考
和
訳
）

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
地
方
行
政
能
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 
協
力
対
象
機
関
：
内
務
省

(M
oI

) 
 地

方
行
政
総
局

(G
D

LA
) 

タ
ー
ゲ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ

:内
務
省

 G
D

LA
・
大
臣
官
房
事
務
総
局
・
財

務
総
局
職
員
、
州
事
務
所

(知
事
及
び
副
知
事
、
州
議
会
議
員
、
議
会
上
級
職
員
含
む

)、
関
連
省
庁

(中
央
・
州
事
務
所

) 
概
要

 
指
標

 
入
手
手
段

 
外
部
条
件

 
上
位
目
標

 
 

 
 

カ
ン
ボ

ジ
ア
に

お
い
て

研
修

等
を

通
じ
て

地
方
行

政
に

関
わ
る
人
材
が
育
成
さ
れ
る
。

 
1

 
新

た
に

整
備

さ
れ

た
地

方
行

政
人

材
育

成
制

度
の

下
で

研
修

を
受

け

た
州
及
び
郡
職
員
の
数

 
内

務
省

地
方

行
政

総
局

か

ら
の
情
報

 
人

材
育

成
制

度
及

び
組

織
が

設
立

さ
れ

運

用
さ
れ
て
い
る
。

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標

 
 

 
 

1
-
1

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
自
ら

研
修
を
運
営
で
き
る
。

 
レ

ビ
ュ

ー
シ

ー
ト

に
よ

る

自
己
評
価

 
1
 

  

内
務

省
地

方
行

政
総

局
職

員
の

研
修

運
営

能

力
が
向
上
す
る
。

 
 

1
-
2
 

 

G
D

LA
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
研
修

運
営
が
、

8
以
上
（

10
点
満
点
）
と

評
価
さ
れ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 

2
-
1
 

参
加
者
の
満
足
度
評
価
が

8
以
上
（

10
点
満
点
）
で
あ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 
2
 
 

中
央
・
州
レ
ベ
ル
の
地
方
行
政
担

当
職
員
の
地

方
行
政
に
関
す
る
知
識
が
向
上
す
る
。

 
2
-
2
 

職
員
の
地
方
行
政
に
関
す
る
知
識
が
向
上
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア

ン
ケ

ー
ト

 

カ
ン

ボ
ジ

ア
政

府
の

地
方

行
政

に
か

か
わ

る
人
材
育
成
に
対
す
る
政
策
が
継
続
す
る
。

 

成
果

 
 

 
 

1
-
1-
1
 

 
研
修
教
材
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

G
D

LA
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
。

 
作
成
さ
れ
た
研
修
教
材

、
モ

ジ

ュ
ー

ル
、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

リ
ス
ト

 
1
-
1-
2
 

コ
ア
研
修
講
師
養
成
研
修

(T
O

T)
が

３
回
実
施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 
1
-
1-
3
 

コ
ア

研
修

講
師

候
補

者
の

70
％
以

上
が

コ
ア

研
修

講
師

と
し

て
選
定

さ
れ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 

1
-
1-
4
 

参
加
者
に
よ
る
コ
ア
研
修
講
師
の
評
価
が
平
均
で

8
以
上
で
あ
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 
1
-
1-
5
 

国
別
研
修

1：
地
方
行
政
を

30
人
が
受
講
す
る
。

 
研
修
記
録

 
1
-
1-
6
 

国
別
研
修

1：
地
方
行
政
の
参
加
者
の
理
解
度
が
向
上
す
る
。

 
本
邦
研
修
評
価
記
録

 
1
-
1-
7
 

国
別
研
修

1：
地
方
行
政
に
お
い
て
研
修
教
材
が
作
成
さ
れ
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
研
修
で
用
い
ら
れ
る
。

 
研
修
教
材

 

1
-
1-
8
 

G
D

LA
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
研
修

運
営
業
務
が
徐
々
に
移
管
さ
れ
る
。

 
ワ

ー
ク

ブ
レ

ー
ク

ダ
ウ

ン

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

 
1
-
1-
9
 

D
＆

D
政
策
と
地
方
行
政
に
関
す
る
現
状
報
告
書
が
作
成
さ
れ
る
。

 
報
告
書
（
最
終
版
）

 

1-
1 

内
務
省
地

方
行
政
総
局

(G
D

LA
)タ

ス
ク
フ
ォ
ー

ス
が

D
＆

D
(D

ec
en

tra
liz

at
io

n
＆

D
ec

on
ce

nt
ra

tio
n、

地
方
分
権
化
・
業
務
分
散
化

)
の
進
捗
状
況
と
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
た
研
修
を
企

画
・
実
施
し
て
運
営
管
理
を
行
う
。

 

1
-
1-
10
 

地
方
行
政
人
材
育
成
制
度
の
現
状

に
つ
い

て
の
報
告
書
が
作
成

さ
れ
る
。

 
報
告
書
（
最
終
版
）

 
2
-
1-
1
 

G
D

LA
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政

研
修
が

16
回
実
施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 
2
-
1-
21
 

の
べ

40
0

人
の

G
D

LA
・
大
臣

官
房
事
務
総
局
・
財
務
総
局
職
員

が

G
D

LA
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政

研
修
に
参
加
す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 

2
-
1-
32
 

研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア

ン
ケ

ー
ト

 
2
-
1-
43
 

国
別
研
修

2：
ト
ッ

プ
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト
に
の
べ

9
人
の
職
員
が
参
加
す
る
。 

研
修
記
録

 
2
-
1-
54
 

国
別
研
修

2：
ト
ッ

プ
マ

ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
参
加
者
の
理
解
度
が
向
上
す
る
。 

本
邦
研
修
評
価
記
録

 

2-
1 

 
内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
が

D
＆

D
政
策
及

び
地

方
行

政
に

つ
い

て
理

解
す

る
関

す
る

知

識
を
得
る
。

 

2
-
1-
65
 

国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
参
加
者
が
研
修
に
携
わ
る
。

 
研
修
記
録

 
2
-
2-
1
 

ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
が

6
回
開
催
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 
2
-
2-
21
 

全
州
・
首
都
の
知
事
及
び
副
知
事
が
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ

ー
に
参
加
す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 
2-

2 
州
知
事
・
副
知
事
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行

政
体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 

2
-
2-
32
 

研
修
に
参
加
し
た
知
事
及
び
副
知
事
の

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

に

関
す
る
理
解
度
が
向
上
す
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 

2
-
3-
1
 

 
全

12
州
か
ら
選
定
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政
研
修
が

12
回
実

施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 

2
-
3-
21
 

の
べ

36
02

40
人
の
州
事
務
所
職
員
が
研
修
に
参
加
す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 
2
-
3-
32
 

州
職
員
の
研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア

ン
ケ

ー
ト

 
2
-
3-
4
 

州
研
修
講
師
の
た
め
の

TO
T
研
修

が
2
回
実
施
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 
2
-
3-
53
 

の
べ

60
30

人
の
州
研
修
講
師
が
育
成
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
者
名
簿
）

 
2
-
3-
54
 

州
研
修
講
師
の
研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア

ン
ケ

ー
ト

 
2
-
3-
6
 

モ
デ
ル
州
に
お
い
て
州
・
郡
職
員
に
対
す
る
地
方
行
政
研
修
が
の
べ

80
回
開
催
さ
れ
る
。

 
研
修
記
録

 

2
-
3-
75
 

モ
デ
ル
州
に
お
い
て
の
べ

1,
00

05
00

人
の
州
・
郡
職
員
が
研
修
に
参
加

す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 

2-
3 

州
事
務
所
職
員
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

(第
1～

3
年
次
の
み

) 

2
-
3-
86
 

州
・
郡
職
員
の
研
修
前
後
試
験
の
平
均
点
が

30
％
改
善
す
る
。

 
研
修
前
後
試
験

、
ア

ン
ケ

ー
ト

 

カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
の
地
方
分
権
化
・
業
務
分

散
化
政
策
の
方
針
の
大
幅
な
変
更
が
な
い
。

 

2
-
4-
1
 

州
議

員
全

員
及

び
州

議
会

上
級

職
員

が
州

議
員

を
対

象
と

し
た

ト
ッ

プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
す
る
。

 
研
修
記
録
（
出
席
簿
）

 
2-

4 
全

州
及

び
首

都
の

州
議

員
及

び
州

議
会

上
級

職
員

が
地

方
行

政
法

及
び

関
連

す
る

政
令

規

則
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

(第
4
年
次
の
み

) 
2
-
4-
2
 

研
修

参
加

者
の

地
方

行
政

法
及

び
関

連
政

令
規

則
に

関
す

る
理

解
が

向
上
す
る
。

 
ア
ン
ケ
ー
ト

 

 

活
動

 
投
入

 
 

カ
ン
ボ
ジ
ア
側

 
日
本
側

 
養

成
さ

れ
た

研
修

講
師

が
継

続
的

に
研

修

に
従
事
す
る
。

 
  

前
提
条
件

 

1
-
1
 

   

(
1
)
  

(
2
)
   

(
3
)
   

(
4
)
   

(
5
)
  

(
6
)
 

(
7
)
  

(
8
)
  

(
9
)
  

(
1
0)
 

  (
1
1)
    

(
1
)
  

内
務
省
地
方
行
政
総
局
（

G
D

LA
）
タ
ス
ク
フ
ォ

ー
ス
が

D
＆

D
の
進
捗
状
況
と
ニ

ー
ズ
に
基
づ

い
た

研
修

を
企

画
・

実
施

し
て

運
営

管
理

を
行

う
。

 <A
：

G
D

LA
 タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス

> 
G

D
LA

内
の

研
修

能
力

の
高

い
職

員
を
選

別
し

て
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
結
成
す
る
。

 
JI

C
A
専
門
家

は
G

D
LA

タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
メ
ン

バ
ー

の
研

修
運

営
管

理
能

力
に

つ
い

て
の

ベ
ー

ス
ラ
イ
ン
調
査
を
行
う
。

 
JI

C
A
専
門
家

は
G

D
LA

タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
メ
ン

バ
ー

に
対

し
て

研
修

運
営

管
理

に
つ

い
て

の
研

修
を
実
施
す
る
。

 
JI

C
A
専
門
家
は

D
＆

D
政
策
、
地

方
行
政
及
び

人
材
育
成
制
度
に
つ
い
て
の
現
状
を
調
査
し
、

 
GD

LA
タ

ス
ク
フ

ォ
ー
ス

に
フ

ィ
ー
ド
バ

ッ
ク

す
る

。 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は

D
＆

D
の
進
捗
状

況
を
調
査
し
、
研
修
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
す
る
。

 
GD

LA
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス
は
研
修
計
画
を
作
成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

M
et

ho
do

lo
gy

を
作
成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
を
作
成
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

教
材
を

作
成

す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は

1-
1-

B
で
育
成
さ

れ
た

コ
ア

研
修

講
師

と
研

修
教

材
を

活
用

し
て

中
央
・
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
研
修
を
運
営
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
行

い
、

研
修

の
内

容
及

び
運

営
管

理
を

改
善
す
る
。

 <B
：
コ
ア
研
修
講
師

> 
内
務
省
及
び

JI
C

A
専
門
家
は
、
研

修
講
師
候
補

 カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
配
置

 
 

 日
本
人
専
門
家
の
執
務
室
及
び
家
具

 
  プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
か
か
る
運
営
経
費

 

 
専
門
家
派
遣

: 
短
期
専
門
家

8
名
（
チ
ー
フ
ア
ド

バ
イ
ザ
ー

/地
方
行
政
、
業
務
調
整
、
研
修
運
営
管

理
、
研
修
計
画
、
地
方
行
政
研
修
、
地
方
自
治
法
、

地
方
自
治
制
度
、
地
方
税
財
政
制
度
等
）

 
 

 
研
修
員
受
入
：

  
「
国
別
研
修

1：
地
方
行
政
」
約

10
名

/年
  

「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ

ナ
ー
」
約

2～
3
名

/年
 

地
方
自
治
、
地
方
分
権
、
日
本
の

地
方
自
治
の

プ
ロ
セ
ス
、
日
本
の
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
等

 
  

機
材
供
与
：

 
PC

 
LA

N
サ
ー
バ
ー
及
び
周
辺
機
器

 
PC

ソ
フ
ト

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

 
プ
リ
ン
タ
ー

 
研
修
の
た
め
の
視
聴
覚
機
材

 
コ
ピ
ー
機
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
車
両

 
 

 
現
地
国
内
研
修

: 
研
修
管
理
、

 T
O

T、
ト
ッ
プ
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
、

D
＆

D
政
策
、
地
方

行
政
シ
ス
テ
ム
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(
2
)
   

(
3
)
   

(
4
)
    

(
5
)
 

    2
-
1
 

 

(
1
)
   

(
2
)
   

(
3
)
     

(
4
)
    

2
-
2
 

 

(
1
)
     

(
2
)
    

(
3
)
   

2
-
3
 

 

  

(
1
)
     

(
2
)
     

(
1
)
 

(
2
)
   

(
3
)
    

(
4
)
     

(
5
)
   

 2
-
4
 

   

(
1
)
      

(
2
)
 

者
の

経
験

及
び

バ
ッ

ク
グ

ラ
ウ

ン
ド

に
基

づ
い

て
適

正
な

人
材

を
コ

ア
研

修
講

師
と

し
て

中
央

と
州
か
ら
選
定
す
る
。

 
JI

C
A

専
門

家
は

コ
ア

研
修

講
師

に
対

し
て

「
TO

T（
コ
ア
研
修
講
師
養
成
研

修
）」

を
実
施

す
る
。

 
コ
ア
研
修
講
師
に
「

TO
T（

国
別

研
修

1：
地
方

行
政

）
」

を
実

施
し

、
JI

C
A

専
門

家
は

そ
れ

を

支
援
す
る
と
共
に
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
。

 
コ

ア
研

修
講

師
は

「
TO

T（
コ

ア
研

修
講

師
養

成
研
修
）」

か
ら
習
得
し
た
知
識
と

経
験
を
生
か

し
て

中
央

・
州

レ
ベ

ル
に

お
い

て
研

修
を

実
施

す
る
。

 
コ
ア
研
修
講
師
は
「

TO
T（

国
別

研
修

1：
地
方

行
政
）」

か
ら
習
得
し
た
知
識
と
経

験
を
カ
ン
ボ

ジ
ア

に
お

け
る

研
修

の
実

施
及

び
地

方
行

政
制

度
の
整
備
に
反
映
さ
せ
る
。

 
 内
務
省
地
方
行
政
総
局
職
員
が

D
＆

D
政
策
及

び
地
方
行
政
に
関
す
る
知
識
を
得
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

、
既

存
の
公

務
員

研
修

を
確

認
し

て
、

内
務

省
地

方
行

政
総

局
職

員
に
対
す
る
研
修
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は

、「
内

務
省
地
方
行

政
総

局
職

員
に

対
し

て
カ

ン
ボ

ジ
ア

の
D
＆

D
政

策
及

び
地

方
行

政
に

関
す

る
研

修
」

を
実

施

す
る
。

 
地

方
行

政
に

か
か

る
製

作
、

法
制

度
、

制
度

整

備
に

携
わ

る
内

務
省

の
交

換
に

対
し

て
「

国
別

研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」

を
実
施
し
、

JI
C

A
専
門
家
は
そ
れ

を
支
援
す
る

と
共
に
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
。

 
「
国
別
研
修

2：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ

ナ
ー

」
で

習
得

し
た

知
識

と
経

験
を

カ
ン

ボ
ジ

ア
の
地
方
行
政
制
度
の
整
備
に
反
映
さ
せ
る
。

 
 州
知
事
・
副
知
事
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行

政
体
の
役
割
に
関
す
る
理
解
を
得
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

必
要

に
応
じ

て
外

部
か

ら
研

修
講

師
を

招
き

、
全

州
の

州
知

事
ま

た
は
副
知
事
を
対
象
に

D
＆

D
政

策
及
び
地
方

行
政

に
関

す
る

「
ト

ッ
プ

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
セ

ミ
ナ
ー
」
を
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

評
価

を
行

い
、

次
回

の
「

ト
ッ

プ
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

セ
ミ

ナ
ー

」
の

内
容

及
び

運
営

管
理

を
改
善
す
る
。

 
D
＆

D
推

進
に

か
か

る
州

レ
ベ

ル
の

連
携

及
び

内
務
省
と
州
レ
ベ
ル
の
連
携
を
支
援
す
る
。

 
 州
事
務
所
職
員
が

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

体
の

役
割

に
関

す
る

理
解

を
得

る
。
（

第
1～

3
年
次
の
み
）

 
<A

：
全
州

> 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

｢
全

州
の

選
抜

さ

れ
た

地
方

行
政

担
当

職
員

に
対

し
て

カ
ン

ボ
ジ

ア
の

D
＆

D
政
策
及
び
地
方
行
政

に
関
す
る
研

修
｣
を

コ
ア

研
修

講
師

と
研

修
教

材
を

活
用

し

て
内
務
省
（
プ
ノ
ン
ペ
ン
）
で
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

評
価

を
行

い
、

研
修

の
内

容
及

び
運

営
管

理
を
改
善
す
る
。

 
 

<B
：
モ
デ
ル
州

> 
モ
デ
ル
州
を
選
択
す
る
。

 
モ

デ
ル

州
か

ら
研

修
講

師
候

補
者

の
経

験
及

び

バ
ッ

ク
グ

ラ
ウ

ン
ド

に
基

づ
い

て
適

正
な

人
材

を
州
研
修
講
師
と
し
て
選
定
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

モ
デ

ル
州
に

お
い

て
州

研
修

講
師

に
対

し
て

「
TO

T（
モ

デ
ル

州

研
修
講
師
養
成
研
修
）」

を
コ
ア
研

修
講
師
に
よ

り
実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
の

運
営

に
よ
り

、
州

研
修

講
師

は
「

モ
デ

ル
州

の
州

事
務

所
及

び
郡

事
務

所
の

地
方

行
政

担
当

職
員

に
対

し
て

D
&

D
政
策
及
び
地
方
行
政
に
関
す
る
研
修
」
を

実
施
す
る
。

 
G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
は

研
修

の
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

評
価

を
行

い
、

研
修

の
内

容
及

び
運

営
管

理
を
改
善
す
る
。

 
 全

州
及

び
首

都
の

州
議

員
及

び
州

議
会

上
級

職

員
が

地
方

行
政

法
及

び
関

連
す

る
政

令
規

則
に

つ
い
て
理
解
す
る
。

(第
4
年
次
の
み

) 
 G

D
LA

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
、

コ
ア

研
修
講

師
及

び
選

抜
さ

れ
た

州
研

修
講

師
は

、
衆

議
院

を
対

象
と
し
た

D
＆

D
政
策
、
地
方
行

政
法
及
び
関

連
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
や

政
令

規
則

に
つ

い
て

の
ト

ッ
プ

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
セ

ミ
ナ

ー
を

組
織

す

る
。
 

 G
D

LA
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
と

JI
C

A
専
門
家
は
、

セ
ミ

ナ
ー

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

評
価

を
行

い
、

将
来

の
ト

ッ
プ

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
セ

ミ
ナ

ー
改

善
の
た
め
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
う
。
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 （

P
D

M
2 

= 
P

D
M

e）
 

＜
確
認
事
項
：
実
施
プ
ロ
セ
ス
＞

 

評
価
設
問

 
 

大
項
目

 
小
項
目

 
判
断
基
準
・
方
法

 
情
報
源
・
デ
ー
タ
収
集
方
法

 
調
査
結
果

 

活
動

は
計

画
ど

お
り

に
実

施
さ

れ
た
か
。

 

タ
イ
ミ
ン
グ
、
量
、
対

象
者
や
活
動
実
施
者
、

内
容

の
点

で
計

画
ど

お
り
で
あ
っ
た
か
。

 

業
務

実
施

計
画

書
と

実

績
と
の
合
致

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

各
年

次

実
施

計
画

書
・

各
年

次
業

務
完
了
報
告
書
）

 

・
 タ

イ
ミ
ン

グ
は
ほ
ぼ

各
年

次
の

業
務

実
施
計

画
ど

お
り

で
あ

る
。

活
動

に
よ
っ

て
は

計
画

よ

り
前
倒
し
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
遅
れ
を
来
し
て
い
る
活
動
は
な
い
。

 
・
 研

修
運
営

管
理
の
研

修
、

コ
ア

研
修

講
師
養

成
研

修
に

つ
い

て
は

、
計

画
以
上

に
頻

繁
に

き

め
細
か
く
な
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 活

動
1-

1-
B

-5
、

2-
1-

4
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
活
動
と
し
て
は
特
定
で
き
な
い
が
、
意
識
や

発
言
の
レ
ベ
ル
で
本
邦
研
修
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
が
見
ら
れ
る
。

 
・
 活

動
2-

2-
3
に
つ
い
て
は
、
計
画
段
階
で
具
体
的
な
活
動
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
地
方
行

政
実

態
調

査
や

州
レ

ベ
ル

で
の
研
修

、
ト

ッ
プ

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
セ
ミ

ナ
ー

時
の

中
央

と
地

方
の

ダ
イ

ア
ロ

グ
促

進
な

ど
、
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
実

施
さ

れ
て

い
る
諸

々
の

活
動

の
か

な
り

多
く
が
こ
れ
に
該
当
し
て
い
る
。

 

活
動

の
実

施
 

活
動

に
過

不
足

は
な
か
っ
た
か
。

 
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
産

出

の
た

め
に

不
足

し
て

い
た
活
動
は
な
い
か
。

 

目
標

と
し

た
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
が

産
出

さ
れ

て
い

な

い
場

合
、

活
動

の
追

加

に
よ

り
達

成
が

期
待

で

き
た
も
の
は
な
い
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
各

年
次

業
務

完
了

報
告

書
・

中
間

評
価
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F）

 

・
 G

D
LA

職
員

研
修

以
外

の
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト

は
ほ

ぼ
目

標
ど

お
り

産
出

さ
れ
て

い
る

。
G

D
LA

職
員

研
修

の
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
産

出
の

た
め
に

、
講

師
の

質
を

そ
ろ

え
る

必
要
が

あ
る

、
と

い

う
意
見
が
数
名
か
ら
出
さ
れ
た
。

 

技
術

移
転

の
方
法

 
技

術
移

転
の

方

法
に

問
題

は
な

か
っ
た
か
。

 

G
D

LA
 T

/
F、

ト
レ
ー

ナ
ー
、
研
修
参
加
者
に

対
す
る
技
術
・
知
識
移

転
の
機
会
の
頻
度
、
技

術
・
知
識
定
着
の
た
め

の
工
夫
、
理
解
習
熟
度

の
確
認
、
実
践
の
機
会

提
供
な
ど
、
方
法
論
と

し
て

適
切

で
あ

っ
た

か
。

 

講
師
、

T/
F
メ
ン
バ
ー
か

ら
の

改
善

の
意

見
の

有

無
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
中

間
評

価
報

告
書

・
セ

ミ
ナ

ー
等

報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

講
師

・

T/
F）

 

【
対

T/
F】

 
・
 研

修
運
営
管
理
は
、
計
画
を
上
回
る
回
数
の

W
/

S
の
ほ
か
、

O
JT

や
定
期
的
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、

サ
ブ
グ
ル
ー
プ
の
導
入
な
ど
の
方
法
に
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
。

 
・
 仕

事
を
始
め
る
前
に
全
体
の
明
確
な
計
画
と
役
割
分
担
が
あ
っ
て
何
を
す
べ
き
か
が
明
確
で

あ
る
点
が
よ
い
。

(T
/

F)
 

・
 研

修
運
営
管
理
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
、
準
備
期
間
を
長
く
と
り
、
全
員
が
教
材
や

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
熟
読
し
、
研
修
の
企
画
段
階
か
ら
最
後
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
役
割
分
担
を
十

分
に
理
解
し
て
実
施
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(T
/

F)
 

【
対
ト
レ
ー
ナ
ー
】

 
・
 講

師
と
し
て
の
才
能
の
な
い
人
に
い
く
ら
研
修
し
て
も
吸
収
さ
れ
に
く
い
の
で
、
才
能
の
あ

る
講
師
を
選
抜
し
、
よ
り
効
果
的
に
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
人
専
門
家
は
ク
メ
ー
ル
語
が
分

か
ら
な
い
の
で
、
よ
い
講
師
と
悪
い
講
師
を
見
分
け
ら
れ
な
い
の
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
そ
の
選
別
を
任
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

(T
/

F)
 

・
 日

本
の
公
務
員
研
修
機
関
か
ら
も
っ
と
詳
細
に
つ
い
て
学
び
た
い
。

(コ
ア
ト
レ
ー
ナ
ー

) 
・
 S

el
f-

co
nf

id
en

ce
 に

つ
い
て
も
っ
と
学
び
た
い
。

(T
/

F、
コ
ア
ト
レ
ー
ナ
ー

) 
・
 研

修
運
営
管
理
や
講
師
と
し
て
の
能
力
向
上
の
た
め
に
、

1～
2
日
間
と
い
う
短
期
間
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
な
く
、
も
っ
と
時
間
を
か
け
て
学
び
た
い
。

(T
/

F)
 

【
対
研
修
参
加
者
】

 
・
 研

修
の
際
の
質
疑
応
答
の
時
間
が
不
足
。

(T
/

F、
研
修
参
加
者

) 
  

３
．

評
価

グ
リ

ッ
ド

に
よ

る
調

査
結

果
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
の
質
を
高
め
る
取
り
組
み
や
工
夫
例
 

裨
益
者

 
目
的

 
内
容

 
詳
細

 
研

修
で

得

た
知

識
の

定
着

 

研
修

の
グ

ル

ー
プ
ワ
ー
ク

 
研

修
で

の
講

義
の

後
、
よ

く
練

ら
れ

た
設

問
に

よ

る
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク
を

通
じ

て
講

義
内

容
を

再
確

認

す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

 
適

切
か

つ

タ
イ

ム
リ

ー
な

研
修

提
供

 

最
新

か
つ

基

本
的

な
研

修

内
容
の
選
定

 

D
＆

D
動
向

把
握

に
基

づ
き
、

内
務

省
長
官

の
コ

メ
ン
ト
や
講
義
も
得
て
、
最
新
の
内
容
を
タ
イ
ム

リ
ー
に
提
供
し
て
い
る
う
え
、
実
務
上
必
要
な
基

礎
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

 

国
内

各
種

研
修

参
加

者
 

 

理
解

度
向

上
 

適
切

な
教

材

及
び

参
考

文

献
の
提
供

 

教
材
は
主
要

ポ
イ
ン

ト
に
絞
り

研
修
期
間
中
の
短

時
間
で
理
解
し
や
す
く
し
、
詳
細
に
つ
い
て
十
分

に
参
考
資
料
を
配
布
し
て
い
る
。

 
研

修
内

容

の
改
善

 
短

期
専

門
家

受
入

れ
に

係

る
調
整

 

G
D

LA
総
局
長
と
の
協
議
を
通
じ

て
内
務
省
の
研

修
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
た
う
え
で
、
短
期
専
門
家
と

講
義
内
容
や
研
修
教
材
に
つ
い
て
検
討
・
調
整
が

行
わ
れ
た
。

 
中
央
・
地
方

の
相

互
理

解
促
進

 

各
レ

ベ
ル

の

ト
ッ

プ
間

の

対
話

の
場

を

設
定

 

中
央
・
州
・

郡
の
各

レ
ベ
ル
の

ト
ッ
プ
が
一
堂
に

会
す

る
貴

重
な

場
で

あ
る

ト
ッ

プ
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
が
よ
り
有
効
活
用
さ
れ
、
実
り
あ

る
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
セ
ミ
ナ
ー

の
中
で
対
話
の
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

 

ト
ッ

プ
マ

ネ

ー
ジ

メ
ン

ト

セ
ミ

ナ
ー

参
加
者

 

研
修

効
果

の
向
上

 
知

識
・

経
験

量

の
多

い
参

加
者

か
ら

経
験

の
少

な
い

参
加

者
へ

の
イ
ン
プ
ッ
ト

 協
働
意
識
を

醸
成
す

る
た
め
経

験
者
と
未
経
験
者

と
を
分
け
ず
に
研
修
を
計
画
・
実
施
し
、
グ
ル
ー

プ
ワ

ー
ク

を
実

施
し

て
経

験
者

が
情

報
提

供
を

行
っ

た
り

議
論

を
リ

ー
ド

し
た

り
し

未
経

験
者

の
理
解
を
よ
り
深
め
る
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
た
。

 
研

修
内

容

の
改
善

 
本

邦
研

修
の

評
価
・
提
言
の

双
方
向
協
議

 

本
邦
研
修
実

施
側
の

評
価
・
提

言
が
研
修
参
加
者

(G
D

LA
 T

/
F)
に

紹
介

さ
れ

た
。

こ
れ

を
受

け
て

G
D

LA
 T

/
F
側
で
研
修
の
評
価
・
提

言
を
議
論
し
、

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
行
わ
れ
た
。

 
本

邦
研

修
参

加
前

の
オ

リ
エ

ン
テ

ー

シ
ョ

ン
及

び
参
加

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア

ッ
プ
の
実

施
、
本

邦
研
修

へ
の
同

行
 フ

ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
の

一
環
と
し

て
、
要
望
の
あ
っ

た
日
本
の
地
方
議
会
内
規
が
提
供
さ
れ
た
ほ
か
、

本
邦

研
修

で
の

研
修

成
果

取
り

ま
と

め
を

専
門

家
が
支
援
す
る
等
、
研
修
前
か
ら
研
修
後
ま
で
一

連
の
支
援
が
行
わ
れ
た
。

 

本
邦

研
修

参
加
者

 

研
修

効
果

の
向
上

 

短
期

専
門

家

の
本

邦
研

修

で
の
活
用

 

短
期
専
門
家

が
本
邦

研
修
の
講

師
を
務
め
る
こ
と

で
、

2
つ
の
研
修
の
き
め
細
か
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
が
可
能
に
な
っ
た
ほ
か
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
事
情

を
よ

く
理

解
し

た
う

え
で

の
適

切
な

内
容

の
講

義
提
供
に
つ
な
が
っ
た
。
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GD
LA

 T
/F

メ
ン

バ
ー

、

講
師

、
国

内
各

種
研

修
参
加
者

 研
修

運

営
・
効
果
の

改
善
、
研
修

効
果

の
認
識

 プ
レ

・
ポ

ス
ト

テ
ス

ト
及

び
研

修
後

質
問

票
調

査
の
実
施

 

結
果
に
よ
る

研
修
効

果
測
定
・

可
視
化
が
図
ら
れ

た
ほ
か
、
原
因
分
析
及
び
次
の
研
修
改
善
に
向
け

て
活
用
さ
れ
た
。

 
 

講
師

 
講

義
技

術

の
向
上

 
TO

T
模
擬
講

義
 

TO
T
研
修
参
加
者
に
よ
る
模
擬
講

義
に
対
し
、
専

門
家

や
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

メ
ン

バ
ー

か
ら

コ
メ

ン
ト
が
出
さ
れ
た
り
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
技

術
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
り
し
た
。

 
技

術
移

転

の
確

実
性

の
向
上

 

GD
LA

 T
/F

の
サ

ブ
グ

ル
ー

プ
分

け
、

グ
ル

ー
プ
で

の
検

討
機

会
の

設
定

、
専

門
家

の
関

与
の

段
階

的
縮
小

 

責
任
分
担
を

明
確
化

し
、
よ
り

少
人
数
で
の
研
修

運
営
経
験
を
蓄
積
し
、
主
体
性
の
向
上
、
自
立
発

展
性

の
確

保
に

つ
な

げ
る

意
図

で
実

施
体

制
が

徐
々
に
変
更
さ
れ
た
。

 

技
術
移
転

 
地

方
研

修
ニ

ー

ズ
調

査
、

地
方

行
政

実
態

調
査

を
T/

F
メ

ン
バ

ー

と
と
も
に
実
施

 調
査
の
設
計
か
ら
実
施
に
至
る
ま
で

O
JT

方
式
で

行
わ
れ
た
。

 

効
率

的
か

つ
確

実
な

技
術
移
転

 

参
加

し
や
す

く
、

集
中

で
き

る
技

術
移

転
の

場
の

設
定

、
短

期
集

中
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ

プ
等

と
OJ

T
と
の

組
み
合

わ
せ

 

メ
ン

バ
ー

が
確

実
に

参
加

で
き

る
可

能
性

が
高

く
、
か
つ
準
備
作
業
に
多
大
な
労
力
を
割
か
な
く

て
済

む
よ

う
に

、
メ

ン
バ

ー
の

実
情

に
合

わ
せ

て
、
毎
週
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
か
ら

2～
3
日
間
の

短
期

集
中

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
方

式
に

変
更

さ
れ

た
。
そ
れ
に
加
え
て
日
常
的
に
き
め
細
か
な

O
JT

に
よ
る
指
導
が
実
施
さ
れ
た
。

 

G
D

LA
 

T /
F

メ
ン

バ
ー

 
 

研
修

受
講

者
の

レ
ベ

ル

に
応

じ
た

研
修

の
提

供
 

G
D

LA
 

T/
F

メ
ン

バ
ー

の

研
修

履
歴

等

調
査

 

G
D

LA
 T
/

F
メ

ン
バ

ー
に
対
し
研
修
運
営
管
理
を
実

施
す

る
際

の
メ

ン
バ

ー
の

過
去

の
研

修
受

講
履

歴

や
業
務
経
験
、
現
在
の
業
務
状
況
な
ど
の
調
査
が

行
わ

れ
、
研

修
内

容
を

検
討

す
る

際
の

参
考

と
さ

れ
た
。

 
 

適
切

な
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
が

配
置

さ
れ

た
か
。

 

移
転

さ
れ

た
技

術
を

活

か
せ

る
、

ま
た

は
必

要

と
し

て
い

る
ポ

ス
ト

の

人
が
配
置
さ
れ
た
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
名

簿
・

業
務

月
例

報
告

・
D
＆

D
月

例

報
告
）

 
 

・
 G

D
LA

 
T/

F
の
中
か
ら

N
C

D
D

S
の
政
策
チ
ー
ム
に

3
名
、
内

2
名
が

C
ap

ac
ity

 B
ui

ld
in

g 
an

d 
In

fo
rm

at
io

n 
U

ni
t に

選
抜
さ
れ
る
な
ど
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
得
た
技
術
を
活
か
せ
る
立

場
の
人
材
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 G

D
LA

内
で
地
方
行
政
人
材
育
成

を
担
当
す
る
組
織
で
あ
る

D
oL

A
及
び

D
PV

か
ら

6
人

が
G

D
LA

 T
/

F
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
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人

事
異

動
、

組
織

改
編

な
ど

の
外

部
要

因
に

よ

る
影

響
(兼

務
に

よ
る

多

忙
・
人
の
入
れ
替
わ
り
な

ど
)に

対
応
で
き
た
か
。

 

聞
き

取
り

調
査

（
講

師
・

T/
F）

 
・
 多

忙
を
理
由
に

G
D

LA
 T

/F
に
出
た
欠
員
１
名
は

M
oI

の
推
薦
に
よ
り
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

 
・
 政

策
チ

ー
ム
等

、
他
の
仕
事
と
の
兼
務
は
、
個
々
の

T/
F
の
努
力
に
よ
り
対
応
で
き
て
い
る
。

 
・
 G

D
LA

 T
/

F
で
活
動
に
積
極
的
で
な
い
メ
ン
バ
ー
が
数
名
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
活
動
に
支

障
を
来
し
て
い
る
状
況
で
は
な
い
。

 
・
 本

来
の
仕
事
と
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が

T/
F
数
名
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
指
標
の
収
集
・
集
計
が

計
画
ど
お
り
行
わ
れ
、

分
析
・
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
が

適
切

に
行

わ
れ

た
か
。

 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

デ
ー

タ

の
収

集
・

集
計

分
析

が

な
さ

れ
、

フ
ィ

ー
ド

バ

ッ
ク

が
行

わ
れ

て
い

る

か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
中

間
評

価
報

告
書

・
研

修
実

施
報

告
書
）

 
聞
き
取
り
調
査
（

T/
F）

 

・
 モ

ニ
タ
リ
ン
グ
、
研
修
報
告
書
作
成
、
レ
ビ
ュ
ー

W
/S

な
ど
の
活
動
は
計
画
ど
お
り
に
行
わ

れ
て
い
る
。

 
・
 フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
具
体
例
と
し
て
は
、
タ
イ
ム
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
会
場
の
選
定
、
講
師

の
講
義
準
備
、
教
材
の
用
語
を
分
か
り
や
す
く
す
る
、
参
考
資
料
の
提
供
な
ど
の
改
善
を
実

施
し
て
き
て
い
る
。

 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
仕

組
み

は
適

切
で
あ
っ
た
か
。

 

そ
の

他
の

重
要

な
情

報
の
収
集
・
伝
達
共
有

が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 

情
報

収
集

・
伝

達
・

共

有
の

不
足

に
起

因
す

る

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

達

成
へ

の
悪

影
響

は
な

い

か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
D
＆

D
月

例
報

告
・

月
例

業
務

報

告
・

地
方

行
政

実
態

調
査

報
告

書
・

毎
年

次
業

務
完

了
報

告
書

・
中

間
評

価
報

告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

T/
F・

専
門
家
）

 

・
 D
＆

D
動
向
や
他
ド
ナ
ー
の
動

向
、
地
方
行
政
制
度
や
地
方
行

政
人

材
育
成
制
度
の
実
態
調

査
な
ど
の
不
断
の
情
報
収
集
に
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
向
性
確
認
と
、
研
修
内
容
の
調

整
等
が
柔
軟
に
行
わ
れ
て
い
る
。

 
・
 情

報
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方

行
政
実
態
調
査
な
ど
の
よ
う
に

T/
F
と
共
同
で
作
業
を
行

う
こ
と
で
、
情
報
の
共
有
と

O
JT

を
兼
ね
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 

JC
C

で
の

意
思

決
定

の
た

め
の

情
報

収

集
・
共
有
が
な
さ
れ
て

い
る
か
。

 

JC
C

で
十

分
な

判
断

材

料
が

提
供

さ
れ

て
い

る

か
。

 
判

断
根

拠
の

な
い

ま
ま

の

意
思
決

定
は
な

か
っ
た

か
。

 

資
料
レ
ビ
ュ
ー
（

JC
C

協

議
録
及
び
配
布
資
料
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
）

 

・
 判

断
材
料
は
十
分
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 JC

C
で
大
き
な
方
向
性
を
協
議
確
認
し
、
詳
細
に
つ
い
て
は

P/
M

と
そ
の
都
度
協
議
す
る
方

式
で
順
調
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
運
営
さ
れ
て
き
て
い
る
。

 

適
切

な
関

係
者

と
適

切
な

場
で

協
議

検
討

が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

 

JC
C

に
諮

る
べ

き
だ

っ

た
が

諮
ら

れ
な

い
ま

ま

決
定

さ
れ

た
事

項
は

な

か
っ
た
か
。

 

資
料
レ
ビ
ュ
ー
（

JC
C

協

議
録

・
各

年
次

業
務

完
了

報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

JI
C

A
事
務
所
）

 

・
 要

所
で

P/
M

と
の
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 

意
思

決
定

過
程

は
適

切
で

あ
っ

た
か
。

 

意
思

決
定

の
タ

イ
ミ

ン
グ

は
適

切
で

あ
っ

た
か
。

 

重
要

な
決

定
事

項
の

中

で
、タ

イ
ミ

ン
グ
を
逸
し
た

も
の
は
な
か
っ
た
か
。

 

資
料
レ
ビ
ュ
ー
（

JC
C

協

議
録

・
各

年
次

業
務

完
了

報
告
書
）

 

・
 評

議
員
研
修
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
含
め
る

PD
M

の
変
更
は
、

7～
8
ヵ
月
間
の
準
備
期
間
も

確
保
で
き
、
極
め
て
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
な
さ
れ
て
い
る
。

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
内
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の
仕
組
み
は
適

切
で
あ
っ
た
か
。

 

 
課

題
が

話
し

合
わ

れ
な

い
ま

ま
放

置
さ

れ
た

こ

と
は
な
か
っ
た
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
中

間
評

価
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F）

 

・
 P
/

M
と
は
か
な
り
頻
繁
に
協
議
で
き
て
い
る
。

 
・
 T
/

F
は
、
課
題
は
す
べ
て
取
り
上
げ
て
議
論
し
て
も
ら
っ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

 
・
 イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
問
題
は
多
く
の

C
/P

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
体

制
/モ

ニ

タ
リ

ン
グ

体
制

 

JI
C

A
事

務
所

・

JI
C

A
本

部
と

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

の
連

携
は

適
切

で
あ
っ
た
か
。

 

事
業

の
軌

道
修

正
へ

の

迅
速
な
対
応
・
助
言
、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

の
十

分

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ

ン
、
国
内
関
係
機
関
と
の

調
整
が
な
さ
れ
た
か
。

 

PD
M

変
更

や
本

邦
研

修

実
施
、
短
期
専
門
家
派
遣

に
あ
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

や
調

整
の

点

で
改

善
す

べ
き

事
項

は

な
か
っ
た
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
本

邦
研

修
実

施
管

理
報

告
書

・
毎

年
次

業
務

完
了

報
告

書
・

中
間
評
価
報
告
書
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
、

JI
C

A
カ
ン
ボ
ジ
ア
事
務
所

）
 

・
 本

邦
研
修
実
施
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
希
望
と
合
わ
な
か
っ
た
。

 
・
 本

邦
研
修
の
事
前
準
備
や
計
画
段
階
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
、
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
な
ど
は
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 D
＆

D
月
例
報
告
や
地
方
行
政

実
態
調
査
、
ド
ナ
ー
会
議
へ
の

参
加

な
ど
が
事
務
所
と
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
の
役
割
分
担
の
下
に
行
わ
れ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
に
対

応
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
軌
道
修
正
が
十
分
な
調
整
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
。
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・
 JI

C
A
本
部
に
対
し
て
は
、
第

2
年
次
よ
り
、
帰
国
の
度
に
報
告
し
て
お
り
、
大
き
な
認
識
の

ず
れ
は
な
い
。
具
体
的
な
問
題
は

発
生
し
な
か
っ
た
が
、

JI
C

A
本
部

の
担
当
者
が

3
回
代
わ

り
、
も
う
少
し
安
定
し
た
体
制
下
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
し
て
も
ら
え
る
と
よ
か
っ
た
。

 
・
 専

門
員
か
ら
は
、
中
間
評
価
時
に
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
得
ら
れ
た
。

 
・
 短

期
専
門
家
か
ら
は
、
そ
の
時
に
応
じ
て
必
要
な
内
容
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
側
に
理
解
で
き
る
よ

う
に
説
明
し
て
も
ら
っ
た
ほ
か
、
他
の
分
野
の
短
期
専
門
家
を
推
薦
し
て
も
ら
っ
た
。

 
・
 開

発
計
画
策
定
と
財
務
管
理
に
つ
い
て
の
支
援
の
強
い
要
請
が
あ
っ
た
と
き
の
対
応
に
は
改

善
の
余
地
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
T/

F
や
講
師
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
活
動
へ
の
参
加
度

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

セ
ミ

ナ

ー
等

実
施

報
告

書
・

中
間

評
価
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

T/
F・

講
師
・
専
門
家
）

 

・
 T
/

F
の
う
ち
約

2～
3
名
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
へ
の
参
加
が
積
極
的
で
な
い
。

 
・
 積

極
的
に
参
加
し
て
い
る

T/
F
や
講
師
は
、
活
動
の
意
義
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
、

専
門
家
が

en
co

ur
ag

in
g
に
接
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

 
・
 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
へ
の
参
加
度
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
活
動
に
積
極
的
で
な
い
メ
ン
バ
ー

と
の
間
の
不
公
平
感
や
活
動
負
荷
の
し
わ
寄
せ
に
対
し
て
、
積
極
的
に
参
加
す
る
意
欲
が
そ

が
れ
る
、
と
の
意
見
が

T/
F
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

 

G
D

LA
、

内
務

省

や
カ

ウ
ン

タ
ー

パ

ー
ト

の
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

に
対

す
る

認

識
は
高
い
か
。

 

 

内
務

省
、

G
D

LA
に

お

け
る

位
置

づ
け

の
証

左

の
有
無

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
ド

キ
ュ

メ
ン

ト
・

研
修

実
施

報
告

書
・

月
例

業
務

報
告

・
D
＆

D
月

例

報
告
・
中
間
評
価
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

T/
F・

専
門
家
）

 

・
 C
/P

機
関
に
お
け
る
認
識
は
か
な
り
高
い
。

 
・
 P
/

M
と
緊
急
に
協
議
が
必
要
な
場
合
、
す
ぐ
に
時
間
を
設
け
て
く
れ
て
い
る
。

 
・
 ト

ッ
プ

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
セ

ミ
ナ

ー
に
は
、
長
官
、
総
局
長
、
局
長
が
講
師
と
し
て
講
義
を
行
う
。

 
・
 T
/

F
が

暫
定

的
な

チ
ー

ム
で

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

が
実

施
で

き
て

い
る

の

は
、

P/
D
と

P/
M

が
PI

LA
C
を

重
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
位
置
づ
け
て
実
施
し
て
く
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る

T/
F
メ
ン
バ
ー
は
、

P/
M

か
ら
重
要
な
仕
事
で
あ
る

の
で
で
き
る
だ
け
参
加
す
る
よ
う
に
、
と
の
指
示
を
受
け
て
い
る
。
こ

の
認
識
の
背
景
に
は
、

PI
LA

C
以
前
か
ら
本
邦
研
修
を
通

じ
て

JI
C

A
と
よ
い
関
係
が
築
か

れ
て
い
る
こ
と
、
他
ド

ナ
ー
が
実
施
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
内
務
省
が
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
研
修

を
タ
イ
ム
リ
ー
に
実
施
し
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
。

 
・
 第

3
回

ト
ッ

プ
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

セ
ミ

ナ
ー

は
、

N
C

D
D

S
の

政
策

チ
ー

ム
C

ap
ac

ity
 

D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 In
fo

rm
at

io
n 

U
ni

tに
よ
る
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

 
・
 D
＆

D
の
動
き
に
対
応
し
て
州

評
議
員
に
対
す
る
研
修
や
開
発

計
画

策
定
に
関
す
る
研
修
実

施
の
依
頼
が
内
務
省
長
官
で
あ
る

P/
M

か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 第

3
年
次
の
本
邦
研
修
１
：
地
方
行
政
に
は
、
州
事
務
所
の
実
務
者
レ
ベ
ル
で
は
ト
ッ
プ
に

あ
た
る
州
事
務
所
官
房
室
長

5
人
全
員
が
参
加
し
て
い
る
。

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
対

す
る
認
識

 

タ
ー

ゲ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ
や

関
係

組
織

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
へ

の
参

加
度

や
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

対
す

る
認
識

は

高
い
か

。
 

 
各
種
研
修
の
出
席
率

 
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
各

年
次

業
務

完
了

報
告

書
・

研
修

実
施
報
告
書
）

 

  

・
 G

D
LA

職
員
研
修
を
除
き
、
研
修

へ
の
出
席
率
は
非
常
に
高
く
、
全
体
平
均
で

98
.5
％
で
あ

る
。

 
・
 最

も
出
席
率
の
低
い
第

3
回

G
D

LA
職
員
研
修
で
も
出
席
率
は

93
％
で
あ
る
。

 

外
部
条
件

 
成

果
達

成
の

た

め
の

外
部

条
件

「
養

成
さ

れ
た

研
修

講
師

が
継

続
的

に
研

修
に

研
修

に
講

師
と

し
て

従
事

す
る

こ
と

を
阻

害
す

る
重

大
な

要
因

は
な
い
か
。

 

実
際

に
従

事
を

不
可

能

に
し

て
い

る
阻

害
要

因

の
有
無

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
中

間
評

価
報
告
書
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
講
師
）

 

・
 中

間
評
価
時
点
で
、
他
の
業
務
が
多
忙
で
あ
る
、
と
の
意
見
が
数
名
か
ら
あ
っ
た
。
た
だ
、

実
際
に
講
師
を
務
め
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
状
況
は
な
い
。

 
・
 聞

き
取
り
調
査
を
行
っ
た
講
師
全
員
が
、
講
師
は
続
け
ら
れ
る
し
、
続
け
た
い
、
と
い
う
意

向
で
あ
る
。

 
・
 地

方
行
政
法
施
行
に
伴
う
州
政
府
の
組
織
改
編
に
よ
り
、
将
来
、
研
修
と
無
関
係
な
部
署
に
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従
事
す
る

」
は
満

た
さ
れ

て
い
る

か
。

 
配
置
さ
れ
た
場
合
に
は
、
上
司
の
意
向
に
よ
り
従
事
で
き
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い

う
例
は
あ
る
。

 

他
の

外
部

条
件

が

発
生

し
て

い
な

い

か
。

 

 
 

聞
き

取
り

調
査

（
専

門

家
・

C
/P

）
 

・
 地

方
行
政
法
施
行
後
の
関
連
法
令
制
定
の
進
捗
が
当
初
想
定
よ
り
遅
れ
、
最
低
限
必
要
な
法

令
し
か
制
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
研
修
で
教
え
る
内
容
が
な
か
な
か
密
に
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
研
修
を
実
施
す
る
意
義
が
な
く
な
る
ほ
ど
に
教
え
る
内
容
が
少
な
い
、
と
い
う
状
況

で
は
な
い
。

 
・
 給

与
補
填
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
当
初
か
ら
支
払
わ
な
い
と
い
う
取
り
扱
い
が

決
ま
っ
て
い
る
が
、
改
善
を
望
む
意
見
が

C
/P

を
含
む
数
名
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
評
議
員

研
修
実
施
の
際
の
講
師
謝
金
の
支
払
い
範
囲
は
、
全
員
が
納
得
で
き
る
も
の
と
は
な
ら
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
に
は
、
給
与
補
填
に
つ
い
て
は
、
他
ド
ナ
ー
や
政
府
の
動
き
も
あ
り
、
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
外
部
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

 
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト
全
般

 
活

動
実

施
や

成

果
達

成
に

大
き

な
影

響
を

与
え

た
要
因
は
何
か
。

 

 
 

資
料
レ
ビ
ュ
ー
（

D
＆

D
月

例
報

告
・

業
務

月
例

報

告
・
中
間
評
価
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F・

講
師
）

 

・
 積

極
的
に
参
加
し
て
い
る

T/
F
や
講
師
は
、
活
動
の
意
義
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
。
ま

た
、
専
門
家
が

en
co

ur
ag

in
g
に
接
し
て
い
る
こ
と
。

 
・
 D
＆

D
改
革
の
進
展
に
関
す
る
情
報
収
集
と
外
部
と
の
調
整

 
・
 P
/

D
及
び

P/
M

が
国
の

D
＆

D
政
策
の
方
向
性
や
進
展
を
司
る
要
職
に
あ
る
こ
と
。

P/
M

に
何
回
も
の
来
日
経
験
が
あ
り
、
日
本
の
経
験
に
つ
い
て
学
び
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
取
り

入
れ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
と
有
効
性
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
。

 
・
 N

C
D

D
S
の
政
策
チ
ー
ム
の

C
ap

ac
ity

 D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 In
fo

rm
at

io
n 

U
ni

tが
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
途
中
で
結
成
さ
れ
た
こ
と
は
正
負
両
面
で
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

PI
LA

C
の
活
動

が
引
き
継
が
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
一
方
で
、

PT
も
あ
る
種
の

C/
P
と
し
て
扱
う
こ
と

に
な
り
、

PS
D

D
か
ら
多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
来
て
い
る

PT
と
の
細
部
の
調
整
が
難
し
い
。

 
・
 P

IL
A

C
終
了
後
の
ア
サ
イ
ン
メ
ン

ト
が
明
確
で
な
い
。

(T
/

F)
 

・
 メ

ン
バ
ー
が
様
々
な
局
か
ら
来
て
い
る
た
め
、
リ
ー
ダ
ー
が
明
確
で
な
く
、
組
織
化
が
難
し

い
。
欠
席
者
に
参
加
す
る
よ
う
に
強
制
で
き
な
い
。

PI
LA

C
の
活
動
に
参
加
し
て
い
る
こ
と

を
上
司
が
忘
れ
、
サ
ボ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
参
加
す
る
意
欲
が
そ
が
れ
る
。

(T
/

F)
 

・
 本

邦
研
修
に

行
っ
た
に

も
関
わ

ら
ず

PI
LA

C
の
活
動
に

参
加
し
な

い
人
が
罰
さ

れ
な
い
の

で
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
起
き
る
。

(T
/

F)
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 ＜
確
認
事
項
：
妥
当
性
＞

 評
価
設
問

 
 

大
項
目

 
小
項
目

 
判
断
基
準
・
方
法

 
情
報
源
・
デ
ー
タ
収
集
方
法

 
調
査
結
果

 

上
位
目
標
・
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

は
カ

ン
ボ

ジ
ア

国
の

政
策

に
合

致
し
て
い
る
か
。

 

 
国

家
レ

ベ
ル

の
政

策
文

書
で

位
置

づ
け

が
な

さ

れ
て
い
る
か
。

 
重

要
課

題
と

し
て

位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
報

告
書

類
、

D
＆

D
国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム
）

 
聞

き
取
り

調
査

（
内

務
省

高
官
）

 

・
 20

04
年

7
月
発
表
の
国
家
開
発
戦
略
「

R
ec

ta
ng

ul
ar

 S
tra

te
gy
」
で
、

D
&

D
推
進
を
明
示
、

20
05

年
6
月
に

D
＆

D
推
進
の
た
め
の
「

D
＆

D
改
革
戦
略
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
」
を
承
認
。

20
08

年
9
月
発
表
の
新
四
辺
形
戦
略
で
地
方
行
政
法
の
効
果
的
な
運
用
の
推
進
、
及
び
今
後

10
年
間
の
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
を
明
示
。

 
・
 N

P-
SN

D
D

の
6
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
エ
リ
ア
に
、
地
方
人
事
管
理
シ
ス
テ
ム
と
人
材
開
発
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
形
成
、

D
＆

D
改
革
を
支
援
す
る
制
度
環
境
の
強
化
、
が
含
ま
れ
て
い
る
。

 
・
 D
＆

D
推
進
の
た
め
に
は
中
央

及
び
地
方
の
両
レ
ベ
ル
で
能
力

向
上

が
必
要
で
あ
り
、
地
方

行
政
人
材
育
成
は
今
ま
で
以
上
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
事
項
で
あ
る
。

PI
LA

C
の
達

成
し
た
も
の
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
て
い
る
。（

内
務

省
長
官
）

 
日

本
の

援
助

政

策
に

合
致

し
て

い
る
か
。

 

日
本

の
対

カ
ン

ボ
ジ

ア
援

助
方

針
、

JI
C

A
の

国
別

事
業

実
施

計

画
と

の
関

連
性

は
あ

る
か
。

 

位
置

づ
け

が
な

さ
れ

て

い
る
か
。

 
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
国

別
事

業
実

施
計

画
・
国

別
援

助

方
針
）

 
聞
き
取
り
調
査
（

JI
C

A
カ

ン
ボ
ジ
ア
事
務
所
）

 

・
 外

務
省
の
現
行
の
国
別
援
助
計
画
、

JI
C

A
の
国
別
事
業
実
施
計
画
と

も
、
長
年
の
内
戦
に
よ

る
深
刻
な
人
材
不
足
に
対
処
す
る
た
め
の
人
づ
く
り
の
重
要
性
、
行
政
機
能
の
強
化
の
必
要

性
を
明
示
し
て
い
る
。

 
・
 新

JI
C

A
の
新
た
な
ビ
ジ
ョ
ン
「

す
べ
て
の
人
々
が
恩
恵
を
受
け
る
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
開

発
の
促
進
」
に
向
け
た
、

4
つ
の
「
戦
略
」
と
、

4
つ
の
「
使
命
」
の
う
ち
、
使
命

2「
公
正

な
成
長
と
貧
困
削
減
」、

使
命

3「
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善
」
に
合
致
し
て
い
る
。

 
受

講
者

の
研

修
内

容
に

対
す

る
満

足
度

が
目

標

値
に
達
し
て
い
る
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
研

修
実

施
報
告
書
）

 
目
標
値

8 
(o

ut
 o

f 1
0)

 に
対
し
、
第

3
年
次
の
平
均
は

8.
6
で
あ
る
。

 
各

種
研

修
受

講
者

の

ニ
ー

ズ
に

合
っ

て
い

る
か
。

 
研

修
ニ

ー
ズ

ア
セ

ス
メ

ン
ト

で
得

ら
れ

た
内

容

と
合
致
し
て
い
る
か
。

 

資
料
レ
ビ
ュ
ー
（
地
方
行
政

実
態
調
査
報
告
書
Ⅰ
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
）

 

・
 合

致
し
て
い
る
（
研
修
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
、
最
も
ニ
ー
ズ
が
高
か
っ
た
の
は
、

D
＆

D
や
組
織
法
、
規
則
に
つ
い
て
で
あ
る
）。

 
・
 P

SD
D

は
、
投
資
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
研
修
は
実
施
し
て
い
る
が
、
体
系

的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
地
方
行
政
に
関
す
る
法
を
学
ぶ
よ
う
な
ニ
ー
ズ
は
潜
在
的
に
あ

る
が
、
ド
ナ
ー
が
こ
れ
を
支
援
し
て
こ
な
か
っ
た
。

 

優
先

度
・

必
要
性

 

タ
ー

ゲ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ
の

ニ
ー

ズ
に

合
致

し
て

い
る
か
。

 

研
修

運
営

能
力

向
上

は
G

D
LA

職
員
の
ニ

ー
ズ

に
合

っ
て

い
る

か
。

 

G
D

LA
の
政
策
方
針

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

プ
ロ

ジ

ェ
ク

ト
形

成
調

査
報

告

書
・

D
＆

D
月

例
報

告
・

地
方

行
政

実
態

調
査

報
告

書
Ⅱ
・
中
間
評
価
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

内
務

省

高
官
）

 

・
 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
調
査
時
点
で
、

D
oL

A
の
活
動
は

SE
IL

A
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
が
行
っ
て
い
る
た
め
、政

府
職

員
に
研
修
運
営
管
理
を
担
え
る
人
材
が
育
っ
て
い
な
い
、

と
い
う
認
識
が

P/
M

に
あ
り
、
こ
れ
を
背
景
に
要
請
が
な
さ
れ
た
。

 
・
 G

D
LA

独
自
の
政
策
文
書
は
な
い

が
、

G
D

LA
は

R
SA

、
EF

Iと
と
も
に
地
方
行
政
人
材
育

成
を
担
う
組
織
と
位
置
づ
け

ら
れ

て
お
り
、

D
＆

D
改
革
の
進
展
に

伴
い
、
地
方
行
政
人
材

育
成
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

 

手
段

と
し

て
の

適
切

性
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

デ
ザ

イ
ン

は
妥

当
か
。

 

他
の

ド
ナ

ー
や

他
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

の
重

複
排

除
や

相
互

補
完

が
検

討
さ

れ
て

い
る

か
。

 

検
討
・
調
整
の
有
無

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

プ
ロ

ジ

ェ
ク

ト
形

成
調

査
報

告

書
・

事
前

評
価

報
告

書
・

地
方

行
政

実
態

調
査

報
告

書
Ⅱ
・

D
＆

D
月
例
報
告
・

N
C

D
D

 C
ap

ac
ity

  
B

ui
ld

in
g 

Pl
an
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
）

 

・
 事

前
調
査
時
点
で
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
サ
ン
カ
ッ
ト
レ
ベ
ル
で
の
人
材
育

成
に
対
す
る
支
援
は
多

く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
州
・
郡
レ
ベ
ル
に
対
し
て
は
手
薄
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。  

・
 地

方
行

政
人

材
育

成
制

度
実

態
調

査
で

、
他

ド
ナ

ー
/
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

カ
バ

ー
範

囲
と

PI
LA

C
の
カ
バ
ー
範
囲
が
あ
ま
り

重
な
っ
て
お
ら
ず
補
完
関
係
に
あ
る
（

PS
D

D
等
他
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

が
主

に
コ

ミ
ュ

ー
ン

/サ
ン

カ
ッ

ト
レ

ベ
ル

を
対

象
と

し
て

い
る

の
に

対
し

、

PI
LA

C
は
州

/首
都
、
市

/郡
/区

レ
ベ
ル
を
対
象
と
す
る
）
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

PI
LA

C
が
対
象
と
す
る
レ
ベ
ル
は
研
修
機
会
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 地

方
行
政
法
の
研
修
教
材
作
成
に
あ
た
り
、

G
TZ

と
調
整
を
行
っ
た

。
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・
 評

議
会
評
議
員
の
研
修
は
、
州

/首
都
レ
ベ
ル
は

PI
LA

C
、
そ
の
他
は

C
C

D
P2

や
PS

D
D

支

援
と
い
う
調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 N

C
D

D
の

C
ap

ac
ity

 B
ui

ld
in

g 
Pl

an
 を

作
成
す
る
際
に
、
毎
年
ド
ナ
ー
が
集
ま
っ
て
調
整
を

行
う
。

 
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト

機
関
は
妥
当
か

 
G

D
LA

は
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
機

関
と

し
て

妥

当
で
あ
っ
た
か
。

 
R

SA
を
カ
ウ
ン
タ
ー
パ

ー
ト

機
関

と
す

る
と

い

う
選

択
肢

は
な

か
っ

た

か
。

 

聞
き

取
り

調
査

（
専

門

家
・

T/
F・

内
務
省
高
官
） 

 

・
 R

SA
は

非
常
に

少
人

数
の

ト
ッ

プ
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

ク
ラ

ス
の

み
を

対
象

と
し

て
お

り
、

PI
LA

C
で

対
象

と
す

る
多

人
数

へ
の

研
修

を
行

え
る

キ
ャ

パ
シ

テ
ィ

ー
が

な
か

っ
た

。
ま

た
、
フ
ラ
ン
ス
が

R
SA

を
支
援
し

て
お
り
、
ド
ナ
ー
の
重
複
を
避
け
る
意
味
で
も

R
SA

支

援
の
方
向
性
は
な
か
っ
た
。

 
・
 政

府
組
織
を

C
/P

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
流
動
的
な

D
＆

D
改
革
の
中
に
お
い
て
、
情
報
を

迅
速
に
入
手
し
、
戦
略
的
な
対
応
が
で
き
た
。

 
・
 G

D
LA

 T
/

F
と
い
う
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
形
態
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
局
が
カ
ウ
ン
タ

ー
パ

ー
ト

機
関

で
は

な
い

た
め

に
、

持
続

性
の

低
さ

な
ど

の
問

題
が

生
じ

た
。

ま
た

、
T/

F
メ

ン
バ

ー
の

本
来
業

務
と
の

バ
ッ
テ

ィ
ン

グ
、

本
来

業
務

が
お

ろ
そ
か

に
な

り
上

司
か

ら
の

評
価
が
下
が
る
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
く
る

PI
LA

C
活
動
参
加
意

欲
の
低
減
、
指
示
命
令

系
統

の
不

明
確
さ
、

将
来
の

位
置
づ

け
の

不
明

確
さ

、
日

程
調

整
や
共

同
作

業
の

難
し

さ
な

ど
の
問
題
が
生
じ
た
。

 
各

種
研

修
及

び
カ

ス

ケ
ー
ド
方
式
、
本
邦
研

修
と

い
う

方
法

は
妥

当
か
。

 

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

中
間

評

価
報

告
書

・
モ

デ
ル

州
研

修
実
施
報
告
書
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
）

 

・
 本

邦
研

修
は

、
カ

ン
ボ

ジ
ア

の
地
方

行
政

制
度

構
築

に
あ

た
り

、
選
択

肢
の

幅
を

広
げ

る
こ

と
、
自
国
の
状
況
を
相
対
化
し
判
断
す
る
こ
と
、
と
い
う
点
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
。

 
・
 幅

広
く

、
多

く
の

人
材

に
基

礎
知
識

を
持

っ
て

も
ら

う
こ

と
が

最
初
の

ス
テ

ッ
プ

と
し

て
優

先
さ

れ
た

た
め
、
広

く
多
人

数
に
対

し
て

研
修

を
行

う
と

い
う

カ
ス
ケ

ー
ド

方
式

の
ア

プ
ロ

ー
チ
が
妥
当
で
あ
っ
た
。
カ
ス
ケ
ー
ド
方
式
に
は
大
き
な
問
題
は
な
か
っ
た
。

 
研

修
内

容
で

カ
バ

ー

す
る
範
囲
は
妥
当
か
。

 
D
＆

D
改

革
進

展
の

最

中
に

お
い

て
、

地
方

行

政
の

拡
充

を
図

る
う

え

で
必

要
性

の
優

先
度

が

高
い

内
容

と
な

っ
て

い

る
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
各

種
研

修
実

施
報

告
書

・
中

間
評

価
報

告
書

・
各

年
次

業
務

完
了
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・
州
評
議
員
）

 

・
 業

務
を
実
施
す
る
う
え
で
基
本
と
な
る
枠
組
み
や
法
制
度
に
つ
い
て
の
研
修
で
あ
り
、
根
本

的
か
つ
最
初
に
必
要
な
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
ニ
ー
ズ
に
も
合
致
し
て
い
る
。

 
・
 州

評
議
員
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
研
修
内
容
は
業
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
必
要
不

可
欠
で
あ
っ
た
と
全
員
が
回
答
し
て
い
る
。

 
・
 研

修
内
容
に
対
す
る
満
足
度
は
、
常
に

8.
3
以
上

(o
ut

 o
f 1

0)
で
あ
る
。

 
・
 D
＆

D
改
革
が
進
行
中
で
あ
り

、
財
政
制
度
や
予
算
・
計
画
策

定
な

ど
に
つ
い
て
確
定
し
て

教
え
ら
れ
る
も
の
が
現
時
点
で
は
他
に
あ
ま
り
な
い
。

 
・
 公

務
員
倫
理
や
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
則
に
つ
い
て
研
修
す
べ
き
、
と
い
う
意
見
が
第

2
回
ト
ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。

 
外

部
環

境
の

変

化
に

適
切

に
対

応
で
き
た
か
。

 

事
前

調
査

時
点

で
、

D
＆

D
の
動

向
が

流
動

的

で
あ
る

た
め

、
研
修
内
容

及
び

対
象

者
の

変
更

が

必
要

に
な

っ
た

場
合

は

修
正

す
る

こ
と

が
合

意

さ
れ

て
い

る
が

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
デ

ザ
イ

ン
の

見

直
し

な
ど

が
適

切
か

つ

柔
軟
に
行
わ
れ
た
か
。

 

外
部

条
件

の
変

化
に

対

応
し

き
れ

な
か

っ
た

た

め
に

目
標

達
成

に
悪

影

響
を

及
ぼ

し
た

こ
と

は

な
い
か
。

 
適

切
な

変
更

に
よ

り
よ

い
結

果
を

も
た

ら
し

た

こ
と
は
あ
る
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
各

年
次

業
務

完
了

報
告

書
・

中
間

評
価
報
告
書
・

JC
C

議
事

録
・

地
方

行
政

実
態

調
査

報
告

書
・

D
＆

D
月

例
報

告
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・
内
務
省
高
官
）

 

・
 地

方
行
政
実
態
調
査
Ⅰ
の
追
加
は
、
状
況
が
流
動
的
で
あ
り
、
か
つ
短
期
間
の
事
前
調
査
で

は
情
報
収
集
が
困
難
な
状
況
下
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
妥
当
性
を
確
認
し
、
よ
り
正
確
に
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
細
部
デ
ザ
イ
ン
を
練
る
う
え
で
必
要
か
つ
重
要
で
あ
っ
た
。

 
・
 20

08
年

5
月
の
組
織
法
施
行
後
、

PI
F
の
中
で
評
議
員
対
象
の
研
修
実
施
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
な
か
、

20
09

年
5
月
の
州
・
郡
評
議
会
選
挙
に
伴
う
州
評
議
員
研
修
の
追
加
は
状
況
変

化
に
柔
軟
に
対
応
し
た
も
の
と
い
え
る
。

 
・
 地

方
行
政
実
態
調
査
Ⅱ
を
追
加
す
る
議
論
の
中
で
、
中
長
期
の
人
材
育
成
計
画
の
必
要
性
に

対
す
る
認
識
が
高
ま
っ
た
。
実
態
調
査
Ⅱ
の
中
の
提
言
は

N
P-

SN
D

D
に
対
し
方
向
性
を
提

示
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
採
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
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タ
ー

ゲ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ
（

G
D

LA
を
主
と
す

る
内
務
省
職
員
、
州
知

事
・
副
知
事
、
州
幹
部

職
員
、
モ
デ
ル
州
及
び

郡
中
～
上
級
職
員
、
州

評
議
会
議
員
）
の
対
象

者
は
適
切
か
。

 

タ
ー

ゲ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ

が
裨

益
す

る
こ

と
が

プ

ロ
目

、
上

位
目

標
達

成

に
貢
献
す
る
か
。

TG
変

更
に
あ
た
り
、
プ
ロ
目
、

上
位

目
標

達
成

に
、

よ

り
有

効
で

あ
る

か
ど

う

か
の

検
討

が
な

さ
れ

た

か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
中

間
評

価
報
告
書
・

JC
C
協
議
録
） 

質
問
票
調
査
（
第

3
回
ト

ッ
プ

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
セ

ミ
ナ
ー
参
加
者
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

州
評

議

員
・
専
門
家
）

 
 

・
 事

前
調
査
時
点
で
、
コ
ミ

ュ
ー

ン
・
サ

ン
カ

ッ
ト
レ

ベ
ル
で
の
人
材
育
成
に
対
す
る
支
援
は
多
く

行
わ

れ
て
い

る
が
、

州
・
郡

レ
ベ
ル

に
対

し
て

は
手
薄

で
あ
り

、
州
・

郡
レ

ベ
ル

の
職
員

は

研
修
機
会
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 地

方
行

政
法

が
新
し

く
制
定

・
施
行

さ
れ

、
実

際
に
そ

の
運
用

に
あ
た

る
実

務
者

レ
ベ
ル

が

そ
の

知
識
を

身
に
つ

け
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
状

況
に
お

い
て
、

部
下
や

下
部

組
織

へ
の
伝

達

や
影

響
力
を

考
慮
し

て
中
央

レ
ベ
ル

及
び

州
・

郡
上
層

部
を
広

く
対
象

と
し

た
こ

と
は
、

妥

当
な
判
断
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
・
 中

間
評
価
及
び
第

4
回

JC
C
で
、

P/
M

よ
り
、
州
・
郡
評
議
員
に
対
す
る
研
修
の
重
要
性
が

強
調
さ
れ
た
。
理
由
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
評
議
会
が
新
し
く
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
選

出
さ
れ
た
評
議
員
が
地
方
行
政
に
関
し
実
務
上
必
要
不
可
欠
な
知
識
を
持
つ
こ
と
が
地
方
評

議
会
の
活
動
を
円
滑
に
開
始

さ
せ

、
D
＆

D
改
革
の
推
進
に
寄
与
す

る
こ
と
、
意
志
決
定
を

行
う
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
こ
と
、

N
C

D
D
策
定
の

PI
F
で
評
議
会
評
議
員
・
知
事
会

の
研
修
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

 
・
 現

行
制
度
下

で
は

、
州

・
郡
評
議
会
評
議
員

に
対

す
る
研
修
を
専
轄
す
る
組
織
が
存
在
し
な
い
。

 
・
 州

評
議
員
研
修
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
回
収
率
約

78
％
）
の
結
果
に
よ
る
と
、
評
議

員
の

68
％
が
内
務
省
下
の
地
方
行
政
部
門
で
の
勤
務
経
験
が
な
く
、
約

60
％
が
今
ま
で
地
方

行
政
法
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
。
必
要
と
さ
れ
る
知
識
や
経
験
の
ベ
ー
ス
が

少
な
い
層
に
対
し
て
研
修
を
行
う
と
い
う
点
で
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ
に
含
め
た
こ
と
は

妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
州
評
議
会
は
新
し
く
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
州
評
議
会
運
営
に

関
し
て
知
識
を
有
す
る
者
が
い
な
い
特
殊
な
状
況
下
で
あ
り
、
知
事
会
に
加
え
評
議
員
を
含

め
て
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

 
・
 聞

き
取
り
調
査
を
行
っ
た
州
評
議
員
全
員
が
、
研
修
は
業
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
必
要
不
可

欠
で
あ
っ
た
、
と
回
答
し
て
い
る
。

 
研

修
運

営
に

あ
た

り
人

材
不

足
が

生
じ

て
い

な

い
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
毎

年
次

業
務

完
了

報
告

書
・

研
修

実
施
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F）

 

・
 研

修
運
営
管
理
に
あ
た
る
人
員
に
は
不
足
は
生
じ
て
い
な
い
。

 
・
 コ

ア
研
修
講
師
も
研
修
運
営
能
力
を
身
に
つ
け
つ
つ
あ
る
。

 

タ
ー

ゲ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ
の

設
定

は
適
切
か
。

 

タ
ー

ゲ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ
の
規
模
は
適
切
か
。

 

タ
ー

ゲ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ
が

地

方
行

政
に
携

わ
る

人
材

の
多

数
か

つ
枢

要
な

部

分
を

カ
バ

ー
し
て

い
る

か
。

 
タ

ー
ゲ

ッ
ト

グ
ル

ー
プ
変

更
に

よ
り

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
裨

益
者

人
数

が
著

し

く
減
少
し
な
か

っ
た
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
現

状
調

査
報

告
書

・
議

員
研

修
計

画
書

・
専

門
家

作
成

資

料
・

N
C

D
D

 
C

ap
ac

ity
 

B
ui

ld
in

g 
Pl

an
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・
内
務
省
高
官
）

 

・
 主

要
人
材
に
つ
い
て
は
、

G
D

LA
職
員
、
全
州
知
事
・
副
知
事
、
全
州
の
幹
部
職
員
、
モ
デ

ル
州
・
郡
の
幹
部
職
員
、
州
評
議

会
評
議
員
、
州
評
議
会
上
級
職
員

が
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
。 

・
 郡

に
つ
い
て
は
、
モ
デ
ル
州
の
主
要
職
員

23
7
名
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
予
算
制

約
の
中
、
州
評
議
員
に
対
し
研
修
を
行
う
こ
と
の
方
が
よ
り
肝
要
で
あ
る
と
の
判
断
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
郡
レ
ベ
ル
の
研
修
は
、

PS
D

D
及
び

C
C

D
P2

で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
ド

ナ
ー
間
で
の
分
担
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 最

新
の
研
修
対
象
人
数
は
、プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
事
前
評
価
時
に
想
定
し
て
い
た
裨
益
対
象
者（

の

べ
約

2,
05

0
名
）
を
上
回
る
の
べ
約

2,
34

4
名
（
予
定
）
に
達
し
て
い
る
。
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 ＜
確
認
事
項
：
有
効
性
＞

 評
価
設
問

 
 

大
項
目

 
小
項
目

 
判
断
基
準
・
方
法

 
情
報
源
・
デ
ー
タ
収
集
方
法

 
調
査
結
果

 

 
指
標

 
資
料
レ
ビ
ュ
ー
（
年
次
業

務
報
告
書
・
研
修
実
施
報

告
書
・
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト

に
よ
る
自
己
評
価
結
果
）

 

・
 ほ

ぼ
達
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

 
・
 研

修
運
営
能
力
に
つ
い
て
は
、
最
終
評
価
は
ま
だ
出
て
い
な
い
が
、
第

3、
4
年
次
の
研
修
実

施
状
況
か
ら
問
題
な
く
達
成
で
き
る
と
予
想
さ
れ
る
。

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目

標
1．

2
は
達
成
さ

れ
て
い
る
か
。

 

未
達

成
の

場
合

、
原

因

が
分
析

さ
れ
て

い
る
か

。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

対

策
が

と
ら

れ
て
い

る
か

。
 

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
、

T/
F）

 
・
 第

3
回

G
D

LA
職
員
研
修
の
結
果

が
目
標
値
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
因
は

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
、
対
策
検
討
中
で
あ
る
。

 

目
標

の
達

成
見
込
み

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
目

標
は

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の
結

果
も

た
ら
さ
れ
た
か
。

 

研
修

運
営

能
力

や
講

師
の

質
の

向
上

に
関

し
て
、
他
か
ら
の
影
響

は
な
か
っ
た
か
。

 

GD
LA

独
自

の
取

り
組

み
や
、
他

ド
ナ
ー
か
ら
の

無
視

で
き

な
い

規
模

の

イ
ン
プ

ッ
ト
は
な
い
か
。

 

聞
き

取
り

調
査

（
T/

F、
講
師
）

 
・
 小

規
模
な
も
の
は
多
々
あ
る
ほ
か
、

PS
D

D
か
ら
の
研
修
を
受
け
る
機
会
も
あ
る
が
、

PI
LA

C
の
方
法
論
と
他
と
の
違
い
が
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。

 
 

PI
LA

C
 C
/P

に
対
す
る
他
ド
ナ
ー
か
ら
の
支
援

 
役
割

 
支
援
・
実
施
機
関

 
時
期
・
期
間

 
内
容

 
備
考

 
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
 

D
oL

A
 

5
日
間

 
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
ス

キ
ル

 
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
に
て

 

A
D

B
 

20
09

年
5
月

/ 
1
週
間

 
教
授
法

 
他
州
に
て
・

TO
T 

CC
DP

2
の
活
動
。
州
・
郡
の
講
師

が
対
象
だ
が
、

PI
LA

C
関
係
者

と
い

う
こ

と
で
参
加
機
会

を
得

た
。

 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

 

G
D

LA
/G

TZ
 

20
08

年
/1

週
間

 
研

修
運

営
管

理
 

TO
T 

A
us

tra
lia

n 
C

en
te

r 
fo

r E
du

ca
tio

n 
 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

ス
キ

ル
 

 
G

D
LA

  
T/

F 
UN

DP
ア

ド
バ
イ

ザ
ー

  
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

ス
キ

ル
 O

JT
 

JI
C

A
 

20
08

年
/1

.5
ヵ

月
 

一
村
一
品

 
大
分
県
に
て

 
コ

ア
ト

レ
ー

ナ
ー

 
韓
国

 
20

09
年

6
月

/
15

日
間

 
行

政
運

営
管

理
 

韓
国
に
て

 
 

プ
ロ
目
達
成
の
外
部

条
件
「

カ
ン
ボ

ジ
ア
政

府
の

地
方

分
権

化
・

業
務

分
散

化
政

策

の
方

針
の

大
幅

な

変
更

が
な
い
」

は
満

た
さ
れ

て
い
る

か
。

 

 
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
政

策
文

書
・

D
＆

D
月
例
報
告
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

内
務

省

高
官

・
政

策
チ

ー
ム

メ
ン

バ
ー
）

 

・
 満

た
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 D

＆
D

国
家

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
の

進
捗

は
遅

れ
て

は
い

る
が

、
少

し
ず

つ
進

ん
で

い
る

。
9

月
に
は
ド
ラ
フ
ト
が
完
成
し
、

20
10

年
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
あ
る
。

 

外
部

条
件

の
変
化

 

想
定

し
な

か
っ

た
外

部
条
件

は
な
い

か
。

 
 

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

JI
C

A
カ
ン
ボ
ジ
ア
事

務
所
）

 

新
N

C
D

D
の
設
立
、

N
P-

SN
D

D
の
作
成
、

TW
G
の

D
&

D
が
開
催

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
、

PT
の

C
ap

ac
ity

 D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 In
fo

rm
at

io
n 

U
ni

tの
結
成
な
ど
が
起
き
た
こ
と
が
、

結
果
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
達
成
に
貢
献
し
た
。
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 ＜
確
認
事
項
：
効
率
性
＞

 評
価
設
問

 
 

大
項
目

 
小
項
目

 
判
断
基
準
・
方
法

 
情
報
源
・
デ
ー
タ
収
集
方
法

 
調
査
結
果

 

計
画

ど
お

り
に

投
入

が
な
さ
れ
た
か
。

 
計
画
と
実
績
の
一
致

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

各
年

次

業
務

完
了

報
告

書
・

業
務

実
施
計
画
書
）

 

投
入
は
ほ
ぼ
毎
年
次
の
業
務
実
施
計
画
ど
お
り
に
な
さ
れ
て
い
る
。

 

裨
益

人
数

が
著

し
く

少
な
い
、
対
象
地
域
が

著
し
く
小
さ
い
、
と
い

う
こ
と
は
な
い
か
。

 

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

地
方

行

政
実

態
調
査

報
告
書

・
研

修
実

施
報
告

書
・
各

年
次

業
務

完
了
報

告
書
・

各
年

次
業

務
実

施
計

画
書

・
C

am
bo

di
a 

St
at

is
tic

al
  

Ye
ar

bo
ok

 2
00

8 ）
 

・
 計

画
時
点
で
の
裨
益
人
数
は
の
べ
約

2,
05

0
名
。
実
際
は
州
評
議
会
評
議
員
を
含
め
の
べ
約

2,
34

4
人
に
な
る
予
定
。公

務
員
と
全
州
評
議
員
約

1,
53

0
人
が
研
修
を
受
け
る
計
画
で
あ
る
。

給
与
支
払
簿
の

20
07

年
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
内
務
省
で
地
方
行
政
に
携
わ
る
職
員
の
数
が

ワ

ー
カ

ー
レ

ベ
ル
も
含
め

7,
24

5
名
で
あ
り
、
対
象
が
全
州
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

裨
益
人
数
は
そ
れ
な
り
の
規
模
に
達
し
て
い
る
。

 
・
 純

裨
益
者
概
数
は
、
約

1,
53

0
名
（
う
ち
、
州
評
議
員
は

37
4
名
）
と
推
計
さ
れ
る
。
こ
れ

は
州

評
議

員
を

除
い

た
場

合
は

、
内

務
省

で
地

方
行

政
に

携
わ

る
職

員
約

7,
24

5
名

の
約

16
％
に
達
し
て
い
る
一
方
、
約

14
万

3,
32

0
名
（

St
at

is
tic

al
 Y

ea
rb

oo
k 

of
 C

am
bo

di
a 

20
08

の
デ

ー
タ

に
基

づ
く

も
の

）
の

地
方

で
勤
務

す
る

公
務

員
の

1%
に
す

ぎ
な
い

。
現

況
、

地

方
行
政
に
携
わ
る
人
材
育

成
を
考

え
る
に
あ
た
っ
て
は
内
務

省
内
の

職
員
数
、
地
方
行
政
に

携
わ
る
公
務
員
数
双
方
に

関
す
る

更
な
る
精
査
と
包
括
的
に

人
材
育

成
を
実
施
し
て
い
く
た

め
の
戦
略
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
策
定
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

 
一

般
化

可
能

な
ツ

ー
ル

作
り
が
な
さ
れ
た
か
。

 
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
や

マ
ニ

ュ
ア
ル
、
シ
ス
テ
ム
構
築

な
ど
が
な
さ
れ
た
か
。

 

資
料
レ
ビ
ュ
ー
（
第

3
年

次
業

務
完
了

報
告
書

・
第

4年
次
業
務
実
施
計
画
書
） 

必
要
に
応

じ
て
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
や

教
材
を
更

新
で
き

る
人
材

が
育
成

さ
れ
て
お

り
、
そ

の
際
に

必
要
な
研
修
運
営
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

 

使
わ

れ
て

い
な

い
投

入

は
な
い
か
。

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

各
年

次

業
務
完
了
報
告
書
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
） 

・
 す

べ
て
使
用
さ
れ
、
成
果
達
成
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

 

達
成
さ

れ
た

ア
ウ

ト
プ
ッ

ト
か

ら
見

て
、
投

入
の

質
・

量
・
タ

イ
ミ

ン
グ

は
適
切
か
？

 

質
・
量
・
タ
イ
ミ
ン
グ

の
面

で
改

善
の

余
地

は
な
か
っ
た
か
。

 
活

動
実

施
や

成
果

の
達

成
に

問
題

が
あ

る
場

合
、

投
入

の
不

適
切

さ

に
起

因
し

て
い

な
い

か
。

投
入

の
改

善
で

よ
り

よ

い
結

果
が

得
ら

れ
る

可

能
性
が
あ
っ
た
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
各

年
次

業
務

完
了
報

告
書
・

第
4

年
次

業
務
実

施
計
画

書
・

中
間
評
価
報
告
書
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
） 

研
修
視
察

 

・
 国

別
研
修
１
：
地
方
行
政
の
実
施

の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
現
地
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
か
ら
し
て
最
善

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

 
・
 州

評
議
員
研
修
は
選
挙
後

1
ヵ
月
と
い
う
非
常
に
よ
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 地

方
行
政
実
態
調
査
、

T/
F
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
の
結
成
、
研
修
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
や
レ
ビ
ュ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
研
修
開
催
に
あ
た
っ
て
の
評
議
員

C
V

の
取
り

寄
せ
、
研
修
で
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
の
課
題
設
定
な
ど
、
随
所
に
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
質
を
高

め
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
。

 
ロ

ー
カ

ル
リ

ソ
ー

ス
の

活
用

が
な

さ
れ

て
い

る

か
。
当
初
計
画
と
比
較

し
て
ど

う
で
あ

っ
た
か

。
 

活
用

の
有

無
と

、
そ

れ

に
よ

る
費

用
低

減
効

果

の
有
無

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
イ

ン
セ

プ
シ
ョ

ン
レ
ポ

ー
ト
・
各
年

次
業
務
完
了
報
告
書
等
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
） 

・
 ト

ッ
プ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
で

C
en

tra
l D

ev
el

op
m

en
t R

es
ou

rc
e 

In
st

itu
te

 か
ら
の

外
部
講
師
を
活
用
し
た
。

 
・
 費

用
低
減
効
果
を
期
待
で
き
る
水

準
に
ま
で
人
材
面
の
ロ
ー
カ
ル
リ

ソ
ー
ス
が
育
っ
て
い
な

い
。

PS
D

D
等
他
の
開
発
パ
ー
ト
ナ
ー
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
公
務
員
給
与
水
準

よ
り
も
高
額
で
雇
用
し
て
い
る
が

、
公
務
員
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
と

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る

業
務
代
替
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
懸
念
が
あ
る
。

 

投
入
の
適

切
性

 

よ
り

安
価

な
費

用
で

よ
り

多
く

の
効

果
を

達
成

す
る

よ
う

工
夫

が
な

さ
れ

て
い

る
か
。

 
他

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
や

他
の
ド

ナ
ー
と
の
連
携

、

役
割
分

担
、
成
果

の
活
用

等
が
行

わ
れ
て

い
る
か

。
 

連
携

等
の

有
無

と
、

そ

れ
に

よ
る

費
用

低
減

効

果
の
有
無

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
D
＆

D
月

例
報

告
・

各
年
次

業
務

完
了
報
告
書
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
） 

・
 地

方
行
政
法
出
版
に
あ
た
っ
て
の

G
TZ

と
の
連
携
、
費
用
分
担
。

 
・
 州

評
議
員
研
修
の
研
修
教
材
は

PS
D

D
と

C
C

D
P2

の
支
援
に
よ
り
約

2,
86

0
名
い
る
市
・

郡
・
区
評
議
員
に
対
す
る
研
修
に
用
い
ら
れ
た
。

 
・
 

PR
D

N
EP

の
実

施
し

た
州

実
態

調
査

結
果

の
共

有
及

び
、

PR
D

N
EP

と
の

連
携

に
よ

る
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PI
LA

C
の
費
用
負
担
増
な
し
で
の

裨
益
者
数
の
拡
大
、

D
＆

D
動
向
の
把
握
。

 
・
 

JIC
A

政
府

統
計
能

力
向

上
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
フ

ェ
ー

ズ
2
か
ら

統
計
資

料
提

供
を

受
け

、
ト
ッ

プ
マ

ネ
ー
ジ

メ
ン

ト
セ

ミ
ナ

ー
で

配
布
し

た
。

 

 ＜
確
認
事
項
：
イ
ン
パ
ク
ト
＞

 

評
価
設
問

 
 

大
項
目

 
小
項
目

 
判
断
基
準
・
方
法

 
情
報
源
・
デ
ー
タ
収
集
方
法

 
調
査
結
果

 

上
位

目
標

達
成

の
見

込
み

 

上
位

目
標

は
達

成
さ

れ
る

見
込

み
か
。

 

 
 

聞
き

取
り

調
査

（
専

門

家
・

JI
C

A
カ
ン
ボ
ジ
ア
事

務
所
・
内
務
省
高
官
）

 

人
材
育
成
の

た
め
の

新
し
い

シ
ス

テ
ム
が
ま
だ

確
立
さ

れ
て
い
な

い
た
め
、
現
段

階
で
上

位
目

標
達
成
の
見
込
み
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

が
カ

ン
ボ

ジ
ア

の
D
＆

Ｄ

に
関

す
る

政
策

や
制

度
形

成
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
あ

っ
た

か
。
あ
り
そ
う
か
。

 

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

地
方

行

政
実

態
調

査
報

告
書

・
国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

ド
ラ

フ

ト
・

D
&

D
月
例
報
告
・
月

例
業

務
報

告
・

各
年

次
業

務
完
了
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

内
務

省

高
官

・
政

策
チ

ー
ム

メ
ン

バ
ー
・
専
門
家
）

 

・
 人

材
育
成
制
度
・
組
織
確
立
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
の
高
ま
り

 
・
 N

P-
SN

D
D

作
成
チ
ー
ム

に
実
態

調
査
Ⅰ

、
Ⅱ

が
資
料

と
し

て
提
供

さ
れ
た

。
作

成
チ
ー
ム

は
こ
れ
ら
を

20
09

年
3
月
の

N
C

D
D

ド
ナ
ー
ダ
イ
ア
ロ
グ

5（
地
方
行
政
管
理
）
準
備
の

基
礎
資
料
と
し
て
利
用
す
る
ほ
か
、

M
oI

は
公
式
の
も
の
と
し
て
出
版
す
る
。
ま
た
、
内
務

省
長
官
に
折
に
触
れ
参
考
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 人

材
育
成
制
度
の
段
階
的
整
備
、
地
方
で
の
独
自
の
人
材
育
成
体
制
整
備
な
ど
、
実
態
調
査

で
の
提
言
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で

N
P-

SN
D

D
に
反
映
さ
れ
る
見
込
み
は
高
い
。

 
・
 N

P-
SN

D
D
の
ド
ラ
フ
ト
が
出
る
た
び
に
必
ず
コ
メ
ン
ト
を
提
供
し
て
い
る
。

 
・
 評

議
会
運
営
の

In
ter

na
l R

ul
eに

関
し
、
日
本
の
議
会
運
営
規
則
の
実
例
を
提
供
し
て
い
る
。

 
・
 第

3
回

ト
ッ

プ
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

セ
ミ

ナ
ー

は
、

N
C

D
D

S
の

政
策

チ
ー

ム
C

ap
ac

ity
 

D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 In
fo

rm
at

io
n 

U
ni

tに
よ
る
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

 

波
及
効
果

 
上

位
目

標
以

外

の
正

負
の

イ
ン

パ
ク

ト
は

生
じ

た
か
。

 
  

そ
の

他
の

イ
ン

パ
ク

ト
は
な
い
か
。

 
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
中

間
評

価
報

告
書

・
専

門
家

作
成

資
料
・

D
＆

D
月
例
報
告
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F・

内
務
省
高
官
） 

・
 
北

東
州

地
域

開
発

能
力

向
上

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

(P
ro

je
ct

 o
f 

C
ap

ac
ity

 D
ev

el
op

m
en

t 
of

 
Pr

ov
in

ci
al

 R
ur

al
 D

ev
el

op
m

en
t i

n 
N

or
th

ea
st

er
n 

Pr
ov

in
ce

s:
 P

R
D

N
EP

)と
連
携
し
て
、
ラ

タ
ナ
キ
リ
州
の
州
事
務
所
、
セ
ク
タ
ー
局
、
郡
事
務
所
職
員

56
名
を
対
象
に
研
修
を
行
い
、

T/
F
と
コ
ア
研
修
講
師

4
人
が
講
師
を
務
め
た
。

 
・
 

N
C

D
D
の
郡
評
議
員
研
修
に
際
し
、

PI
LA

C
に
な
ら
っ
て
カ
ス
ケ
ー
ド

方
式
が
採
用
さ
れ
た
。

 
・
 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
養
成
さ
れ
た
講
師
、
教
材
が
内
務
省
や
他
省
庁
の
主
催
す
る
研
修
、
組
織

内
部
研
修
、
他
ド
ナ
ー
の
支
援
す
る
研
修
で
活
用
さ
れ
て
い
る
例
が
い
く
つ
も
あ
る
。

 
・
 
実
態
調
査
Ⅰ
、
Ⅱ
に
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
電
子
デ
ー
タ
を
提
供
し
た

R
SA

や
U

N
D

P
は
、
今
後
の
人
材
育
成
活
動
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
の
参
考
に
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

 
・
 

PI
LA

C
の
活
動
を
通
じ
て

O
JT

の
重
要
性
を
認
識
し
、
職
場
で
採
用
し
た
例
が
あ
る
。

 
・
 

T/
F
メ
ン
バ
ー
が
、
研
修
の
み
な
ら
ず

D
＆

D
な
ど
政
策
形
成
に
関

わ
る
分
野
で
重
要
な
役

割
を
担
う
貴
重
な
中
堅
人
材
と
し
て
育
っ
て
い
る
。
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上
位

目
標

達
成

の

外
部

条
件

「
地

方

行
政

に
関

わ
る

人

材
育

成
に

関
す

る

政
策

に
変

更
が

な

い
」
は

、
満

た
さ

れ

る
見
込

み
か

。
変
更

す
る

必
要

は
な

い

か
。

 

 
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
政

策
文

書
・
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

内
務

省

高
官

・
専

門
家

・
カ

ン
ボ

ジ
ア
事
務
所
）

 

・
 N

P-
SN

D
D

の
6
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
の
中
に
、
地
方
人
事
管
理
シ
ス
テ
ム

と
人
材
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
形
成
、

D
&

D
改
革
を
支
援
す
る
制
度
環

境
の
強
化
、
が
含
ま
れ

て
い
る
。

 
・
 D
＆

D
推
進
の
た
め
に
は
中
央

及
び
地
方
の
両
レ
ベ
ル
で
能
力

向
上

が
必
要
で
あ
り
、
地
方

行
政

人
材

育
成

は
今

ま
で

以
上

に
プ

ラ
イ

オ
リ

テ
ィ

ー
の

高
い

事
項

で
あ

る
。
（

内
務

省
長

官
）

 

因
果
関
係

 

上
位

目
標

と
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
は

乖
離

し
て

い
な
い
か
。

 

上
位

目
標

へ
向

け
た

ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
が

明
確

か
。

そ
の

中
に

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の
活
動

・
成
果
継
続
以

外
の

活
動

や
成

果
が

多

く
含
ま

れ
て
い

な
い
か

。
 

 
資

料
レ

ビ
ュ

ー
（

D
＆

D
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

 
聞
き
取
り
調
査
（
専
門
家
、

JI
C

A
カ

ン
ボ

ジ
ア

事
務

所
、
内
務
省
高
官
）

  

・
 N

P-
SN

D
D
で

10
年
の
計
画
を

3
段
階
に
分
け
、
各
段
階
に
応
じ
て
人
材
育
成
の
体
制
を
整

え
、
実
施
し
て
い
く
。
詳
細
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、

20
15

年
ま
で
の
国
家
開
発

5
ヵ
年
計
画

が
そ
れ
に
該
当
す
る
。（

内
務
省
長

官
）

 
・
 将

来
の
人
材
育
成
体
制
が
ま
だ
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
研
修
す
べ
き
対
象
者
や
内
容
に
関

す
る
議
論
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
た
め
、国

家
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

動
向
を
に
ら
み
つ
つ
、

上
位
目
標
を
よ
り
明
確
に
絞
り
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

   ＜
確
認
事
項
：
自
立
発
展
性
＞

 

評
価
設
問

 
 

大
項
目

 
小
項
目

 
判
断
基
準
・
方
法

 
情
報
源
・
デ
ー
タ
収
集
方
法

 
調
査
結
果

 

地
方

行
政

人
材

育
成

を
行

う
組

織
体

制
が

確
立

さ
れ
て
い
る
か
。

あ
る

い
は

確
立

さ
れ

る
見

込
み

か
。

 

 
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
D
＆

D
月
例
報
告
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

内
務

省

高
官
、
専
門
家
）

 

・
 現

在
は

、
D
＆

D
改

革
実

施
の

た
め

の
移

行
過

程
に

あ
り

、
N

CD
D

S-
PT

の
C

ap
ac

ity
 

D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 In
fo

rm
at

io
n 

U
ni

t が
各
種
研
修
の
調
整
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

 
・
 N

P-
SN

D
D

の
第

2
ス
テ
ー
ジ
で
は
、

G
D

LA
下
の
局
の
統
合
な
ど

何
ら
か
の
方
法
で
地
方

行
政
人
材
育
成
の
た
め
の
新
し
い
局
に
よ
り
、
人
員
を
増
や
し
た
体
制
の
下
で
実
施
し
て
い

く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。（

内
務
省

長
官
）

 
・
 将

来
的
に
は
、
す
べ
て
中
央
で
研
修
を
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
州
独
自
の
人
材
育
成
体
制

を
持
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
内
務
省
長
官
）

 
・
 N

C
D

D
 D

ia
lo

gu
e2

で
、「

能
力
開
発
に
関
し
て
は
継
続
的
な
研
修
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
」
と
の
内
務
省
長
官
発
言
が
あ
っ
た
。

 
継
続
的
に

地
方
行

政
人
材
育

成
を
行

う
計
画

が
あ

る
、
あ

る
い

は
計

画
を

策

定
す

る
予
定

か
。

 

 
 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
D
＆

D
国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

ド
ラ

フ

ト
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

内
務

省

高
官
・

T/
F・

専
門
家
）

 

・
 N

P-
SN

D
D
で

10
年
の
計
画
を

3
段
階
に
分
け
、
各
段
階
に
応
じ
て
人
材
育
成
の
体
制
を
整

え
、
実
施
し
て
い
く
。
詳
細
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、

20
15

年
ま
で
の
国
家
開
発

5
ヵ
年
計
画

が
そ
れ
に
該
当
す
る
。（

内
務
省
長

官
）

 
・
 D

PV
は

20
07

年
か
ら
全
国
で
、

20
08

年
よ
り
本
省
で
新
人
研
修
を
開
始
し
て
い
る
。

 

組
織

・
制

度
・

財
政

面
 

地
方

行
政

人
材

育
成

の
た

め
の

財
源

が
継

続
的

に
確

保
さ

れ
る

見
込
み
か
。

 

 
予

算
措

置
が

な
さ

れ
る

か
。

あ
る

い
は

ド
ナ

ー

か
ら

の
プ

レ
ッ

ジ
が

得

ら
れ
る
見
込
み
か
。

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

(N
C

D
D

 
C

ap
ac

ity
 B

ui
ld

in
g 

Pl
an

) 
聞

き
取

り
調

査
（

内
務

省

高
官
・
専
門
家
・

JI
C

A
カ

ン
ボ
ジ
ア
事
務
所
）

 

・
 新

人
研
修
の
た
め
の
予
算
は
内
務
省
独
自
予
算
で
支
弁
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 ド

ナ
ー
や
州
か
ら
予
算
を
動
員
す

る
ほ
か
、
分
散
し
て
い
る
人
材
育

成
の
局
を
統
合
す
れ
ば

ま
と
ま
っ
た
額
が
確
保
で
き
る
、

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
政
府
と

し
て
予
算
を
増
額
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
明
確
な
回
答
は
な
い
。
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・
 国

家
プ

ロ
グ
ラ

ム
の
中

に
地
方

行
政

人
材
育
成
が

主
要
な

事
項
と
し

て
盛
り
込
ま
れ

る
予
定
で

あ
り
、
国
家

プ
ロ

グ
ラ

ム
の
ど
の
分
野
を
ど
の

ド
ナ

ー
が
支
援
す
る
か
も
調
整
の
う
え
、
明
確
に

さ
れ
る

こ
と

か
ら
、

不
足

は
あ

る
か
も
し

れ
な

い
が
、

一
定

程
度

の
資
金
確

保
は

見
込
ま
れ

る
。

 
D
＆

D
政

策
の

進
捗

に

合
わ

せ
教

材
や

カ
リ

キ

ュ
ラ

ム
、

講
師

の
知

識

を
更

新
し

て
い

く
体

制

が
整
っ
て
い
る
か
。

 

教
材

の
作

成
、

見
直

し

に
あ
た
り
、
専
門
家
の
関

与
が

減
少

し
つ

つ
あ

る

か
。

 

資
料
レ
ビ
ュ
ー

 （
自
己
評

価
シ

ー
ト

・
中

間
評

価
報

告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F）

 

着
実
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
。

 
研
修
運
営

管
理
の

技
術
は
定

着
・
普

及
す
る
か
。

 

G
D

LA
 T

/
F

以
外

に
研

修
運

営
管

理
技

術
の

移

転
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

あ
る

い
は

な
さ

れ
る

見

込
み
か
。

 

組
織

的
に

独
自

の
内

部

研
修

な
ど

が
行

わ
れ

て

い
る
か
。
行
わ
れ
る
予
定

か
。

 

聞
き

取
り

調
査

（
専

門

家
・

T/
F・

内
務
省
高
官
）

 
・
 将

来
、
人
材
育
成
を
専
轄
す
る
組

織
が
で
き
た
際
に
は
、
現
在
の

G
D

LA
 T
/

F
メ
ン
バ
ー
が

そ
の
中
核
人
材
と
な
る
。
研
修
を
実
施
す
る
際
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
新
た
な
人
材
を
つ
け

て
学
ば
せ
て
い
く
。（

内
務
省
長
官

）
 

・
 個

人
レ
ベ
ル
あ
る
い
は
組
織
と
し
て
、
情
報
共
有
や

O
JT

な
ど
の
か

た
ち
で

PI
LA

C
で
学

ん
だ
こ
と
が
同
僚
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

養
成

さ

れ
た

講
師

の
知

識
や

技
術

を
維

持
・
更

新
し

て
い

く

体
制
が

整
っ
て
い

る
か
。

 

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F・

内
務
省
高
官
）

 
・
 体

制
は
な
い
が
、

PS
D

D
が
こ
の
分
野
に
関
わ
っ
て
お
り
、
今
後
も
他
ド
ナ
ー
か
ら
の
支
援

は
継
続
さ
れ
る
の
で
、
機
会
は
絶
え
ず
あ
る
。

 

技
術
の
定

着
・
普
及

 
 

講
師

の
知

識
の

維
持
更
新
、
講
師

数
の

拡
大

は
な

さ
れ
る
か
。

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で
養

成
さ

れ

た
講

師
以

外
に

講
師

が
養

成
さ
れ

て
い
る

か
。
あ

る
い

は
養
成

さ
れ
る

見
込
み

か
。

計
画

や
体

制
は

あ
る

か
。

あ
る

い
は

実
績

は

あ
る
か
。

 

聞
き

取
り

調
査

（
専

門

家
・

T/
F・

内
務
省
高
官
） 

・
 P

SD
D
の
研
修
で

TO
T
が
行
わ
れ

て
い
る
。

 
・
 将

来
、
人
材
育
成
を
専
轄
す
る
組
織
が
で
き
た
際
に
は
、
現
在
の

G
D

LA
 T

/F
メ
ン
バ
ー
が

そ
の
中
核
人
材
と
な
る
。
研
修
を
実
施
す
る
際
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
新
た
な
人
材
を
つ
け

て
学
ば
せ
て
い
く
。（

内
務
省
長
官

）
 

持
続

性
確

保
の

た
め

の

仕
組

み
の
組

み
込
み

 

持
続
性
を

確
保
す

る
た
め
の

仕
組
み

が
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
中
で
考

慮
さ
れ

て
い
た
か
。

 

 
具

体
的

な
仕

組
み

の
有

無
、
仕
組
み
の
実
施
の
有

無
、
仕
組
み
の
有
効
性

 

資
料

レ
ビ

ュ
ー

（
各

年
次

業
務
完
了
報
告
書
）

 
聞

き
取

り
調

査
（

専
門

家
・

T/
F）

 

・
 個

人
に
対
す
る
レ
ベ
ル
で
は
、
研
修
運
営
管
理
に
あ
た
り
、

T/
F
グ
ル
ー
プ
を

4
つ
の
サ
ブ
・

グ
ル
ー
プ
（
各
グ
ル
ー
プ

2～
3
人
）
に
分
け
た
り
、
コ
ア
研
修
講
師

が
州
講
師
の
サ
ポ
ー
ト

を
行
っ
た
り
、
地
方
行
政
実
態
調

査
を

T/
F
や
モ
デ
ル
州
の
コ
ア
研
修
講
師
と
共
同
で
行
う

こ
と
で
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
持
た
せ
た
り
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
・
 地

方
行
政
実
態
調
査
実
施
の
活
動
を
追
加
し
、
組
織
体
制
整
備
の
た
め
の
基
礎
情
報
を
収
集

し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
提
案
を
行
い
、
中
長
期
の
人
材
育
成
制
度
構
築
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を

行
っ
た
こ
と
で
、
制
度
的
な
持
続
可
能
性
は
高
ま
っ
た
。
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４．実績表（投入・活動・成果・プロジェクト目標） 
①：1 年次(2007.2-8) ②：2 年次(2007.9-2008.3) ③：3 年次(2008.4-2009.3)  ④：4 年次(2009.4-2010.1) 

表付 4-1-1 日本側 投入実績 
項目 計画 実績 情報源 

＜R/D> 
・チーフアドバイ

ザー／地方行政 
1-7M 
 

・研修運営 1-9M 
・研修計画 1-4M 
・地方行政研修

(M&E) 
1-4M 

・地方行政制度 1週-１M 
・地方自治法 1週-１M 

・地方税財政 1週-１M 
・業務調整 1-2M 

専 門 家

派遣 
＜PDM> 

・チーフアド

バイザー 
・副総括／研

修運営 
・地方行政 
・研修計画／

地方行政 
・研修／M&E 
・研修実施 
・業務調整 

・その他必要に応じ短期専門家

・チーフアドバイザー：   11.34M ①～④ 
・副総括／研修運営管理： 20.13M  ①～④ 
・地方行政：        14.90M  ①～④ 
・研修計画：         9.97M  ①～④ 
・地方行政研修：      10.00M  ①～④ 
・業務調整：          7.84M  ①～④ 
 
・地方自治制度：          0.87M ①～② 
・地方自治法：            0.27M  ③ 
・地方税財政：            0.27M  ③ 
 

計 75.59MM
*第 4 年次は計画値

・1,2,3 年次業務

完了報告書 
・JICA 派遣短期

専門家報告書

・4 年次業務計

画書 
 

供与 
機材 

・PC 
・LAN サーバー及び周辺機器 
・PC ソフト 
・プロジェクター 
・プリンター 
・研修用視聴覚機材 
・コピー機 
・スクリーン 
・車 

 
 

・PC 18 台、HDD 2、UPS 12、
ﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ 2 

・LAN ﾈｯﾄﾜｰｸ 
・PC ソフト 37 
・プロジェクター3 台 
・プリンター 2 台 
・ポータブルプリンター2 台

・ﾃﾞｼﾞｶﾒ 2、ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ 1、ﾃﾞ

ｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ、1 三脚 1 
・コピー機/スキャナ 2 台 
・スキャナ 1 台 
・コピー機 1 台 

・スクリーン 3 幕 
・車 1 台 
・電話、FAX、ｴｱｺﾝ、

金庫 各 1 
・IC レコーダー 2 台 
・電源コード 3 
・ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｽｸ 8 台 
・机 4、ｷｬﾋﾞﾈ 1 
・コピー機能付きホワ

イトボード 1 台 
・ルーフラック 1 
・カラーコピー機 1 

計 US$ 75,994

・3 年次業務完

了報告書 
・専門家 

本邦 
研修 

＜P/O> 
1. 地方行政：4 回 (ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始前 1 回、

期間中 3 回) 
2. トップマネージメント：3 回 
※R/D には回数、内容明記なし。 

1.地方行政：3 回 
①2006.10-11, 10 名 

 ②2007.10.2-11.11, 10名
③2008.9.30-11. 9, 10 名

 

2.トップマネージメント：3 回

①2007.2.12-17, 3 名 
②2008.3.16-22, 3 名 
③2008.9.28-10.4, 3 名 

・本邦研修記録

・第 1、2 年次業

務完了報告書

・PILAC進捗報

告（2008.7.15）
現 地 人

員雇用 
 D&D 政策担当 1 名、アシスタント 2 名(第 4 年次 3 名)、

秘書 1 名、リサーチャー1 名（第 4 年次なし）、通訳 1
名（中間評価及び JCC の際のみの臨時雇用）、清掃 1
名、公用車運転手 1 名 

・専門家 
 

プロジェク

ト運営費 
 研修やワークショップ、セミナー開催など、活動実施

に必要な費用 
・専門家 

現 地 業

務費 
1,000,000 円 1,940,000 円 

(初年次に地方行政法案翻訳の要請を受け支援した分、

及び第 3 年次に地方行政法クメール語/英語版の出版を

支援した分増額) 

・JICA カンボジ

ア事務所 

全 体 金

額 
事前評価時 3 億円 終了時評価時 4.23 億円 ・JICAカンボジ

ア事務所 
 

表付 4-1-2 カンボジア側投入実績 
投入項目 計画 実績 情報源 
C/P配置 <R/D> 

・プロジェクトダイレクター 
・プロジェクトマネージャー 
・カウンターパート（GDLA4 名・モデル州 PLAU 長）

・専門家チーム用秘書及びタイピスト 

 
・プロジェクトダイレクター 
・プロジェクトマネージャー 
・カウンターパート（GDLA タスクフォースメンバー10 名他)

・第一年次業務

完了報告書 
・専門家 

事務所 
・設備 

<PDM> 
・専門家用事務

所及び設備 

<R/D> 
・プロジェクトに必要な 

土地建物、設備 
・専門家用事務所及び設備

・その他必要な設備機器 

内務省内事務所スペース及び光熱費、会議用机・椅子、

電話機 1 台、エアコン 1 台、キャビネ 1 台 
 

・専門家 

その他 プロジェクト運営に必要な費用   
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表付 4-1-3 カウンターパート及びトレーナー一覧 
プロジェクトでの役割 氏名 役職 所属 

CHAN Sothea Deputy Director of Department  Dep of Personnel and Vocational Training
UONG Chanthy Deputy Director of Department  Dep of Personnel and Vocational Training
SOTH Kosal Chief of Trianing Office Dep of Personnel and Vocational Training
LAY Onry Chief of Framework Office Dep of Personnel and Vocational Training
PRAK Samoeun Deputy Director of Department  Dep of Local Administration 
CHHIN Seng Nguon Deputy Director of Department  Dep of Local Administration 
SO Munyraksa Deputy Director of Department  Dep of Political Affairs 
PRAK Vannarith Chief of Foreign Affairs Office Dep of Political Affairs 
CHAN Sovanna Deputy Director of Department  Dep of General Administration  

GDLA タスクフォース 
(10名・コアトレーナー兼務) 

HONG Silin Deputy Director of Department  Dep of General Administration  
Ma Onn Ma On Nath Vice-chief of Assistant Office Secretariat 
Heng Solidin Official  Secretariat 
Lim Sokto Chief of Personnel Office Dep of Personnel and Vocational Training 
Kuy Boy Vice-chief of Financial Office Department of Local Administration 
Chhim Daravuth Vice-chief of Civil Registration Office Department of General Administration 
Chou Mengchan Deputy Director of PP MLAU  Phnom Penh Municipal  
Va Kimheng Acting Deputy Director of KC PLAU Kampong Cham Provincial office 
Em Pheap Director of PS PLAU  Preah Sihanouk Provincial office 
Hen Puthy Director of SR PLAU Siem Reap Provincial office 

コア・トレーナー 
(10 名) 

Tob Buntean Deputy Director of BB PLAU Battam Bang Provincial office 
Ou Siphanarith Vice Chief of Personnel Office  Phnom Penh Municipal  
Teak Ven Chief of Training Office Phnom Penh Municipal  
Men Serey Deputy Governor of Khan Tuol Kouk  Khan Tuol Kouk  (Phnom Penh) 
Oum Mareth Deputy Governor of Khan Meancheay Khan Meancheay ( Phnom Penh) 
Yin Nguonkolenin Deputy Governor of Khan Prampir Makkakra Khan Prampir Makkakra ( Phnom Penh) 
Pel Kosal Deputy Governor of Khan Dangkao  Khan Dangkao ( Phnom Penh) 
Soeum Bunrith Deputy Director of Cabinet  Battam Bang Provincial office 
Peang Narith Secretary General Battam Bang Provincial office 
Moul Thon Director of Local Administration Unit  Battam Bang Provincial office 
Nou Chantha Chief of Planning, Database &Finance Office Battam Bang Provincial office 
Oukvong Longvy Chief of Economic Affairs Office  Battam Bang Provincial office 
Seangem Sathya Vice chief of Information Office Battam Bang Provincial office 
Omphoeurn Kunvuth Deputy Director of Cabinet Kampong Cham Provincial office 
Cheng Punnara Deputy Governor of Ou Reang Ov District   Ou Reang Ov District  (Kampong Cham)
Lor Chanly Deputy Governor of Kaoh Sotin District  Kaoh Sotin District  (Kampong Cham) 
Ley Mic Deputy Governor of Kampong Siem District  Kampong Siem District (Kampong Cham)
Srey Kimchhay Chief of Statistic & Civil Registration Office  Kampong Cham Provincial office 
Min Chheng Chief of Disbursment Office   Kampong Cham Provincial office 
Reach Sovan Deputy Governor of Khan Mittapheap  Khan Mittapheap (Preah Sihanouk) 
Mrs. Heak Hymoly Deputy Governor of Khan Prey Nob  Khan Prey Nob (Preah Sihanouk) 
Tith Vuthy Deputy Governor of Khan Steng Hav  Khan Steng Hav (Preah Sihanouk) 
Seng Sam An Deputy Director of Finance Unit Preah Sihanouk Provincial office 
Nu Sam Bath Deputy Director of Cabinet Preah Sihanouk Provincial office 
Chen Reth Deputy Director of Local Administration Unit Preah Sihanouk Provincial office 
Mak Sam Phear Deputy Director of Cabinet  Siem Reap Provincial office 
Yen Rom Duol Deputy Director of Cabinet  Siem Reap Provincial office 
Neak Neron Deputy Governor of Varin District  Varin District (Siem Reap) 
Nuon Sokhom Chief of Social Affairs Office  Siem Reap Provincial office 
Chek Kimchun Vice-chief of Abstract Office  Siem Reap Provincial office 

州トレーナー 
(モデル 5 州×6 名／州) 
 
*役職はモデル州研修実施

当時 

Sok Sam Official of Procedure and Documentation Office Siem Reap Provincial office 
 

表付 4-2-1 成果 1-1 に関わる活動実績 <A:GDLA タスクフォース> 

活動 実施状況 情報源 
(1) GDLA 内の研修能力の高い職員を選

別してタスクフォースを結成する。 
①2006.10-11「TOT（国別研修 1：地方行政）」の 10 名を選定、内 3

名をコーディネーターに選定。 
・第 1 年次業務

完了報告書 
(2) JICA 専門家は GDLA タスクフォース

メンバーの研修運営管理能力につい

てのベースライン調査を行う。 

①2007.4.5 質問票調査実施（調査内容：学歴、研修受講歴、現在の

業務、ポジション等）。 
・第 1 年次業務

完了報告書 

(3) JICA 専門家は GDLA タスクフォース

メンバーに対して研修運営管理につ

いての研修を実施する。 

①OJT 方式、2007.4/3-7.初に T/F ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 12 回開催。出席率 76.8％。

②3 回の W/S(2007.10: 第 1 年次のﾚﾋﾞｭｰと自己評価、2007.11:研修実

施計画作成、2008.1:実施済み研修のﾚﾋﾞｭｰ）と OJT 

・第1、2、3年次

業務完了報告

書 

-    -76



 
 

③3 回の W/S (2008.5:キックオフ研修、2008.6: 研修教材作成、2009.1: 
実施済み研修のレビュー)と OJT 

 第 3 年次は T/F を４つのサブグループに分け、各メンバーがより

明確な責任を持ち自立的に研修運営管理に関わるようにし、OJT
の中で個々にきめ細かな指導が行われた。 

④キックオフ W/S (2009.5.5: 研修マネージメント) 

・PILAC 進捗報

告(2008.7.15)
・2009 年 5 月業

務実施報告 

(4) JICA 専門家は D&D 政策、地方行政

及び人材育成制度についての現状を

調査し、GDLA タスクフォースにフィ

ードバックする。 

②2007.11～2008.3 地方行政実態調査実施。2007.12.中旬～2008.1.
中旬地方調査実施。 

③実態調査Ⅰ報告書案（第 2 稿）作成、トップマネージメントセミ

ナーで発表(2008.9) 
 人材育成制度についての実態調査Ⅱ実施(2008.5～2009.5)。第 1
次地方実施(2008.6)、関係省庁情報収集、第 2 次地方調査実施

(2008.8.18-29)。 
④実態調査Ⅰ及びⅡの報告書を2009.6開催のトップマネージメント

セミナー参加者及び政府全省庁、ドナーに回覧。内務省及び NCDD
の公式ウェブサイト掲載準備中。 

 調査の設計は P/M と協議を重ねて作成し、T/F、モデル州コア研

修講師との共同作業で実施した。 
中央での D＆D 動向については、他ドナーなどの関係者面談等に

より随時フォローし、3 年次より月例報告を行っている。 

・第 2、3 年次業

務完了報告書

・現状調査報告

書（案） 
・PILAC進捗報

告(2008.7.15)
・D&D月例報告

(5) GDLAタスクフォースはD&Dの進捗

状況を調査し、研修ニーズ調査を実施

する。 

①2007.5-6、OJT により GDLA 全局及びプノンペン市、コンポンチ

ャム州で研修ニーズ調査を実施。（地方行政法に対する認識や人材

育成がどのように進められているかを調査） 
②2007.10-11 の T/F ミーティングで第 1 年次の実施研修レビュー 
③第 2 回目の研修ニーズ調査（モデル州 5 州）、研修インパクト調査

を実施(2008.5-6)。 
①～④を通じて、一連の研修ニーズ調査や現状調査を通して D&D
の進捗を調査している。 

・第 1、2、3 年

次業務完了報

告書 
・PILAC進捗報

告（2008.7.15）

(6) GDLA タスクフォースは研修計画を

作成する。 
 

①「GDLA 職員研修（第 1 回）」「トップマネージメントセミナー（第

1 回）」の計画立案 
②研修実施計画作成 W/S (2007.11.21)、研修ニーズ調査マニュアル第

1 回改訂案作成 
③州トレーナーTOT 研修中に研修計画作成(2008.8) 
  全体計画を最初に作成し、各サブグループによって状況に合わせ

た調整を自主的に行えるように促した。 
④研修計画策定 

・第 1、2、3 年

次業務完了報

告書 
 

(7) GDLA タ ス ク フ ォ ー ス は 研 修

Methodology を選定する。 
①「GDLA 職員研修（第 1 回）」「トップマネージメントセミナー（第

1 回）」の研修 Methodology を確定 
②「GDLA 職員研修（第 2 回）」「全州選抜職員研修（第 1 回）」の研

修 Methodology を確定 
③「モデル州研修（第 1 回）」の研修 Methodology を確定 
④研修 Methodology を確定 

 

(8) GDLA タスクフォースは研修カリキ

ュラムを作成する。 
①「GDLA 職員研修（第 1 回）」「トップマネージメントセミナー（第

1 回）」の研修カリキュラムを作成 
②「GDLA 職員研修（第 2 回）」「全州選抜職員研修（第 1 回）」の研

修カリキュラムを作成 
③「モデル州研修（第 1 回）」の研修カリキュラムを作成、「トップ

マネージメントセミナー（第 2 回）」の研修カリキュラムについ

て PT と協議開始 
④研修カリキュラム作成 

・第１年次業務

完了報告書 

(9) GDLA タスクフォースは研修教材を

作成する。 
①「GDLA 職員研修（第 1 回）」「トップマネージメントセミナー（第

1 回）」用教材作成 
②「GDLA 職員研修」第 2 年次用教材（改訂版）完成 
③研修教材(地方行政法)作成準備研修(2008.6.24)、OJT、リフレッシ

ュ W/S(2008.8)などを通じ地方行政法を紹介する教材作成。 
 W/S で教材作成手順を専門家が説明した後、各サブグループが担

当講義の研修教材を準備できるよう個別に支援した。  
④研修教材作成 

・第1、2、3 年次

業務完了報告

書 
・PILAC進捗報

告(2008.7.15)

(10) GDLA タスクフォースは 1-1-B で育

成されたコア研修講師と研修教材を

①「GDLA 職員研修（第 1 回）」「トップマネージメントセミナー(第
1 回)」実施。（トップマネージメントセミナーでは研修教材のみ

・第 1、2 年次業

務完了報告書
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活用して中央・州レベルにおいて研修

を運営する。 
を活用し、コア研修教師は活用していない。） 

②「GDLA 職員研修(第 2 回)」「全州選抜職員研修(第 1 回)」実施。

③「トップマネージメントセミナー（第 2 回）」、「GDLA 職員研修(第
3 回)」、「州講師養成研修(TOT)」、「モデル州研修（実施中）」実

施。（トップマネージメントセミナーではコア研修講師は活用し

ていない。） 
④「トップマネージメントセミナー（第 3 回）」実施。 

・PILAC進捗報

告(2008.7.15)

(11) GDLA タスクフォースは研修のモニ

タリングを行い、研修の内容及び運営

管理を改善する。 

①～④を通じて GDLA T/F の実施する全ての研修において質問票調

査や研修前後試験等が実施されている。 
②フェーズ 1 の活動レビューW/S (2007.10.17-18)、GDLA 職員研修

（第 1 回）報告書作成、全州選抜職員研修報告書作成 
③「トップマネージメントセミナー(第 1 回)」「全州選抜職員研修(第

1 回)」のインパクト調査を実施。T/F に調査手法を説明後、各サ

ブグループがモデル州の研修参加者にインタビューを行なった。

③フェーズ 3 の活動レビューW/S（2009.2）開催 
（④T/F 及びコア研修講師に対し、トップマネージメントセミナー

（第 3 回）の結果を踏まえ、各州の 5 ヵ年計画、3 ヵ年ローリン

グプラン、年間計画の作成レビューを含めた研修の M&E に関す

る研修を実施する予定。） 

・研修実施報告

書 
・第 3 年次業務

完了報告書 
・第 4 回 JCC 資

料 
・2－3月業務実

施報告 
 

 
 

 

表付 4-2-2 成果 1-1 に関わる活動実績 ＜B:コア研修講師> 
活動 実施状況 情報源 

(1) 内務省及び JICA 専門家は、研修講師

候補者の経験及びバックグラウンド

に基づいて適正な人材をコア研修講

師として中央と州から選定する。 

①21名候補者選定（GDLA T/F10名, GDLA 5名, モデル州各1名, MoI
推薦 GDLA 1 名）（MoI 推薦の 1 名については、GDLA T/F に 1 名

出た欠員の交代であり、定数としては 20 名。） 

・第 1 年次業務

完了報告書 

(2) JICA 専門家はコア研修講師に対して

「TOT（コア研修講師養成研修）」を

実施する。 

①GDLA T/F10 名対象に毎週 Mtg、追加 11 名は GDLA 職員研修（第

1 回）に参加 
②追加 11 名を対象に 2007.12.11-13 W/S, OJT。 
③コア研修講師リフレッシュ研修(2008.8) 
④TOT 実施(2009.6) 

・第 1、2年次業

務完了報告書

・PILAC進捗報

告（2008.7.15）

(3) コア研修講師に「TOT（国別研修 1：
地方行政）」を実施し、JICA 専門家は

それを支援すると共に、フォローアッ

プを行う。 

①2006.10-11 参加 10 名のフォローアップ, 2007.5.27TV 会議、追加選

定 10 名に 2007.7.25 事前オリエンテーション実施 
②2007.10.2-11.11 追加選定の 10 名が参加、研修教材原案作成支援 
③2008.9.30-11.9 10 名 (GDLA3 名、モデル州 5 名、経済財務省 1 名、

国家公務員庁 1 名) 
本邦研修に際し、内務省と協議相談の上、JICA 専門家が情報・意

見提供の上、本邦研修に参加。帰国後研修教材の見直し等を支援。

③日カの地方行政サービス現状比較のためのフォーマットを事前に作

成、研修参加者に説明すると共に、研修期間中の報告書作成支援。

・第 1、2年次業

務完了報告書

・本邦研修評価

記録 
・PILAC進捗報

告（2008.7.15）

(4) コア研修講師は「TOT（コア研修講

師養成研修）」から習得した知識と経

験を生かして中央・州レベルにおいて

研修を実施する。 

①「トップマネージメントセミナー（第１回）」、「GDLA 職員研修（第

1 回）」(GDLA T/F から 9 名が講師) 
②「GDLA 職員研修（第 2 回）」、｢全州選抜職員研修（第 1 回）｣（コ

ア研修講師候補者が講師） 
③「トップマネージメントセミナー（第 2 回）」、「GDLA 職員研修（第

3 回）」、「州研修講師養成研修(TOT)」、｢全州選抜職員研修（第 2
回）｣「モデル州研修」実施 

④「トップマネージメントセミナー（第 3 回）」実施。 

・第 1、2年次業

務完了報告書

(5) コア研修講師は「TOT（国別研修 1：
地方行政）」から習得した知識と経験

をカンボジアにおける研修の実施及

び地方行政制度の整備に反映させる。 

「地方行政制度の整備に反映させる」活動は具体的にはまだ発生し

ていないが、選挙制度や政治と行政の分離、地方財政改革などに本

邦研修で得た知識を活用したいとの意見があった。又知識を得て制

度整備に関する可能性や選択肢の幅を広げ、地方行政制度の妥当性

を検討する上で比較判断材料として有効であるとの意見があった。

・第 1、2年次業

務完了報告書

・講師 

 

表付 4-2-3 成果 2-1 に関わる活動実績 

活動 実施状況 情報源 
(1) GDLA タスクフォースは、既存の公務員

研修を確認して、内務省地方行政総局職

員に対する研修ニーズ調査を実施する。 

①OJT により研修ニーズ調査を GDLA 全局及びプノンペン市、コン

ポンチャム州で実施。研修受講歴や知識水準を調査。 
③2008.6 研修ニーズ調査実施。 

・第 1 年次業務

完了報告書 
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(2) GDLA タスクフォースは「内務省地方

行政総局、財務総局、大臣官房事務総

局職員に対してカンボジアの D&D 政

策及び地方行政に関する研修」を実施

する。 

①「GDLA 職員研修（第 1 回）」2007.7 実施、計 93 名参加。内容は、

a.カンボジア及び日本の地方行政制度、b. D&D の理論と実践、

c. サブナショナルレベルの民主的発展についての地方行政法、

d. ワンウィンドウサービス 
②「同（第 2 回）」2007.12 実施、 計 96 名(内女性 15 名) 参加、内

務省財務総局や大臣官房事務総局職員も参加。内容は①と同じ。

③同（第 3 回）2008.12 実施 90 名参加。内容は a. カンボジア及び日

本の地方行政制度、b. 地方行政法 
④同（第 4 回）2009.6-7 実施予定。 

・第 1、2年次業

務完了報告書

・第 3 年次実施

計画 

(3) 地方行政にかかる政策、法制度、制

度整備に携わる内務省の高官に対し

て「国別研修 2：トップマネージメン

ト」を実施し、JICA 専門家はそれを

支援すると共に、フォローアップを行

う。 

①2007.2.12-17, 3 名参加、2007/7 の「GDLA 職員研修（第 1 回）」用教

材を改訂、2007.7 の「トップマネージメントセミナー（第 1 回）」で講義

②2008.3.16-22, 3 名参加、参加者選定、研修ニーズ情報提供、準備

作業、実施支援 
③2008.9.28-10.4, 3 名参加、参加者選定、研修ニーズ情報提供、実施支援

③JICA 専門家は、カンボジア地方行政の政策立案や制度整備に効果

を発揮するよう実施時期や研修参加者を選定、研修ニーズに関する

情報を提供し、研修には専門家が 1 名同行、研修報告書作成を支援

した。帰国後は、C/P の要請に応じて日本の地方議会の内規の実例

を紹介したり、日本の地方議会や県庁の組織構造をカンボジアのもの

と比較しながらアドバイスしたりするなどのフォローアップを行った。 

・第 1、2、3 年

次業務完了報

告書 
・本邦研修評価

記録 
 

(4) 「国別研修 2：トップマネージメント」

で習得した知識と経験をカンボジア

の地方行政制度の整備に反映させる。  

具体的な特定の例はないが、帰国研修員からの意見では、地方自

治体での住民に対する行政サービスの質的な面に着目した活動を進

める上で有意義だったとの話があった。 
また、内務省長官はトップマネージメントセミナー、RSA の新人

対象の研修、NCDD の会合などのスピーチで日本の例によく言及さ

れる他、地方行政法などの法案作成にあたり、各国の制度を比較検

討されており、その比較検討対象の一つとして日本の事例が参考に

されているようである。また、しばしば、国別研修 2 が有用であっ

たとの発言がある。 
第③年次研修後、「特に地方行政制度、人材育成制度に関する理解

が深まり、これまでと違った見識も得られたため、これを反映して

いく考えである」「研修で得た知識を用いて自国の地方行政人材育成

制度や規則に改良を加えようと考えている」とのコメントがあった。

・本邦研修フィ

ードバックシ

ート 
・専門家 

 
表付 4-2-4 成果 2-2 に関わる活動実績 

活動 実施状況 情報源 
(1) GDLA タスクフォースは必要に応じ

て外部から研修講師を招き、全州の州

知事または副知事を対象に D&D 政策

及び地方行政に関する「トップマネー

ジメントセミナー」を実施する。 

①2007.7 第 1 回開催、259 名参加（州知事/副知事、市長/副市長、

MoI 幹部職員、NCDD 関連省庁）。 
内容：a. 日本の地方行政制度、b. 日本の公共財政、c. D&D 政策

の進捗、d. サブナショナルレベルの民主的発展についての

地方行政法、e. ケーススタディ：ワンウィンドウサービス、

f. 分権化に伴うアカウンタビリティーと公共サービス。 
③2008.9 第 2 回開催、 287 名参加。 
内容：a. 地方行政法、b. 日本の地方財政、c. カンボジアの地方財政、

d. 日本の人材育成制度、e. カンボジアの地方行政の実態調査

報告 
④2009.6 第 3 回開催。 
内容：a. D&D 概要、b. 地方行政法、c. 内部規則、d. 3 ヶ月間業務計画

・第 1 年次業務

完了報告書 
・PILAC進捗報

告（2008.7.15）
・第 3 年次実施

計画 

(2) GDLA タスクフォースは研修のモニ

タリング評価を行い、次回の「トップ

マネージメントセミナー」の内容及び

運営管理を改善する。 

①トップマネージメントセミナー（第 1 回）」中に質問票調査等を実施。 
②第 1 回セミナー開催約 1 年後にインパクト調査実施。トップマネ

ージメントセミナー実施報告の中で改善点等を報告。 
③①②に基づき、改善して第 2 回セミナー実施。 
 第 2 回セミナー開催中に質問票調査実施。 
④第 3 回セミナー開催中に質問票調査実施。 

・第 1、3年次業

務完了報告書

(3) D&D 推進にかかる州レベルの連携及

び内務省と州レベルの連携を支援す

る。 

①③全州の知事、副知事が参加するトップマネージメントセミナー

において、参加者同士の意見交換の場を設けている。 
②2007.12.中旬～2008.1.中旬地方行政実態調査実施、調査内容に内務

省の視点反映。全州選抜職員研修実施。 
北東州プロジェクトとの連携、合同セミナー開催。 

③モデル州研修、全州選抜職員研修実施。 

・第 1、2、3 年

次業務完了報

告書 
・専門家 
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④全州議員及び議会上級職員研修（トップマネージメントセミナー）実施。

モデル州 5 州では、コア研修講師候補者が州レベルでのコンタク

トパーソンとなっている。 

 

表付 4-2-5 成果 2-3 に関わる活動実績 <A:全州 > 

活動 実施状況 情報源 
(1) GDLA タスクフォースは｢全州の選抜

された地方行政担当職員に対してカ

ンボジアの D&D 政策及び地方行政に

関する研修｣をコア研修講師と研修教

材を活用して内務省（プノンペン）で

実施する。 

②｢全州の選抜された地方行政担当職員向け地方行政研修（第1回）｣, 
2008.1 実施、計 118 名（内 2 名女性）参加。 
内容：a. カンボジア及び日本の地方行政制度、b. D&D の理論及

び実践、c. サブナショナルレベルの民主的発展についての

地方行政法、d. ケーススタディ：ワンウィンドウサービス

③同（第 2 回）2009.1 実施、118 名参加。 
内容：a. カンボジア及び日本の地方行政制度、b. 地方行政法  

・第 2 年次業務

完了報告書 
・第 3 年次実施

計画 

(2) GDLA タスクフォースは研修のモニ

タリング評価を行い、研修の内容及び

運営管理を改善する。 

②「全州選抜職員研修（第 1 回）」の中で質問票調査及び研修前後試

験を実施。また、研修実施約 1 年後にインパクト調査を実施。全

州選抜職員研修報告書を作成し、改善点等を報告。 
③「全州選抜職員研修（第 2 回）」の中で質問票調査及び研修前後試

験を実施。 

・第 2 年次業務

完了報告書 

 
表付 4-2-6 成果 2-3 に関わる活動実績 <B:モデル州> 

活動 実施状況 情報源 
(1) モデル州を選択する。 ①選定基準設定、プノンペン市、シエムリアップ州、シアヌークビ

ル市、コンポンチャム州、バッタンバン州選定。 
・第 1 年次業務

完了報告書 
(2) モデル州から研修講師候補者の経験

及びバックグラウンドに基づいて適

正な人材を州研修講師として選定す

る。 

②選定基準設定、モデル州関係者と協議 
③2008.7 に州研修講師候補者選定依頼の公式文書を GDLA よりモ

デル州に送付。TOT 実施中の試験結果に基づき適切な人材 21 名

を選定。 

・第 2 年次業務

完了報告書 
・内務省への講

師選定結果報

告 
(3) GDLA タスクフォースはモデル州に

おいて州研修講師に対して「TOT（モ

デル州研修講師養成研修）」をコア研

修講師により実施する。 

③プノンペン市にて州研修講師養成研修実施(2008.8.25-28) 30 名×1
回 

・PILAC進捗報

告（2008.7.15）
 

(4) GDLA タスクフォースの運営により、州研修

講師は「モデル州の州事務所及び郡事務所

の地方行政担当職員に対して D&D 政策及

び地方行政に関する研修」を実施する。 

③2008.9-12 実施、5 州で 497 名参加。 
内容：カンボジア及び日本における地方行政制度、地方行政法 

各州の州研修講師が主体となって州研修講師を務め、必要に応じ

てコア研修講師が補完した。 

・PILAC進捗報

告（2008.7.15）
・第 3 年次実施

計画 
(5) GDLA タスクフォースは研修のモニ

タリング評価を行い、研修の内容及び

運営管理を改善する。 

③質問票調査実施。 ・第 3 年次実施

計画 

 
表付 4-2-7 成果 2-4 に関わる活動実績  

活動 実施状況 情報源 
(1) GDLA タスクフォース、コア研修講師及び選

抜された州研修講師は、衆議院を対象

とした D&D 政策、地方行政法及び関連

するガイドラインや政令規則についての

トップマネージメントセミナーを組織する。 

④トップマネージメントセミナー開催。 専門家 
T/F 

(2) GDLA タスクフォースと JICA 専門家は、セミ

ナーのモニタリング・評価を行い、将来の

トップマネージメントセミナー改善のた

めにフィードバックを行う。 

④セミナー中に質問票調査実施、セミナー後モニタリング・評価調

査実施予定。 
専門家 
T/F 
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表付 4-2-8 活動実施実績（2007.1~2009.7）（1/2） ( )

1-1

A
P
A

P

A

P

A

P

A

P

A
P
A
P
A
P
A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P
A

P

A

P

(4) コア研修講師は「TOT（コア研修講師養成研修）」から習
得した知識と経験を生かして中央・州レベルにおいて研
修を実施する。 ○

コア研修講師に「TOT（国別研修1：地方行政）」を実施
し、JICA専門家はそれを支援すると共に、フォローアップ
を行う。

○
コアトレーナー候補者が参加する本邦研修1：地方行政の研修内容に関して、JICAと内務省との緊密な協議に基づき、JICA専門家か
ら提案がなされた。JICA専門家1名が研修参加者支援のため本邦研修に同行した。本邦研修から帰国後、JICA専門から研修参加者
に対し、プロジェクトの一環として実施される研修教材のレビュー及びアップデートの支援がなされた。

特になし

特になし

コアトレーナー候補者は研修を実施した。

第1年次  トップマネージメントセミナー、GDLA職員研修
第2年次  GDLA職員研修、全州選抜職員研修
第3年次  トップマネージメントセミナー、GDLA職員研修、全州選抜職員研修、モデル州研修

第4年次  トップマネージメントセミナー

特になし

(5) コア研修講師は「TOT（国別研修1：地方行政）」から習得
した知識と経験をカンボジアにおける研修の実施及び地
方行政制度の整備に反映させる。

○
GDLAタスクフォース及びコアトレーナー候補者は、活動1－1の実施を通じて、地方行政制度に貢献した。

特になし

○

第1年次  定期ミーティングやOJTを通じて、GDLAタスクフォース10名がコアトレーナーとして養成された。
第2年次 新しく選抜された10名のコアトレーナー候補者が本邦研修１（2007.9-10)に参加した。
第3年次 GDLAタスクフォースメンバー及びコアトレーナーに対して、2008年8月にリフレッシュワークショップが開催された。

第4年次 GDLAタスクフォースメンバー及びコアトレーナーに対して、2009年6月に講師養成研修が実施された。

(1) 内務省及びJICA専門家は、研修講師候補者の経験及
びバックグラウンドに基づいて適正な人材をコア研修講
師として中央と州から選定する。

○
内務省とJICA専門家との協議を通じて、コア研修講師候補者が選定された。

特になし(2) JICA専門家はコア研修講師に対して「TOT（コア研修講
師養成研修）」を実施する。

(3)

特になし

＜コア研修講師＞

(11) GDLAタスクフォースは研修のモニタリングを行い、研修
の内容及び運営管理を改善する。

○

(7) GDLAタスクフォースは研修Methodologyを作成する。
○

(8)

(10) GDLAタスクフォースは1-1-Bで育成されたコア研修講師
と研修教材を活用して中央・州レベルにおいて研修を運
営する。

GDLAタスクフォースはJICA専門家の支援の下、プロジェクトの一環として実施された研修のモニタリング・評価を実施した。
第1年次 トップマネージメントセミナー (質問票調査及びインパクト調査), GDLA職員研修 (質問票調査、研修前後試験)
第2年次 GDLA職員研修 (質問票調査、研修前後試験), 全州選抜職員研修 (質問票調査、研修前後試験、インパクト調査)
第3年次 トップマネージメントセミナー (質問票調査), GDLA職員研修 (質問票調査、研修前後試験), 全州選抜職員研修 (質問票調

査、研修前後試験), モデル州研修 (質問票調査、研修前後試験)
第4年次 トップマネージメントセミナー (質問票調査)

(9) GDLAタスクフォースは研修教材を作成する。

○

第1年次 GDLAタスクフォースはJICA専門家の支援の下、GDLA職員研修及び全州選抜職員研修用の研修教材を作成した。作成さ
れた研修教材は(1) カンボジア及び日本の地方行政制度 (2) D&D理論と実践 (3) 民主的地方開発のための地方行政法、の3セッ

ション分である。
第3年次  GDLAタスクフォースは、GDLA職員研修、全州選抜職員研修、モデル州研修用の研修教材を作成した。この教材はトップ

マネージメントセミナーにも使用可能である。作成された研修教材は(1) カンボジア及び日本の地方行政制度とD&D政策 (2) 地方行
政法Ⅰ－評議会制度 (3) 地方行政法Ⅱ－評議会委員会と知事会　(4)地方行政法3－実施プロセスその他、の4セッション分である。

第4年次 GDLA タスクフォースは、トップマネージメントセミナー用の研修教材を作成した。作成された研修教材は、(1) 地方行政法
(2)内部規則 (3)3ヶ月間の業務計画、の3セッション分である。

第1年次  GDLAタスクフォースは (1)トップマネージメントセミナー (2) GDLA職員研修を実施した。

第2年次  GDLAタスクフォースは(1) GDLA職員研修 (2) 全州選抜職員研修を実施した。
第3年次 GDLAタスクフォースは (1)トップマネージメントセミナー (2) GDLA職員研修 (3) 全州選抜職員研修 (4) モデル州研修を実施

した。
第4年次 GDLAタスクフォースは トップマネージメントセミナーを実施した。

特になし

特になし

○

第2年次 GDLAタスクフォースはJICA専門家の支援の下、2007年11月に内務省下の州・郡レベルの地方行政実態調査Ⅰを開始、
2008年3月に終了した。
第3年次 地方行政実態調査報告書Ⅰのドラフトが2008年9月開催のトップマネージメントセミナーで発表された。 GDLAタスクフォース

はJICA専門家の支援の下、2008年5月に人事管理に関する地方行政実態調査Ⅱを開始、2009年5月に終了した。
第4年次 GDLAは地方行政実態調査報告書Ⅰ及びⅡ最終版を発行、2009年6月開催のトップマネージメントセミナーで首都・州評議
員及び知事会に回覧した。また、政府全省庁及びドナーにも回覧され、現在、内務省及びNCDDのウェブサイトへのアップロード手続
き中である。

特になし

特になし

○

第1年次  GDLAタスクフォースはJICA専門家と共に研修計画、研修方法論、研修カリキュラムを作成した。

第2年次  キックオフワークショップ(2007.10.17-18)で研修コースの概要をつかんだ後、GDLAタスクフォースはJICA専門家の支援の
下、研修計画、研修方法論、研修カリキュラムを作成した。

第3年次  GDLAタスクフォースは2008年7月に研修コース概要を確定させ、2008年8月に研修方法論、研修教材、研修カリキュラムを
作成した。

第4年次 GDLAタスクフォースは、JICA専門家と共に研修計画、研修方法論、研修教材、研修カリキュラムを作成した。

(5) GDLAタスクフォースはD&Dの進捗状況を調査し、研修
ニーズ調査を実施する。 ○

第1年次 GDLAタスクフォースはJICA専門家の支援の下、2007年5～6月に第1回研修ニーズ調査を実施した。

第2年次 GDLAタスクフォースはJICA専門家の支援の下、2008年5～6月に第2回研修ニーズ調査を実施した。
第1～4年次 GDLAタスクフォースは、一連の研修ニーズ調査及び現状分析を通じて、D&Dの進捗を調査してきた。

特になし

(4) JICA専門家はD&D政策、地方行政及び人材育成制度
についての現状を調査し、
GDLAタスクフォースにフィードバックする。

(3) JICA専門家はGDLAタスクフォースメンバーに対して研
修運営管理についての研修を実施する。

○

第1年次  研修運営に関するGDLAタスクフォースとの定期ミーティングが2007年4～6月に計12回開催された。
第2年次 GDLAタスクフォースを対象に研修運営に関する3つのワークショップが開催された。 (1) キックオフワークショップ (2007.10.
17-18); (2) 研修準備・評価ワークショップ (2007.11.21); (3)レビューワークショップ (2008.1.25)
第3年次  GDLAタスクフォースを対象に研修運営に関する3つのワークショップが開催された。 (1) キックオフワークショップ
(2008.5.21); (2)研修教材作成ワークショップ (2008.6.21); (3)レビューワークショップ (2009.1.30)
第4年次 GDLAタスクフォースを対象に研修運営に関するキックオフワークショップが開催された。 (2009.5.5)

GDLAタスクフォースメンバーの何人かは
様々な理由により第3年次の研修やワーク
ショップに参加できないことがあった。

2008年7月に状況をプロジェクトマ
ネージャーに報告。今後の対応策に
ついてプロジェクトマネージャーと議
論の必要あり。

GDLAタスクフォースは研修カリキュラムを作成する。

(6) GDLAタスクフォースは研修計画を作成する。

課題 対策2007
4-6 7-9 10-12

(2) JICA専門家はGDLAタスクフォースメンバーの研修運営
管理能力についてのベースライン調査を行う。

○

○

(1)

1-3 4-6 7-9

GDLA内の研修能力の高い職員を選別してタスクフォー
スを結成する。

[内務省行政総局（GDLA）タスクフォースがD&Dの進捗状況とニーズに基づいた研修を企画・実施して運営管理を行う。]
＜GDLA タスクフォース＞

○

第1年次 第3年次 第4年次第2年次

特になし

○
2007年4月にGDLAタスクフォースメンバーの研修運営能力を調べるための質問票調査が実施された。主要な質問項目は、 (1)現在

の職位と日常業務内容 (2)過去にかかわったドナー支援プロジェクト (3)学歴及び過去に出席した研修コース (4) 研修運営実施経
験、である。

特になし

1-3 10-12

2008
1-3 4-6 7-9

2009

GDLAタスクフォースが3月に結成され、2007年4月の第1回JCCで承認された。

活動概要
遅れの

有無
(１)

実績 (A)
計画 (P)

活動

10-12
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表付 4-2-8 活動実施実績（2007.1~2009.7）（2/2） 

2-1
A
P
A

P

A

P

A
P

2-2
A

P

A

P

A
P

2-3

A

P

A

P

A
P
A
P
A

P
A

P
A
P

2-4
A

P

A

P

注 １. ○計画通りに実施; △ 若干の遅れ; ×大幅な遅れ

10-12

課題 対策2007 2008 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

第3年次 第4年次
遅れの

有無
(１) 活動概要

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9

活動
実績 (A)
計画 (P)

第1年次 第2年次

GDLAタスクフォースは参加者のセミナーに対する反応を理解するために質問票調査を実施した。

[全州及び首都の州議員及び州議会上級職員が地方行政法及び関連する政令規則について理解する。] (第4年次のみ)
(1) GDLAタスクフォース、コア研修講師及び選抜された州研修講師

は、衆議院を対象としたD&D政策、地方行政法及び関連するガイ
ドラインや政令規則についてのトップマネージメントセミナーを組
織する。

GDLAタスクフォースは第4年次に以下の内容でトップマネージメントセミナーを企画・開催した。

(1) D&D概観

(2) 地方行政法
(3) 内部規則

(4) 3ヶ月間の業務計画

(2) GDLAタスクフォースとJICA専門家は、セミナーのモニタリング・評
価を行い、将来のトップマネージメントセミナー改善のために
フィードバックを行う。

[内務省行政総局職員がD&D政策及び地方行政に関する知識を得る。]
(1) GDLAタスクフォースは、既存の公務員研修を確認して、内務省

行政総局職員に対する研修ニーズ調査を実施する。
○

GDLAタスクフォースとJICA専門家により、研修ニーズ調査及び研修インパクト調査が実施された。この活動は研修運営管理に関す

るOJTの一環として実施された。

JICA専門家により、本邦研修2：トップマネージメントの研修内容に関して提案がなされ、また、フォローアップが行なわれた。JICA専

門家1名が参加者支援のため研修に同行した。

特になし

特になし

特になし

(2) GDLAタスクフォースは「内務省行政総局職員に対してカンボジア

のD&D政策及び地方行政に関する研修」を実施する。

○

GDLAタスクフォースは、第1、2年次にGDLA職員研修を実施した。研修内容は以下のとおり。
(1) カンボジア及び日本の地方行政制度

(2) D&Dの理論と実践

(3) 地方の民主的開発と地方行政法

(4) ケーススタディ: ワンウィンドウサービス

GDLAタスクフォースは第3年次に以下の内容でGDLA職員研修を実施した。

(1) カンボジア及び日本の地方行政制度
(2) 地方行政法

(3) 地方行政にかかる政策、法制度、制度整備に携わる内務省の高
官に対して「国別研修2：トップマネージメントセミナー」を実施し、

JICA専門家はそれを支援すると共に、フォローアップを行う。
○

(1) GDLAタスクフォースは必要に応じて外部から研修講師を招き、

全州の州知事または副知事を対象にD&D政策及び地方行政に
関する「トップマネージメントセミナー」を実施する。

○

(4) 「国別研修2：トップマネージメントセミナー」で習得した知識と経験
をカンボジアの地方行政制度の整備に反映させる。

○

[州知事・副知事がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。]

直接の証拠は特定できないが、本邦研修2:トップマネージメントの有用性について内務省高官がしばしば言及している。 特になし

GDLAタスクフォースは第1年次に以下の内容でトップマネージメントセミナーを企画開催した。
(1) カンボジア及び日本の地方行政制度 (上子教授)
(2) 日本の公共財政 (上子教授)
(3) D&D政策の進捗 (サク・セタ地方行政総局長)
(4) 民主的地方開発と地方行政法 (サク・セタ地方行政総局長)
(5) ケーススタディ：ワンウィンドウサービス (Asia Urbs)
(6) 分権化過程のカンボジアにおける説明責任と公共サービス (Cambodia Development Resource Institute: CDRI)
GDLAタスクフォースは第3年次に以下の内容でトップマネージメントセミナーを企画開催した。

(1) 地方行政法 (サク・セタ内務省長官、レン・ヴィー地方行政総局長、チャムロエン地方行政総局副局長)
(2) 日本の地方財政制度 (木村教授)
(3) カンボジアの地方財政制度 (Excellency Chou Kimleng)
(4) 日本の人事管理制度 (上子教授)
(5) 地方行政実態調査報告書 (加藤専門家)
GDLAタスクフォースは第4年次に以下の内容でトップマネージメントセミナーを企画開催した。

(1) D&D概観

(2) 地方行政法

(3) 内部規則

(4) 3ヶ月間業務計画

特になし

○

GDLAタスクフォースとJICA専門家は第1～3年次に、(1) セミナー終了時の参加者の反応を理解するための質問票調査 (2) セミナー

参加者がセミナーで得た情報や教材を日常業務で如何にどの程度活用しているかについてのセミナー開催約1年後のインパクト調

査、の2種類のモニタリング・評価活動を実施した。 質問票調査の結果は、改善の提言と共にセミナー実施報告書にまとめられてい

る。インパクト調査の結果及び提言も報告書にまとめられている。

第4年次に、GDLAタスクフォースはセミナーに対する参加者の反応を探るために質問票調査を実施した。

特になし

○
プロジェクトの活動全般を通じてGDLAと州・市当局との協力関係が強化されている。例えば、モデル州5州においては、コアトレー
ナー候補者が州レベルでのプロジェクトのコンタクトパーソンになっている。

特になし

[州事務所職員がD&D政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。]（第1～3年次のみ）

(1) モデル州を選択する。
○

GDLAタスクフォースは研修のモニタリング評価を行い、研修の内
容及び運営管理を改善する。

○

GDLAタスクフォースとJICA専門家は、研修参加者の反応を評価するための質問票調査と、内容に関する参加者の理解度を測定す

るための研修前後試験を実施した。 質問票調査及び研修前後試験の結果は、改善の提言と共に研修実施報告書にまとめられてい

る。GDLAタスクフォースとJICA専門家は、研修の1年後に研修参加者が研修で得た情報や教材を日常業務で如何にどの程度活用し
ているかについてのインパクト調査も実施し、結果及び提言をまとめた報告書を作成した。

特になし

＜モデル州＞

モデル州5州が選定され、2007年4月のJCCで承認された。 特になし

○

GDLA タスクフォースは第2年次に全州選抜職員研修を以下の内容で企画・実施した。
1. カンボジア及び日本の地方行政制度

2. D&Dの理論と実践

3. 地方レベルの民主的開発と地方行政法

4. ケーススタディ：ワンウィンドウサービス

GDLA タスクフォースは第3年次に全州選抜職員研修を以下の内容で企画・実施した。

1. カンボジア及び日本の地方行政制度
2. 地方行政法

特になし

2008年8月にコアトレーナー候補者を対象にしたリフレッシュワークショップが開催された。 特になし

(2) GDLAタスクフォースは研修のモニタリング評価を行い、次回の
「トップマネージメントセミナー」の内容及び運営管理を改善する。

(1) GDLAタスクフォースは｢全州の選抜された地方行政担当職員に

対してカンボジアのD&D政策及び地方行政に関する研修｣をコア
研修講師と研修教材を活用して内務省（プノンペン）で実施する。

(2)

(3) D&D推進にかかる州レベルの連携及び内務省と州レベルの連携
を支援する。

＜全州＞

(2) モデル州から研修講師候補者の経験及びバックグラウンドに基づ
いて適正な人材を州研修講師として選定する。

○
2008年7月に、GDLAからモデル5州に対し、州講師候補者選定を依頼する公式文書が送付された。 特になし

(3) GDLAタスクフォースはモデル州において州研修講師に対して

「TOT（モデル州研修講師養成研修）」をコア研修講師により実施
する。

○

(4) GDLAタスクフォースの運営により、州研修講師は「モデル州の州

事務所及び郡事務所の地方行政担当職員に対してD&D政策及
び地方行政に関する研修」を実施する。

○
州講師は第3年次に以下の内容でモデル州研修を実施した。

1. カンボジア及び日本の地方行政制度

2. 地方行政法

特になし

(5) GDLAタスクフォースは研修のモニタリング評価を行い、研修の内
容及び運営管理を改善する。

○
GDLAタスクフォースは第3年次のモデル州研修において、研修参加者の反応を理解するために質問票調査を実施した。 特になし
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表付 4-3-1 成果 1-1 の達成状況 
成果 1-1：内務省地方行政総局 (GDLA)タスクフォースが D&D (Decentralization & Deconcentration、地方分権化・業務

分散化) の進捗状況とニーズに基づいた研修を企画・実施して運営管理を行う。 
指標 達成状況 情報源 

1-1-1 研修教材、モジュール、カリキュ

ラムが GDLA タスクフォースに

より作成される。 

①研修教材、モジュール、カリキュラム作成。 
②①で作成した教材に D&D 改革の進捗状況を反映させて改訂。

③組織法に関する研修教材を作成。 
④組織法に関する研修教材を改訂。内部規則と 3 ヶ月の業務計画

に関する教材を作成。 

専門家 

1-1-2コア研修講師養成研修(TOT)が３

回実施される。 
毎週のミーティング（第 1 年次 20 回）、W/S（2 回）、OJT 方式等

で毎年度実施。 
②コア研修講師候補者に TOT を 1 回実施。 
③コア研修講師候補者に TOT を 1 回実施。（T/F10 名、GDLA5

名、モデル州 5 名 計 20 名） 
④コア研修講師候補者に TOT を 1 回実施。 

・研修記録 
・第 4 回 JCC 資

料 

1-1-3 コア研修講師候補者の 70％以上

がコア研修講師として選定され

る。 

②初めの自己評価：W/S 後 2.0、実際の研修実施後 2.3 (out of 4) 
③リフレッシュ研修中の試験結果により 20 名中 15 名選定。 
最終的な決定は、プロジェクト終了までに講師に対する試験、

研修参加者の研修前後試験結果、研修参加者の講師に対する満足

度によりなされる。 
まだ選定は実施されていない。 

研修中のアン

ケート 

1-1-4 参加者によるコア研修講師の評

価が平均で 8 以上である。 
第 3 年次に行われた全研修においてコア研修講師候補者の評価

は平均 8.5 (out of 10)。 
研修中のアン

ケート 
1-1-5 国別研修 1：地方行政を 30 人が

受講する。 
30 人（内 10 人はプロジェクト開始前） 
③実務者レベルの上級職員対象。州事務所の実務者レベルではト

ップにあたる州事務所官房室長 5 人全員が参加した。 

・研修記録 
・第 3 年次業務

完了報告書 
1-1-6 国別研修 1：地方行政の参加者の

理解度が向上する。 
②目標到達度研修前後比較で伸びが見られる。（平均で 3.5 4.5、

2.8 4.4、2.9 4.5 out of 5 など） 
③目標到達度研修前後比較で伸びが見られる。 

(平均 2.9→4.1 out of 5)。 

本邦研修評価

記録 

1-1-7 国別研修 1：地方行政において研

修教材が作成され、プロジェクト

の研修で用いられる。 

第１回目の研修教材は国別研修１：地方行政で得られた知識を基

に作成された。 
研修教材 

1-1-8 GDLA タスクフォースに研修運

営業務が徐々に移管される。 
①研修準備、実施、モニタリング・評価に関する活動のほとんど

は JICA 専門家の支援の下に行われた。 
②③④JICA 専門家の関与は減少し、T/F はより自立的に活動を実

施している。 
③コア研修講師が研修運営管理に参加する機会を与え、多くのコ

ア研修講師が研修運営管理を経験し、内 2 人は自身が実施した

研修報告書を作成できる技量を身につけるなど、研修運営管理

能力を有する人材層が拡大した。 
③第 3 回 GDLA 職員研修及び第 2 回全州選抜職員研修は T/F の

１サブグループが担当して研修の準備、運営、評価を実施した。

モデル州研修でも各サブグループが１～２州を担当した。この

研修状況から、T/F が自立的に研修を実施できるようになって

きていることが確認された。 

・T/F 及び専門

家からの聞

き取り調査 
・第 3 年次業務

完了報告書 
・2008 年 9 月業

務実施報告

書 

1-1-9 D&D 政策と地方行政に関する現

状報告書が作成される。 
GDLA はカンボジアの州及び郡における地方行政現状調査報告

書（最終版）を作成、2008 年 9 月のトップマネージメントセミ

ナーでプレゼン。2009 年 6 月開催のトップマネージメントセミ

ナー参加者に配布、政府全省庁、ドナーに回覧した。現在、内務

省と NCDD の公式ホームページに掲載する手続き中である。 
D&D動向は随時フォローし、JICAカンボジア事務所に月例報告。

・報告書(最終版)
・月例報告 
・第 3 年次業務

完了報告書 

1-1-10 地方行政人材育成制度の現状

についての報告書が作成される。 
GDLA は GDLA 及び州・郡事務所の組織及び人材育成制度の

現状調査報告書を（最終版）を 2009 年 6 月に作成。第 4 回 JCC
で公表。2009 年 6 月開催のトップマネージメントセミナー参加

者に配布、政府全省庁、ドナーに回覧した。現在、内務省と NCDD
の公式ホームページに掲載する手続き中である。 
作業は、技術移転を目的として、T/F、コア研修講師、専門家

の共同作業で実施された。 

報告書（最終

版） 
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表付 4-3-2 成果 2-1 の達成状況 

成果 2-1: 内務省地方行政総局職員が D&D 政策及び地方行政について理解する。 
指標 達成状況 情報源 

2-1-1 のべ 400 人の GDLA 職員、総務

総局、調達・資金総局職員が

GDLA 職員に対する地方行政研

修に参加する。 

①90 名 ②96 名 ③93 名 のべ計 279 名 
④回目は 2009 年 6-7 月に実施予定。 

研修記録（出席

簿） 

2-1-2 研修前後試験の平均点が 30％改

善する。 
①第 1 回 GDLA 職員研修前後試験 18.8%向上(前 50.5%→後 69.3%)
②第 2 回 GDLA 職員研修前後試験 17.3%向上(前 52.0%→後 69.3%)
③第 3 回 GDLA 職員研修前後試験 19.0%向上(前 41.0%→後 60.0%)
※第 3 年次実施の研修で 30％改善の目標に達しなかったのは

GDLA 職員研修のみである。出席率も全体での平均値 98.5%に

比べ、GDLA 職員研修は 93.0%と低い。 

・研修前後試験

・アンケート 
・専門家 

2-1-3 国別研修 2：トップマネージメン

トにのべ 9 人の職員が参加する。 
3 名×3 回参加済 研修記録 

2-1-4 国別研修 2：トップマネージメン

ト参加者の理解度が向上する。  
①コースの目的が適切であり、非常に有益であったとの回答。 
②目標達成度の研修前後比較で伸びが見られる（平均で 3.3 4.3、

3.0 4.0、3.0 4.0、3.0 4.0 of 5）。コースの目的が適切であり、

非常に有益であったとの回答。 
③研修目標達成度は 4 (out of 5)。より詳細を学びたい部分もあっ

たが、それ以外については有意義であったとの回答。 

本邦研修評価

記録 

2-1-5 国別研修 2：トップマネージメン

ト参加者が研修に携わる。 
①第 1 回トップマネージメントセミナーで講師を務めた。 
②第 2 年次の研修教材作成に協力があった。（地方行政法に関す

るビデオ教材の講師を務めた） 
③研修教材作成のための会議を開催し、改善点に関するコメント

があった他、地方行政法について講義を行った。 
国内での研修活動に積極的な関与がなされた。 

・専門家からの

聞き取り調査

・第 3 年次業務

完了報告書 

 
表付 4-3-3 成果 2-2 の達成状況 

成果 2-2: 州知事・副知事が D&D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 
指標 達成状況 情報源 

2-2-1 全県・市の知事及び副知事がトッ

プマネージメントセミナーに参

加する。 

①総数 167 名中 164 名参加。全参加者数は 259 名。 
（知事は 24 州／市の内 23 から出席、副知事／副市長は全体で

143 名の内 141 名出席） 
③総数 221 名中 215 名参加。全参加者数は 287 名。 
④第 3 回ﾄｯﾌﾟﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰには全州及び首都の知事会メンバー

143 名が参加予定。 

研修記録（出席

簿） 

2-2-2 研修に参加した知事及び副知事

の D&D 政策及び地方行政に関す

る理解度が向上する。 

①第 1 回ﾄｯﾌﾟﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ参加者理解度事項評価 8.27 (out of 10)
③第 2 回ﾄｯﾌﾟﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ参加者理解度事項評価 7.36 (out of 10)
③第１回ﾄｯﾌﾟﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰのインパクト調査では、受講者の

D&D 改革に対する意識が向上し、研修で得た情報や知見が受

講者から他の関係者に共有されていることが確認できた。 

アンケート 
第 3 年次業務

完了報告書 

 

-    -84



 
 

表付 4-3-4 成果 2-3 の達成状況 
成果 2-3: 州事務所職員が D&D 政策及び地方行政体の役割に関する理解を得る。 

指標 達成状況 情報源 
2-3-1 のべ 240 人の州事務所職員が研

修に参加する。 
②118 名 ③118 名  計 236 名 研修記録（出席

簿） 
2-3-2 州職員の研修前後試験の平均点

が 30％改善する。 
②第 1 回全州選抜職員研修前後試験 14.3%向上(前 60％→後 74%)
③第 2 回全州選抜職員研修前後試験 30.0%向上(前 44%→後 75%)
③第１回全州選抜職員研修のインパクト調査では、受講者の

D&D 改革に対する意識が向上し、研修で得た情報や知見が受

講者から他の関係者に共有されていることが確認できた。 

・研修前後試験

・アンケート 
・第 3 年次業務

完了報告書 

2-3-3 合計30名の州研修講師が養成さ

れる。  
③2008.8.25-28 の TOT で 30 名養成。内 21 名が研修前後試験の結

果、州研修講師として推薦された。 

 州レベルの研修のアンケート結果では、州レベル研修講師に対

する研修受講者の評価は平均 8.5 (out of 10)である。 

・州研修講師養

成研修参加者

名簿 
・第 3 年次業務

完了報告書 
2-3-4 州研修講師の研修前後試験の平

均点が 30％改善する。 
26.5%（前 53.1%→後 79.6%） 
※州研修講師の TOT に際しては、通常の研修と異なり、事前に

地方行政法を読むことが求められた。そのため、研修前試験の成

績が通常の州研修より高水準となっている。 

・研修前後試験

・アンケート 
・専門家 

2-3-5 モデル州においてのべ 500 人の

州・郡職員が研修に参加する。 
③497 名（州・市 262 名、郡 235 名） 
 

研修記録（出席

簿） 
2-3-6 州・郡職員の研修前後試験の平均

点が 30％改善する。 
③34%（前 34%→後 69%） 
 

研修前後試験、

アンケート 
 

表付 4-3-5 成果 2-4 の達成状況 
成果 2-4: 全州及び首都の州議員及び州議会上級職員が地方行政法及び関連する政令規則について理解する。 

指標 達成状況 情報源 
2-4-1 州議員全員及び議会上級職員が州

議員を対象としたトップマネージ

メントセミナーに参加する。 

④総数 517 名（議員 374 名、知事及び副知事 143 名） 
評議員 374 名中 368 名参加（出席率 98.4%） 

 

研修記録（出席

簿） 

2-4-2 研修参加者の地方行政法及び関

連政令規則に関する理解が向上す

る。 

第 3 回トップマネージメントセミナー参加者理解度自己評価 
(実施中) 

アンケート 

 
表付 4-4 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標 1:GDLA 職員の研修運営能力が向上する。 
         2:中央レベルおよび州レベルの地方行政に携わる職員の地方行政に関する知識が向上する。 

指標 達成状況 情報源 
1-1 GDLA タスクフォースが研修を自

ら運営できる。 
①自己評価 0.9 ②1.9 ③2.8 (of3) 
*3 段階評価で 3 は「支援なしで自分でできる」段階である。 
ほぼ達成されている。 
③第 3 回 GDLA 職員研修及び第 2 回全州選抜職員研修は、T/F の

１サブグループが担当して研修の準備、運営、評価を実施した。

モデル州研修でも各サブグループが１～２州を担当した。この

研修状況から、T/F が自立的に研修を実施できるようになって

きていることが確認された。 

・レビューシー

トによる自己

評価 
・専門家 
・第 3 年次業務

完了報告書 

1-2 GDLA タスクフォースの研修運営

に対する評価が 8 以上である。 
2008 年の平均値は 8.7 アンケート 

2-1 研修参加者の研修に対する満足度

が 8 以上である。 
第 3 年次の平均は 8.6 アンケート 

2-2 地方行政に関する職員の知識が向

上する。 
第 3 年次に行われた研修の前後試験結果によると、平均で 31.6％
向上している。 

研修前後試験、

アンケート 
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５．C/P への質問票 

 
Questionnaires to GDLA T/F members 

 

1. How do you see the reason of unsatisfactory result of the 3rd training of GDLA officials? 

What countermeasures do you recommend for the 4th training of GDLA officials? 

 

2. Do you see any rooms for improvement in training of training management in terms of 

methodology, for example, frequency of meetings and/or workshops or pre-post test? Do 

you have any fields which you want to learn about more in working for training 

management? 

 

3. Have you been able to manage time allocation for your usual works and tasks as GDLA 

T/F? 

 

4. Based on the result of monitoring of trainings, were feedbacks done appropriately? For 

example, what improvements were made?  

 

5. Are there any problems which left without being discussed? 

 

6. How do you see the factors that largely affected to the implementation of activities and 

achievement of outputs of PILAC? 

 

7. Have you taken any training on training management other than the ones in PILAC in 

these 2-3 years?  

 

8. How do you see the impact of PILAC to D&D reform and NP-SNDD directly or 

indirectly? How do you see the effect of PILAC in raising awareness on the importance of 

establishing system and organization of human resources development for local 

administration? 

 

9. Are internal training on training management being or going to be conducted to officials 

who are not GDLA T/F members in your office?  

 

10. Are there any organizations or systems to keep and update knowledge and skill of trainers 

who were trained in PILAC? Are new trainers being or going to be trained?  
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1. GDLA 職員研修の参加者の不足、向上水準の低さ、第 3 回の終了後試験での理解

度の低さ、モチベーションの低さの原因は何か検討されたか。第 3 回の研修前に

しておくべきだったことはあったか。次回、どんな対策を講じればよいと思うか。 
 

2. 研修企画運営管理に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか。（ミーテ

ィングや W/S の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提

供など。）もっと学んでおきたいことはなかったか。 
 

3. 人事異動、組織改変などの外部要因による影響(兼務による多忙・人の入れ替わり

など)に対応できたか。 
 

4. 研修モニタリングの結果、フィードバックは適切に行われたか。例えば、フィー

ドバックを行なって改善したのはどんな内容か。 
 

5. 課題が話し合われないまま放置されたことはなかったか。 
 

6. 活動実施や成果達成に大きな影響を与えた要因は何か。 
 

7. ここ２～３年内で、PILAC の活動以外に、研修運営に関して他ドナーあるいは

MoI、GDLA、RSA などから研修を受けたことがあるか。 
 

8. プロジェクトが政策や制度形成、D&D 改革や NP-SNDD に影響を与えることがあ

ったか。ありそうか。その他、直接的、間接的にプロジェクトが何らかの影響を

及ぼしたと思われることはあるか。人材育成制度・組織確立の重要性に対する認

識の高まりに寄与したか？ 
 

9. プロジェクト運営管理に関して、GDLA T/F 以外の職員に対し、組織的に独自の

内部研修などが行われているか。行われる予定か。 
 

10. プロジェクトで養成された講師の知識や技術を維持・更新のために継続的に研修

を行なっていく組織や仕組みがあるか。また、新しく講師が養成されているか。

あるいは養成される見込みか。 
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Questionnaires to Provincial Councillor 

 

1. If you did not attend this seminar, have you had any difficulties in working as a councilor? 

If any, what is it? 

 

2. Do you have any ideas on topics to be taught as a matter of higher priority than the topics 

taught in this seminar? If any, what is it? 

 
1. 今後、州評議会議員として仕事をしていく上で、今回のトップマネージメントセ

ミナーに参加しなければできなかっただろう、あるいは失敗しただろう、と思う

ことはあるか。それは何か。 
 

2. 今回のトップマネージメントセミナーの内容以外に、もっと重要で先に学んでお

くべきであると思うことはあるか。 
 
 

Questionnaires to Trainers 
 

1. Do you see any rooms for improvement in training of trainers in terms of 
methodology, for example, frequency of meetings and/or workshops or 
opportunity of lecture simulation? Do you have any fields which you want to 
learn about more as a trainer? 
 

2. Do you have any impeding factors to continue working as a trainer? Will you be 
able to continue working as a trainer? 
 

3. Have you taken any training of trainers other than the one in PILAC in these 
2-3 years? Have you ever spread what you learned in training of trainers of 
PILAC to the other officials in your office? Have you ever shared training 
materials of PILAC with the other officials in your office? 
 

4. How do you see the impact of PILAC directly or indirectly? 
 
1. 講師養成研修に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか。（ミーティン

グや W/S の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提供な

ど。）もっと学んでおきたいことはなかったか。 
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2. 研修に従事することを阻害する重大な要因はないか。今後も講師を続けられそう

か。 
 

3. ここ２～３年内で、PILAC の活動以外に、講師養成研修を受けたことがあるか。

また、あなた自身が職場などでPILACのTOTで学んだことを他の人に伝えたり、

教材を共有したりしたことはあるか。 
 

4. 直接的、間接的にプロジェクトが何らかの影響を及ぼしたと思われることはある

か。 
 
 

Questionnaires to Policy Team  

 

1. Are the recommendations in the reports of Situation Analysis 1 & 2 on local administration 

and human resources development system adopted in NP-SNDD? 

 

2. What is your idea on the policies and systems on human resources development for local 

administration in the future? 

【Medium to Long Term Plan】 

・ Are there any medium to long term roadmap and action plan on human resources 

development for local administration? Or, will they be prepared?  

【Organizations and Funding】 

・ Which organization will implement the trainings for local administration in the 

future? 

・ Is it planned to reorganize existing organizations or establish a new organization in 

charge of human resources development?  

・ Will the funding by Royal Government of Cambodia for human resources 

development for local administration be increased? 

【Core Human Resources Development】 

・ Is there plan to increase the number of trainers and persons who can manage 

trainings? Which organization will be in charge of the task? 

【Utilization of the achievements of PILAC】 

・ How will the skills and abilities of GDLA T/F and trainers acquired through activities 

of PILAC will be utilized after the completion of PILAC?  

・ How will the reports of Situation Analysis 1 & 2 on local administration and human 

resources development system be utilized? Will the recommendations be realized? 
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1. 現状調査での提言が NP-SNDD に反映されているか。 
 

2. 今後の地方行政人材育成の体制はどうなるか。 
・ 【中長期計画】中長期的な人材育成計画のロードマップとアクションプラン

はあるか、できそうか。策定状況はどうか。数値目標を伴ったものになるか。 
・ 【組織・財源】その具体化策として、どの組織がどの研修を担うか。組織の

再編や新設につながるものか。DoLA や DPV との関係はどうなるか。財源を

どのように確保するか。 
・ 【中核人材育成】今後新たに研修運営管理を担う人材や講師を育てていく計

画はあるか。どの組織がそれを担うか。 
・ 【PILAC 成果の活用】PILAC で養成された GDLA T/F や講師の能力は今後

どのように活かされるか。PILAC の成果（教材やマニュアル、地方行政法冊

子、現状調査報告書、研修運営管理システムなど）はどう活用されるか。 
 
 

Questionnaires to Project Director and Project Manager 

 

1. What is your idea on the policies and systems on human resources development for local 

administration in the future? 

【Policies】 

・ Will the human resources development for local administration be one of the priority 

areas in national policy /program?  

【Medium to Long Term Plan】 

・ Are there any medium to long term roadmap and action plan on human resources 

development for local administration? Or, will they be prepared?  

【Organizations and Funding】 

・ Which organization will implement the trainings for local administration in the 

future? 

・ Is it planned to reorganize existing organizations or establish a new organization in 

charge of human resources development? I heard that a draft for the establishment of 

a new organization was submitted to Council of Ministers for approval. What is its 

outline? Normally, how long does it take to be discussed and processed? 

・ Will the funding by Royal Government of Cambodia for human resources 

development for local administration be increased in the future? 

【Core Human Resources Development】 

・ Is there plan to increase the number of trainers and persons who can manage 

trainings? Which organization will be in charge of the task? 
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【Utilization of the achievements of PILAC】 

・ How will the skills and abilities of GDLA T/F and trainers acquired through activities 

of PILAC will be utilized after the completion of PILAC?  

・ How will the reports of Situation Analysis 1 & 2 on local administration and human 

resources development system be utilized? Will the recommendations be realized? 

 

2. I heard that the details on five-year/three-year rolling plans are not decided yet. How do 

you think the difference from the existing five-year plan? 

How do you see the expected level of trainings on development planning in the future? 

 

3. In the course of ongoing D&D reform, have PILAC affected to policy/system formulation? 

If any, what are they and how, to what extent? 

 
 

1. 今後の地方行政人材育成の方針や体制はどうなるか。 
【方針】地方行政にかかわる人材育成に関する政策方針に大きな変更はないか。

国家政策やプログラムの中でどのように位置づけていくか。 
【中長期計画】中長期的な人材育成計画のロードマップとアクションプランはあ

るか、できそうか。策定状況はどうか。数値目標を伴ったものになるか。 
【組織・財源】その具体化策として、どの組織がどの研修を担うか。組織の再編

や新設につながるものか。DoLA や DPV との関係はどうなるか。財源をどのよう

に確保するか。 
【中核人材育成】今後新たに研修運営管理を担う人材や講師を育てていく計画は

あるか。どの組織がそれを担うか。 
【PILAC 成果の活用】PILAC で養成された GDLA T/F や講師の能力は今後どの

ように活かされるか。PILAC の成果（教材やマニュアル、地方行政法冊子、現状

調査報告書、研修運営管理システムなど）はどう活用されるか。地方行政実態調

査報告書の提言は実現されるか。 
 

2. 州評議員の計画策定に関する経験・知識の有無の現状をどうとらえているか。今

後、開発計画について研修を実施していく中で、どのようなレベルのものが必要

であると想定しているか。 
 

3. D&D 改革が進行している中で、プロジェクトが政策や制度形成に影響を与えるこ

とがあったか。具体的な例としてはどのようなものがあるか。 
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６．主要面談協議録 

表 付 6-1 
No. 協議相手 所属・役職 日時 場所 

1 Mr. Lim Sokto  
 

Core Trainer, PILAC 
Chief of Personnel Office, Dep. of Personnel and 
Vocational Training, GDLA, MoI 

6 月 22 日（月）
9:20-9:50 
 

プノンペンホテル
 

2 Ms. Lay Onry  
 

Chief of Framework Office, Dep. of Personnel and 
Vocational Training, GDLA, MoI 
Coordinator, PILAC 

6 月 22 日（月）
10:20-11:10 

プノンペンホテル
 

3 Mr. Chhin Seng Nguon  
 

Deputy Director of Department, DoLA, GDLA, 
MoI 
GDLA Task Force, PILAC 

6 月 22 日（月）

11:20-12:15，
14:30-15:30 

プノンペンホテル
 

4 Mr. So Munyraksa  
 

Deputy Director of Department, Dep. of Political 
Affairs, GDLA, MoI 
Deputy Head of Policy Team/ Chief of Human 
Resources Development and Information Unit, 
Policy Team, NCDDS  
Coordinator, PILAC 

6 月 23 日（火）
8:00-9:00 
 

プノンペンホテル
 

5 Mr. Prak Vannarith 
 

Chief of Office of Foreign Affairs, Dep. of 
Political Affairs, GDLA, MoI 
Human Resources Development and Information 
Unit, Policy Team, NCDDS 
Coordinator, PILAC 

6 月 23 日（火）
9:20-9:50, 
10:05-10:30 
 

プノンペンホテル
 

6 Mr. Chou Mengchan  
 

Phnom Penh City Hall  
Core Trainer, PILAC 

6 月 23 日（火）
14:00-15:00 

プノンペンホテル
 

7 H.E.Sak Setha  
 

Secretary of State, MoI, Permanent Member, 
NCDD, Chairperson, NCDDS 
Project Manager, PILAC 

6 月 23 日（火）
17:20-19:30 

内務省長官室
 

8 州評議員（5 名） 
（各個別インタビュー） 

Kandal 州 2 名、Preah Vihear 州、Sihanouk Ville
州、Banteay Mean Chey 州各 1 名 

6 月 24 日（水）
13:00-14:00 

プノンペンホテル
 

9 H.E. Ev Bunthol Deputy Director General, GDLA  
Director, Dep. of Personnel and Vocational 
Training, GDLA, MoI  
Head of Policy Team, NCDDS 

6 月 24 日（水）
15:25-16:00 

プノンペンホテル
 

10 H.E. Prum Sokha  
 

Secretary of State, MoI, Member, NCDD, 
Chairperson, sub-committee of function and 
power, NCDD 
Project Director, PILAC 

6 月 24 日（水）
17:50-18:30 

プノンペンホテル
 

H.E. Sak Setha  
 

Secretary of State, MoI, Permanent Member, 
NCDD, Chairperson, NCDDS 
Project Manager, PILAC 

H.E. Leng Vy  Director General, GDLA, MoI 
H.E. Ngan Chamroeun Deputy Director General, GDLA, MoI,  

Director, Programme Support Unit, NCDDS 

11 

H.E. Ev Bunthol  Deputy Director General, GDLA  
Director, Dep. of Personnel and Vocational 
Training, GDLA, MoI  
Head of Policy Team, NCDDS 

6 月 25 日（木）
10:10-12:00 
 

内務省長官室
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協議録 1 

日 時：2009 年 6 月 22 日（月）9:20-9:50 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：Mr. Lim Sokto (Core Trainer, PILAC / Chief of Personnel Office, Dep. of Personnel and 

Vocational Training, GDLA, MoI) 

 

Q1：講師養成研修に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか（ミーティングや W/S

の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提供など）。もっと学んで

おきたいことはなかったか。 

A1：以前、DPV は、研修教材作成が半分くらいしかできていなかった。PILAC では、研修教材

や参考資料が十分に提供された。研修教材やレクチャーノート、ファシリテーションワーク

ショップで配布されたファシリテーションマニュアルなどの教材は、非常に重要である。 

また、各種ワークショップや、TOT、ミーティング、州職員に対する研修のモデルレクチ

ャーなどが行われた。これらの活動を通じて、地方行政法についての知識を得、また、モデ

ルレクチャーを通じて、互いに講義を改善し合った。このような練習、実践の場が非常に役

立った。 

もっと学びたいこととしては、まず、組織として、内務省下に研修専門の局が設立される

べきである。そして、その局には研修教材や予算措置が十分にあるべきである。内務省は、

PILAC を続けてほしい。どのようにして、中央レベル及び州レベルで人材育成のための機関

を設立・運営するかを教えてほしい。 

個人としては、よい研修を提供するための一般的な知識、研修運営をもっと学びたい。

また、本邦研修などを通じて日本の地方行政改革についてもっと学び、カンボジアの改革に

役立てたい。自治大学校や市町村アカデミーのような日本の地方行政に関する専門の研修機

関からより質の高い知識を得たい。特に、地方財政や開発計画、人材育成などについて学び

たい。また、教材の改善やどのように研修を実施するか、Self Confidence などについて支援

してほしい。 

 

Q2：研修に従事することを阻害する重大な要因はないか。今後も講師を続けられそうか。 

A2：特に問題はない。上司からの指示があれば行くし、内務省長官からの公式レターがあれば上

司も反対しない。 

 

Q3：ここ 2～3 年内で、PILAC の活動以外に、講師養成研修を受けたことがあるか。また、あな

た自身が職場などで PILAC の TOT で学んだことを他の人に伝えたり、教材を共有したりし

たことはあるか。 

A3：講師をした経験としては、保健省が州レベルの保健省の事務所で D＆D について研修を実施

する際に、地方行政法について講義をした。PILAC でも、モデル州の州職員に対する研修で

講師を務めた。講師の経験をもっとシェアしたい。 
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 他から受けた研修については、国内で他のドナーから研修を受けたことはない。海外での

研修については、日本で 2008 年に一村一品の研修を１ヵ月半受けたことがあるほか、つい

最近、韓国で公共マネージメントについて 15 日間の研修を受けた。 

 

Q4：直接的、間接的にプロジェクトが何らかの影響を及ぼしたと思われることはあるか。 

A4：GDLA は以前よりも研修実施能力を向上させることができた。組織の面でも、人材の面で

も、研修教材も講師も改善された。また、評議員や知事会メンバーが地方行政法について知

識を得ることで、間接的に地方行政が改善された。 

 今後、JICA が州の研修組織の改善に支援してくれることを将来期待している。 

以上 
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協議録 2 

日 時：2009 年 6 月 22 日（月）10:20-11:10 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：Ms. Lay Onry (Chief of Framework Office, Dep. of Personnel and Vocational Training, GDLA, 

MoI / Coordinator, PILAC) 

 

Q1：GDLA 職員研修の参加者の不足、向上水準の低さ、第 3 回の終了後試験での理解度の低さ、

モチベーションの低さの原因は何か検討されたか。第 3 回の研修前にしておくべきだったこ

とはあったか。次回、どんな対策を講じればよいと思うか。 

A1：プノンペンで実施すると、研修場所と職場が近いため、上司に呼び出されたり仕事に戻るた

めに抜け出したりして、研修に集中できない。対策としては、他州で実施することが考えら

れる。 

また、GDLA タスクフォースメンバーが講義をすると、同僚に講義をする格好になり、緊

張感を欠く。GDLA 総局長が講義したら皆恐れてちゃんと聞くのではないか。 
 
Q2：研修企画運営管理に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか（ミーティングや

W/S の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提供など）。もっと学

んでおきたいことはなかったか。 

A2：PILAC の TOT などは、もっと日数が長い方がいい。また、TOT のフォローアップなど、再

度復習するような機会が設けられるといい。 

もっと学びたいことは、タイムマネージメントからプレゼンテーションの仕方まで、研修

スキル全般についてもっと学びたい。 

ADB の支援でこのような研修がある（聞き取り調査では WB とのことであったが、後日

詳細を問い合わせたところ、ADB の支援する CCDP2 の活動の一つで、州及び郡レベルを対

象とした教授法の TOT を実施しており、Ms. Lay Onry は PILAC の関係者であるということ

で、中央レベルの職員ではあるが参加することになった、とのことである）が、少人数しか

参加できず、他のタスクフォースメンバーもみんな出たいと思う。出られれば、講義やプレ

ゼンテーション、Self Confidence などの面を改善できると思う。ADB の研修は PILAC のも

のより日数が長く、より詳細まで教えてくれる。 
 
Q3：本来業務と GDLA タスクフォースとしての業務との時間のやりくりをうまくできたか。 

A3：本来業務と PILAC のミーティングや研修などのスケジュールが重なり、PILAC の活動に出

席できないことがあった。だが、全般的には問題なく業務の調整はできたと思う。 

今後も講師は続けられる。 
 

Q4：研修モニタリングの結果、フィードバックは適切に行われたか。例えば、フィードバックを

行って改善したのはどんな内容か。 

A4：モニタリングはあまり担当していない。 
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Q5：課題が話し合われないまま放置されたことはなかったか。 

A5：問題があればその都度リーダーに言って取り上げてもらったので、ない。ただ、タスクフォ

ースメンバーのインセンティブの問題はあった。 
 

Q6：活動実施や成果達成に大きな影響を与えた要因は何か。 

A6：特段大きな問題はないが、タスクフォースメンバーのうち、何人かは、本邦研修まで行った

にも関わらず、活動に参加しない。 
 

Q7：ここ 2～3 年内で、PILAC の活動以外に、研修運営に関して他ドナーあるいは MoI、GDLA、

RSA などから研修を受けたことがあるか。 

A7：先程言った、ADB の研修に先月 1 週間参加した。その他、ジェンダーの問題についての研

修を受けたこともある。 

昨年、GTZ 支援により、GDLA で研修運営管理について 1 週間の TOT 研修を受け、その

後、州の PLAU へ研修をしに行ったことがある。 
 

Q8：プロジェクトが政策や制度形成、D＆D 改革や NP-SNDD に影響を与えることがあったか。

ありそうか。その他、直接的、間接的にプロジェクトが何らかの影響を及ぼしたと思われる

ことはあるか。 

A8：評議員は地方行政法について理解できたので、地方行政法のスムーズな実施に貢献してい

ると思う。 
 
Q9：プロジェクト運営管理に関して、GDLA T/F 以外の職員に対し、組織的に独自の内部研修

などが行われているか。行われる予定か。 

A9：組織としてではなく、個人として、研修で得たことなどの情報共有をしている。OJT を通

じて、GDLA の新しい職員に対し情報を伝えている。  
 
Q10：講師の知識・能力維持更新のための組織・体制はあるか。新しい講師は養成されているか。 

A10：内務省には、講師の能力を維持するシステムはない。内務省の予算で、DPV が新人研修を

実施しているのみである。新しい講師はドナー支援の各種プロジェクトを通じて養成され

ている。 
 
その他コメント： 

内務省は、PILAC で養成された講師を他のプロジェクトでもっと使うようにすべきである。 
 

以上 
添付資料：ADB の研修内容 
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別添 
Training Schedule 

Time Topics Time Topics 
Day 1 Day 4 

07:30-08:00 Training course introduction 07:30-08:10 Lesson 2.18: Game active learning methods 
08:00-08:30 Lesson 1.1: Adult learning method 08:10-08:40 Lesson 3: General overview of training materials
08:30-09:30 Lesson1.2: Duty and mistake of training 

of trainer 
08:40-09:10 Lesson 3.1: Handouts 

09:30-09:45 Coffee break 09:10-09:35 Lesson 3.2: Slides of presentation 
09:45-12:00 Lesson 1.3: Facilitator skills 09:35-09:50 Coffee break 
12:00-14:00 Lunch break 09:50-12:00 Lesson 3.3: Chart and Poster 
14:00-15:30 Lesson 2.1: Teacher centre methodology 12:00-14:00 Lunch break 
15:30-15:45 Coffee break 14:00-14:30 Playing game 3 
15:45-17:30 Lesson 2.2: Student centre methodology 

or group work 
14:30-15:15 Lesson 3.4: Video 

  15:15-15:45 Lesson 3.5: Materials or material model for 
training 

  15:45-16:00 Coffee break 
  16:00-17:30 Lesson 3.6: Projector 

Day 2 Day 5 
07:30-08:00 Lesson 2.2: Student centre methodology 

or group work (cont.) 
07:30-08:00 Lesson 3.7: Black or White board 

08:00-08:45 Lesson 2.3: Art of explanation 08:00-09:45 Lesson 4: Training preparation 
08:45-09:45 Lesson 2.4: Art of presentation 09:45-10:00 Coffee break 
09:45-10:00 Coffee break 10:00-12:00 Lesson 4: Training preparation (cont.) 
10:00-12:00 Lesson 2.5: Asking questions 12:00-14:00 Lunch break 
12:00-14:00 Lunch break 14:00-14:30 Playing game 4 
14:00-14:10 Playing game 1 14:30-15:45 Lesson 4: Training preparation (cont.) 
14:10-14:40 Lesson 2.6: Using memory aids 15:45-16:00 Coffee break 
14:40-15:15 Lesson 2.7:  The practices which are 

supervised and revised 
16:00-16:30 Lesson 4: Training preparation (cont.) 

15:15-15:30 Coffee break 16:30-17:30 Questions and Answers, and Training program at 
provincial municipal level 

15:30-17:00 Lesson 2.8: Discussion   
17:00-17:30 Lesson 2.9: Role play and simulation’s 

practice 
  

Day 3   
07:30-08:45 Lesson 2.9: Role play and simulation’s 

practice (cont.) 
  

08:45-10:00 Lesson 2.10: Learning for remembering   
10:00-10:15 Coffee break   
10:15-11:00 Lesson 2.11: Learning through reading   
11:00-11:30 Lesson 2.12: Learning through writing 

essay 
  

11:30-12:00 Lesson 2.13: Assignments   
12:00-14:00 Lunch break   
14:00-14:15 Playing game 2   
14:15-15:00 Lesson 2.14: Discovery   
15:00-15:30 Lesson 2.15: Creativity   
15:30-15:45 Coffee break   
15:45-16:15 Lesson 2.16: Learning from experience   
16:15-17:30 Lesson 2.17: Study tour   
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協議録 3 

日 時：2009 年 6 月 22 日（月）11:20-12:15，14:30-15:30 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：Mr. Chhin Seng Nguon (Deputy Director of Department, DoLA, GDLA, MoI / GDLA Task  

Force, PILAC) 

 

Q1：GDLA 職員研修の参加者の不足、向上水準の低さ、第 3 回の終了後試験での理解度の低さ、

モチベーションの低さの原因は何か検討されたか。第 3 回の研修前にしておくべきだったこ

とはあったか。次回、どんな対策を講じればよいと思うか。 

Q3：本来業務と GDLA タスクフォースとしての業務との時間のやりくりをうまくできたか。 

A1・A3：いくつか原因はあるが、重要なのは、GDLA タスクフォースメンバーが内務省のいくつ

かの局から来ていることである。それぞれに本来業務を抱えており、また、メンバーの能力

水準やキャパシティーが異なる。 何人かは簡単に PILAC で教わることを吸収できるが、レ

ベルがばらばらである。プレゼンテーション能力も異なる。また、メンバーがどれだけ積極

的に PILAC の活動に関わるか、という意志次第、というのが弱点である。メンバーによっ

て PILAC の業務と本来業務とのどちらに重点を置くかが変わってくるからである。タスク

フォースメンバーは、PILAC 終了後、将来どうなるのかが明確ではない。新しく局が設立さ

れるのか、今の局のみの仕事に戻るのか分からない。 

DoLA としてコミューン評議会に研修を行っているが、PILAC のスケジュールと重なった

りしたことがある。また、Decree を書いたり、大臣とのミーティングに出席したりしないと

いけないので、タイムマネージメントが難しい。 

個人の利益関心を考えた場合、所属局内での昇進は、上司への対応いかんによるが、PILAC

で働いても何も得られないどころか、本来の仕事が滞ってしまうので、低く評価される。タ

スクフォースメンバーが仮に 1 人欠けても他のメンバーでカバーされるので、局の仕事を優

先するようになってしまう。 

GDLA 職員研修改善のためには、よりよい講師になるために、トレーニングスキルやファ

シリテーションスキルを向上させることが必要である。講師の半分は州から、半分は省から

だが、省の方は過去に研修しているので問題ない。昨年、トレーニングスキルやファシリテ

ーションスキルの研修を実施したが、プノンペンの州講師 2 人しか参加しなかったので、う

まく研修できなかった。講師として、優秀な者もいるが、そうではない者もいる。吸収する

才能の問題である。PILAC に、講師を選抜して、より効率的にするように研修することを提

案する。才能のない者にいくら研修をしても無駄である。PILAC の専門家は、クメール語が

分からないので、よい講師とそうでない講師との見極めがつかない。クメール語を話せるコ

ーディネーターを配置し、講師の選抜を行うべきである。 

 

Q2：研修企画運営管理に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか（ミーティングや

W/S の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提供など）。もっと学
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んでおきたいことはなかったか。 

A2：タスクフォースメンバーは、十分に前もって研修のためのマテリアルを全員が持っている

べきである。研修実施に際して、オリエンテーションが前もってなされないので、誰が何を

するか分からない。クリアなプロセスが分からない。役割分担が研修開始のずっと前から明

確にされていなければならない。 

 

Q4：研修モニタリングの結果、フィードバックは適切に行われたか。例えば、フィードバック

を行って改善したのはどんな内容か。 

A4：研修サイクルの全プロセスは知っているし、自分でできる。PILAC 以前の 2002 年から、コ

ミューンやサンカットの研修運営管理を実施してきている。従来の研修の方式は欧米諸国の

ものであったが、今回、PILAC で日本式の少し異なる方法を学んだ。例えば、報告書の作成

については、以前は要約のみであったが、PILAC 下でより分析的な報告書作成を学んだ。こ

のスタイルは DoLA でも採用した。時間管理や予算管理、教材管理はとても有効であった。

最もよい点は、参考資料をたくさんもらったことであり、これはとても役立つ。 

研修モニタリング結果を受けてのフィードバックの例としては、昼食の時間をきっちりと

るようにスケジュールの調整を行ったこと、高いビルでエレベーターがないと参加者の移動

が大変なので、会場選定の際に気をつけるようにしたこと、等がある。また、よい具体例を

出して参加者に理解してもらわないといけないので、リーダーが出す例をかみくだいて伝え

たり、何人かの参加者からもっと参考資料が欲しいとの意見があったので、渡すようにした

りしたこともある。法律用語も難しいので、教育水準の高くない人にも理解できるように簡

単な言葉で説明するようにしたこともあげられる。プレ・ポストテストの用語も同様である。 

 

Q5：課題が話し合われないまま放置されたことはなかったか。 

A5：研修を担当する局があるべきである。現在、タスクフォースメンバーは、組織としてではな

く、個々人として業務を担っている。局があれば、PILAC 終了後も続けられる。PILAC 終了

後のアサインメントが明確でない。個々人の集団ではなく、組織に焦点をあてれば、より多

くの人に裨益すると思う。今の状態では、PILAC で学んだことを自分の所属する局で利用で

きない状況になっている。 

メンバーが様々な局から来ているので、リーダーが明確でなく、みんな平等な立場になっ

ている。このために、欠席している他のメンバーに PILAC の活動に参加するように強制で

きない。 

PILAC の活動に参加するにあたり、個々のタスクフォースメンバーに公式文書が送られ

るが、時々こなかったり、来ていても PILAC の仕事は局の仕事ではないために、上司が忘

れてしまったりする。そうすると、PILAC のために懸命に働いているのに、上司は知らず、

サボっていると思われるので PILAC の活動に参加する意欲がそがれる。 

ネガティブな要素として、日本の研修に行った 20 人全員が PILAC のために働き続けてい

る訳ではない、ということがある。他のプロジェクトに行ったり、局の仕事のみをしている
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人もいたりする。内務省のリーダーはこれらの人々を罰しないので、モラルハザードが起き

る。 
 

Q6：活動実施や成果達成に大きな影響を与えた要因は何か。 

A6：様々な局からメンバーが集まってきているので組織化が難しい。それでも活動できているの

は、専門家がプッシュしているからである。しかしこのようなやり方は好きではない。専門

家の支援は技術的なものに限るべきでありプッシュしてほしいわけではない。 

PILAC では文書作成や文書管理のスタッフが雇用されており、必要な資料や教材を準備し

たり、保管したり、タイプしたりしてくれる。PILAC が終了したら、このような支援がなく

なってしまう。  

研修参加者がみな積極的に参加しているのは、本当に学びたい、真にニーズのある事項だ

からであると思う。 
 

Q7：ここ 2～3 年内で、PILAC の活動以外に、研修運営に関して他ドナーあるいは MoI、GDLA、

RSA などから研修を受けたことがあるか。 

A7：Australian Center for Education からトレーニングスキルを学んだほか、UNDP のアドバイザ

ーからファシリテーションスキルを OJT で学んだ。 
 

Q8：プロジェクト運営管理に関して、GDLA T/F 以外の職員に対し、組織的に独自の内部研修な

どが行われているか。行われる予定か。 

A8：PILAC で学んだファシリテーションスキルや PILAC の教材は、学びたい人に提供できる。

PILAC の講師はそれほど優れている訳ではなく、2 人は優秀だが、3 人はやる気がない。自

分自身は、スキルはベースとしてたくさん持っているが、なお PILAC の日本のスタイルを

吸収しようとしている。日本のやり方では、詳細は参考文献にゆずるかたちとなっており、

参加者は理解しやすい。印象的なのは、たとえ高官に対してであっても、普通のオフィサー

レベルのファシリテーターが役割上、時間を守るよううながすことである。このような文化

に学びたい。 

同僚には、PILAC を通じて得た多くのこと、特に分析スキルを伝えた。局の中で参加を

要請し、リハーサルをしたりした。PILAC 以前では、局内で関係する人全員を漫然と呼んで

いた。PILAC では、いつ誰が何をするか、全体像やタイムフレームを明確にして研修を実施

しているが、このようなやり方は非常に斬新である。 

以上 
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協議録 4 

日 時：2009 年 6 月 23 日（火）8:00-9:00 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：Mr. So Munyraksa (Deputy Director of Department, Dep. of Political Affairs, GDLA, MoI / 

Deputy Head of Policy Team / Chief of Human Resources Development and Information Unit, 

Policy Team, NCDDS / Coordinator, PILAC) 

 

Q1：現状調査での提言が NP-SNDD に反映されているか。 

A1：国家プログラムはまだ詳細の議論になっていない。国家プログラムにキャパシティーディ

ベロップメントの戦略はあるが、地方実態調査報告書が参照されているかどうかは分からな

い。多少は似ているところがあると思う。中長期的に能力向上をどう支援するか、そのため

の組織をどうするか、は一番重要な問題であり、地方行政実態調査と問題認識は同じである。

こういった項目を国家プログラム作成チームに提言し、内容に盛り込んでいくことになると

思う。国家プログラムは 9 月までに最終版を作成する予定であり、それまでに見つかった事

項をいろいろと議論、訂正していく。 

 

Q2：今後の地方行政人材育成の体制はどうなるか。 

【中長期計画】 

中長期的な人材育成計画のロードマップとアクションプランはあるか、できそうか。策定

状況はどうか。数値目標を伴ったものになるか。 

【組織・財源】 

その具体化策として、どの組織がどの研修を担うか。組織の再編や新設につながるものか。

DoLA や DPV との関係はどうなるか。財源をどのように確保するか。 

【中核人材育成】 

今後新たに研修運営管理を担う人材や講師を育てていく計画はあるか。どの組織がそれを

担うか。 

【PILAC 成果の活用】 

PILAC で養成された GDLA T/F や講師の能力は今後どのように活かされるか。PILAC の成

果（教材やマニュアル、地方行政法冊子、現状調査報告書、研修運営管理システムなど） 

A2：国家プログラム作成後、ロードマップやアクションプランをつくっていくことになるので

はないか。 

評議員の能力向上は必要であり、恐らく政策チームが知事会に対する研修も含めて行うこ

とになる。こういった事項は内務省ではなく NCDD の仕事の一つである。将来的には内務

省が実施することになるだろうと思うが、現段階では明確なことは分からない。 

今後 3～5 年間は中央レベルが人材育成を主導することになるだろう。地方レベルではま

だ無理であると思う。しかし、将来的には地方で人材育成ができるような能力を育てたい。 

研修予算は明確ではない。中央からのプログラムがない限り、地方レベルでの人材育成計
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画はない。 

DPV は、従来、具体的な研修活動をあまり実施してこなかったので、講師になる人材が

不足しており、施設もない。そのため、研修システムをこれからつくっていくことになる。

NCDD は永続する組織ではないので、将来は、研修を担当する部局ができるだろう。その際

に、研修運営管理や講師については、PILAC で育成された人材が基になる。講師や研修運営

管理を担える人材を育成するシステムについては確立されたものがなく、自分自身について

言えば、Learning by Doing でやっている。州、郡レベルの人材育成ユニットの人材が不足し

ており、特に郡レベルで研修を実施するには人手が不足しているため、政策チームの他ユニ

ットや DoLA の人材の協力を得ている。今後、PILAC の人材があちこちで活躍することにな

るだろう。PILAC で研修を実施してきた経験が活かせると思う。PILAC の人材には今後も

協力してもらうことになる。本来は一つの局にまとまって仕事をするのが理想だが、各局に

またがってばらばらになっている。各人、それぞれに本来業務があり、PILAC の活動にあま

り人が集まらないのはよくない。来るメンバーは来るし、来ない人は来ないので、チームと

してあまり揃っていない。  

 

Q3：GDLA 職員研修の参加者の不足、向上水準の低さ、第 3 回の終了後試験での理解度の低さ、

モチベーションの低さの原因は何か検討されたか。第 3 回の研修前にしておくべきだったこ

とはあったか。次回、どんな対策を講じればよいと思うか。 

A3：GDLA 研修の参加者は、トップのレベルから、回を追うごとに低いレベルになる。第 3 回

GDLA 研修参加者は低い職位の人で、吸収力が低かったのではないか。対策としては、第 3

回はタスクフォースとコアトレーナーと分けて研修業務を担当したが、次回は全員で運営に

あたるとよいと思う。講師の質もそれほどよくなかったかもしれない。 

 

Q4：研修企画運営管理に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか（ミーティングや

W/S の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提供など）。もっと学

んでおきたいことはなかったか。 

A4：コアトレーナーの中に、よくできる人とそうでない人がいるので、全員できるように講師の

質を揃える必要がある。そのためにも、PILAC の活動に全員ちゃんと参加してほしい。自分

の担当をきちんとやってほしい。今のやり方には、その厳格さがない。 

 

 

Q5：人事異動、組織改編などの外部要因による影響（兼務による多忙・人の入れ替わりなど）に

対応できたか。 

A5：政策チームの仕事は多いが、PILAC と一緒に活動していたり、同じ能力向上だったりする

ので、多忙ではあるが問題はない。 
 

Q6：研修モニタリングの結果、フィードバックは適切に行われたか。例えば、フィードバックを

行って改善したのはどんな内容か。 
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A6：研修の後にフィードバックのためのミーティングをし、そこで話し合われた内容を参考にし

て次の研修を改善してきた。例えば、講義の内容に具体的な例がないと分かりにくいので、

例をあげるようにしたりした。今回のセミナーに関しては、きちんと質問の時間をとった方

がよい。そうでないと、分からないところを尋ねる機会がない。 

 

Q7：課題が話し合われないまま放置されたことはなかったか。 

A7：一番の課題は、タスクフォースメンバーやコアトレーナー全員がタスクどおりに業務を行う

訳ではないことである。特に今回のトップマネージメントセミナーでは、グループワークの

際のファシリテーター配置を予定したが、ファシリテーター役の全員が出席した訳ではない。

これに対しては、業務命令で活動に参加させるしかないのではないか。この背景にある原因

の一つは、それぞれに本来業務を抱えていることだが、しかし、これとて状況は皆同じであ

る。 

 

Q8：活動実施や成果達成に大きな影響を与えた要因は何か。 

A8：先述のように、必ずしも全員がきっちり活動に参加しないことである。  

 

Q9：ここ 2～3 年内で、PILAC の活動以外に、研修運営に関して他ドナーあるいは MoI、GDLA、

RSA などから研修を受けたことがあるか。 

A9：特段ない。政策チームの活動計画に対しては、トップマネージメントセミナー（オリエンテ

ーションセミナー）後に予算がつけられると思うので、今後も何らかの研修は受けられるだ

ろう。 

 

Q10：職場などで PILAC の活動を通じて学んだことを他の人に伝えたり、教材を共有したりした

ことはあるか。 

A10：研修準備・企画などを含め、個人としてではなく、組織的に、内部研修実施の際に政策チ

ームメンバーに教えた。また、政策チーム内で TOT をしたり、知識や教材を広めたりした。

PILAC のおかげで、政策チームに対してインプットができたと思う。同僚を積極的に巻き

込むようにしている。  

以上 
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協議録 5 

日 時：2009 年 6 月 23 日（火）9:20-9:50, 10:05-10:30 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：Mr. Prak Vannarith  

(Chief of Office of Foreign Affairs, Dep. of Political Affairs, GDLA, MoI / Human Resources 

Development and Information Unit, Policy Team, NCDDS / Coordinator, PILAC) 

 

Q1：GDLA 職員研修の参加者の不足、向上水準の低さ、第 3 回の終了後試験での理解度の低さ、

モチベーションの低さの原因は何か検討されたか。第 3 回の研修前にしておくべきだったこ

とはあったか。次回、どんな対策を講じればよいと思うか。 

A1：参加者側の原因としては、研修内容があまり仕事と関係のない内容で、単に上司から命令さ

れて出席しただけと考えられる。運営側の原因として、講師の質もよくなかった。  

対策を他のメンバーと議論したが、地方行政法はもうみんな知っていてこれ以上取り上げ

る必要はないと思う。教材についても、シニアオフィサーは皆、よく知っている内容だった。

別のトピックで、あるいは別の参加者に対して実施すれば、参加者の満足度も高いのではな

いか。 

 

Q2：研修企画運営管理に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか（ミーティングや

W/S の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提供など）。もっと学

んでおきたいことはなかったか。 

A2：PILAC の方法論は、満足のできるものである。ただ、各々のタスクフォースメンバーやコ

アトレーナーのコミットメントが問題である。PILAC の活動のためにどれだけの時間を割く

か、まちまちである。メンバーは様々な局から来ており、皆、本来業務を抱えて、毎日の仕

事があるので、全員が PILAC の活動に参加できている訳ではない。 

 

Q3：人事異動、組織改編などの外部要因による影響（兼務による多忙・人の入れ替わりなど）に

対応できたか。 

A3：役割はたくさんあるが、同僚もいるので、できるだけ他の人に仕事を任せるようにしてい

る。新人を採用して、仕事を任せられればそれでよい。一定のフォーマットに基づいて仕事

をしているので、同僚に教えることはそれほど難しくはない。NCDDS メンバー、政策チー

ムとしての仕事は忙しいが、要はコミットメントの問題である。GDLA タスクフォースメン

バーのコミットメントの程度は人によって違う。 
 

Q4：研修モニタリングの結果、フィードバックは適切に行われたか。例えば、フィードバック

を行って改善したのはどんな内容か。 

A4：100％関与した訳ではないが、研修運営サイクルは一通り経験した。例としては、インパク

トサーベイを行った結果、州評議会議員や知事会に対し、いい機会に研修を実施できた。 

 

-     -104



 
 

Q5：課題が話し合われないまま放置されたことはなかったか。 

A5：インセンティブの問題に関して、JICA の方針は厳しすぎる。もっと柔軟でよいのではない

か。タスクフォースメンバーの給料は十分ではなく、PILAC の活動に時間を割いているのだ

から、サラリーインセンティブがあってよいと思う。 

 

Q6：活動実施や成果達成に大きな影響を与えた要因は何か。 

A6：インセンティブの問題は重要である。また、メンバーが別々の局から来ていることも大きく

作用した。DoLA から来ているメンバーは、研修が本来業務だからよいが、必ずしもそうで

ないメンバーもいる。また、講師としての経験はあっても、パソコンのできないメンバーも

おり、そうすると他のメンバーに負担がかかる。 

 

Q7：ここ 2～3 年内で、PILAC の活動以外に、研修運営に関して他ドナーあるいは MoI、GDLA、

RSA などから研修を受けたことがあるか。 

A7：DoLA 主催で、コンポントム州で 5 日間の研修を受けた。 

 

Q8：プロジェクトが政策や制度形成、D&D 改革や NP-SNDD に影響を与えることがあったか。

ありそうか。その他、直接的、間接的にプロジェクトが何らかの影響を及ぼしたと思われる

ことはあるか。人材育成制度・組織確立の重要性に対する認識の高まりに寄与したか？ 

A8： D&D の推進に貢献した。PILAC から得た情報やデータも多い。NCDDS はカスケード方式

を PILAC に習って採用したし、PILAC の教材も NCDDS で多く使われている。昨日のオリ

エンテーション（トップマネージメント）セミナーの D&D や内部規則のプレゼンテーショ

ンは、PILAC の教材と同じものを使っている。郡レベルでの研修でも、PILAC と同じ講師を

使っている。 

人材育成の重要性の認識向上にも貢献した。従来、研修を実施するための人はいたが、シ

ステムや予算がなかった。PILAC は、これらの実現に向けてスタートをきるきっかけとなっ

た。 

 

Q9：職場などで PILAC の活動を通じて学んだことを他の人に伝えたり、教材を共有したりした

ことはあるか。 

A9： PILAC から得たものだけでなく、他から得たものもふくめ、いつも職場で共有、普及するよ

うにしている。例えば、コンポントム州での研修の内容や、PILAC で学んだ OJT スタイル

などである。今では、部下は分からないことがあったら電話して尋ねてくる。しかし、全員

がこのようにしている訳ではないし、他の局では様子は違うと思う。OJT 自体は以前からあ

ったが、その重要性を十分に認識していなかった。 
 

Q10：プロジェクトで養成された講師の知識や技術を維持・更新のために継続的に研修を行って

いく組織や仕組みがあるか。また、新しく講師が養成されているか。あるいは養成される

見込みか。 
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A10：上層部の考えによる。DPV に内部研修システムはあるが、新人研修のみである。NCDDS

でも、同様のメカニズムを持っている。しかし、予算の問題がある。 

 

その他コメント： 

・ JICA は支援を継続してほしい。 

・ タスクフォースのうち限られたメンバーしか貢献していない。みんなが等しく貢献し、等し

く利益を得るようにすべきである。 

・ インセンティブの問題は重要である。例えば、日本を含めた海外の視察を行い、各国の D&D

改革の現状を見て、学んだりするようなことがあってもよい。JICA のルールは厳しすぎる。 

以上 
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協議録 6 

日 時：2009 年 6 月 23 日（火）14:00-15:00 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：Mr. Chou Mengchan (Phnom Penh City Hall / Core Trainer, PILAC) 

 

Q1：  講師養成研修に関して、技術移転の方法に改善の余地はなかったか（ミーティングや W/S

の頻度、技術定着のための工夫、理解習熟度の確認、実践の機会提供など）。もっと学んで

おきたいことはなかったか。 

A1： 以前は、講師として働くことは考えたことがなかった。そのような考えも、知識も技術もな

かったが、PILAC で講師になれた。 

PILAC の実施プロセスはとてもよいと思う。仕事を始める前に明確な計画があるので、何

をどうすればよいか分かる。準備もとてもよく organize されており、時間マネージメントも

きっちりできる。これを他のプロジェクトにも採用したい。 

もっと学びたいのは、もっと経験を積みたい、ということと、トレーニングスキル、トレ

ーニングマネージメントである。それから、日本の地方行政、自治の原則について学び、こ

れをカンボジアに適用したい。 

 

Q2： 研修に従事することを阻害する重大な要因はないか。今後も講師を続けられそうか。 

A2： 続けたい。ただ、来年 1 月に、内務省令により、人事異動が行われるので、それにより新し

い仕事を割り当てられればどうなるか分からない。上司による。今の仕事は PILAC と似て

いるので、同じ仕事なら続けられる。 

 

Q3：ここ 2～3 年内で、PILAC の活動以外に、講師養成研修を受けたことがあるか。また、あな

た自身が職場などで PILAC の TOT で学んだことを他の人に伝えたり、教材を共有したりし

たことはあるか。 

A3：  PILAC 以外にはない。DoLA は、コミューン、サンカットの計画や評価について教えてくれ

ることはある。 

逆に、コミューンやサンカットで教えることはよくある。内務省から時々、他州でも教え

るように依頼されることがある。 

 

Q4： 直接的、間接的にプロジェクトが何らかの影響を及ぼしたと思われることはあるか。 

A4：サブナショナルレベルの計画やプロセスを明確にするうえで、D&D に貢献したと思う。多

くの PILAC の研修に参加し、地方行政法についてよく学べた。州、市のリーダーも PILAC

の研修から多くを得ることができた。 
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その他コメント： 

 タスクフォースメンバーが引き続きプロジェクトに関われるようにしてほしい。そうすれば、

講師も能力を更に向上させることができる。 

 メンバー全員がプロジェクトから得るものがあった訳ではなく、プロジェクトへのコミットメ

ントは限られたメンバーであった。よく参加してきたメンバーは、プロジェクトのために多く貢

献してきた。よく働いてきたメンバーには、能力向上に関連した何らかの見返りがあってよいと

思う。 

以上 
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協議録 7 

日 時：2009 年 6 月 23 日（火）17:20-19:30 

場 所：内務省長官室 

面談者：H.E. Sak Setha (Secretary of State, MoI / Permanent Member, NCDD / Chairperson, NCDDS / 

Project Manager, PILAC) 

 

Q1：今後の地方行政人材育成の方針や体制はどうなるか。 

【方針】 

地方行政に関わる人材育成に関する政策方針に大きな変更はないか。国家政策やプログラ

ムの中でどのように位置づけていくか。 

【中長期計画】 

中長期的な人材育成計画のロードマップとアクションプランはあるか、できそうか。策定

状況はどうか。数値目標を伴ったものになるか。 

【組織・財源】 

その具体化策として、どの組織がどの研修を担うか。組織の再編や新設につながるものか。

DoLA や DPV との関係はどうなるか。財源をどのように確保するか。 

【中核人材育成】 

今後新たに研修運営管理を担う人材や講師を育てていく計画はあるか。どの組織がそれを

担うか。 

【PILAC 成果の活用】 

PILAC で養成された GDLA T/F や講師の能力は今後どのように活かされるか。 

PILAC の成果（教材やマニュアル、地方行政法冊子、現状調査報告書、研修運営管理シス

テムなど）はどう活用されるか。地方行政実態調査報告書の提言は実現されるか。 

A1：  PILAC は技術協力プロジェクトの中でも特に成功している。改革の進捗は遅れてはいるが、

徐々に進んでいる。日本とカンボジア双方からの強いコミットメントがあったといえる。内

務省は D&D の改革に進んで行っているが、次第に内務省だけの問題ではなくなりつつある。 

PILAC の達成したもの、プロジェクト目標は、カンボジアのニーズを反映している。人材

育成はセンシティブな問題であり、依然、そしてもっとトッププライオリティーになる。改

革の次のステップは、地方自治体だけではなく、国家政府レベルに新しいシステムをつくる

ことである。D&D にこたえられるようにするために、中央と地方の両方で能力向上が必要

である。そのためには、GDLA に明確な方針を持たねばならない。州や郡レベルで、新しい

権能を実施するために新しい能力が必要になる。内務省と他省庁とで、地方自治のコンセプ

ト、人員や資金の移譲について詳細を定める議論を始めているが、新しい評議会の機能等を

議論するのは難しい。 

誰に対してどんな能力向上が必要か、もう少し整理して分けていく必要がある。中央レベ

ルの高官は、政策や法形成、地方行政制度の法的枠組み形成などについて学び、意識を変革

する必要がある。地方レベルはその次のステップとなる。能力がなければ権能を移譲できず、
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D&D は失敗する。特に、地方計画の計画準備、予算編成、実施、モニタリングといったマ

ネージメント、それから人事管理について学ぶ必要がある。さらに、地方開発の能力向上が

必要である。現在は、ライン省庁経由で開発を行っているが、将来は、州の新しい組織、州

計画投資事務所が担う。また、地方の福祉事務所もできる。こういった組織の能力向上が必

要になる。 

【中長期計画】 

国家プログラムは 10 年間を 3 段階に分けている。第 1 段階は 2010～2011 年で、組織再編、

組織形成制度化、地方レベルの組織設立の時期であり、新しい組織の能力を分析して、どの

ような能力強化を図るべきか明らかにする。第 2 段階はその次の 5 年間で、完全に準備が整

い、能力向上のために必要な研修を高官に提供していく。第 3 段階は残り 3 年間で、第 1、

第 2 段階での実績をレビュー、評価し、必要なアクションプランを作成する。 

フルロードマップは来年から 2015 年までの国家開発 5 ヵ年計画がその役割を果たす。 

【組織】 

内務省は GDLA を再編成する計画である。GDLA 下に人材育成に携わる 1 ユニットを設置

する。州レベルにある人事事務所は、人事管理のみを行っているが、新しい条例で人事管理

と人材育成の両方を担える事務所を設立する方向である。中央は規則方針を制定し、州レベ

ルでは、今後はすべて中央から人材育成を行うのではなく、州独自の人材育成の戦略を持つ

必要がある。PILAC のシステムは、次に州レベルで使われることになり、もっと支援が必要

である。 

内務省では、ユニットはあるが、議論が必要である。新しい局をつくるとなると、機能や

組織構造の再配置が必要になる。研修は、事務職だけでなく、専門職も対象なので、他の省

庁との関係や再配置も必要になる。日本で市町村アカデミーを視察したが、カンボジアでは、

村と市とでは機能や状況が大きく異なる。市の行政をどうしていくか、研修が必要になる。

NCDDS 下の政策チームの人材育成ユニットは、GDLA 下の局間の調整及び他省庁との調整

の役割を担っている。例えば、地方財政に関する研修なら、財務省との調整が必要になる。

このような調整を通じて、Learning by Doing で組織をつくってきた。ただ、NCDDS は組織

ではなく、その機能は調整することである。 

新しい局をつくるか、DoLA と DPV を統合するか、現在のところ方針は確定していない

が、移行過程では、ユニットが調整する。しかし、次の 10 年にはもう NCDDS は現況の形

では存在していないだろうから、組織強化が必要になる。現在の政策チームのメンバーはほ

とんど GDLA から来ており、PILAC のメンバーも加わっている。 

第 2 段階では、局を設立し、人員を増やす。グループ分けを行い、準備などのシステムに

携わるグループ、研修運営管理を行うグループ、講師のグループなどに分けて業務を分担す

る。GDLA、特に DoLA と DPV からこういった業務に携わる人員が配置される。GDLA タ

スクフォースの 10 人は全般を担えるコアスタッフである。 

新人研修については、DPV と DoLA がそれぞれにパッケージを持っており、それぞれに資

金を開発パートナーから mobilize している。州レベルにもこういったシステムが必要であり、
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一つのシステムになるなら、資金コントロールが容易になる。 

PILAC でコアトレーナーが育成されたが、このような人材を育成するのに 4～5 年かかる。

PILAC はそのベースをつくった、ということであり、新しい職員が入ったらこのコアの人材

につけて学ばせ、人数を増やしていく。 

実態調査の報告書は、折に触れ、参考にしている。国家プログラムは単に主要な活動を特

定したのみであり、詳細を規定する文書が必要になる。このような作業のベースとなる調査

報告書は今までなかったので、重宝している。 

 

Q2： 州評議員の計画策定に関する経験・知識の有無の現状をどうとらえているか。今後、開発計

画について研修を実施していく中で、どのようなレベルのものが必要であると想定している

か。 

A2： 地方行政の明確なシステムと構造が必要である。全コミューン、サンカットを含め、一つの

計画プロセスがあるべきである。現在は、市の 5 ヵ年計画のプロセスと村の開発計画とは異

なる。3 つのレベルが互いに整合がとれていないといけない。中央省庁の関係者は、システ

ムは一つだと思い込んでいるが、サブコミティーにもっとフレキシブルなサブディグリーを

作成するよう依頼している。例えば、プノンペン市内には 78 コミューンあるが、これらの

計画はプノンペンのマスタープランと整合がとれていなければならず、強力な調整が必要に

なる。小さい自治体はサービスも弱くなってしまう。2010 年からは、全地方自治体で現行

の 5 ヵ年計画とは異なる計画を策定しなければならないので、現在、地方計画プロセスのガ

イドラインを策定しているところである。州レベルの開発計画については、計画省が内務省

に対して技術協力を行っている UNCDF の支援を受けて、ガイドラインを作成している。 

人々の代表である評議員に計画策定プロセスと M&E についての基礎知識を持ってもらう

必要がある。知事会下にある専門チームが計画を支援することになるが、このチームは技術

的なことに関する支援なので、評議員にももっと技術知識を持ってもらう必要がある。 

全郡にコンピューターを 1 台配備し、データをストックし、次の 5 年で郡－州－国のコン

ピューターデータネットワークをつくりたいと考えている。 

 

Q3： D&D 改革が進行している中で、プロジェクトが政策や制度形成に影響を与えることがあっ

たか。具体的な例としてはどのようなものがあるか。 

A3：  PILAC が開始されたとき、州の改革はまだ始まったばかりであった。PILAC から、①人材

育成のビジョン、②人材育成のための組織、③改革に応えるための政府の能力向上、につい

て得るところがあった。PILAC で評議員の研修を実施しているように、人材不足の問題を解

決するのに役立っている。また、人材育成の重要性の認識向上、人材育成のための組織の必

要性に対する内務省の認識向上に貢献した。 

今後 5 年のうちに、知事会に対し、いかにして条例を制定するかなど、特別研修コースを

組みたいと考えている。 

以上 
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協議録 8 

日 時：2009 年 6 月 24 日（水）13:00-14:00 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：州評議員（5 名各個別インタビュー、Kandal 州 2 名、Preah Vihear 州、Sihanouk Ville 州、

Banteay Mean Chey 州各 1 名） 

 

Q1： 今後、州評議会議員として仕事をしていくうえで、今回のトップマネージメントセミナーに

参加しなければできなかっただろう、あるいは失敗しただろう、と思うことはあるか。それ

は何か。 

Q2： 今回のトップマネージメントセミナーの内容以外に、もっと重要で先に学んでおくべきであ

ると思うことはあるか。 

Q3： その他コメント 

 

【Kandal 州女性評議員】 

A1： 今回のセミナーはとても役に立ち、重要であった。地方行政法は制定、施行されたばかりで

新しく、このセミナーがなかったら仕事をするのが困難であった。例えば、従来評議員はな

く、知事会しかなかったので、新しい地方行政法の下での評議員の役割や知事の役割は何か

が分からなかった。 

 

A2： 現時点では、他に先に学ぶべきことはない。実際に仕事が始まったら、もっと何を学ぶべき

かが分かってくると思う。 

 

A3： 政党の指名で評議員に立候補した。評議員として、ジェンダーの問題を推進したい。D&D

と自由で民主的な国家の建設のために働きたい。 

 

【Preah Vihear 州男性評議員】 

A1： 今回のセミナーがなければ、3 ヵ月のアクションプランをつくるのが難しかっただろうと思

う。1 回目の特別州評議会は、特段問題ないが、2 回目の特別評議会からは実質的な業務が

スタートする。セミナーなしには、スムーズな評議会の活動の実施に支障があったと思う。 

 

A2： 最初に必要なことはカバーされていると思う。次に学ぶべきことは、知事会と評議会の関係

や責任を教える必要がある。何人かの講師は知事会や評議会の役割について説明してくれた

が、法の条文は基本的な事柄のみで、実際にはいろいろな困難に直面するだろうと思う。今

後働き始めたら、もっと学ぶことが必要な事項は何かが分かってくると思う。 
 

【Kandal 州男性評議員】 

A1： 今回のセミナーがなかったら、評議員はまず事務的手続き、例えば議会の召集、内部規則の

作成、法的文書の作成などでハードルにぶつかっただろうと思う。 
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A2： 現在のトピックで、今のところは十分である。 

 

【Sihanouk Ville 州男性評議員】 

A1： 地方行政法も、知事会や評議員の役割も新しく制定されたもので、スムーズに役割を果たす

ことができなかっただろうと思う。以前は知事会に全権があり、法制定も実施も担っていた

が、今後は異なってくるからである。 

 

A2： このセミナーで学んだ内容は重要だが、扱う内容の広さに比べてセミナーの期間が短い。も

っと詳細に説明してもらえるとよい。役割や責任は法に書かれているが、詳細は政令（parkas）

により、まだドラフト段階とのことだが、制定されたら、これも合わせて学びたい。他の政

令ができてからセミナーを開催すべきである。 

 

【Banteay Mean Chey 州女性評議員】 

A1： 今回のセミナーで、ルールを明確に理解した。セミナーがなければ、まず何をしていいのか

分からなかった。 

 

A2： 今回のセミナーのトピックは十分である。しかし、時間が短い。質問のセッションを十分に

とってほしい。 

 

A3：  3 日間でなく、もっと長い期間で開催してほしい。 

以上 
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協議録 9 

日 時：2009 年 6 月 24 日（水）15:25-16:00 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：H.E. Ev Bunthol (Deputy Director General, GDLA / Director, Dep. of Personnel and Vocational 

Training, GDLA, MoI / Head of Policy Team, NCDDS) 

 

Q1： 地方行政実態調査での提言が NP-SNDD に反映されているか。 

A1： 実態調査報告書に書かれた内容はすべて同意できる。GDLA 下の各局は、D&D 改革に応え

られるようにするために各々働いている。報告書には、能力向上のための 5～6 の支援が特

定されているが、その他にも、更なる能力向上のためのリソースがある。PILAC が対象とし

ているターゲットグループに加え、GDLA は GDLA 職員の能力を強化するために、他のリソ

ースも探している。持続可能な研修システムが必要であるという報告書の提言に同意する。 

 

Q2： 今後の地方行政人材育成の方針や体制はどうなるか。 

【方針】 

地方行政に関わる人材育成に関する政策方針に大きな変更はないか。国家政策やプログラ

ムの中でどのように位置づけていくか。 

【中長期計画】 

中長期的な人材育成計画のロードマップとアクションプランはあるか、できそうか。策定

状況はどうか。数値目標を伴ったものになるか。 

【組織・財源】 

その具体化策として、どの組織がどの研修を担うか。組織の再編や新設につながるものか。

DoLA や DPV との関係はどうなるか。財源をどのように確保するか。 

【中核人材育成】 

今後新たに研修運営管理を担う人材や講師を育てていく計画はあるか。どの組織がそれを

担うか。 

【PILAC 成果の活用】 

PILAC で養成された GDLA T/F や講師の能力は今後どのように活かされるか。 

PILAC の成果（教材やマニュアル、地方行政法冊子、現状調査報告書、研修運営管理シス

テムなど）はどう活用されるか。 

A2： 現在、研修に関わる組織として、DoLA と DPV と、NCDDS 下のユニットとの 3 つがあるが、

一つのシステムが必要である。内務省は研修を専轄する局を設立するべきである。しかし、

それにはタイミングを考慮しないといけない。中長期計画の中で何をしないといけないか考

える必要がある。中長期の目標は、能力向上と、能力向上のための一つのシステムが出来上

がり機能することである。性急に目標を追求すると、時間が足りず、システムがうまく出来

上がらない。 

現在 GDLA で二つに分かれている研修関連の局の能力向上への支援を JICA にお願いした
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い。そうすれば、局が統合したときに、すぐに能力を発揮できるようになる。DPV は、どの

ように新局を設立するか、いかに資金やよい人材（講師及び運営管理）を確保するかを検討

している。また、その新しい組織下でどのように研修を行っていくかを考えている。地方レ

ベルのみならず、中央レベルに対しても、研修を提供する義務がある。JICA は地方レベル

に注目しているが、中央レベルも考慮してほしい。 

地方行政のための National Institute を JICA に支援してほしい。新局とこの National Institute

は、GDLA 下の一つの組織になり、局が Institute 及び研修運営管理をコントロールする。個

人的には、新局を設立するのに 1～2 年かそれ以上かかると考えている。まず、研修に関連

している 3 つの組織を互いにもっと近づけ、最終的には GDLA と対等くらいの位置づけを持

つ National Institute にする。最初はトレーニングセンターという名称でスタートし、徐々に

National Institute レベルにアップグレードする。ただし、新局を設立する前に GDLA を再編

成する必要がある。 

以上 
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協議録 10 

日 時：2009 年 6 月 24 日（水）17:50-18:30 

場 所：プノンペンホテル 

面談者：プルム・ソカ内務省長官(H.E. Prum Sokha, Secretary of State, MoI/Member, NCDD/ 

Chairperson, sub-committee of function and power, NCDD/Project Director, PILAC) 

 

Q1：この終了時評価時点で残されている課題は何であるととらえているか。 

A1： プロジェクトはよく機能しているが、個人の集団となっている。これでは、プロジェクトが

終了したらばらばらになってしまう。個人のレベルの能力向上は十分に果たされているので、

今後は、組織づくりが重要である。 

 

Q2： 国家プログラムにはいくつものプログラムエリアがあるが、今後、JICA が支援していくに

あたって、どのプログラムエリアが望ましいか。 

A2：  D&D 改革はまだ最初の段階であり、これから長くかかる。地方行政法が制定され、評議会

ができて選挙が実施され、全地方行政レベルで評議会が揃った。国家プログラムの作成は遅

れているが、しかし徐々に進んではいる。政府には、民主的な D&D 改革を推進する強い意

志がある。JICA の人材育成支援には感謝している。人材育成は短期的にも長期的にも重要

課題である。草の根レベルの能力向上については、数多くの研修が実施されてきた。人々は

ゼロからスタートして、現在、一定の基礎的なレベルには達しつつあると認識している。し

かし、草の根レベルではなく、より高いレベルでもっとクロスカッティングな課題が山積し

ている。地方行政法が制定されてから、地方行政運営に関して、既に州・郡レベルの新しい

評議員や知事会といった高官クラスの研修は実施してきた。今後は、これらのレベルで独自

に持続的な研修システムを持つようにする必要がある。2004 年の本邦研修：トップマネージ

メントで、総務省の局長級の官僚に会い、カンボジアにも自治大学校のような、3 日間とい

った短期間ではなく体系だった研修を提供するための地方行政 School が必要であると感じ

た。カンボジアには Royal School of Administration はあるが、地方行政に特化したものはな

く、また、政府高官のみを対象としている。研修員は最低でも局の主任レベル以上である。

今後、郡、コミューンを含めた全地方レベルのキープレーヤーを研修する組織が必要である。

このような Local Administration School を持つことが、PILAC 開始当初からの私のビジョンで

ある。カンボジア政府はこのビジョンを日本での研修を通じて得た。上司にレターを書いて

承認を得たが、まだ机上のままである。スクール、というのはハードの建物ではなく、シス

テムである。システムを確立する方がより難しい。PC のような機材はお金で買えるし、何

となれば建物も自前で建てられる。重要なのは、ソフト、システムをいかにして得るか、で

ある。重要なのはカンボジア政府のコミットメントであり、システムはカンボジア独自のも

のでなければならない。 
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Q3：国家プログラム形成にあたっての困難は何か。 

A3： 詳細については、国家プログラム作成チームの方が詳しいと思う。国家プログラムは、D&D

を支援するものだが、外国人はカンボジアの文脈について詳しくない。国家プログラムは、

ドナーからの支援を mobilize するためのものである。 

 

Q4： 今後、法令や条例制定が種々必要になってくると思われるが、そのような分野についての支

援は如何か。 

A4： カンボジアのシステムは、カンボジア独自でつくっていきたい。日本はかつて、諸外国から

取り入れたものをジャパナイズした。カンボジアも同様に、取り入れたものを修正し、カン

ボジアナイズしていきたい。 

 

Q5：  D&D 改革推進にあたっての緊急課題に対しどのようにカンボジアとして取り組んでいこう

としているか？ 

A5： 評議員研修は、差し迫った課題に対する迅速な解決方法である。ビジョンとして持っている

Local Administration School のカリキュラムは、まだ当面は、D&D がメイントピックになる

だろう。また、グローバリゼーションの中での D&D を含めたローカリゼーション、といっ

た公共政策がトピックになる。今後 3 年間、5 年間の計画、ローリングプランをどのように

作成していくか、という中で、これらのことを教えていくことになる。また、重要かつ緊急

な研修の内容としては、モニタリングを含めた計画プロセスがある。 

 

Q6：  Local Administration School には、カリキュラムや講師、教材のほかに、中～長期のビジネス

プラン、あるいは研修マスタープランのようなものが必要であると思う。例えば、研修を受

ける人が全体で何人いて、年間何人が研修を受け、そのためには講師が何人必要で、予算は

年間どのくらいかかる、といったものが必要であると思うが、それは誰がいつどのようにし

て作成するのか？ 

A6： そのようなものは是非とも必要である。現在、DPV がそれに類したものを作成しているが、

スクール設立に向けて、より具体的なスケジュールが欲しい。PILAC を通じてか何かの方法

で、現在の PILAC のように研修をするのみではなく、DPV がそれを作成するのを JICA が支

援してくれるのであればありがたい。 

 

Q7：  Local Administration School はどの組織のコントロール下に入るのか。このような Institution

をつくる動きは、PT や NP-SNDD とどう関わってくるのか。 

A7：  GDLA の下に地方行政の研修を専轄する新しい局を創設する予定であり、その下に入ること

になる。NP-SNDD は関係ない。MoI 独自にやる。 

A ： PILAC は地方行政人材育成が必要であるという momentum をつくるのに大いに貢献した。 
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協議録 11 

日 時：2009 年 6 月 25 日（木）10:10-12:00 

場 所：内務省長官室 

面談者：H.E. Sak Setha (Secretary of State, MoI / Permanent Member, NCDD / Chairperson, NCDDS / 

Project Manager, PILAC) 

H.E. Leng Vy (Director General, GDLA, MoI) 

H.E. Ngan Chamroeun (Deputy Director General, GDLA, MoI / Director, Programme Support 

Unit, NCDDS) 

H.E. Ev Bunthol (Deputy Director General, GDLA / Director, Dep. of Personnel and Vocational 

Training, GDLA, MoI / Head of Policy Team, NCDDS) 

日本側：小林次長、寺田企画調査員、加藤専門家（総括）、杉永専門家（副総括）、松原 

 

（終了時評価ミニッツ案を説明、それに基づき協議を行った。） 

 

サク・セタ長官 

 GDLA の課題は、いくつかの局の質である。GDLA の組織制度を見直している。能力向上に特

化した組織をつくるのであれば、mission statement を見直さないといけない。GDLA の改革は次の

ステップである。過去にも、GDLA 改編の歴史がある。1993 年までは 2 局しかなかったが、コミ

ューンの選挙に伴い、DoLA を設立した。DoLA には優秀な人材が揃っており、GDLA 職員研修

についても、DoLA から参加者を募れば、よい成績が出るかもしれない。 

 

チャムロエン副総局長 

 評議員に対する研修教材や研修マニュアルは、州レベルと郡レベルで同じものを使用している。

州レベルで TOT を受けた講師が郡・市レベルで実際の講師を務めている。こういったことを有効

性の段で述べておいてほしい。 

 

サク・セタ長官 

 インパクトについて、地方行政実態調査報告書の人材育成システムに関する提言は、国家プロ

グラムに反映されている。地方政府のためのシステムが創設されることになるだろう。各セクタ

ーの人材育成についても、個々ばらばらに行われるなら今後無駄や困難が生じるので、統合して

いくことが必要になるであろうが、それは次のステップである。 

 自立発展性についてだが、現在、地方行政人材育成に係る 3 つの組織があるが、政策チームの

ユニットのような暫定的な調整組織より、一つの組織が必要であると思っている。内務省は現在、

各組織のシステムと機能を見直しているところであり、DPV にレビューのための作業グループを

組織した。この議長はプルム・ソカ長官が務めている。内務省も各部局の mission statement を変

更しようとしており、条例、省令を変えていく必要がある。 

 現在、地方レベルのガバナンスや開発にコミットしようとしつつあり、中長期的には、地方行
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政ユニットが人材育成方針を持つべきである。例えば、DoLA はコミューン/サンカットの開発の

ガイドラインなどに今まで関わってきているが、行政全般に関する事項はカバーしていない。今

後、それを改めていくことになる。 

 D&D の影響は、地方レベルだけではなく中央レベルにも及ぶ。DPV には人事管理に関する責

任がタスクとして残ることになるであろうが、D&D の進捗に伴い、中央から地方へ 1 万人の職員

を配置転換することになる。給料のアカウンタビリティーの問題もある。これは、今後地方人材

育成と大きく関連してくる問題である。 

 

チャムロエン副総局長 

 自立発展性に関してだが、プロジェクトの残り期間を、中央・州のコア人材が PILAC の特別の

システムを吸収することにあててほしい。いかにして地方行政人材育成のためのシステムを構築

していくか、ということである。ビジョンを実施に移せる地方行政人材育成のためには、それを

支える法令制定が必要になる。 

 また、既存の法令によると、地方行政職員の地位の低さも問題になる。こういったことも改め

ていかねばならない。 

 2010 年は、国家プログラムが開始される最も重要な年になるので、現行のプロジェクトを 1 年

延長するか、新しいプロジェクトをすぐにでも始めてほしい。サステナビリティーの確保を考え

ると、現在のプロジェクトの完了まで待つ必要はないと思う。 

 提言については、例えば、といった記載ではなく、より具体的に特定した方がよい。地方行政

人材育成のためのユニットは小さいものであり、内務省下の職員に限るか、他省庁の職員も内務

省の管轄下に移ってくるのか、あるいは他省庁の職員も研修の対象にするのかは別にして、いず

れにせよ近い将来には不十分なものになる。2～3 年内に地方行政スクールの建設が必要になると

考える。 

 

サク・セタ長官 

 地方行政人材育成センターについては、GDLA のリストラと絡めて考える必要がある。地方行

政体の予算と計画はとても重要である。地方行政法が施行されたので、今後権限や責任が移譲さ

れていくことになるだろう。コミューン、郡、州の全レベルで今後、能力向上のための研修を実

施していかなければならないが、それは、地方行政がどのような責任を担うか、ということと密

接に関わっている。順を追って進めていかねばならない。また、中央からの研修だけでなく、地

方独自の研修も今後必要になってくるだろう。 

 

 GDLA の数人のみで D&D 改革に携わっており、政府は大変困難な状況である。例えば、SEILA

プログラムが始まり、従来の業務に加え、新しい仕事もすることになったりしている。ドナー支

援のプライオリティーもあり、2 種類の仕事を抱え、2 種類の人事管理が必要になってくる。 

 ただ、GDLA タスクフォースメンバーは、それぞれ皆、政策形成に関わるようになってきてい

る。例えば、DPV のオンリー氏は内務省内の組織ジェンダーのフォーカルポイントになっている。
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また、メンバーはそれぞれ中長期には、貴重な人材として重要な役割を担っていくことになるだ

ろう。実際、政令を作成するのに、タスクフォースメンバーが手伝ってくれている。一つのグル

ープが草案を作成し、一つのグループが翻訳し、別のグループがマニュアルをつくる、といった

ように活躍している。また、研修のために働くだけではなく、州評議会議長も務めたりするよう

になるだろう。 

 今後 3 年間にすべきこと、の項に人材育成組織制度整備を加えてほしい。 

以上 
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７．質問票調査結果 

1．質問用紙 

Questionnaire 
 

This questionnaire is to assess the effectiveness of the Top Management Seminar.  

 
 

1. Are you Councillor or Governor/Deputy Governor? 
                  Councillor                        Governor/Deputy Governor 

 
 

2. Have you ever worked for local administration sector under the Ministry of Interior? 
                  Yes                              No 
 
 
3. Have you ever worked in the followings?  
 

a.  Provincial Rural Development Committee (PRDC) 
 
b.  Provincial Rural Development Committee Executive Committee (PRDC/ExCom) 
 
c.  District Development Committee (DDC) 

  
 
4. Have you ever attended any seminars or trainings on the Organic Law? 
 
                  Yes                              No 
 
 
5. Are the contents of the seminar new to you? Please check one box. 
  

a.  Most or all of them are new to me. 
 
b.  Some of them are new to me. 
 
c.  Most or all of them are not new to me. 

 
Thank you for your cooperation. 
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2. 質問票調査結果集計
出席者556 回収率 77.9%

評議員 ％ 知事・副知事 ％ 評議会職員 ％ 全体 ％
Q1: 評議員か知事・副知事か 282 65.1% 119 27.5% 32 7.4% 433 100.0%

ある 77 27.3% 72 60.5% 9 28.1% 158 36.5%
ない 192 68.1% 39 32.8% 13 40.6% 244 56.4%
不明・無回答 13 4.6% 8 6.7% 10 31.3% 31 7.2%
ある 84 29.8% 84 70.6% 17 53.1% 185 42.7%
ない 198 70.2% 35 29.4% 15 46.9% 248 57.3%
ある 114 40.4% 111 93.3% 28 87.5% 253 58.4%
ない 159 56.4% 8 6.7% 3 9.4% 170 39.3%
不明・無回答 9 3.2% 0 0.0% 1 3.1% 10 2.3%
全てあるいは
ほとんど初め

119 42.2% 14 11.8% 5 15.6% 138 31.9%

いくらかは初
めて

120 42.6% 86 72.3% 23 71.9% 229 52.9%

全てあるいは
ほとんど初め
てではない

21 7.4% 11 9.2% 1 3.1% 33 7.6%

不明・無回答 22 7.8% 8 6.7% 3 9.4% 33 7.6%

Q2 内務省下の地方行政部門勤務経験があるか

Q3: 開発計画策定関連組織勤務経験があるか

Q4: 今までに地方行政法に関するセミナーや研修に参加した経験があるか

Q5: 今回のセミナーの内容は初めて聞くものであったか

Q3: 開発計画策定関連組織
勤務経験があるか
Q4: 今までに地方行政法に関
するセミナーや研修に参加し
た経験があるか

Q5: 今回のセミナーの内容は
初めて聞くものであったか

Q2: 内務省下の地方行政部
門勤務経験があるか

州評議員
N=282

27%

68%

5%

知事・副知事
N=119

60%

33%

7%

州評議員

40%

57%

3%

知事・副知事

93%

7% 0%

州評議員

42.6%

7.4%

7.8%

42%

知事・副知事

12%

72%

9%
7%

評議会職員
N=32

28%

41%

31%

全体
N=433

36%

57%

7%

ある

ない

不明・無回答

州評議員

30%

70%

評議会職員

53%47%

知事・副知事

29%

71%

全体

43%

57%

ある

ない

評議会職員

88%

9% 3%

全体

39%

2%

59%

ある

ない

不明・無回答

評議会職員

16%

72%

3%

9%

全体

32%

52%

8%

8%

全てあるいはほとんど初
めて

いくらかは初めて

全てあるいはほとんど初
めてではない

不明・無回答
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No Name Position Department
1 Suo Sokheng Deputy Director General
2 Duch Sonn Deputy Director General
3 Seng Hornsy Deputy Director General
4 Lay voharith Deputy Director General
5 Rous Sareth Director of Department
6 Seng You Orn Director of Department
7 Suy Bunheng Advisor MoI
8 lai navuth Deputy Secretary General
9 Ros Varun Deputy Secretary General
10 Sar Sithik Deputy Secretary General
11 Sea Niyum Director of department
12 Chhim Kimleang Inspector
13 Kol Vireak Deputy Inspector
14 Chhim Sarak Deputy Inspector
15 Heng Hak Director General
16 Samkol Sokhan Deputy Director General
17 Yim Ngeng Director of department
18 Hak Vath Director of department
19 Kep Chuktema Governor
20 Pa Socheatevong Deputy Governer
21 Chhun Sirun Deputy Governor
22 Ou Bun Deputy Governor
23 Chreang Sophan Deputy Governor
24 Say Hak Governor
25 Prak Sihara Deputy Governor
26 Chev Kimheng Deputy Governor
27 Phay Phan Deputy Governor
28 Has Sareth Governor
29 ken Satha Deputy Governor
30 Mot Morn Deputy Governor
31 I Chhean Governor
32 Koeut Sothea Deputy Governor
33 Chak Chinda Deputy Governor
34 Mey Meakk Deputy Governor
35 Khim Bo Governor
36 He Kann Deputy Governor
37 Choup Porith Deputy Governor
38 Cheng Nhan Deputy Governor
39 Oung Samei Governor
40 Phang Koeun Deputy Governor
41 Cheam Him Deputy Governor
42 Hun Neng Governor
43 Lan Chhan Deputy Governor
44 Rom Tekkhak Mony Deputy Governor
45 Pen Earn Deputy Governor
46 Srey Ben Governor
47 Chhim Chhorn Deputy Governor
48 Kang Samoeun Deputy Governor
49 Thach Khorn Governor
50 Toun Bunthorn Deputy Governor
51 Chuong Sivvuth Deputy Governor
52 Khim Saman Deputy Governor
53 Kang Heang Governor
54 Ek Mo Deputy Governor
55 Sathya Vuth Deputy Governor
56 Bin Sam Ol Governor
57 Son Dara Deputy Governor
58 Thaim San Deputy Governor
59 Som Sophat Deputy Governor
60 Chin Sothea Deputy Governor
61 Diep Piry Deputy Governor
62 Ly Sou Deputy Governor
63 Hing Sarin Deputy Governor
64 Men Thoeun Deputy Governor
65 Chhay Sareth Governor
66 Ok Moni  Deputy Governor
67 Phich Han Deputy Governor
68 Ouk Vong  Deputy Governor
69 Kim Nan Deputy Governor
70 Sieng Suthang Deputy Governor
71 Chhom Bunkhan Deputy Governor
72 Sun Heng Deputy Governor

at Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)

BattamBang

Pursat

Kampong Chhnang

Kampong Thom

Koh Kong

Kampong Speu

Kampot

Takeo

Kampong Cham

Prey Veng

Kandal

Krong Pailin

Krong Kep

Krong Preah Sihanouk

Phnom Penh

General Department of Prison

 Political Affairs Inspection and Police

General Secretariat

General Department of Logistic and Finance

８．研修参加者リスト

GDLA

Top Management Seminar 9-10,July,2007
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No Name Position Department
73 Pok Saluy Deputy Governor
74 Riam Sarin Deputy Governor
75 Sok Saret Deputy Governor
76 Yoem Then Deputy Governor
77 San Vanna Deputy Governor
78 Chom Cheat Deputy Governor
79 Oung Oeun Deputy Governor
80 Mao Vothy  Deputy Governor
81 Sok Leakhena Deputy Governor
82 Oum Sokmantha Deputy Governor
83 Pov Piseth Deputy Governor
84 Long Sovann Deputy Governor
85 Kan Vudhy  Deputy Governor
86 Sar Sam Ol  Deputy Governor
87 Choup Khon Deputy Governor
88 Long Phal Deputy Governor
89 Phauk Samen Deputy Governor
90 Chhay Veth Deputy Governor
91 Thang Savon Deputy Governor
92 So Neak Deputy Governor
93 Bu Larm Deputy Governor
94 Keo Horn Deputy Governor
95 Lach Sim Aun Deputy Governor
96 Chan Yoeun Deputy Governor
97 Thun Kry Deputy Governor
98 Ven Sokoy Deputy Governor
99 Ky Sara Deputy Governor
100 Bong Bopharith Deputy Governor
101 Sar Samidy Director of Department Secretariat of Civil Service
102 khut Sakhan Director of Department Ministry of Economy and Finance
103 Tin Fesol Deputy Director Ministry of Rural Development 
104 Hel Tony Deputy Director Ministry of Planning
105 Soy Reasey Deputy Director Administration Reform Councils

106 Thau Molbunthat Inspector
Ministry of Land Management, Urban Planning &
Construction

107 Horng Vuthy Researcher CDRI
108 Tin Sokkhuon Director of Department Secretariat of Civil Service
109 Noo Sovanna Deputy Director General Secretariat of Civil Service
110 Liv Bunhay Director of Department LED / MEF
111 Keo Long  Director of Department Secretariat of Civil Service
112 Chuk Mony Deputy Director General Secretariat of Civil Service
113 Paul Pidou Deputy Secretary General CHR
114 Thor Sethana Director General SSCS
115 Son Sokhon Director of Department Secretariat of Civil Service
116 Oung Kheang Researcher CDRI
117 Eng Netra Researcher manager CDRI
118 Touch Samnang Deputy Director MRD
119 Naoya Azegami PILAC Expert
120 Miyoko Taniguchi PILAC Expert
121 Toshiyasu Kato PILAC Chief Advisor
122 Masahiko Suginaga PILAC Expert
123 Mikayo Yamazaki PILAC Expert
124 Noum Sokhon Project assistant
125 Pheak Savornt Project assistant
126 Chy Chanraksmey Secretary
127 Hisako IKEDA PILAC Expert
128 Lay Onry Department Director Department of Personnel & Vocational Training 
129 Chan Sovanna Deputy Director of department Department of General Administration
130 Chhin Seng Nguon Department Director Office of Education & Capacity Building
131 Hong Silin Deputy Director of department Department of General Administration
132 Prak Vannarith Deputy Department Director Department of Political Affairs
133 So Munyraksa Deputy Department Director Department of Political Affairs

MoI / PILAC

Banteay Meanchey

Oudor MeanChey

Siem Reap

Mondol Kiri

Preah Vihear

Stung Treng

Kratie

RatanaKiri
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No Name Position Department
1 Phang Leng Huot Deputy Director General
2 Ev Bun Thol Director of department
3 Chem Vuthikar Director of department
4 Dy SokPhan Director of department
5 Run Chandararith Director of department
6 Heng Sam ann Advisor
7 Sou Arafat Advisor
8 Chak Leng Deputy Director General
9 Pol Lim Inspector
10 Nhem Sokharoth Department Director
11 Sok Saryvoth  Deputy Secretary General
12 Khann Va Director of department
13 Kuy Bunsorn Deputy Director General
14 Huy Hoeurn Deputy Director General
15 Chhim Ny Department Director
16 Map Sarin Deputy Governor
17 Mann Chhoeurn Deputy Governor
18 Sun Sokhan Deputy Governor
19 Sbong Sarath Deputy Governor
20 Meas Vuthy Deputy Governor
21 Chin Sarin Deputy Governor
22 Chan Samin Deputy Governor
23 Sam Sarin Deputy Governor
24 Ung Chhay Deputy Governor
25 Leng Loeung Deputy Governor
26 Ieng Vuth Deputy Governor
27 Ich Sarou Deputy Governor
28 Tath Sohum Deputy Governor
29 Lao Bunpa Deputy Governor
30 Mao Phirun Deputy Governor
31 Hang Yuth Deputy Governor
32 Ney Charey Deputy Governor
33 Yim Sokhom Deputy Governor
34 Sut Sath Deputy Governor
35 Soth Soeun Deputy Governor
36 Chieng Am Governor
37 Kim Thea Deputy Governor
38 Nguon Pen Deputy Governor
39 Soum Socheath Deputy Governor
40 Soun Sarith Deputy Governor
41 Kong Sean Deputy Governor
42 Chhit Sokhon Deputy Governor
43 Meng Soun Deputy Governor
44 Sao Sras Deputy Governor
45 Soem Sokpry Deputy Governor
46 Kin Net Deputy Governor
47 Uy Khemara Deputy Governor
48 Ith sok Deputy Governor
49 Khoy KhunHour  Deputy Governor
50 Sout Yea Deputy Governor
51 Choeng Phalla Deputy Governor
52 Touch Sarun Deputy Governor
53 Sok Born Deputy Governor
54 Yuth Phuthang Governor
55 Nong Dinal Deputy Governor
56 Yoy Soeuy Deputy Governor
57 Nam Tom Governor
58 Kong Vimean Deputy Governor
59 Chhun Chhorn Deputy Governor
60 Touch Marim Governor
61 Pao Hamphan Deputy Governor
62 Soun Rothsaray Deputy Governor
63 Saleh Sen Deputy Governor
64 Dom Kimdy Deputy Governor
65 Ty Kimtoc Deputy Governor
66 Chhun Song  Deputy Governor

Top Management Seminar 12-13,July,2007

at Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)

Pursat

Kampong Thom

Kampong Chhnang

Kampong Speu

Koh Kong

Takeo

Kampot

Kampong Cham

Prey Veng

Svay Rieng

Krong Pailin

Kandal

Krong Preah Sihanouk

Krong Kep

General Department of Prison

Phnom Penh

Political Affairs Inspection and Police

General Secretariat

GDLA
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No Name Position Department
67 Srey Sobin Deputy Governor
68 Yok Sithon Deputy Governor
69 El Say  Deputy Governor
70 Prak Doeun Deputy Governor
71 An Sum Governor
72 Sar Chamrong Deputy Governor
73 Kho Chhean Deputy Governor
74 Ou Londy Deputy Governor
75 Pech Sokhen Governor
76 Prom Sou Deputy Governor
77 Ing Van Deputy Governor
78 Sou Pirin Governor
79 Chan Sophol Deputy Governor
80 Chann Sam An Deputy Governor
81 Nou Phalla Deputy Governor
82 Preab Tann Governor
83 Meas Savoeun Deputy Governor
84 Loy Sophat Governor
85 Vann Vuth Deputy Governor
86 Bin Phirom Deputy Governor
87 Nhem Saman Deputy Governor
88 Moung Poy Governor
89 Sim Souyong Deputy Governor
90 Chey Sayoeurn Deputy Governor
91 Lay Sokha Governor
92 Heng Samnang Deputy Governor
93 Nga Rangchan Deputy Governor
94 Kham Phoeun Governor
95 Prak Savut Deputy Governor
96 Nhean Sarau Deputy Governor
97 Yin Neang Hai Deputy Governor
98 PAK CHANPHA  Deputy director general
99 CHENG PORNGUON Director of department
100  Deputy director general
101 KEO KOSAL  Deputy director general
102 ITH SOTHA Director of department
103 CHY SITHA Director of department
104 POL THAVAN Deputy director of department
105 LIM HOR  Deputy director general
106 KY TOUCH Director of department
107 Son Senghok Vice‐chief of office
108 HOUR CHHUNKRY Vice‐chief of office
109 SAM SEREYRATH Director of department
110 SUONG SARUN  Deputy director general
111 KHEM CHENDA Director of department Ministry of Agriculture Forestry and Fishery
112 YANG VAN Director of department
113 RUOS SAM EAR Director of department
114 KONG SOPHEAREAK Acting Director
115 IN THOEUN Director of department
116 KOUSOUM SAROEUTH  Director general
117 MAO SOCHETTRA Deputy director of department
118 TEK SOPHY Deputy director of department
119 SAO SAROEUN Inspector

  Ministry of Tourism

  Ministry of Education Youth and Sports

Ministry of Land Management,
Urban Planning & Construction

Beng hong Sochear 

Mondol Kiri

Kratie

Stung Treng

RatanaKiri

Siem Reap

Preah Vihear

Banteay Meanchey

Oudor MeanChey

BattamBang
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No Name Position Department
120 SOEU BUNHOR  Director general
121 LEV NAL Inspector
122 OK KANTHOEUN  Deputy director general
123 KEM SUN  Deputy director general
124 DOUNG RACHNY  Deputy director general
125 YOS SAKHAN  Deputy director general
126 CHUTH LEANGVANNY   Deputy director general
127 SOM MONIKA  Deputy director general
128 HENG SITHUN  Deputy director general
129 CHIN SIVETH  Deputy director general
130 LEK SARATH Deputy Inspector
131 EK VIREAK Deputy Inspector
132 KONG SARA Deputy Inspector
133 KHEM SOPHORN Director of department
134 KONG SOM ON Director of department
135 CHHOV KIMSOR Director of department
136 OUV RANY Director of department
137 GHEAN SOCHETRA Director of department
138 HOU NIMETA Director of department
139 LONG NIMOL Director of department
140 BUNCHET VEASNA Acting Director
141 CHAO ARUNAUTEY Director of department
142 SAO VANSEREYVUTH Director of department
143 Naoya Azegami PILAC Expert
144 Miyoko Taniguchi PILAC Expert
145 Toshiyasu Kato PILAC Chief Advisor
146 Masahiko Suginaga PILAC Expert
147 Mikayo Yamanzaki PILAC Expert
148 Noum Sokhon Project assistant
149 Pheak Savornt Project assistant
150 Chy Chanraksmey Secretary
151 Hisako IKEDA PILAC Expert
152 Lay Onry Department Director Department of Personnel & Vocational Training 
153 Chan Sovanna Deputy Director of department Department of General Administration
154 Chhin Seng Nguon Department Director Office of Education & Capacity Building
155 Hong Silin Deputy Director of department Department of General Administration

156 Prak Vannarith Deputy Department Director Department of Political Affairs
157 So Munyraksa Deputy Department Director Department of Political Affairs
158 Prak Somoeun Department Director Office of Monitoring & Evaluation

MoI / PILAC

  Ministry of Women Affairs
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No. Name Position Entity
1 Keav Sovanthy Deputy Director of Dep.
2 Choun Chean Officer
3 Sok Samnang Officer
4 Som Kosal Deputy of Office
5 Lim Sokto Chief of Office
6 Buon Heng Deputy Chief of Office
7 Thou San Deputy Chief of Office
8 Say Sophy Officer
9 Sok Choeun Deputy Director of Dep.
10 Cheth Kimchung Officer
11 Phay Chansophy Deputy Chief of Office
12 Nuon Putheara Administrative Officer
13 Heng Kong Meng Officer
14 Yorn Vuthy Deputy Chief of Office
15 Chhim Daravuth Officer
16 Chhang Vey Officer
17 Ung Bunsovan Deputy Director of Dep. Dep. of Political Affair  
18 Touch Meng An Deputy Chief of Office
19 Heng Solidin Officer
20 Teb Piseth Officer

No. Name Position Department
1 Oum Chamroeun Chief of Office
2 Kri Yo Deputy Chief of Office
3 Uon Sothea Deputy Director of Dep.
4 Soth Kosal Chief of Office
5 Bun Narum Chief of Office
6 Sreng Sopheap Chief of Office
7 Kout Chanponna Officer
8 Heng Sophat Officer
9 Yam Meng Sean Chief of Office
10 Chan Koeuy Deputy Chief of Office
11 Lim Chhay Deputy Chief of Office
12 Koy Sarim Deputy Director of Dep.
13 Chem Socret Officer
14 Theng Kantom Deputy Chief of Office
15 Va Vanthoeun Deputy Director of Dep.
16 Horng Touch Deputy Chief of Office
17 Em Pheap Chief of Local Administration Unit
18 Chou Meng Chan Deputy Chief of Local Administration
19 Tob Buntean Deputy Chief of Local Administration
20 Hen Pothy Deputy Chief of Local Administration
21 Va Kim Heng Deputy Chief of Local Administration
22 Bin Monyrath Deputy Director of Dep. Contraction Department
23 Ma Onn Ma On Nath Deputy Chief of Office Secretariats

GDLA Training 2007,July,19-20 at Cambodia-Japan Cooperation Center

Secretariats

GDLA Training 2007,July,23-24 at Cambodia-Japan Cooperation Center

Dep. of Vocation and
personnel

Dep. Of General Administration

Dep. of Vocation and personnel

Dep. of Local Administration

General Department of Local
administration

Dep. Of General
Administration

General Department of
Local Administration

Provincial and municipal
local administration unit
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1 Pang Pan Deputy Director of Dep.
2 Khy Vutha Deputy Chief of Office
3 Ieng Sarith Deputy Chief of Office
4 Nget Chanthy Deputy Chief of Office
5 Som Sotaserey Officer
6 Kimchhoeun Viney Administrative Officer
7 Vat Reamma Officer
8 Chap Vibol Officer
9 Muon Narith Deputy Chief of Office
10 Kim Yuthy Officer
11 Khim Ny Officer
12 In Nan Deputy Chief of Office
13 Doum Chandy Deputy Chief of Office
14 Yim Sam Ol Chief of Office
15 Nuon Sambath Administrative Officer
16 Or Bony Deputy Director of Dep.
17 Kean Narin Deputy Chief of Office
18 Chea Cheyo Chief of Office
19 Man Bunthara Officer

No. Name Position Department
1 Chuop Sokhan Deputy Director of Dep.
2 Chea Mong Deputy Director of Dep.
3 Kann Sovanney Deputy Chief of Office
4 Han Sokunthea Officer
5 Thach Tharath Officer
6 Khorl Yuthly Deputy Director of Dep.
7 Nhem Sary Deputy Chief of Office
8 Say Sitha Deputy Chief of Office
9 Chan Sethik Officer
10 Kuy Boy Officer
11 Hoeun Proneth Officer
12 Long Viseth Officer
13 Sin Nadi Deputy Director of Dep.
14 Ham Sothy Deputy Director of Dep.
15 Khenh Hang Hourn Deputy Chief of Office
16 Kouy Thunna Deputy Director of Dep.
17 Ros Kunthy Deputy Chief of Office
18 Vin Bros Chief of Office
19 Srea Retanak Deputy Chief of Office
20 Sorn Sunsopheak Officer
21 Toch Ratana Officer
22 Tep Sam Chief of Office
23 Chhan Chansopheak Chief of Office
24 Long Sangva Deputy Chief of Office Department of construction
25 But Thavy Chief of office
26 Un Savuth Chief of office
27 Ratha Rakiyah Deputy Chief of Office
28 Huy Bonavy Officer

GDLA Training 2007,July,26-27 at Cambodia-Japan Cooperation Center

Dep. of Vocation and
personnel

General Department of Local
Administration

Dep. Of General
Administration

General Department of
Local Administration

Secretariats

General Department of Local
Administration

Dep. Of General
Administration

General Department of
Local Administration

Secretariats

GDLA Training 2007,July,30-31 at Cambodia-Japan Cooperation Center

Dep. of Vocation and personnel
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No. Name Position Office Entity
1 Hing Bopha Vice‐chief of office
2 Bith Chankhân Officer 
3 Kong Chanthan  Officer  Administration Office
4 Chheang Phannara  Officer 
5 Kong Sothea  Officer 
6 Chan Dara Deputy director of Dep.
7 Uy Chanborany Officer 
8 Seng Seila Deputy director of Dep.
9 Heng Sethea Officer 
10 Sak Chandary Officer
11 Liem Seda Chief of Office
12 Ngav Tang Officer 
13 Puth Sophat Deputy director of Dep.
14 Say Sithan Officer 
15 Yem Channarom Deputy director of Dep.
16 Sok Keo Reaksmey Officer 
17 Nhanh Dany Deputy director of Dep.
18 Hourn Chanrattana Officer 
19 Touch Nhim Deputy director of Dep.
20 Sem Khim Chief of Office
21 Chhim Kan Deputy director of Dep.
22 Ung Vannarin Deputy director of Dep.
23 Pich Somethearak Officer 
24 Sok Virak Officer 
25 Hor Davan Officer 
26 Mann Matheany Officer 
27 Mey Narath Officer 
28 Kheak Bunna Officer 
29 Chea Phally Officer 
30 King Sokunrith Officer 
31 Toun Samnang Officer 
32 Duy Sokunpheaktra Officer 
33 Moul Mapp Officer 
34 Mean Mom Officer 
35 Nho Khim Officer 
36 Hou Navuth Officer 
37 Tath Nimol Officer 
38 Cheng Monyra Chief of Office Provincial/Municipal management offic
39 Duch Sokun Officer Provincial/Municipal management offic
40 Chea Sour Vice‐chief of office General Administration Office
41 Pi Thira Officer  General Administration Office
42 Ang Mongkol Deputy director of Dep.
43 Suos Prathna Deputy director of Dep.
44 Dak Savy Deputy director of Dep.
45 Day Sothea Officer  General Administration Office

46 Touch Bonit Officer Economic, Social Affairs, Culture and
Religion Office

47 Kao Sokha Officer   Provincial/Municipal management offic

48 Van Dara Officer Economic, Social Affairs, Culture and
Religion Office

49 Choun Raksa Officer Economic, Social Affairs, Culture and
Religion Office

50 Hul Mengsroun Officer Statistic and Civil   Registration office
51 Sar Chhora Deputy director of Dep.
52 Tep Phearun Deputy director of Dep.
53 Siep Chheng An Chief of Office Statistic and Civil   Registration Office
54 Kim Vothanak Soporn Deputy director of Dep.
55 Math Kriya Vice‐chief of Office General Affairs Office
56 Mak Chantara officer Provincial/Municipal management offic

List of Participant of GDLA Officer s Training   (17‐28/12/2007 at Meeting hall of SOVANNAPHUMI University )
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No. Name Position Office Entity

List of Participant of GDLA Officer s Training   (17‐28/12/2007 at Meeting hall of SOVANNAPHUMI University )

57 Men Bunrith First Deputy director of Dep.
58 Reath Ou Deputy director of Dep.
59 Leav Virochanak Deputy director of Dep.
60 Sa Myna Deputy director of Dep.
61 Pen Kosal Deputy director of Dep.
62 Pan Mony Assistant of Excellency Seang Labrest
63 Leng Nang Vice‐chief of office
64 Um Yan Vice‐chief of office
65 Aing Sivorn Vice‐chief of office
66 Preap Sam Officer 
67 Nhem Samoeun Assistant of Ex. Sar Keng
68 Vann Sophanna First Deputy director fo Dep.
69 Doeun Rithi Deputy director of Dep.
70 Oum Saroeun Deputy director of Dep.
71 Lay Boreth Assistant of Ex. Tep Nannory
72 Hul Touch Officer 
73 Oun Savet Vice‐chief of Office
74 Em Khedy Vice‐chief of Office
75 Yi Soktha Deputy director of Dep.
76 Hov Lenin Deputy director of Dep.
77 Un Sovansa Assistant of Ex. Nut Sa Ann
78 Pheung Vorn Vice‐chief of Office
79 Prum Thy Member of Cabinet office Cabinet office
80 Yen Sarath Vice‐chief of Office
81 Sok Saruon Officer 
82 Prum Santhor Deputy director of Dep.
83 Soth Bunrin Deputy director of Dep.
84 Sin Soeun Deputy director of Dep.
85 Kong Soksan Deputy director of Dep.
86 Hong Sophal Chief of Office
87 Leng Somaly Vice‐chief of Office
88 Men Virakyuth Vice‐chief of Office
89 Touch Kolab Vice‐chief of Office
90 Ouch Channora Member of Cabinet office Cabinet office
91 Chun Thaweat Officer 
92 Ros Chanda Officer 
93 Phé San Officer 
94 Chuon Bunthol Chief of Office
95 Srun Kangheng Vice‐chief of Office
96 Yin Vannak Officer 
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No Name Position Entity

1 NOUN Someth Chief of Cabinet 
2 SUON Rindy Vice-Chief of Cabinet
3 BUN Serey Chief of Accounting Office
4 MAO Bora Director of Local Administration Unit
5 HOK Hourlim Chief o f Inspection Office
6 Sam Sam Ath Chief of Cabinet 
7 NGET Khem Vice-Chief of Inspection Office

8 MAI Vansoeung Director of Financial Unit

9 SAY kuy General Secretary  

10 CHEIN Reth Deputy Director of Local Administration Unit

11 PRUM Chamroeun Chief of Cabinet 

12 OUK Tha Director of Financial Unit

13 CHIN Soeun Director of General Secretary

14 TEK Sareth Chief o f Inspection Office
15 UNG Vuthy Director of  Local Administration Unit
16 KHLOK Nouy Chief of Cabinet 
17 SAR Sovann Director of Local Administration Unit
18 ROS Noeun General Secretary  
19 KEM Pisey Deputy Director of Financial Unit
20 Lun Limthai Chief of Cabinet 
21 YIN Buntith General Secretary  
22 HAY Nguonly Director Local Administration Unit
23 CHAY Kemheang Director of Financial Unit
24 ENG Vanna Chief o f Inspection Office
25 BUN Tharith Chief of Cabinet 
26 LY Samreth Director of  Local Administration Unit
27 PHAL Thang Dy First Deputy Director of Financial Unit
28 CHONG Ratana General Secretary  

29 SEAN PHAL First Vice-Chief of  Inspection Office

30 POR Prang Chief of Cabinet 

31 PEANG Narith General Secretary  

32 NUTH Bunna Director of Financial Unit

33 MUL Thon Director of  Local Adm. Unit

34 IN Bunmath Vice-Chief o f Inspection Office

35 RUY Chhunly Chief of Cabinet 

36 CHUM Saroeun Chief o f Inspection Office

37 NOV Pengchantara Director of  Local Adm. Unit

38 SIN Sareth Director of Financial Unit

39 YUOS Nasy Chief of Cabinet 
40 YIN Sophat Chief o f Inspection Office
41 UN Vanna Director of  Local Adm. Unit

42 KOAM Sokhom Director of Financial Unit

43 CHAN Chon Deputy director of Gen. Secretary  

44 MAR Sarin Vice-Chief of Cabinet 
45 CHUM Samoeun Chief o f Inspection Office
46 LACH Phirath Deputy director of Financial Unit
47 NOV Sokun General Secretary  
48 POR Pilot Director of  Local Adm. Unit
49 SOK Lu Chief of Cabinet 
50 LAY Lon Vice-Chief o f Inspection Office
51 HOUN Vannith Director of  Local Adm. Unit
52 LY Kimpeav General Secretary  
53 SREY Sarin Director of Financial Unit

at SOVANNAPHUMI UNIVERSITY

Phnom Penh

Krong Preah
Sihanouk

Training on Selected officials from All Provinces 14-15, January,2008  and 17-18, January, 2008

Krong Kep

Takeo

Prey Veng 

Kampong
Thom

Krong Pailin

Kampong
Cham

Siem Reap

Battam Bang

Kandal
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No Name Position Entity
1 SEAT Kemleang Chief of Cabinet 
2 OUK Doeum General Secretary  
3 NOU Narong Director of Financial Unit
4 OUK Keila Director of  Local Adm. Unit
5 Un Sophal Inspector
6 PEN Sambo Chief of Cabinet 
7 VAN Sokha General Secretary  
8 POUL Soktan Director of Financial Unit
9 SOEU Soknal Director of  Local Adm. Unit
10 HAN Phakdey Deputy director of  Local Adm. Unit
11 VONG Sam Ol Chief of Cabinet 
12 LEM Vanny General Secretary  
13 SIM Sovan First Deputy director of Gen. Secretary
14 HUN Ann Director of Financial Unit
15 HOEUNG Hong Director of  Local Adm. Unit
16 BUN Hau Chief of Cabinet 
17 SOM Sokhen General Secretary  
18 YOEUN Kimly Director of Financial Unit
19 CHHOEUN Kraiyong Deputy director of  Local Adm. Unit
20 CHHEM Bunny Chief of Inspection Office
21 SOK Sarath Chief of Cabinet 
22 SEM Vuthea General Secretary  
23 LAY Saroeun Director of Financial Unit
24 KEM Bona Deputy director of  Local Adm. Unit
25 UNG Sarem Chief of Inspection Office
26 UN Chhaly Chief of Cabinet 
27 PERN Songsina General Secretary  
28 SEK Sam Ol Director of  Local Adm. Unit
29 MOEUNG Lounsa Official
30 DOM Yukhean Director of Financial Unit
31 SAM Vuthy Chief of Cabinet 
32 HOU Vatanak Director of Financial Unit
33 CHANN Savann General Secretary  
34 MEY On Chief o f Inspection Office
35 THIM Nat Director of  Local Adm. Unit
36 KHANN Chamnan Vice-Chief of Cabinet 
37 SAO Sophal Deputy director of Gen. Secretary  
38 ORN Youteng Deputy director of Financial Unit
39 NHEM Sambath Director of  Local Adm. Unit
40 IV Sophany Chief of Inspection Office
41 OURN Bora Chief of Cabinet 
42 CHHUN Kimhay Deputy director of Gen. Secretary  
43 PENG Kong Director of Financial Unit
44 LIM Vannsaly Director of  Local Adm. Unit
45 CHAU Monira Chief of Inspection Office
46 SONG Bunleang Chief of Cabinet 
47 KHEAV Atechavong 1st Deputy director of Gen. Secretary  
48 KE Sengkim Director of Financial Unit
49 ER Saru Director of  Local Adm. Unit
50 KUCH Sovannary Vice Chief of Inspection Office
51 NAP Bunheng Chief of Cabinet 
52 CHEN Lorn Vice-Chief of Cabinet 
53 KUY Cheachvoeunsai Director of Financial Unit
54 SEK Hay Director of  Local Adm. Unit
55 KHEN Phosy General Secretary  
56 CHENG Sochantha Chief of Cabinet 
57 PEN Thet General Secretary  
58 SOK Sera Director of Financial Unit
59 HIEK Sophan Director of  Local Adm. Unit
60 PREAB Sim Chief of Inspection Office
61 THON Nol Chief of Cabinet 
62 VATH Paranin Vice-Chief of Cabinet 
63 CHUM Sim Director of  Local Adm. Unit
64 CHHIM Sivuth Vice-Chief of Inspection Office
65 PICH Ratanak Official of Accounting Office

Oudor
Meanchey

Kampot

Koh Kong

Svay Rieng

Kratie

Stung Streng

Preah Vihear

Pursat

Banteay
Meanchey

Ratanakiri

Mondolkiri

at SOVANNAPHUMI UNIVERSITY

Kampong
Chnnang

Kampong
Speu

Training on Selected officials from All Provinces 21-22, January,2008  and 23-24, January, 2008
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No Name Position Organization
1 Duch Sonn Deputy director general
2 Seng Hornsy Deputy director general
3 Lay Voharith Deputy director general
4 Suor Sokheng Deputy director general
5 Phang Leng Huot Deputy director general
6 Lai NaVuth Deputy director general
7 Ang Mongkol Deputy director general
8 Nao Nay Director of Secretariat
9 Dy SokPhan Director of Dep. Of Political Affairs
10 Chem Vuthikar Director of Dep. Of General Administration
11 Ev Bun Thol Director of Dep. Of Per. and Voc. Training
12 Ros Varun Deputy Secretary General
13 Sok Saryvoth Deputy Secretary General
14 Thach Vannak Deputy Secretary General
15 Khann Va Director of Dep. Of Abstract and Statistics
16 Sea Niyum Director of Department
17 Seng You Orn Director of Department General Department of Logistic and Finance
18 Samkol Sokhan Deputy director general
19 Kuy Bunsorn Deputy director general
20 Hak Vath Director of Dep. Execution
21 Phon Bunthal Deputy director  
22 Horn Yuvnea Member
23 Mony Virak Member
24 Sor Dima Member
25 Kep Chuktema Governor
26 Pa Socheatevong Deputy Governor
27 Map Sarin Deputy Governor
28 Mann Chhoeurn Deputy Governor
29 Chreang Sophan Deputy Governor
30 Chuop Khon Deputy Governor
31 Trac Thayseang Deputy Governor
32 Chann Sam An Deputy Governor
33 Ou Bun Deputy Governor
34 Touch Sarom Deputy Governor
35 Say Hak Governor
36 Prak Sihara Deputy Governor
37 Chev Kimheng Deputy Governor
38 Phay  Phan Deputy Governor
39 Sun Sokhan Deputy Governor
40 Meas Vuthy Deputy Governor
41 Chin Sarin Deputy Governor
42 Prak Chansokha Deputy Governor
43 Has Sareth Governor
44 ken Satha Deputy Governor
45 Leng  Loeung Deputy Governor
46 Prum Chamroeun Deputy Governor
47 Mot Morn Deputy Governor
48 Chan Samin Deputy Governor
49 Sam Sarin Deputy Governor
50 Ung Chhay Deputy Governor
51 Tath  Sohum Deputy Governor
52 Koeut Sothea Deputy Governor
53 Chak Chinda Deputy Governor
54 Ieng Vuth Deputy Governor
55 Ich Sarou Deputy Governor
56 Lao Bunpa Deputy Governor
57 Mey Meakk Deputy Governor
58 Ou Somourn Deputy Governor
59 Choun Sovan Deputy Governor
60 Choup Porith Deputy Governor
61 Choeum Sok Khon Deputy Governor
62 Mao Phirun Deputy Governor
63 Suos Saram Deputy Governor
64 Chhun Sirun Governor
65 Hang Yuth Deputy Governor
66 Ney Charey Deputy Governor
67 Kol Sam Ol Deputy Governor
68 Phay Bunthoeun Deputy Governor
69 Sim Vanna Deputy Governor
70 Yim Sokhom Deputy Governor
71 Sut Sath Deputy Governor
72 Soth Soeun Deputy Governor
73 Tep Sam On Deputy Governor
74 Oung Samei Governor
75 Thang Koeun Deputy Governor
76 Cheam Him Deputy Governor
77 Phan Chanthol Deputy Governor
78 Chieng Am Governor
79 Kim Thea Deputy Governor
80 Soun Sarith Deputy Governor
81 Kang Sean Deputy Governor
82 Pov Sopheap Deputy Governor
83 Kong Bunthorn Deputy Governor
84 Khov Sokha Deputy Governor
85 Nguon Pen Deputy Governor
86 Soum Socheath Deputy Governor
87 Hun Neng Governor
88 Lan Chhan Deputy Governor
89 Pen Ean Deputy Governor
90 Rom Tekkhak Mony Deputy Governor
91 Chhit Sokhon Deputy Governor
92 Meng Soun Deputy Governor
93 Sao Sras Deputy Governor
94 Soem Sokpry Deputy Governor
95 Khong Sun Eng Deputy Governor

Krong Pailin

Kandal

Sihanouk Ville

Krong Kep

GDLA/MoI

General Secretariat

General Department of Prison Affairs

Jurisdiction Council

Phnom Penh  

Prey Veng

Kampong Cham

Svay Rieng

Top Management Seminar ( September 1 -2 , and September 4-5, 2008), at Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) &
Phnom Penh Hotel
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No Name Position Organization
96 Uy Khemara Governor
97 Ith Sok Deputy Governor
98 Eang Ony Deputy Governor
99 Nou Sovanny Deputy Governor
100 Srey Ben Governor
101 Chhim Chhorn Deputy Governor
102 Kang Sam Oeun Deputy Governor
103 Kin Net Deputy Governor
104 Sau t Yea Deputy Governor
105 Chiung Phalla Deputy Governor
106 Saleh Sen Deputy Governor
107 Suong Phaly Deputy Governor
108 Kong Saothon Deputy Governor
109 Toun Bunthorn Deputy Governor
110 Chuong Sivvuth Deputy Governor
111 Pen Sambo Deputy Governor
112 Sok Born Deputy Governor
113 Tong Seng Deputy Governor
114 T eum Savath Deputy Governor
115 Kang Heang Governor
116 Loeung Sophat Deputy Governor
117 Sathya Vuth Deputy Governor
118 Touch Sarun Deputy Governor
119 Yuth Phouthang Governor
120 Nong Dinal Deputy Governor
121 Say Socheat Deputy Governor
122 Eng Kem Neang Deputy Governor
123 Yay Soeuy Deputy Governor
124 Bin Sam Ol Deputy Governor
125 Thaim San Deputy Governor
126 Son Dara Deputy Governor
127 Diep Piry Deputy Governor
128 Kong Vimean Deputy Governor
129 Chhun Chhorn Deputy Governor
130 Heng Sam An Deputy Governor
131 Nam Tum Governor
132 Som Sophat Deputy Governor
133 Chin Sothea Deputy Governor
134 Yuos Thaneary Deputy Governor
135 Men Thoeun Deputy Governor
136 Ly Sou Deputy Governor
137 Pao Hamphan Deputy Governor
138 Suon Rathsaray Deputy Governor
139 Cheng Nhan Deputy Governor
140 Touch Marim Governor
141 Hing Sarin Deputy Governor
142 Seat Kimleang Deputy Governor
143 Kai Chanmony Deputy Governor
144 Ty Kimtoc Deputy Governor
145 Chhun Song Deputy Governor
146 Kann Khemra Deputy Governor
147 Chuk Sophany Deputy Governor
148 Pich Han Deputy Governor
149 Chhay Sareth Governor
150 Ok Moni Deputy Governor
151 Keo Thy Deputy Governor
152 Mak Ra Deputy Governor
153 Prach Chan Governor
154 Ouk Vong Deputy Governor
155 Kim Nan Deputy Governor
156 Sieng Suthang Deputy Governor
157 Chhom Bunkhan Deputy Governor
158 Sun Heng Deputy Governor
159 Srey Sobin Deputy Governor
160 Yok Sithon Deputy Governor
161 El Say Deputy Governor
162 Prak Doeun Deputy Governor
163 Buth Kimsean Deputy Governor
164 Sim Mary Deputy Governor
165 Riem Sarin Deputy Governor
166 Pok Saluy Deputy Governor
167 Sok Saret Deputy Governor
168 Sar Chamrong Deputy Governor
169 Oung Oeun Governor
170 Kho Chhean Deputy Governor
171 Ou Lundy Deputy Governor
172 Im Phoansophal Deputy Governor
173 Nuom Sophorn Deputy Governor
174 San Vanna Deputy Governor
175 Yoem Then Deputy Governor
176 Chom Cheat Deputy Governor
177 Prom Sou Deputy Governor
178 Pech Sokhen Governor
179 Ing Van Deputy Governor
180 Luon An Deputy Governor
181 Ek Sovannphearak Deputy Governor

Koh Kong

Kampong Thom

Kampong Speu

Oudor MeanChey

Banteay Meanchey

Pursat

BattamBang

Kampong Chhnang

Takeo

Kampot
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No Name Position Organization
182 Sou Phirin Governor
183 Om Mara Deputy Governor
184 Mao Vuthy Deputy Governor
185 Sok Leakhena Deputy Governor
186 Oum Sokmantha Deputy Governor
187 Pov Piseth Deputy Governor
188 Ly Bunthoeun Deputy Governor
189 Chan Sophal Deputy Governor
190 Bun Tharith Deputy Governor
191 Nou Phalla Deputy Governor
192 Kim Chhay Heang Deputy Governor
193 Sang Riha Deputy Governor
194 Em Phallamony Deputy Governor
195 Preap Tann Governor
196 Long Sovann Deputy Governor
197 Kan Vudhy Deputy Governor
198 Sar Sam Ol Deputy Governor
199 Suy Serith Deputy Governor
200 So Thavy Deputy Governor
201 Ka Lean Deputy Governor
202 Om Saroeun Deputy Governor
203 Khoy Bunthan Deputy Governor
204 Loy Sophat Governor
205 Long Phal Deputy Governor
206 Phauk Samen Deputy Governor
207 Kong Sipha Deputy Governor
208 Chhay Veth Deputy Governor
209 Vann Vuth Deputy Governor
210 Nhem Saman Deputy Governor
211 Mau Thaknin Deputy Governor
212 Bin Phirom Deputy Governor
213 Bou Lam Governor
214 Sim Souyong Deputy Governor
215 Chey Sayoeurn Deputy Governor
216 Mom Saroeun Deputy Governor
217 Muong Pay Governor
218 Thang Savon Deputy Governor
219 So Neak Deputy Governor
220 Keo Savoeun Deputy Governor
221 Chan Yoeun Deputy Governor
222 Heng Samnang Deputy Governor
223 NhaRang Chan Deputy Governor
224 Svay Sam Eang Deputy Governor
225 Yim Lux Deputy Governor
226 Lay Sokha Governor
227 Chhoun Phany Deputy Governor
228 Keo Horn Deputy Governor
229 Lach Sim Aun Deputy Governor
230 Aisi Sokuntheari Deputy Governor
231 Ky Sara Deputy Governor
232 Bong Bopharith Deputy Governor
233 Nhean Sarau Deputy Governor
234 Yin Neang Hai Deputy Governor
235 Sa Chan Heang Deputy Governor
236 Kham Phoeun Governor
237 Prak Savuth Deputy Governor
238 Thun Kry Deputy Governor
239 Ven Sokoy Deputy Governor
240 Liv Bunhay Director of Department
241 Tan Lou Deputy director of Department
242 Lay Veng Eang Deputy Chief
243 Riem Ratha 1st Deputy Director
244 Pao Dou Deputy director general
245 Toun Sophal
246 Kheav Borey Deputy director general
247 Vy Heang Director of department
248 Chea Chan Tom Director of department
249 Paul Pidou Dep. Secretary general 
250 Soy Reasey Deputy Director
251 Ros Samea Deputy director of Department
252 Teung Sokhai Advisor
253 Cheap Satharoath Assistant of Ex. Sok An
254 Chhoeuy Roeun General Inspector
255 Thor Sethana Director general
256 Sar Samidy Deputy director of Department
257 Ol Rou Deputy chief of Center
258 Prak Chandara Director of Department
259 Doung Virak Director of Department
260 Thai Vuthy Deputy Director of Dep.
261 KHEM CHENDA Director of Department
262 Ea Ekasar Vice-chief of Office
263 Keo Kosal Deputy director general
264 Chum Chanthan Deputy director general
265 Kosal Sopinak Director of Department
266 Suong Sarun Deputy director general
267 In The Deputy director general
268 Ky Touch Director of Department
269 Samrith ChethaphiromDeputy Director of Department
270 Keang Sthavuth Chief of International relationship
271 KEM Siphat Deputy director of Department
272 Chea Foeung Deputy Director of Department
273 Chan Vanny Deputy director of Department
274 Hideaki Matsuo Representative Embassy of Japan
275 Phok Phira Representative JICA
276 Ros Chhay Representative AusAID
277 Hong Sokheang Representative CIDA
278 Kung Munichan Rural Development Officer World Bank

Secretariat of Civil Service

Ministry of Tourism

Ministry of Agriculture Forestry
and Fishery

Ministry of Land Management,
Urban Planning & Construction

Ministry of Education Youth and Sports

Cambodia Development Council

Ministry of Women Affairs

Ministry of Rural Development

Ministry of Planning

Kratie

Mondol Kiri

Administration Reform Councils

Office of Council Ministers

Stung Treng

RatanaKiri

Ministry of Economy and Finance

Preah Vihear

Siem Reap
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No Name Position Organization
279 Thach Savy National-Local Finance Advisor UNCDF
280 Fanny Leroy Representative French Embassy
281 Ros Than San Project manager KAF
282 Katharina H bner Programme Officer 
283 Ruth Gouber Advisor
284 Shelley Flam Consultant
285 Ou Sivhuoch Researcher CDRI
286 Chea Vibol Program Analyst
287 So Lida Program Associate
288 Toshiyasu Kato PILAC Chief Advisor
289 Hiromi Osada PILAC Expert
290 Masahiko Suginaga PILAC Expert
291 Mikayo Yamanzaki PILAC Expert
292 Hisako IKEDA PILAC Expert
293 Dy Sarath Assistant
294 Pech Channary Assistant
295 Lay Onry Department Director
296 Soth Kosal Chief of Vocational Training Office
297 Chan Sovanna Deputy Director of department Department of General Administration
298 Prak Somoeun Department Director
299 Chhin Seng Nguon  Chief of Education and Capacity Building Office

300 Prak Vannarith Deputy Department Director
301 So Munyraksa Deputy Department Director
302 Ma Onn Ma On Nath Vice-chief of Administration Office General Department of General Administration
303 Heng Solidin Administration Monitoring Official General Department of General Administration
304 Lim Sokto Chief of Personnel Office Department of Personnel and Vocational Training 
305 Kuy Boy Official of Finance office Department of Local Administration
306 Chou Mengchan Deputy director of Local Administration Unit Phnom Penh Municipality

Department of Local Administration

MoI / PILAC

GTZ

UNDP

Department of Political Affairs

 Department of Personnel and Vocational Training 
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No Name Position Organization
1 Tiv Kimpiseth Deputy directror of Cabinet
2 Kim Savuth Deputy directror of Cabinet
3 Ly Saveth Deputy directror of Cabinet
4 Sok Suy Deputy directror of Cabinet
5 Kem Vatanakthida Deputy directror of Cabinet
6 Huot Hai Deputy directror of Cabinet
7 Ket Siviny Chief of Office
8 Mum Krasal Chief of Office
9 Chhim Thouny Chief of Office

10 Chin Pao Chief of Office
11 Eang Sophalla Chief of Office
12 Long Sokhom Chief of Office
13 Tema Vichekal Asssistant of Governor
14 Long Dimanch Vice chief of Office
15 Ean Sokhim Vice chief of Office
16 Touch Vanrith Vice chief of Office
17 Chea  Sokun Vice chief of Office
18 Pan Raksmey Vice chief of Office
19 Kruy Sophorn Vice chief of Office
20 Chheng Chanvatha Vice chief of Office
21 Cheam Heng Vice chief of Office
22 Chan Daravuth Vice chief of Office
23 Top Seyha Vice chief of Office
24 Mov Manith Official
25 Sem Darin Official
26 Ses Sokkosal Official
27 Kem Sethany Deputy director of MLAU
28 Pheng Roeun Vice chief of Administration Off.
29 Orn Neang Deputy director of Cabinet
30 Aum Samel Chief of Office
31 Ok Kheang Chief of Office
32 Men Arunraksmey Chief of Office
33 Sor Phannara Vice chief of Office
34 Slot Sambun Vice chief of Office
35 Prak Chotmanith Vice chief of Office
36 Sam Piseth Vice chief of Office
37 Ok Sophal Vice chief of Office
38 Chan Sokunthea Vice chief of Office
39 Lay Oudom Vice chief of Office
40 Mea Saory Vice chief of Office
41 Chum Sokhon Vice chief of Office
42 Or Rathmony Vice chief of Office
43 Huot Chamroeun Asssistant of Deputy Governor
44 Mot Sovan Asssistant of Deputy Governor
45 Cheang Samphors Asssistant of Deputy Governor
46 Tema Saophea Assistant of Cabinet Office
47 Cheng Chinda Official
48 Khun Vanna Official
49 Sam Silek Official
50 Keo Vanthon Official
51 Sok Sambath Governor
52 Hem An Deputy Governor
53 Ek Khondoeun Deputy Governor
54 Chhim Dina Deputy Governor
55 Sok Pegnvuth Director of Khan Department 
56 E Socheat Official
57 Hem Rithy Official
58 Lu Yu Governor
59 Mey Mon Deputy Governor
60 Nun Samon Deputy Governor
61 Kem Chhun Ou Deputy Governor
62 Prum Samkhan Deputy Governor
63 Kep Sambo Deputy Governor
64 Pherng Sokhem Director of Khan Department 
65 Tuy Bunsereyrathmo Dep. director of Khan Depart. 
66 Braing Sophal Vice chief of Khan Office
67 Srun Sron Governor
68 Lem Sophea Deputy Governor
69 Soam Sovan Deputy Governor
70 Try Narin Deputy Governor
71 Muong Sarey Director of Khan Department 
72 Yu Ratha Vice chief of Khan Office
73 Thay Dara Official
74 Seng Ratanak Governor
75 Pov Van Director of Khan Department 
76 Dy Leak Dep. director of Khan Depart. 
77 Pech Keomony Deputy Governor
78 Huot Sokry Vice chief of Khan Office
79 Krouch Phan Governor
80 Kit Sopha Deputy Governor
81 Keo Sophea Deputy Governor
82 Theng Sothol Deputy Governor
83 Phoak Seiha Deputy Governor
84 San Sithan Director of Khan Department 
85 Yin Kea Dep. director of Khan Depart. 
86 Khiev Kheneath Chief of Office
87 Kuoch Chamroeun Governor
88 Huy Sarun Deputy Governor
89 Em Sokleang Deputy Governor
90 Eang Siphan Deputy Governor
91 Hav Sokhom Dep. director of Khan Depart. 
92 Suom Bunthoeun Official
93 Khlaing Hout Governor
94 Lin Nhak Deputy Governor
95 Nouth Pouthdara Deputy Governor
96 Chan Sovuth Deputy Governor
97 Kub Sleh Deputy Governor
98 Koeut Chhe Deputy director of Cabinet
99 Keo Chansunnary Director of Khan Department 

100 Prak Channa Chief of Khan Office
101 Van Saly Chief of Khan Office

Phnom Penh Municipality

Khan Doun Penh

Khan Chamkarmon

Khan Prampir Meakkakra

Khan  Tuol Kouk

Khan  Dangkao

Khan  Mean Chey

Model Provincial/Municipal Training on Legal Frame Work of Local Administration in Cambodia -Phnom Penh      (September 8-9.
11-12, 15-16, 18,19, 2008) at Ministry of Planning

Khan Ruessei Keo
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No Name Position Organization
1 Sy Vantha Deputy director of cabinet
2 Pang Lim Hong Deputy director of Finance Unit
3 Chan Sokha Vice-chief of Accounting Office
4 Kang Seiha Deputy director of PLAU
5 Khon Pros Chief of Procedure & Documentation Office
6 Srun Nat Chief of  Cadastral Affairs Office
7 Plong On Chief of Economic Affairs Office
8 Oum Phalot Vice-chief of Procedure  & Documentation Off
9 Hauv Chamnan Vice-chief of Accounting Office

10 Chhin Sovannarit Vice-chief of Personnel Office
11 Som Sophea Vice-chief of Abstract Office
12 Phon Pov Vice-chief of Statistice & Civil Registration Off
13 Sea Kimsay Vice-chief of Information Office
14 Om Phally Vice-chief of Public Com. Office
15 Loeurng Choeurn Vice-chief of Political Affairs Office
16 Sngourn Chhunlay Vice-chief of Economic Affairs Office
17 Chea Khean Vice-chief of Court & Prison Affairs Office
18 Miech Bunly Vice-chief of Cadastral Affairs Office
19 Kun Sunly Vice-chief of Train. Capacity buil. Educ & Infor
20 Pov Chakrya Vice-chief of Planning, Database &Finance Off
21 Ven Vorn Vice-chief of Monitoring & Intervention Office
22 Ket Meng Lang Vice-chief of Revenue Office
23 Chey Piseth Vice-chief of Revenue Office
24 Ok Kimdina Vice-chief of Disbursment Office
25 Chea Pheara Vice-chief of Disbursment Office
26 Phan Kimsan Deputy director of Cabinet
27 Ngork Kim Ork Deputy director of Finance Unit
28 Lorn Chheng Leap Deputy director of Finance Unit
29 Yin Chamroeun Deputy secretary general
30 Meas Sameth Administration Monitoring Official
31 Pech Eng Deputy director of Inspection Unit
32 Vann Vouth Chief of Information Office
33 Ran Sophea Chief of Abstract Office
34 Nourn Noy Chief of Social Affairs Office
35 Bum Chhun Chief of Court & Prision Affairs Office
36 Heng Puth Chhay Chief of Revenue Office
37 Em Sokkhon Chief of Train. Capacity  build, Education & Info
38 Pen Sophal Chief of Database planning & Finance Office
39 Ten Chan Thoeun Chief of Monitoring & Intervention Office
40 Tho Nearypheach Vice-chief of Sta. & Civil Reg. Office
41 Ngork Chakriya Vice-chief of Procedure & Documentation Off.
42 Yonn Sam El Vice-chief of Information Office
43 Oeur Voeun Vice-chief of Personnel Office
44 Chhin Chanty Vice-chief of Public Communication Office
45 Var Channoeun Vice-chief of Political Affairs Office
46 Keo Sopha Vice-chief of Political Affairs Office
47 Chheang Bunheang Vice-chief of Disbursment Office
48 Chhum Sam Oll Vice-chief of Cadastrial Affairs Office
49 Chou Seng Eang Vice-chief of Economic Affairs Office
50 Chan Sophon Vice-chief Of Accounting Office
51 Sem Sithov  Governor of District
52 Chea Sokrith Deputy Governor of District
53 Phy Bunthann Deputy Governor of District
54 Seak Leng Governor of District
55 Bun Samnang Deputy Governor of District
56 Try Vutha Deputy Governor of District
57 Chroeung Kimsrean Governor of District
58 Pin Khan Deputy Governor of District
59 Heng Vanny Governor of District
60 Sim Kung Deputy Governor of District
61 Mak Lim Orn Deputy Governor of District
62 Nuon Song Deputy Governor of District
63 Buth Saroeun Deputy Governor of District
64 Khun Tha Governor of District
65 Sun Sokly Governor of District
66 Long Theam Deputy Governor of District
67 Ly Leng Deputy Governor of District
68 Chhoeung Pyseth Governor of District
69 Neat Ravuth Deputy Governor of District
70 Say Sophath Deputy Governor of District
71 Khath Sokhom Deputy Governor of District
72 Kem Nutnitya Governor of District
73 Bun Kuntha Deputy Governor of District
74 Koy Savuth Deputy Governor of District
75 Kao Bunnath Deputy Governor of District
76 Srey Savoeun Governor of District
77 Seam Sok Deputy Governor of District
78 Kem Noeun Deputy Governor of District
79 Y Sahak Governor of District
80 Moeun Pha Deputy Governor of District
81 Hem Kimsan Deputy Governor of District
82 Chek Saan Governor of District
83 Ros Sokhan Deputy Governor of District
84 Keo Kosal Deputy Governor of District
85 Thuch That Governor of District
86 Kim Tay Deputy Governor of District
87 Chan Phally Deputy Governor of District
88 Kao Sok An Governor of District
89 Yi Vannak Deputy Governor of District
90 Siv Sokun Deputy Governor of District
91 Hong Heang Deputy Governor of District
92 Kim Dy Deputy Governor of District
93 Pan Kimchhoeun Deputy Governor of District
94 Sok Srun Deputy Governor of District
95 Cheng Rath Deputy Governor of District
96 Pan Mony Deputy Governor of District
97 Im Sophornaroat Governor of District
98 Chhay Vansy Deputy Governor of District
99 Chea Tay Deputy Governor of District

100 Sou May Deputy Governor of District
101 Pouv ChansopheaknyCourt Monitor Center for Social Development

Tboung Khmum District

Krouch Chhmar Dis.

Model Provincial/Municipal Training on Legal Frame Work of Local Administration in Cambodia -Kampong Cham Province
(October 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 2008) at Phnom Pros Hotel

Cheung Prey District

Kampong Cham Provincial Hall

Kampong Cham Dis.

Kampong Siem Dis.

Batheay District

Chamkar Leu District

Stueng Trang Dis.

Dambae District

Prey Chho District

Kang Meas District

Memot District

Kaoh Soutin Dis.

Srei Santhor Dis.

Ou Reang Ov Dis.

Ponhea Krae Dis.
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No Name Position Organization
1 Hoeum Bunheang Deputy Secretary general
2 Pen Sarin Deputy Secretary general
3 Teat Chamroeun Deputy Secretary general
4 Yu Channa Deputy director of Inspection Unit
5 Hoeun Samrith Deputy director of Finance Unit
6 Chea Bachhun Deputy director of PLAU
7 Som Virak Vice-chief of Abstract Office
8 Sy Heng Administration Monitoring Official
9 Kam Sina Administration Monitoring Official
10 Suth Chanthon Chief of Administration Office
11 Sok Chon Vice-chief of Administration Office
12 Pich Khisereyroth Chief of Political Affairs Office
13 Serey Sambath Chief of Personnel Office
14 Preab Samphon Vice-chief of Personnel Office
15 Kong Chhun Vice-chief of Personnel Office
16 Khlut Thaly Vice-chief of Personnel Office
17 Tith Bunthoeun Chief of Statistic & Civil Registration Off.
18 Vao Kemsuor Vice-chief of Sta. & Civil Reg. Office
19 Prak Visal Chief of Communication Office
20 Houy Vanthon Vice-chief of Communication Office
21 Kong Buntry Vice-chief of Cadastral Affairs Office
22 Ek Samoeun Vice-chief of Social Affairs Office
23 Nut Sopheak Administration Monitoring Official
24 Ly Chetnium Deputy Secretary general
25 Chhuk Mean Vice-chief of Court Affairs Office
26 Uk Sitha Vice-chief of Court Affairs Office
27 Vong Samith Chief of Information Office
28 Prak Sovann Chief of Cadastral Affairs Office
29 Im Phat Chief of Revenue Office
30 Samreth Tha Vice-chief of Revenue Office
31 Ouk Syvatha Chief of Disbursement Office
32 Em Sreangnet Official 
33 Mey Morng Vice-chief of Disbursement Office
34 Lav Suy Chief of Accounting Office
35 Nuon Sopheap Vice-chief of Accounting Office
36 Chhun Sopheap Vice-chief of Accounting Office
37 May Vannarin Administration Monitoring Official
38 No Vipheak Administration Monitoring Official
39 Kong Sophea Administration Monitoring Official
40 Sao Channa Secretary
41 Uth Saophorn Official
42 Keo Pol Vice-chief of Information Office
43 Van Leouy Vice-chief of Information Office
44 Pich Somaly Vice-chief of Abstract Office
45 Ngan Dara Chief of Abstract Office
46 Muth Sophea Vice-chief of Statistic & Civil Reg. Office
47 Tith Veasna Chief of Economic Affairs Office
48 Sao Boreivatna Deputy Governor of Khan
49 Long Thary Vice-chief of Procedure & Doc. Off.
50 Khan Hongly Vice-chief of Public Com. Office
51 Yung Veasna Official
52 Men Savoeun Vice-chief of Cadastral Affairs Off.
53 Uy Sopheap Vice-chief of Income Office e
54 Uk Kaline Official
55 Tep Mony Administration Monitoring Official
56 Phau Sambath Official
57 Lim Sereyrath Secretary
58 Ok Narin Vice-chief of Economic Affairs Off.
59 Sam Yorn Vice-chief of Economic Affairs Off.
60 Pen Dina Vice-chief of Economic Affairs Off.
61 Khuon Neng Vice-chief of Political Affairs Office
62 Y Thearin Official
63 Kong Samoeun Governor of Khan
64 Chun Horn Governor of Khan
65 Pum Sereyvuth Deputy Governor of Khan
66 Chheng Leang Deputy Governor of Khan
67 Nhem Soupheap Deputy Governor of Khan
68 Ly Vanda Deputy Governor of Khan
69 Houy Hak Director of Khan Department 
70 Ban Sarum Governor of Khan
71 Nob Phean Deputy Governor of Khan
72 Net Mon Deputy Governor of Khan
73 Ork Sunghorn Deputy Governor of Khan
74 Chan Rith Deputy Governor of Khan
75 Kong Men Director of Khan department 
76 Morm Samut Chief of General Administration Off.
77 Hem Sophat Vice-chief of General Adm. Office
78 Chhan Sreng Chief of Economic Office
79 Ok Pok Vice-chief of Economic Office
80 Prum Punny Deputy director of Khan Department 
81 Kong Kheang Vice-chief of Social Affairs Office
82 Uong Chanthea Vice-chief of Social Affairs Office
83 Mei Kearng Governor of Khan
84 Chey Visun Deputy Governor of Khan
85 Chan Roeun Deputy Governor of Khan
86 Chhay Sokunda Deputy Governor of Khan
87 Kem Phumi Deputy Governor of Khan
88 Pol Vannayuta Deputy Governor of Khan
89 Khom Bunthoeun Director of Khan department 
90 In Mol Chief of General Administration Off.
91 Ong Chhaly Chief of Economic Office
92 Lem Pheng Vice-chief of Economic Office
93 Som Kemsan Vice-chief of Social Affairs Office
94 Koy Ath Chief of General Administration Off.
95 Chea Doeun Chief of Social Affairs Office
96 ChhornVirak Chief of Economic Office
97 Prum Sethy Deputy director of Khan Department 

Model Provincial/Municipal Training on Legal Frame Work of Local Administration in Cambodia -Sihanouk Ville (October 13-14,
16-17, 20-21, 23-24, 2008) at Garden Hill Hotel

Mittakpheap Khan Office

Mittakpheap Khan Office

Sihanouk Ville Municipality

Prey Nob Khan Office

Stueng Hav Khan Offic
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1st Day 2nd Day
1 Uy Liv M Deputy director of Cabinet
2 Nhek Pich M Deputy Secretary General
3 Neang Chan Thara M Deputy Secretary General
4 Porch Sovann M Deputy director of Inspection Unit
5 Suon Chea M Deputy director of Inspection Unit
6 Dy Piech M Chief of Abstract Office
7 Horm Samkhan M Chief of Court Affairs Office
8 Phok Kittia M Chief of Procedure & Doc. Office
9 Iv Dara F Chief of Social Affairs Office
10 Duong Kimsorn M Chief of Revenue Office
11 Chuong Chanthy M Chief of Disbursment Office
12 Phok Savong M Chief of Sta. & Civil Regis. Office
13 Buoy Sokly M Chief of Train. Edu. Capacity Buil. & Infor. Off.

14 Mam Yan F Vice‐chief of Accounting Office
15 Soth Sophon M Vice‐chief of Sta.&Civil Regis.Office
16 Sam Sam Ath M Vice‐chief of Personnel Office
17 Ngem Chanthan F Vice‐chief of Sta.&Civil Regis.Office
18 Kao Chhuonnara F Vice‐chief of Political Affairs Office
19 Sarong Sophany F Vice‐chief of Cadastrial Office
20 Hun Chat M Vice‐chief of Social Affairs Office
21 Huy Bunteang M Vice‐chief of Procedure & Doc.Office    
22 Eang Serey F Vice‐chief of Revenue Office    
23 Som Mony M Vice‐chief of Political Affairs Office    
24 Tauch Thon M Vice‐chief of Information Office    
25 Khiem Ratha M Vice‐chief of Disbursment Office    
26 Chea Sokphat M Deputy director of Cabinet
27 Suos Sophath M Deputy director of Cabinet
28 Roeun Rath M Deputy Secretary General
29 Khim Tipmuny M First Deputy director of Finance Unit
30 Uy Sotheavy M Deputy director of Finance Unit
31 Chet Setha M Deputy director of Inspection Unit
32 Tith Vira M Deputy director of Inspection Unit
33 Ny Sophan M Vice‐chief of Abstract Office
34 Chhay Sary M Chief of International Cooperation Office
35 Thoeun Heng M Chief of Accounting Office
36 Chhim Samnang M Chief of Cadastrial Affairs Office
37 Luorng Khan M Vice‐chief of Procedure & Doc. Office
38 Danh Vey M Vice‐chief of Political Affairs Office
39 Chhoeut Sothea M Vice‐chief of Inter. Cooperation Office
40 Than Chanthe F Vice‐chief of Personnel Office
41 Chun Pheakdey M Vice‐chief of Sta. & Civil Regis.Office
42 Mok Sarivanna M Vice‐chief of Procedure & Doc. Office
43 Chak Chakriya F Vice‐chief of Procedure & Doc. Office
44 En Vanny F Vice‐chief of Social Affairs Office
45 Por Kim M Vice‐chief of Court & Prison Affairs Off.
46 Teng Chanthol F Vice‐chief of Social Affairs Office
47 Sam Sophal M Vice‐chief of Court & Prison Affairs Off.
48 Kun Huot M Vice‐chief of Abstract Office
49 Chum Reachea M Vice‐chief of Court & Prison Affairs Off.
50 Duong Davy F Vice‐chief of Disbursment Office

Ba
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Training on legal framework of local administration in Cambodia for
Provincial officials in Battambang Province (Nov 24 ‐ Dec 05, 2008 at

Ratanak Hotel & T.O. Hotel)

No Name Sex Position Entity
Attendant
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1st Day 2nd Day
No Name Sex Position Entity

Attendant

51 Suon Saveth M Governor
52 Theam Chhin M Deputy Governor
53 Som Chenda F Deputy Governor
54 Puth Try M Deputy Governor
55 Choeung Sin M Deputy Governor
56 Ouch Eang M Governor
57 Kong Ly M Deputy Governor
58 Sam Neng M Deputy Governor
59 Eang Sarom M Deputy Governor
60 Lom Som M Governor
61 Nou Sithoeun M Deputy Governor
62 Em Hoeun M Deputy Governor
63 Tep Han M Deputy Governor
64 Tim Dareth M Governor
65 Siengem WounzyM Deputy Governor
66 Vin Huoth M Deputy Governor
67 Oeum Sokhon M Governor
68 Suon Sarun M Deputy Governor
69 Khem VandoeurnM Deputy Governor
70 Mot Sambuon F Deputy Governor
71 Chhean Toeurn M Deputy Governor
72 Pich Malay M Deputy Governor
73 Ong Bonchoy M Deputy Governor
74 Leng Chanthon M Deputy Governor
75 Sin Nha M Governor
76 Ouch Reth M Deputy Governor
77 Kim Sea M Deputy Governor
78 Kep Phengly M Governor
79 Sam Seak M Deputy Governor
80 Se Sameth M Deputy Governor
81 That Narun M Deputy Governor
82 Sok Kong M Governor
83 Miech Som M Deputy Governor
84 Phim Sophon M Deputy Governor
85 Nop Sovann M Deputy Governor
86 Kong Bai M Governor
87 Suon Koeun M Deputy Governor
88 So Seng M Deputy Governor
89 Touch Sokun M Deputy Governor
90 Hen Sophal M Governor
91 En Saorith M Deputy Governor
92 Kol Bot M Deputy Governor
93 Chum Sip M Governor
94 Lim Hoeung M Deputy Governor
95 Saem Setha M Deputy Governor
96 Uy Ry M Governor
97 Pen Hab M Deputy Governor
98 Tim Chouneth M Deputy Governor
99 Chcet Vet M Deputy Governor
100 Phok Sinnary F Deputy Governor

Total :  100
Absent 0
Male :  86

Female:  14
Attendant 100

Sampov Lun Distric

Battambang
District

Rotonak Mondol
District

Kamrieng District

Phnum Proek
District

 Samlout  District

Bavel District

Aek Phnum District

Banan District

Koas Krala
District

Sangkae District

Thma Koul
District

Moung Ruessei
District

-     -142



1st Day 2nd Day
1 CHHUN   SAO M Deputy director of Cabinet
2 CHAU SEN M Deputy director of Cabinet
3 MOENG VUTHY M Deputy director of Cabinet
4   KIM   VANNAK M Chief of Procedure Office
5 NOP SOK CHEA M Vice‐chief of Abstract Office
6 SO NAROM F Vice‐chief of Social Affairs Office
7 KAV SANG M Chief of Statistict Office
8 THOU CHANTHOL M Official of Economic Affairs Office
9 MEY SOKHARITH M Chief of Information Office
10 KHUTH NARIN F Vice‐chief of  Information Office
11  HONG  BUNKONN M Vice‐chief of Social Affairs Office
12 SAY SOPHON M Chief of Personnel Office
13  PROM  SAMORN M Deputy Secretary general
14 SO     KEORATHA M Deputy Secretary general
15  KEO SAR M Chief of Land Affairs Office
16  SUOS SOPHAT M Chief of Prison Affairs Office
17  KEO SOCHEAT M Chief of Political Affairs Office
18  PHIN  PHAN M Chief of Economics Office
19 PHAL    THANGDY M Deputy director of Finance Unit
20 ROS    SOVANN M Deputy director of Finance Unit
21 MEACH CHENDA M Vice‐chief of Accounting Office    
22  KANG   KEOMOLY F Vice‐chief of Accounting Office    
23  KHOUN  CHANLY M Chief of Revenue Office    
24 SIN     KIMSUN M Deputy director of Local Adm. Unit    
25 SEAN  PHAL  M Deputy director of Inspection Unit    
26  CHAN SARA M Deputy director of Cabinet
27 TES CHANKIRI M Deputy director of Cabinet
28 CHHOUN PISITH M Deputy director of Cabinet
29 CHAN    PHEAKTRA F Vice‐chief of Procedure Office
30  TIM   CHHEAN M Vice‐chief of Procedure Office
31 SUON  SEANG M Vice‐chief of Statistict Office
32 BUN TIENG F Vice‐chief of Statistict Office
33 NORNG  SARKAN F Vice‐chief of Relation Office
34  LIM    MANG M Vice‐chief of Information Office
35 MEASSEREYRITHVALA F Vice‐chief of Social Affairs Office
36 SUTH PECH M Vice‐chief of Personnel Office
37 TEP      CHHONN M Deputy Secretary General
38  KHIEV MONOSATHYA M Vice‐chief of Land Affairs Office
39 KEO    NOREAK M Vice‐chief of Prison Affairs Office
40 CHHIM  SRAS M Vice‐chief of Prison Affairs Office
41 SOA     REM M Vice‐chief of Economic Affairs Office
42 CHHUM   MINEAYUTH F Vice‐chief of Political Affairs Office
43  KHONG SAREN M Chief of Accounting Office
44  ING BUNANG M Deputy director of Finance Unit
45 PHENG  SOKVANARY F Vice‐chief of Accounting Office
46 TRAN  NARADY M Chief of Disbursment Office
47  EAV SUNNARY F Vice‐chief of Revenue Office
48 GNOUNG  OU M Deputy director of Inspection Unit
49 SORN  SEREIVUTHY M Official of Abstract Office
50 SUON   CHOMNAN M Local Administration Unit Official

Si
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Training on legal framework of local administration in Cambodia for Provincial
officials in Siem Reap Province (17‐27,November, 2008 at Siem Reap Provincial

Office )

No Name Sex Position Entity
Attendant
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1st Day 2nd Day
No Name Sex Position Entity

Attendant

51 TEP BUNCHHAY M Governor    
52 SO PLATONH M Deputy Governor
53 OEUN POV M Deputy Governor    
54 KUY VISAL F Deputy Governor
55  PHOU SAMATH M Governor    
56 KVAN CHAMNAN M Deputy Governor
57 TIEP BUN CHHUOY M Deputy Governor
58 NET  SARAN F Deputy Governor    
59 KONG PROLING M Deputy Governor
60 DITH  DAN M Governor    
61 BUOY MONTHA F Deputy Governor    
62 MAO RAVY M Deputy Governor
63 KAO SOPHOAN M Governor
64 POK  SEREYREATMONY M Deputy Governor
65 OUN  SEYLA M Deputy Governor
66 EM   KIMTHAV   F Deputy Governor
67 SIN RON M Governor
68 SIK BUNSIN M Deputy Governor    
69 KHO  SOPHANY M Deputy Governor
70 OUN VONG M Governor
71 THAP SARON M Deputy Governor
72  DUCH  KIMDORM M Deputy Governor
73 NGOR  SOKUNTHY F Deputy Governor
74  BUTH KARY M Governor
75 PEK NHEM M Deputy Governor
76 KHUT KHUNLAY M Deputy Governor
77 KE CHIV M Deputy Governor
78  ROEUN  KINA F Deputy Governor
79 CHHIM TUN M Governor
80  KHOY RATH M Deputy Governor
81  LUK PHOS M Deputy Governor
82 CHEA AM M Deputy Governor
83 RATH CHUM M Deputy Governor
84 EM VATH M Governor
85 YONG PHARY F Deputy Governor
86 PATH SAMBATH M Deputy Governor    
87 CHHOEUN CHHUN M Deputy Governor
88 CHHIN MUNNY         M Governor    
89 CHOEUN CHEAN M Deputy Governor
90 CHAN RON F Deputy Governor
91 CHEY  SAMBATH M Deputy Governor
92 EAN  KHUN  M Governor    
93 EM  SEUTH M Deputy Governor
94 YUTH  PISITH M Deputy Governor    
95 PAN SARETH M Deputy Governor
96  MAO  VISOTH M Deputy Governor
97 CHHIN  RIN F Deputy Governor
98 PECH SOKHALAY M Deputy Governor
99 DITH  DOEUN M Deputy Governor
100 MUY VUTHY M Deputy Governor

Total : 
Absent 0
Male : 

Female: 
Attendant 100
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1st Day 2nd Day
1 Sreng Sopheap M Chief of Monitor, Support C/S Office
2 Hing Bopha M Vice‐chief of Administration office
3 Uy Sakun M Vice‐chief of Edu.& Capacity buid.office
4 Nhanh Dany M Vice‐chief of Accounting Office
5 Chan Dara M Deputy director of Department
6 Phay Chansophy M Vice‐chief of Administration Office
7 Chet Kimchong M Vice‐chief  of Follow‐up, Monit.&Support C/S Off.
8 Heng Sethea F Official
9 Suth Sam M Vice‐chief of Administration Office
10 Uy Chanborany F Official A A
11 Yim Samol M Chief of General Administration office
12 Cheng Monyra M Chief of P/M Management office
13 Duch Sokun M Official of P/M Management office A A
14 Chea Sour M Vice‐chief of General Adm. office
15 Theng Kantom M Vice‐chief of General Adm. office
16 Suos Prathna M Deputy director of Department 
17 Dak Savy M Deputy director of Department 
18 Mak Chantara M Official of P/M Management Office A A
19 Ros Kunthy M Vice‐chief of Sta. & Civil Regis. Office
20 Touch Bonit M Official of Eco, Social Affairs, Culture & Religion office
21 Math Kriya M Vice‐chief of Abstract Office
22 Kao Sokha M Official of P/M Management Office
23 Choun Raksa M V.chief of Eco, Socials, Cult. & Religion off.
24 Hul Mengsroun M Official of Statistic and Civil   Registration off.
25 Sar Chhora M Deputy director of Department
26 Tep Phearun M Deputy director of Department
27 Siep Chheng An M Chief of Statistic and Civil   Registration Off.
28 Lim Chhay M Vice‐chief of P/M Management Office
29 Liem Soda M Deputy director of Department
30 Ung Vannarin M Deputy director of Department A
31 Touch Nhim M Deputy director of Department
32 Sem Khim M Chief of Political Office
33 Bun Narom M Chief of Administration and Abstract Office
34 Om Chamroeun M Chief of Pro/Muni Personnel Office
35 Vat Reamma M Official
36 Sok Samnang M Vice‐chief of Vocational Training Office
37 Penchin Yuthea M Official
38 Pich Somethearak M Vice‐chief of Com. & Org. Management Office
39 Mann Matheany F Chief of Political Affairs and Human Right off.
40 Mey Narath M Deputy director of Department 
41 Chea Phally F Chief of Administration and Abstract Office
42 Tath Nimol M V‐chief of Political Affairs & Human Right Off.
43 Kean Narin M Vice‐chief of Community management Office
44 Teak Bunna M Official
45 King Sokunrith M Chief of Political Party Management Office
46 Toun Samnang M Vice‐chief of Political Affairs & Human Right Off.
47 Chhan Chansopheak M Chief of Asso. & Org. Management Office
48 Moul Mapp F Vice‐chief of Adm. and Abstract Office
49 Nho Khim M Deputy director of Department
50 Hou Navuth M Chief of Foreigner Affairs Manangement Off.
51 Duy Sokunpheaktra F Official
52 Hor Davan F Vice‐chief of Association managing Off.
53 Ros Sokhuntha M Official
54 Khim Yean M Official
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Model Provincial/Municipal training on Legal Framework of local administration
in Cambodia ‐ GDLA Trainig  (15‐26/12/2008 at World Vision Cambodia )

No. Name Sex Position Department Attendent
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1st Day 2nd Day
No. Name Sex Position Department Attendent

55 Soy Rotanak M Official
56 Sok Virak M official
57 Heng Ngounsrun M official    
58 Pom Chenda F official
59 Chea Cheyo M Chief of  Abstract Office
60 Chuon Bunthol M Chief of Administration Office
61 Som Kosal M Chief of Archives Office A A
62 Srun Kangheng M Vice‐chief of Administration Office    
63 Ratha Rakiyah F Vice‐chief of Archives Office
64 Yem Channarom M Deputy director of Department 
65 Chheun Tay M Vice‐chief of P/M Budget Office
66 Puth Sophat M Deputy director of Department  A A
67 Sor Sokun M Vice‐chief of Planning Office
68 Mey Sophanneth F Vice‐chief of Finance Office
69 Hay Leang M Vice‐chief of Administration Office
70 Chhouk Savorn M Vice‐chief of Accounting Office
71 Men Bunrith M Deputy director of Department
72 Sa Myna M Deputy director of Department
73 Pan Mony F Assistant of Excellency Seang Labrest    
74 Vann Sophanna M Deputy director of Department
75 Thou Phea M Deputy director of Department 
76 Pen Kosal M Deputy director of Department 
77 Nhem Samoeun M Assistant of Ex. Sar Keng
78 Reath Ou M Deputy director of Dep.
79 Oun Savet M Vice‐chief of Office
80 Em Khedy M Vice‐chief of Office
81 Leav Virochanak M Deputy director of Department
82 Yi Soktha M Deputy director of Department A A
83 Hov Lenin M Deputy director of Department
84 Prum Thy M Member of Cabinet office
85 Un Sovansa M Assistant of Ex. Nut Sa Ann    
86 Pheung Vorn M Vice‐chief of Adm. & Abstract Office
87 Yin Sarath F Vice‐chief of Abstract Office
88 Prum Santhor M Deputy director of Department
89 Soth Bunrin M Deputy director of Department    
90 Sin Soeun M Deputy director of Department
91 Ouch Channora M Deputy director of Department A
92 Hong Sophal M Chief of Protocol Office
93 Leng Somaly F Vice‐chief of Statistic Office
94 Men Virakyuth M Vc of Com. of Assembly and Senate Off.
95 Touch Kolab M Vice‐chief of Translation Office
96 Doeun Rithi M Deputy director of Dep.
97 Um Yan M Vice‐chief of File Office
98 Aing Sivorn F Vice‐chief of Procedure Office    
99 Sam Pagnapiseth M Official A A
100 Preap Sam M Official

Total:   100
Female: 14
Male:  86

Absent:  7
Attendent: 93
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1st day 2nd  day

1 NOUN Someth M Director of Cabinet     
2 MAO Bora M Director of Local Adm. Unit    
3 BUN Serey M Chief of Accounting Office    
4 NAK Tanavuth M Chief of International Relation Off.    
5 HOK Hourlim M Chief o f Inspection Office
6 YEUNG Sokhoeun F Deuput governor of Khan Prey Nob    
7 SUN Sophany F Official    
8 SUON Heng  M Official A
9 CHIN Chanthy M Official    
10 OK Samphoas M Official
11 HIEM Khuon M Director of Cabinet     
12 OUK Tha M Director of Financial Unit    
13 CHIN Soeun M Secretary General    
14 TEK Saret M Director of Inspection Office    
15 NOU Samnat M Deputy director of  Local Adm. Unit
16 KHLOK Nouy M Director of Cabinet     
17 HOUT Satha M Director of Inspection Unit    
18 SOR Sovann M Director of Local Adm. Unit    
19 ROS Noeun M Secretary General    
20 KEM Pisey M Acting director of Financial Unit
21 KUY Kaing M Deputy secretary General    
22 MUONG Vichet M Vice‐chief of Public Relation office    
23 CHEA Seila M Assistant of Provincial Governor    
24 HAN Kosal M Assistant of Provincial Governor    
25 OUN Sopheap M Assistant of Provincial Governor
26 LY Samreth M Director of Cabinet     
27 CHOUNG Ratana M Secretary General    
28 CHAN Saroeun M Director of Financial Unit    
29 KEA Vannak M Official of Local Adm. Unit    
30 KEM Samneang M Official of Local Adm. Unit
31 POR Prang  M Director of Cabinet     
32 YIN Nu M Deputy director of Cabinet    
33 NUTH Bunna M Director of Financial Unit    
34 SRENG Sreang M Director of Inspection Unit    
35 IN Bunmath M Deputy director of Inspection Unit
36 RUY Chhunly M Director of Cabinet  A A
37 KEM Sara M Director of Inspection Unit    
38 NOUV Pengchantara M Director of  Local Adm. Unit    
39 SUT Song M Secretary General    
40 SIN Sareth M Director of Financial Unit A A
41 YUOS Nasy M Director of Cabinet     
42 YIN Sophath M Chief o f Inspection Off.    
43 UN Vanna M Director of  Local Adm. Unit    
44 KOAM Sokhom M Director of Financial Unit    
45 CHAN Chân M Deputy Secretary  General

46 SAM Vuthy M Director of Cabinet     
47 HOU Vatanak M Director of Financial Unit    
48 CHANN Savann M Secretary General    
49 MEY On M Director of Inspection Unit    
50 THIM Nat M Director of  Local Adm. Unit
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Participants List of Training on Selected officials from all Provinces on Legal Framework of
Local Administration in Cambodia (19‐29, January, 2009 at CJCC)

No Name Sex Position Province Attendent
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1st day 2nd  day
No Name Sex Position Province Attendent

51 OUM Bunleng M Director of Cabinet     
52 CHUM Samoeun M Director of Inspection Unit    
53 SOUM Ratanak M Director of Financial Unit    
54 NEOU Sokun M Secretary General    
55 POR Pilot M Director of  Local Adm. Unit
56 SOK Lou M Director of Cabinet     
57 LAY Lan M Deputy director of Inspection Unit    
58 HUON Vannith M Director of  Local Adm. Unit    
59 LY Kimpeav M Secretary General    
60 SO Kemseng M Deputy director of Financial Unit
61 Orm Sophea M Director of Cabinet     
62 OUK Dim M Secretary General    
63 NOU Narong M Director of Financial Unit    
64 OUK Keila M Director of  Local Adm. Unit    
65 UN Sophal M Director of Inspection Unit
66 SAO Sathya M Director of Cabinet     
67 VAN Sokha M Secretary General    
68 POUL Soktan M Director of Financial Unit    
69 SOEUR Soknal M Director of  Local Adm. Unit    
70 NGUON LUN M Inspetor of Inspection Unit
71 VONG Sam Ol M Director of Cabinet     
72 LIM Vanny M Secretary General    
73 SIM Sovann M Deputy director of Inspection Unit    
74 HUN An M Director of Financial Unit    
75 HOEUNG Hong M Director of  Local Adm. Unit
76 Oum Chantha M Director of Cabinet     
77 SOM Sokhen M Secretary General    
78 YOEURN Kimly M Director of Financial Unit    
79 CHEP Pharin M Director of  Local Adm. Unit    
80 CHHIM Bunny M Director of Inspection Unit
81 SOUK Sarath M Director of Cabinet     
82 SIM Vuthea M Secretary General    
83 LAY Saroeun M Director of Financial Unit    
84 KEM Bona M Acting director of  Local Adm. Unit    
85 Em Thany M Official of Inspection Unit
86 LIM Savan  M Deputy director of Cabinet     
87 PEN Songsina M Secretary General    
88 DUM Youhean M Director of Financial Unit    
89 SEK Sam Ol M Director of  Local Adm. Unit    
90 PHAN Kemkan M Deputy director of Inspection Unit
91 KHANN Chamnan M Director of Cabinet 
92 SAO Sophal M Deputy Secretary General
93 ON Youteng M Deputy director of Financial Unit
94 NHEM Sambath M Director of  Local Adm. Unit
95 IV Sophanny M Director of Inspection Unit
96 ONN Bora M Director of Cabinet     
97 CHHUN Kimhey M Deputy Secretary General
98 PENG Kung M Director of Financial Unit
99 LIM Vann Saly M Director of  Local Adm. Unit
100 CHAU Munira M Director of Inspection Unit
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1st day 2nd  day
No Name Sex Position Province Attendent

101 SONG Bunleang M Director of Cabinet     
102 NEM Va M Secretary General    
103 KE Sengkim M Director of Financial Unit    
104 E Saro M Director of  Local Adm. Unit    
105 METH Peua M Director of Inspection Unit
106 NAP Bunheng M Director of Cabinet     
107 CHEN Lan M Deputy director of Cabinet     
108 KOY Cheachveunsai M Director of Financial Unit    
109 SEK Hay M Director of  Local Adm. Unit    
110 KHEN Phosy M Secretary General
111 CHING Sochantha M Director of Cabinet     
112 PIN Thet M Secretary General    
113 SOK Sera M Director of Financial Unit    
114 HIEK Sophan M Director of  Local Adm. Unit    
115 PREAP Sim M Director of Inspection Unit
116 THON Nol M Director of Cabinet     
117 VATH Paranin M Secretary General    
118 CHUM Sim M Director of  Local Adm. Unit    
119 CHHIM Sivuth M Director of Inspection Unit    
120 PECH Ratanak M Director of Financial Unit

Total:  120
Male: 118

Female: 2
Attendent:  118

Absent:  2
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1st Day 2nd Day 3rd Day
1 Kep Chuktema M Governor      
2 Mann Chhoeurn M Deputy Governor      
3 Chreang Sophan M Deputy Governor      
4 Trac Thayseang M Deputy Governor      
5 Pa Socheatevong M Deputy Governor      
6 Touch Sarom F Deputy Governor      
7 Chann Sam An M Deputy Governor      
8 Map Sarin M Director of Councils       
9 Chea Sothorn M Councils Member       
10 Prum Kun M Councils Member       
11 Om Hoeung M Councils Member       
12 Veng Thai M Councils Member       
13 Lauk Hour M Councils Member       
14 Choup Khon M Councils Member       
15 Nut Chea  M Councils Member       
16 Vann Sokkheng M Councils Member       
17 Hem Longsopheak M Councils Member       
18 Mum Krasal F Councils Member       
19 Thach Setha M Councils Member       
20 Morn Phalla M Councils Member       
21 Cheb Kemeang M Councils Member       
22 Riel Khemrin M Councils Member       
23 Kak Kumka M Councils Member       
24 Khuon Kemny F Councils Member       
25 Nak Tanavuth M Councils Member       
26 Hing Sokhom F Councils Member       
27 Sok Sek M Councils Member       
28 Lors Ry M Councils Member       
29 Noun Someth M Director of Cabinet       
30 Bun Serey M Chief of Accounting Office      
31 Yuth Phouthang M Governor      
32 Thaim San M Deputy Governor A  A  A
33 Eng Kem Neang F Deputy Governor A  A  A
34 Say Socheat M Deputy Governor      
35 Son Dara M Deputy Governor      
36 Lim Savann M Acting Director of Cabinet      
37 Dum Youhean M Director of Finance Unit      
38 Kay Samruom M Director of Councils       
39 Nong Dinal M Councils Member       
40 Yu Paseth M Councils Member       
41 Aom Em F Councils Member       
42 Keo Yan F Councils Member       
43 Moeung Luonsa M Councils Member       
44 Chin Sophal M Councils Member       
45 Ruon Seungphan M Councils Member       
46 Un Chhaly M Councils Member       
47 Ngek Thaivisan M Councils Member       
48 Khin Dy M Councils Member       
49 Mithona Phouthang F Councils Member       
50 Bun Tun  M Councils Member       
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Orientation Seminar on Basic Principle for Sub‐national Administrative Management
 ( June 15 ‐ July 01,2009  at Phnom Penh Hotel )

No.  Name Sex Position Province
Attendant
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1st Day 2nd Day 3rd Day
No.  Name Sex Position Province

Attendant

51 Pav Hamphan M Governor      
52 So Neak M Deputy Governor      
53 Keo Savoeun F Deputy Governor      
54 Thang Savon M Deputy Governor      
55 Mom Saroeun M Deputy Governor      
56 Nap Bunheng M Director of Cabinet       
57 Phat Sophea M Director of Finance Unit      
58 Muong Pay M Director of Councils       
59 Chey Sayoeurn M Councils Member       
60 Phan Phirin M Councils Member       
61 Lot Vansao M Councils Member       
62 Nob Mareth F Councils Member       
63 Sam Chanseng M Councils Member       
64 Tra Nutsean M Councils Member       
65 Tin Toeun M Councils Member       
66 On Samnang M Councils Member       
67 Bou Lam M Councils Member       
68 Sok Ham M Councils Member       
69 Khaom Sai M Councils Member       
70 Koy Cheachveunsai M Councils Member       
71 Touch Marim M Governor      
72 Seat Kimleang M Deputy Governor      
73 Un Samol M Deputy Governor      
74 Cheng Nhan M Deputy Governor      
75 Dauk Sothea  F Deputy Governor      
76 Hing Sarin M Deputy Governor      
77 Orm Sophea M Director of Cabinet       
78 Nou Narong M Director of Finance Unit      
79 Men Thoeun M Director of Councils       
80 Mat Mot M Councils Member       
81 Ly Sou M Councils Member       
82 Non Yao M Councils Member       
83 Suon Sat M Councils Member       
84 Long Chunlay M Councils Member       
85 Chheng Sokheng M Councils Member       
86 Teum Bunna M Councils Member       
87 Taim Sary M Councils Member       
88 Horn Soy M Councils Member       
89 Nget Then F Councils Member       
90 Kuy Chantha M Councils Member       
91 Seng Chynor M Councils Member       
92 He Lemseng M Councils Member       
93 Duong Chantrea M Councils Member       
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1st Day 2nd Day 3rd Day
No.  Name Sex Position Province

Attendant

94 Preap Tann M Governor      
95 Suy Serith M Deputy Governor      
96 Sar Sam Ol M Deputy Governor      
97 Khoy Bunthan F Deputy Governor      
98 So Thavy M Deputy Governor      
99 Khov Khunhor M Dep. Director of Cabinet       
100 Ke Sengkim M Director of Finance Unit      
101 Long Sovann M Director of Councils       
102 Nem Va M Councils Member       
103 Ka Lean M Councils Member       
104 Sung Bunleang M Councils Member       
105 Yem Phalla M Councils Member       
106 So Phon M Councils Member       
107 Moy Chanthon F Councils Member       
108 Seang Suondoeun M Councils Member       
109 Om Saroeun M Councils Member       
110 Chek Heng F Councils Member       
111 Norng Chorn M Councils Member       
112 Sok Sandara M Councils Member       
113 Sok Narean M Councils Member       
114 Pech Sokhen M Governor      
115 Ing Van M Deputy Governor      
116 Luon An M Deputy Governor      
117 San Vanna M Deputy Governor      
118 Ek Sovannphearak F Deputy Governor      
119 Haing Meng M Dep. Director of Cabinet       
120 Pech Ratanak M Director of Finance Unit      
121 Yoem Then M Director of Councils       
122 Lao Chhorn M Councils Member       
123 Slaum Le M Councils Member       
124 Proeung Pronith M Councils Member       
125 Chum Sim M Councils Member       
126 Long Vanny M Councils Member       
127 Suong Savon F Councils Member       
128 Chom Cheat M Councils Member       
129 Nit Sort M Councils Member       
130 buk Chanthon M Councils Member       
131 Nut Siphon M Councils Member       
132 Reach Sakhorn F Councils Member       
133 Rath Sophal M Councils Member       
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134 Sou Phirin M Governor      
135 Sok Leakhena M Deputy Governor      
136 Sang Riha M Deputy Governor      
137 Om Mara M Deputy Governor      
138 Bun Tharith M Deputy Governor      
139 Em Phallamony F Deputy Governor      
140 Kim Chhay Heang M Deputy Governor      
141 Ly Samrith M Director of Cabinet      
142 Chan Saroeun M Director of Finance Unit      
143 Chan Sophal M Director of Councils       
144 Nou Phalla M Councils Member       
145 Eng Hoeun M Councils Member       
146 Mao Vuthy  M Councils Member       
147 Pov Piseth M Councils Member       
148 Tau Kemsean M Councils Member       
149 Chhuy Sokhom M Councils Member       
150 Kuch Lyna M Councils Member       
151 Yin Ty M Councils Member       
152 Sok Kemseng M Councils Member       
153 Pech Dara M Councils Member       
154 Ith Vandy M Councils Member       
155 Aim Samath M Councils Member       
156 Sou Ny M Councils Member       
157 Kuy Song M Councils Member       
158 Sin Nom F Councils Member       
159 Kao Sauphoan M Councils Member       
160 Sam Sen M Councils Member       
161 Peat Map M Councils Member       
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162 Chhun Sirun M Governor      
163 Ou Somourn M Deputy Governor      
164 Choeum Sok khon M Deputy Governor      
165 Kol Sam Ol M Deputy Governor      
166 Phay Bunchhoeun M Deputy Governor      
167 Suos Saram F Deputy Governor      
168 Hang Yuth M Deputy Governor      
169 Ruy Chhunly M Director of Cabinet      
170 Sin Sareth M Director of Finance Unit      
171 Mao Phirun M Director of Councils       
172 Chem Visuth M Councils Member       
173 Long Yan M Councils Member       
174 Phay Sokhon M Councils Member       
175 Nuon Neartey F Councils Member       
176 Un Chhon M Councils Member       
177 Chum Chuon  M Councils Member       
178 Tob Sopheak M Councils Member       
179 Run Thul M Councils Member       
180 Chan Savorn M Councils Member       
181 Long Lemhea M Councils Member       
182 Hing Phirom M Councils Member       
183 Kem Sreng M Councils Member       
184 Hun Kosakny F Councils Member       
185 Cheav Tay M Councils Member       
186 Sok Bunthon M Councils Member       
187 Uk Sam ong M Councils Member       
188 Kruy Malen M Councils Member       
189 Chy Sivutha M Councils Member       
190 Um Thun M Councils Member       
191 Cheng Sarun M Councils Member       
192 Has Sareth M Governor      
193 ken Satha M Deputy Governor      
194 Tuon Bunthon M Deputy Governor      
195 Prum Chamroeun F Deputy Governor      
196 Chan Samin M Deputy Governor      
197 Ouk Tha M Director of Finance Unit      
198 Hiem Khuon M Director of Cabinet      
199 Sam Sarin M Director of Councils       
200 Ung Chhay M Councils Member       
201 Mey Rin M Councils Member       
202 Mak Sun M Councils Member       
203 Mot Morn M Councils Member       
204 Leng Loeung M Councils Member       
205 Hong Samuon M Councils Member       
206 Nguon Bean M Councils Member       
207 Chin Songim F Councils Member       
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208 Sbong Sarath M Governor      
209 Meas Vuthy M Deputy Governor      
210 Prak Chansokha F Deputy Governor      
211 Chev Kimheng M Deputy Governor      
212 Phay Phan M Deputy Governor      
213 Chev Kimheng M Deputy Governor      
214 Sam Samath M Director of Cabinet      
215 May Vansoeung M Director of Finance Unit      
216 So Chonghour M Director of Councils       
217 Prak Sihara M Councils Member  A A A
218 Vong Phanath M Councils Member       
219 Kaim Kemhong M Councils Member       
220 Sok Lang M Councils Member       
221 Keo Phirom M Councils Member       
222 Sok Savath M Councils Member       
223 Ly Dy M Councils Member       
224 Tuk Kemsay M Councils Member       
225 Saum Savy M Councils Member       
226 Bun Hour M Councils Member       
227 Pech Kemsan M Councils Member       
228 Kong Phalla M Councils Member       
229 Chea Chaum  M Councils Member       
230 Kouch Chantha F Councils Member       
231 Chieng Am M Governor      
232 Sam Bunnarin M Deputy Governor      
233 Keo Samoeun M Deputy Governor      
234 Pov Sopheap F Deputy Governor      
235 Soum Socheath M Deputy Governor      
236 Men Vibol M Deputy Governor      
237 Sam Vuthy M Director of Cabinet      
238 Hou Vatanak M Director of Finance Unit      
239 Kim Thea M Director of Councils       
240 Nguon Pen M Councils Member       
241 Chum Hat M Councils Member       
242 Kang Sean M Councils Member       
243 Soun Sarith M Councils Member       
244 Chan Seng F Councils Member       
245 Yin Samut M Councils Member       
246 Thaung Chheng M Councils Member       
247 Hen Savon F Councils Member       
248 Prum Sambo M Councils Member       
249 Nhem Las M Councils Member       
250 Seng Mardy M Councils Member       
251 Meas Kheng M Councils Member       
252 Phin Chhaim  M Councils Member       
253 Hean Choeun M Councils Member       
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254 Hun Neng M Governor      
255 Lorn Limthay M Deputy Governor      
256 Pen Ean M Deputy Governor      
257 Soem Sokpry M Deputy Governor      
258 Rom Tekkhak Mony M Deputy Governor      
259 Khong Sun Eng F Deputy Governor      
260 Meng Suon  M Deputy Governor      
261 Om Phoeun Kunvuth M Dep. Director of Cabinet       
262 Lorn Chhengleab F Director of Finance Unit      
263 Lan Chhan M Director of Councils       
264 Khlout Phon M Councils Member       
265 Mao Neth M Councils Member       
266 Soum Chandarong M Councils Member       
267 Hout Non M Councils Member       
268 Kong Chhoeun M Councils Member       
269 Uk Roung M Councils Member       
270 Chhin Bunsoeung M Councils Member       
271 Siv Houy M Councils Member  A A A
272 Mao Chhuon M Councils Member       
273 Kheav Samuon  F Councils Member       
274 El Rusat M Councils Member       
275 Iy Samol M Councils Member       
276 Duong Chanveasna M Councils Member       
277 Khat Kosal M Councils Member       
278 Luch Pavy M Councils Member       
279 Kao Chesta M Councils Member       
280 Chet Kemchhin F Councils Member       
281 Yen Kemhorn M Councils Member       
282 Hay Nguonly M Councils Member       
283 Em Deth M Councils Member       
284 Kang Heang M Governor      
285 Sathya Vuth M Deputy Governor      
286 Touch Sarun M Deputy Governor      
287 Pen Sambo M Deputy Governor      
288 Teum Savath F Deputy Governor      
289 Loeung Sophat M Deputy Governor      
290 Sao Sathya M Director of Cabinet       
291 Poul Soktan M Director of Finance Unit      
292 Yim Sokhom M Director of Councils       
293 Nob Oeun M Councils Member       
294 Mok Sorn M Councils Member       
295 Hout Thon M Councils Member       
296 Test Lon M Councils Member       
297 Keo Sokhom F Councils Member       
298 Teang Sean M Councils Member       
299 Seung Bunthoeun M Councils Member       
300 Ouch Samoeun M Councils Member       
301 Sok Born M Councils Member       
302 Tong Seng  M Councils Member       
303 Luy Laim M Councils Member       
304 Sok Yan M Councils Member       
305 Cheas Deum M Councils Member       
306 Puy Sarith M Councils Member       
307 Seung Sin M Councils Member       
308 Pak Sinavuth M Councils Member       
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309 Chan Yoeun M Governor      
310 Aisi Sokuntheari F Deputy Governor      
311 Yim Lux M Deputy Governor      
312 Svay Sam Eang M Deputy Governor      
313 Heng Samnang M Deputy Governor      
314 Sok Sera M Director of Finance Unit      
315 Ching Sochantha M Director of Cabinet      
316 Eng Bunheang M Director of Councils       
317 NhaRang Chan M Councils Member       
318 Men Nguy M Councils Member       
319 Keo La M Councils Member       
320 Om Khon M Councils Member       
321 Lach Sim Aun M Councils Member       
322 Chey Saphon M Councils Member       
323 Out Son F Councils Member       
324 Tan Navan M Councils Member       
325 Loy Sophat M Governor      
326 Chhay Veth M Deputy Governor      
327 Mau Thaknin M Deputy Governor      
328 Kong Sipha F Deputy Governor      
329 Phauk Somen M Deputy Governor      
330 Chheang Lak M Dep. Director of Cabinet       
331 Peng Kong  M Director of Finance Unit      
332 Van Vuth M Director of Councils       
333 Uon Bora M Councils Member       
334 Pheng Samith M Councils Member       
335 He Bunleng M Councils Member       
336 Hing Phanroeun M Councils Member       
337 Nhem Saman M Councils Member       
338 Thak Khamtan M Councils Member       
339 Rav Nuong  M Councils Member       
340 Kut Bunmy F Councils Member       
341 Khaim Phanthyvong M Councils Member       
342 Poy Chanthala M Councils Member       
343 Suy Vannu M Councils Member       
344 Poy Yat M Councils Member       
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345 Chhun Chhun M Governor      
346 Sok Lou M Deputy Governor      
347 Som Sophat M Deputy Governor      
348 Uth Sam Orn M Deputy Governor      
349 Kung Vimean M Deputy Governor      
350 Yuos Thaneary F Deputy Governor      
351 Em Saroeun M Acting Director of Cabinet      
352 Srey Sarin F Director of Finance Unit      
353 Nam TuM M Director of Councils       
354 Diep Piry M Councils Member       
355 Bun Soeun M Councils Member       
356 Sok Chanthou F Councils Member       
357 Chea Sary M Councils Member       
358 Sun Thun M Councils Member       
359 Pich Poeun M Councils Member       
360 Keo Chamreun M Councils Member       
361 Mum Sary M Councils Member       
362 Nuon Horm M Councils Member       
363 Luk Sambath M Councils Member       
364 Em Khun M Councils Member       
365 Chea Pea M Councils Member       
366 Nguon Chheng An M Councils Member       
367 Lang Kiseung M Councils Member       
368 Noch Mangdy M Councils Member       
369 Teng Vannarith M Councils Member       
370 Prach Chan M Governor      
371 El Soy M Deputy Governor      
372 Seum Mary F Deputy Governor      
373 Srey Soben M Deputy Governor A A A
374 Sun Heng  M Deputy Governor      
375 Sieng Suthorng M Deputy Governor      
376 Kim Nan M Deputy Governor      
377 Po Prang M Director of Cabinet      
378 Nuth Buna M Director of Finance Unit      
379 Ouk Vong M Director of Councils       
380 E Sarum M Councils Member       
381 Yin Nu M Councils Member       
382 Uy Liv M Councils Member       
383 Kim Sary M Councils Member       
384 Phou Sovantha M Councils Member       
385 Phan Reth M Councils Member       
386 Chea Chiv M Councils Member       
387 Deum Saroeun M Councils Member       
388 Phuo Puy M Councils Member       
389 But Kimsean M Councils Member       
390 Sok Kung M Councils Member       
391 Soeung Sean M Councils Member       
392 Horm Mony M Councils Member       
393 Eve Dara F Councils Member       
394 Chhorm Bunkhorn M Councils Member       
395 Sou Arafath M Councils Member       
396 Tep Yeun M Councils Member       
397 Tep Yeun M Councils Member  A A A
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398 I Chhean M Governor      
399 Mey Meakk M Deputy Governor      
400 Ieng Vuth M Deputy Governor      
401 Tath Sohum M Deputy Governor      
402 Ith Yut F Deputy Governor      
403 Kem Pisey M Dep. Director of FU      
404 Chav Khan M Adm. Management Official      
405 Lao Bunpa M Director of Councils       
406 Morm Ham M Councils Member       
407 Ven Dara F Councils Member       
408 Chea Kea M Councils Member       
409 Koeut Sothea M Councils Member       
410 Yem Set M Councils Member       
411 Nuon Neum M Councils Member       
412 Pov Sok F Councils Member       
413 Khlok Nouy M Councils Member       
414 Oung Eung M Governor      
415 Em Phoansophal M Deputy Governor      
416 Riem Sarin M Deputy Governor      
417 Chung Phet M Deputy Governor      
418 Sar Chamrong M Deputy Governor      
419 Nuom Sophorn F Deputy Governor      
420 Sar Chamrong M Director of Cabinet       
421 Lor Bunpich M Dep. Director of FU      
422 Pok Saluy M Director of Councils       
423 Chuong Prasoeuth M Councils Member       
424 Keo Sopheap M Councils Member       
425 Tin Sambo M Councils Member       
426 Kung Leur M Councils Member       
427 Pann Saveun M Councils Member       
428 Nov Napak M Councils Member       
429 Ke Samphors M Councils Member       
430 Kan Rithy M Councils Member       
431 Chhim Krifong M Councils Member       
432 Tob Saroeung M Councils Member       
433 Chhun Sun M Councils Member       
434 Heng Sambath M Councils Member       
435 Oung Mon M Councils Member       
436 Sam Praseth M Councils Member       
437 Om Chhunkruy M Councils Member       
438 Chhen Ren M Councils Member       
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439 Srey Ben M Governor      
440 Kang Sameun M Deputy Governor      
441 Eang Ony M Deputy Governor      
442 Ith Sok M Deputy Governor      
443 Nou Sovanny F Deputy Governor      
444 Lay Vannak M Deputy Governor      
445 Chhim Chhorn M Deputy Governor      
446 Yos Nasy M Director of Cabinet      
447 Kam Sokhum M Director of Finance Unit      
448 Chhet Sokhun M Director of Councils       
449 Kao Chhe M Councils Member       
450 Kin Net M Councils Member       
451 Uy Khemara M Councils Member       
452 Meas Laing M Councils Member       
453 Hun Sareun M Councils Member       
454 Thor Sen M Councils Member       
455 So Sarou M Councils Member       
456 Em Men M Councils Member       
457 Val Chhen M Councils Member       
458 Moa Sophal M Councils Member       
459 Em Vicheth M Councils Member       
460 Ly Sukry M Councils Member       
461 Ou Sovannara M Councils Member       
462 Ith Sarun M Councils Member       
463 Thorng Em M Councils Member       
464 Neang Kimmeur F Councils Member       
465 Hem Sarum F Councils Member       
466 Uk Lam F Councils Member       
467 Khoy Khunhour M Governor      
468 Heng Vantha M Deputy Governor      
469 Kang Saothun F Deputy Governor      
470 Chuong Sivvuth M Deputy Governor      
471 Ing Menghour M Deputy Governor      
472 Saut Yea M Deputy Governor      
473 Lay Sareun M Director of Finance Unit      
474 Suk Sarath M Director of Cabinet      
475 Khim Samorn M Director of Councils       
476 Khuy Sean M Councils Member       
477 Ou Hay M Councils Member       
478 Pu Teykok M Councils Member  A A A
479 Nou Neath F Councils Member  A A A
480 Ou Yany F Councils Member       
481 Keo Praseth M Councils Member       
482 Meas Yun M Councils Member       
483 Vann Dara M Councils Member       
484 Sam Hall M Councils Member       
485 Ou Hay M Councils Member       
486 Chiung Phalla M Councils Member       
487 Meas Savorn M Councils Member       
488 You Chhuy M Councils Member       
489 Nhov Sa Em M Councils Member       
490 Ung Chheng M Councils Member       
491 Uk Savuth M Councils Member       
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492 Kham Phoeun M Governor      
493 Sa Chan Heang F Deputy Governor      
494 Nhean Sarau M Deputy Governor      
495 Thun Kry M Deputy Governor      
496 Bong Bopharith M Deputy Governor      
497 Ky Sara M Deputy Governor      
498 Khann Chamnan M Director of Cabinet      
499 In Phean M Director of Finance Unit      
500 Nu Phoeung M Director of Councils       
501 Vong Soy M Councils Member       
502 Kuy Loung M Councils Member       
503 Nu Sarith M Councils Member       
504 Sorn Chamroeun M Councils Member       
505 Thun Ton M Councils Member       
506 Prak Savuth M Councils Member       
507 Chum Teng M Councils Member  A A A
508 Phou Teng M Councils Member       
509 Yin Khim M Councils Member       
510 Kem Dou M Councils Member       
511 Soum Sakou F Councils Member       
512 Chou Bunnoeun M Councils Member       
513 Teum Sothon M Councils Member       
514 Kem Nauv M Councils Member       
515 Oung Samei M Governor      
516 Phan Chanthol M Deputy Governor      
517 Tep Sam On F Deputy Governor      
518 Soth Soeun M Deputy Governor      
519 Keo Sen M Deputy Governor A A A
520 Mok Theary M Deputy Governor      
521 Thang Koeun M Deputy Governor      
522 Om Bunleng M Director of Cabinet       
523 Soum Ratanak M Director of Finance Unit      
524 Cheam Him  M Director of Councils       
525 Bin Samol M Councils Member       
526 Tep Borey M Councils Member       
527 Sok Teang M Councils Member       
528 Ros Kon F Councils Member       
529 Siek Kunsea  F Councils Member       
530 Vann Doeun M Councils Member       
531 Bou Pin M Councils Member       
532 Heu Socheat  M Councils Member       
533 Som Vibol M Councils Member       
534 Chhuon Soy M Councils Member       
535 Sok Yat M Councils Member       
536 Khat Chon M Councils Member       
537 Seum Vorn M Councils Member       
538 Morm Chhay M Councils Member       
539 Tob Hoeun M Councils Member       
540 Tep Hon  M Councils Member       
541 Kong Sakphea  M Councils Member       
542 Nong Sreng  M Councils Member       
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543 Koy Sokha M Governor      
544 Chuk Sophany F Deputy Governor      
545 Soun Rindy M Deputy Governor      
546 Mak Ra M Deputy Governor      
547 Ok Moni M Deputy Governor      
548 Pich Horn M Deputy Governor      
549 Kloth Bunkun M Dep. Director of Cabinet       
550 Hun An M Director of Finance Unit      
551 Chhay Sareth M Director of Councils       
552 Chhun Song  M Councils Member       
553 Ty Kimtoc M Councils Member       
554 Vong Samol M Councils Member       
555 Mao Sophorn M Councils Member       
556 Phay Senghout M Councils Member       
557 Nou Samphorn M Councils Member       
558 Preap Chreang M Councils Member       
559 Ngoun Poseng M Councils Member       
560 Keo Thy M Councils Member       
561 Theam Limeang M Councils Member       
562 Chap Sareung M Councils Member       
563 Chhim Amra M Councils Member       
564 Meas Phon M Councils Member       
565 Houn Sarann F Councils Member       
566 Kem Sothoeun M Director of Administration      

Invited number  Attended
24 24
119 115

24 24
350 344

18
5
21
2

0 1
0 1
0 1
565 556
63 61
502 495

10

Female:
Male: 

Absent: 

Chief of Accounting Office
Director of Administration
Adm. Management Official

Total:  

Deputy director of FU

Director of Councils 
Councils 

Councils Member 
Unit & Office

24

24

Director of Cabinet
Deputy director of Cabinet
Director of Finance Unit

Governor
Deputy Governor

Boad of Governor 
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